
博士論文 
 

 

 

 

保安処分構想から医療観察法体制へ 

――日本精神保健福祉士協会の関わりを中心に―― 

 

(From Ho-an-shobun (preventive detention) plan to the system of Medical 

Treatment and Supervison Act:Focusing on the relevance of Japanese Association 

of Psychiatric Social Workers (JAPSW)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 年 3 月 

 

 

 

立命館大学大学院先端総合学術研究科 

先端総合学術専攻一貫制博士課程 

 

 

樋澤 吉彦 



  



立命館大学審査博士論文 

 

保安処分構想から医療観察法体制へ 

――日本精神保健福祉士協会の関わりを中心に―― 

 

(From Ho-an-shobun (preventive detention) plan to the system of Medical 

Treatment and Supervison Act:Focusing on the relevance of Japanese Association 

of Psychiatric Social Workers (JAPSW)) 

 

 

 

 

 

 

 

2016 年 3 月 

March 2016 

 

 

立命館大学大学院先端総合学術研究科 

先端総合学術専攻一貫制博士課程 

 

Doctoral Program in Core Ethics and Frontier Sciences 

Graduate School of Core Ethics and Frontier Sciences 

Ritsumeikan University 

 

 

樋澤 吉彦 

HIZAWA Yoshihiko  

 

 

甲号：研究指導教員：立岩 真也 教授 

Supervisor：Professor TATEIWA Shinya 



  



 

本研究は，日本における保安処分制度成立の機運に対して強固に反対の立場を堅持して

きた精神保健福祉分野のソーシャルワーカー（PSW）の職能団体である「日本精神医学ソ

ーシャル・ワーカー協会」（現日本精神保健福祉士協会，以下，協会）が，その構造的類似

性から一種の保安処分と同定できる「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医

療及び観察等に関する法律」（2003（平成 15）年 7 月成立，以下，医療観察法）に対して

実質的に関与するに至った過程について整理検討を行うことを通して，PSW の医療観察法

への関与の正当化論理及びその鍵概念となる本法における「社会復帰」の意味について明

らかにすることを目的としている． 

第 1 章及び第 2 章では保安処分の概要及び日本における保安処分の歴史について整理し

た．そのうえで，①保安処分の要点は「危険性の除去」が主目的であること，②対象とし

て想定されていたのは検討初期の段階から精神障害者であり，特に戦後，保安処分に対し

ては精神神経学会をはじめとする反対運動を勃興させたことの 2 点を指摘した． 

第 3 章及び第 4 章では協会の保安処分に対する「対抗」と方針変更の過程について整理

した．そのうえで，①協会は 1970 年から 80 年代初頭の保安処分に対して強固な反対運動

を繰り広げたが，それ自体保安処分的な性質を内在していた日本弁護士連合会による要綱

案に対しては PSW の活用が明記されていたこともあり曖昧な態度に終始したこと，②同時

期に勃発した PSW の保安に主眼を置いたうえでの強制性を顕在化させた事象を通して協

会は「対象者の社会的復権と福祉のための活動」という「使命」を導出し，自らに内在す

る保安処分的性質との折り合いをつけたこと，③2000 年代以降，協会は医療観察法に対し

て積極的に関与する姿勢へと「迷走」しながら徐々に方針変更していったことの 3 点を指

摘した． 

第 5 章及び第 6 章では PSW の本法への関与の正当化の鍵概念となる，本法における「社

会復帰」について検討した．PSW が「権能」として有することになった本法における「社

会復帰」とは，本法対象者が再び同様の行為に及ばない物理的環境下で生活し続けること

を指す．ここで言う物理的環境とは本法における医療の受療を指し，「本法における医療」

とは本法における医療を受け続けるための強制力を持った措置であることを明らかにした． 

 

  



We first examine how the Japanese Association of Psychiatric Social Workers 

(JAPSW) came to accept the Act for the Medical Treatment and Supervision of Insane 

and Quasi-insane Persons who Cause Serious Harm (published July 2003; hereafter 

MTSA), which was nevertheless similar to a Ho-an-shobun (preventive detention,PD) 

that the JAPSW had never accepted. We then elucidate the reasons given by the 

JAPSW to justify their acceptance of the MTSA, and finally analyze the MTSA’s 

statements about “rehabilitation into society.” 

In Sections 1 and 2, we summarize the PD, noting that the PD’s purpose was risk 

management, and those that it originally applied to were the insane and quasi-insane 

who cause serious harm. 

Sections 3 and 4 discuss changes in the JAPSW’s attitude toward the PD. From 

1970 through the 1980s they rejected the PD, but when the Japan Federation of Bar 

Associations published an Outline for the Improvement of Psychiatric Treatment in 

August 1981 similar to the PD, the JAPSW’s response to it was mixed. Then, after the 

forcible hospitalization of a man, the JAPSW issued a statement underlining their 

commitment to “rehabilitation into society and welfare of people with mental illness.” 

Finally, around the year 2000, the JAPSW began agreeing with the MTSA, based on 

their above statement.   

Section 5 and 6 analyzes the “rehabilitation into society” mentioned in the MTSA, 

used by the JAPSW as a basis for justifying their agreement with it. This “rehabilitation 

into society” is described as “people being able to live in an environment which would 

discourage them from again doing illegal acts.” In fact, the “environment” mentioned 

here means “one in which they receive medical treatment.” However, the MTSA then 

defines “medical treatment” as being “continuing to receive the medical treatment 

described in the MTSA,” which is a clear tautology. 
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序章 

 

 0-1 本研究の目的 

本研究は，日本における保安処分に対して，少なくとも 1980 年代前半までは強固に反対

の立場を堅持してきた「日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会」（現日本精神保健福祉士

協会，以下，引用文献表記以外は協会と略す．また精神保健福祉士を含む精神保健福祉領

域のソーシャルワーカーを PSW と略す）が，2000 年代以降，その構造的類似性から一種

の保安処分と同定できる「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察

等に関する法律」（2003（平成 15）年 7 月成立，2005（平成 17）年 7 月施行．以下適宜，

医療観察法，観察法または本法と略す）に対して実質的且つ積極的に関与を表明するに至

った過程を整理し，検討を行うことを通して，PSW の医療観察法への関与の正当化論理，

及びその鍵概念となる本法における「社会復帰」の意味について明らかにすることを目的

としている． 

 

0-2 本研究主題に対する筆者の「態度」について ――問題関心に代えて―― 

 本研究を進めるにあたり，問題関心に代えて筆者の本法に対する態度を明確にしておき

たい．本文で詳述の通り，医療観察法はいわゆる保安処分制度を定義付ける必要条件が完

備されている点で実質的にわが国初の保安処分制度であると言える．その意味において筆

者は，医療観察法は形式的にも実質的にも精神障害のある触法行為者に対してのみ「再犯

の危険性」を根拠として当該本人の自由の剥奪を定めているという点において差別的で均

衡を逸した制度である考えており，本法の存在を承認することはできない．当然ながら承

認できない法制度に PSW が関与するということにも基本的には反対の立場である．再犯の

危険性を公共の安全という面から捉えるか，それとも触法心神喪失者の利益という点から

捉えるかによってその目的は異なり，そのうえで本法は後者を志向しているのであるから

適正に運用しさえすれば問題は無いという立場が大勢を占めている状況であるが，上述の

志向はどちらか一方のみを採用できるものではなく不可分のものである．「再犯の危険性」

を根拠として自由の剥奪を伴う処遇制度である以上，運用者が意図せずとも上述の志向の

両面を併せ持つことになる． 

同じく本文で詳述するが，医療観察法は，特に 1981（昭和 56）年に日弁連と法務省との

間で開催されていた第４回刑法問題意見交換会の席上で法務省が提案した「保安処分制度

の骨子」（刑事局案）と酷似している．刑事局案は，1961（昭和 36）年に刑法改正準備会

より提案された「改正刑法準備草案」を踏襲した法制審議会総会による「改正刑法草案答

申」（1974（昭和 49）年 5 月 29 日，第 1 編第 15 章に保安処分の規定あり）が各方面から

の強い反対にあったことをふまえて，罪種による対象者の限定を行い，また保安上の必要

という文言を削除した「改良」版である．しかしこの刑事局案も日の目を見ることは無か

った．PSW 協会は同年の第 17 回大会・総会において，やはり同年に「保安処分を含む刑
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法改正実施」を閣議において発言した当時の奥野法相に抗議文を提出し，さらに「保安処

分に反対する精神医療従事者連絡協議会」への参加を決議している．少なくとも PSW 協会

はこの時点では，現行の医療観察法と実質的に同じ作用をもつ刑事局案に対して，その存

在自体否定しているのである．その後 20 年の時を経て，協会は関連団体の中でも実質的に

最も積極的に現行の医療観察法への関与を表明し，PSW はいまや本法運用の主軸の一人と

なっている． 

筆者は PSW の本来的な活動は，強制性を内包する医療観察法のような制度枠組みとは程

遠いものと考えている．しかしだからと言って，PSW はもはや本法の制度枠組みから逃れ

られる状況にはない．また，医療観察法という制度枠組みを一旦離れて考えた場合，少な

くともその対象者は，「犯罪者」でもなければ「触法精神障害者」1)でもなく，精神疾患と

いう難治性且つ社会的偏見の著しい病を抱え，それにより社会生活全般に困難を抱える一

人の人間であり，それは紛れもなく PSW の支援対象者と規定される．PSW の使命は根拠

法にもあるように精神障害者の社会生活支援にある 2)．病のみならずその病に付着する

種々の偏見と差別が精神障害を抱える人々の社会復帰・社会生活の妨げの大きな要因とな

っていることは周知の事実であり，触法心神喪失者ともなれば，その困難はさらに増すこ

とは想像に難くない． 

しかしながらその専門的支援活動は，精神障害者の「危険性の除去」による「社会の安

全・安寧」を志向する強制性を内包する医療観察法の枠内でのみ
．．

行われることになった．

そしてその帰結はそもそも必然であったのかもしれない．ここでいう必然とは，PSW の活

動の価値基盤の中にもともと強制性が内包されていたという必然である．本稿は上記の点

を白日の下にさらすまで
．．

の研究であり，PSW に対して提言や「あるべき」論を提示するも

のではない．勿論，本稿は「告発」の論でもない．筆者はソーシャルワークを含む支援／

治療には一定程度の強制性が必然的に内在されるものと考えており，それなしに支援／治

療は成り立ち得ないと考えている 3)．筆者の問いは，その強制性がいったい何のための／

誰のためのものであるのか，という至極凡庸な問いである． 

本稿は，「再犯のおそれ」と「医療の必要性」という相反的であり且つ相補的でもある処

遇要件を完備した医療観察法に対する PSW の関与の強度の過程を精査することを通して，

上記の必然を解題するものであり，そしてその解の妥当性の検討の端緒の意味を持つもの

である． 

 

0-3 本研究の構成 

 第 1 章では，「保安処分」の概要について述べる．保安処分については主として刑事法学

の分野において膨大な先行研究が存在する．また保安処分は一貫してその矛先の一人に精

神障害者を含めているが，日本における保安処分に関する先行研究を見る限り，そもそも

保安処分の歴史は「触法精神障害者」対策の歴史と重なり合っていることが明白である．

そのため精神医学分野においても特に「危険性予測の可否」と「処遇の内容とその効果」
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の領域において多数の先行研究が存在する．第 1 章では後述する医療観察法につながる始

点として，保安処分の定義，執行形式，そして保安処分と刑罰との関係について整理する．  

なお，第 1 章において歴史的仮名遣いで執筆された文献については，適宜現代仮名遣いに

あらためて引用する． 

 第 2 章では，日本における保安処分導入の経過を概観する．その際留意すべき点が 2 つ

ある．一つは「始点」の位置．もう一つは保安処分の「範囲」である．一つ目の始点につ

いては，主要な論考を見る限り概ね 1926（大正 15）年の臨時法制審議会答申「刑法改正ノ

綱領」に置くことで間違いはないと考えられる．二つ目の「範囲」は保安処分の性質に関

わることでもありその境界設定は容易ではない．そもそも日本における保安処分制度検討

の際のメルクマールともなっている 1961（昭和 36）年の刑法改正準備会による「改正刑法

準備草案」における保安処分条項では「治療処分」及び「禁断処分」，また本準備案をふま

えた 1974（昭和 49）年の法制審議会による改正刑法草案における保安処分条項では「治療

処分」及び「禁絶処分」にそれぞれ「限定」されている．更には 1981（昭和 56）年に法務

省が日弁連との合同の第 4 回「刑法問題意見交換会」の席上で提案した「保安処分制度（刑

事局案）の骨子」では条項において保安処分という語はついに使用されずに名称自体「治

療処分」として提案されている．また，精神衛生法から現行の精神保健福祉法に至るまで

規定されている強制入院制度（措置入院，医療保護入院）については「行政処分」であり

「司法処分」ではないという理由で保安処分の外縁に位置付けられることが定説であるが，

これさえも境界設定の基準次第では保安処分となり得る．実際に保安処分と密接に関連す

るかたちで 1988（昭和 63）年よりいわゆる「処遇困難患者」のための特別な病棟の設置に

関する検討会が厚生科学研究の一つとして開始されている．なお「処遇困難患者」に対す

る処遇については第 4 章 4-1-1 で述べる． 

第 3 章では，協会の保安処分に対する「対抗」の過程について述べる．協会は 1974（昭

和 49）年以降 1983（昭和 58）年まで総会決議として 5 回の保安処分反対決議を行なって

いる．また 1980（昭和 55）年からは「保安処分に反対する精神医療従事者協議会」（日本

精神神経学会を事務局として 8 団体が加盟・組織）に参加している．上記の決議内容は全

て保安処分に対する「躊躇」や「保留」のない強固な反対・批判という内容となっている．

第 3 章では第 4 章で詳述する協会の方針変更過程の整理・検討の前提として，日本におけ

る保安処分に対して，協会はどのような「対抗」の姿勢を示してきたのかについて，主に

協会が発行してきた『PSW 通信』及び関連資料等の記述の検討を通して明らかにする． 

第 4 章では，第 3 章の「対抗」の時期からほぼ正確に 20 年後，協会が実質的な保安処分

である医療観察法へ関与することになった方針変更の過程について述べる．1999（平成 11）

年の精神保健福祉法改正時の「重大な犯罪を犯した精神障害者」の処遇に関する付帯決議

や，2001（平成 13）年 6 月 8 日に発生した大阪教育大学付属池田小学校児童等無差別殺傷

事件とその後の政府与党の動きを受けて，協会は第 3 章で述べる保安処分への対抗の姿勢

から大きく方針を変更することとなる．この時，検討が開始された医療観察法与党案の中
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に「地方裁判所の判定機関」を構成する一員として PSW が明記されたことを契機として，

協会は，2001（平成 13）年 12 月 13 日付で全国の保護観察所に PSW を位置づけるという

与党案より一歩踏み込んだ「要望」を厚生労働，法務両省に提出する．当初，処遇要件を

「再犯のおそれ」としていた医療観察法案は成立までに若干停滞するものの，協会の「要

望」の内容を反映させたともいえる修正が施され，2003（平成 15）年に成立する．PSW

は医療観察法における「精神保健参与員」及び「社会復帰調整官」の事実上の職務要件と

なり，職務領域の拡大をかちとることに「成功」することになる．第 4 章では，はじめに

医療観察法成立の過程について整理を行う．そのうえで，協会による医療観察法に対する

見解等の内容の整理を通して，協会が「迷走」しながらも，徐々に本法に積極的に関与し

ていく様相を明らかにする． 

第 5 章では，第 4 章で検討した協会の迷走の過程をふまえて，PSW はどのようなロジッ

クで医療観察法への関与を肯定しているのかについて，主に協会機関誌『精神保健福祉』

における医療観察法に関する 2 度の特集号における論考の検討を通して整理する． 

第 6 章では本研究の中軸として，社会復帰調整官の役割の一つである「精神保健観察」

にみる「社会復帰」の意味について，主に医療観察法における PSW の職務のなかでも PSW

の使命を具現化した社会復帰調整官の「精神保健観察」に関する論考の整理検討を通して，

PSW の医療観察法への関与の正当化論理及びその鍵概念となる本法における「社会復帰」

の意味について明らかにする． 

終章では第 6 章までの総括をしたうえで，医療観察法を皮切りに PSW が司法分野におい

て構造的・機能的に「進出」の意思を明確にしている点を述べたうえで，今後の課題を述

べる． 

 

0-4 本研究の意義 

本研究は医療観察法下における PSW の本来的活動のための戦略構想の基礎的研究とい

う位置づけをもつものである．医療観察法については，精神医学をはじめ，法学，看護学

及び社会福祉学領域における先行研究が多数ある 4)．本文で詳述する通り，各領域におけ

る学術専門雑誌等においても多くの特集が組まれている．それらの先行研究はおおむね最

下段の表のように分類できる． 

 医療観察法に関する先行研究の論点については，①法制度自体を是とすることを前提と

したうえで制度運用が適正に行われるための方策検討や制度の円滑な推進のための方法・

技術の研究と，②法制度自体の是非についての各領域からの検討，及び各実践領域の専門

職の基盤となる価値と本法理念とのジレンマに関する研究，というようにおおむね２つに

大別される．この２つの論点に対して，(ア)本制度に関わる専門職（精神科医，法曹関係者，

看護師，精神保健福祉士等の実践領域）と，（イ）学術研究領域という２つの検討主体がそ

れぞれの視点から研究を行っている状況である．無論，各論点及び各検討主体はさらに細

分化されるものであるが，ここでは便宜上 4 つの枠組みに分類した． 
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      検討主体 

 

本法の論点 

(ア)実践領域 

（精神医学，看護学，法学，社会

福祉学） 

(イ)学術研究領域 

（精神医学，看護学，法学， 

社会福祉学） 

① 

・法制度運用の適正手続 

・法制度運用の方法・技術 
○ ○ 

② 

・法制度自体の是非 

・現行法との整合性 

・本法との専門職ジレンマ 

△ △ 
 

 各枠組み中の記号は，その領域の先行研究（論考）の相対的進行状況とその「量」を示

したものである（○→多い，△→少ない）．上述の先行研究等を概観すると，圧倒的に①－(ア)

領域，及び①－（イ）領域におけるものが多い状況にある．それに対して②－(ア)領域，及

び②－(イ)領域における先行研究は相対的にきわめて少ない 5)．②－(ア)領域については，

本法制度関連分野に身を置き実践を行いながら本法自体の是非について検討を行うという

ことでもあり，そのことは自らの専門職としての実践を，実践を通して否定するというこ

とにつながるものでもあり，困難さを内包するものである．その分，筆者の本主題を含め

た②－(イ)領域が，①－(ア)及び①－(イ)の批判的検証の役割を担いつつ②－(ア)を補完しな

ければならないのであるが，当領域の先行研究はあまり活発な状況とはいえない．本章 0-2

で述べたことの具現化のためには②－(イ)領域における成果を蓄積していく必要があると

考える． 
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第 1 章 保安処分の概要 

 

 第 1 章では「保安処分」の概要について述べる．序章で述べたように保安処分について

は主として刑事法学の分野において膨大な先行研究が存在し，また精神医学分野において

もその主要な対象が「触法精神障害者」であるが故に特に「危険性予測の可否」と「処遇

の内容とその効果」の領域において多くの先行研究がある 1)．本章では後述する医療観察

法につながる始点として，保安処分の定義，執行形式，そして保安処分と刑罰との関係に

ついて整理する．  

 

 1-1 保安処分の始点と定義 

 日本における新派刑法学の第一人者（三井他編[2003：743]）である牧野英一は 1929（昭

和 4）年の著書において次のよう述べている． 

 

いうまでもなく，最近の諸国の刑法草案では，保安処分に関して規定を設けていな

いものがない．思うに，保安処分ということは，二十世紀，少くともその初頭にお

ける世界の刑法の特色を為すものであろう．丁度，十九世紀の刑法が罪刑法定主義

をその特色としたように（牧野[1929：265]）． 

 

無論，実際は日本においては罪刑法定主義に基づく刑罰一元主義が採られており，少な

くとも日本においては牧野の予測通りにはならなかった．しかし 19 世紀後半から 20 世紀

初頭にかけて保安処分が俄かに勃興したのは事実である．その背景には「累犯の増加」や

「数多くの犯人を無差別に同一監房に留置する」というような「監獄の不完全」があった

（牧野 [1925：56]）． 

保安処分の始点は 1893 年，スイス・ベルン大学教授で刑法学者カール・シュトース（Carl 

Stooss）によるスイス刑法典予備草案，いわゆる「シュトース案」における規定であるとい

うことが刑事法学をはじめとする複数の論者により定説として述べられている 2）．但しこ

れよりも前，1866 年 1 月 30 日のベルン刑法典において保安処分の語がすでに用いられて

いた（木村[1942：356]）．また更にそれよりも以前，18 世紀初頭のドイツにおいて犯罪の

嫌疑を解くまでは釈放されない保安処分的要素を持つ「嫌疑刑」と呼ばれる刑罰が存在し

ていた（小川[1964：45]）．1794 年の「プロシア共通地方法」のうち刑法部分の立案者であ

った刑法学者クライン（E.F.Klen）は，これを刑罰から切り離し保安処分とする二元主義

を主張した（木村[1942：364]，小川[1952：42]，同[1964：45-46]，墨谷 [1982：70]）．

クラインは刑罰及び保安処分両者の唯一の正当化根拠を「公共の安寧幸福」に置いた（安

平[1936：64-65]）．その後，1799 年には保安処分の一元主義が採られた（小川[1964：46]）．

クラインの保安処分一元主義は，法と道徳の分離，罪刑法定主義を徹底させた刑法学者フ

ォイエルバッハ（A.v.Feuerbach）による批判を受けることになる 3)． 
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「制度」としての保安処分は，主としてドイツ（1933 年，ナチス政権下の刑法に導入，

その後，1969 年に改正）（大西他[1983]），イタリア（1930 年，刑法に導入）（森下[1982]，

同[1984]），スウェーデン（1927 年，「異常な犯人」と「重大な累犯者」に対する保安拘禁

と監置の制度）（森下[1958]，古田[1981e]），デンマーク（1925 年，「精神機能の発育不全，

かなり恒久的な欠陥または障害―性的異常を含む―により罪を犯し，公共の安全に対してい

ちじるしく明白かつ重大な危害を与える，特に危険な人物の収容に関する法律」が施行，

1930 年，刑法に導入され，1933 年施行）（森下[1958]，古田[1981g]，葉山他 [1983]），ノ

ルウェー（1902 年制定の刑法に不定期刑と保安拘禁が導入）（森下 [1958]），オランダ（1886

年精神病院への収容命令が規定，1925 年には「TBR 処分（政府の処置にゆだねる監置処分）」

が導入され 1928 年より施行）（古田[1981c]，日本弁護士連合会編[1983：60-75]，永野 [1983]）

等で主に刑法典の一部として導入された．またフィンランドは刑法に関連する法律として

保安処分を制定している（特別法として例えば 1932 年に制定された危険な累犯者に関する

法律）（森下 [1958]，Günter Blau／斎藤訳[1962]）．刑罰と保安処分との区別はおろか保

安処分という概念自体存在しない（荘子[1958]，古田[1981a]，同[1981b]，戸塚[1983]）イ

ギリスは，上述の安平による第2期における各種法に加えて，1959年の「精神保健法（Mental 

Health Act）」（1983 年及び 2007 年に改正）4)において行政措置としての緊急入院

（Emergency admission）とは別に，犯罪を犯した精神障害者に対する裁判所による入院

命令（Hospital order）が規定されており，実質的な保安処分制度（古田[1981a：3-4]）と

して運用が開始された．後述の通りイギリスにおける処遇実践は医療観察法の事実上の主

要なモデルとなっている．日本が旧刑法（1882（明治 15）年施行）のモデルとしたフラン

スでは刑法典のなかに犯罪を犯した精神障害者に対する保安処分を導入する草案が1934年

以降数次にわたって出されているものの，いわゆる司法処分としての制度導入には至って

いない． 

保安処分はどのように定義づけがなされているのか．はじめに『刑事法辞典』における

現在の一般的な定義を挙げておく． 

 

広義においては，犯罪の防遏（ぼうあつ）のために用いられる刑罰以外の刑事処分

を保安処分という．刑事裁判所で適用の可否が決定される点で，措置入院などの行

政処分と異なる．刑罰が過去の違法な行為に対する責任非難・代償として，個人の

法益を剥奪するのに対して，保安処分は，行為・行為者・物などの規制対象の危険

性の除去ないしは予防にその中心的役割がある．／広義の保安処分には，物の利用

制限，財産的利益の没収，営業所の閉鎖などの対物処分も含まれるが，狭義におい

ては，対人処分を保安処分と呼んでいる．対人処分には，運転免許の停止・取消し，

居住の制限，保護観察，優生手術などのような自由制限を伴う処分と施設に収容す

る自由剥奪を伴う処分とがあり，後者を再狭義における保安処分という．再狭義の

保安処分にも，対象者の改善を目標とする処分と隔離を目標とする処分とがあり，
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前者を改善処分（中略），後者を保安処分（中略）と呼んで区別することもある（三

井他編[2003：708]）． 

 

 この定義に加えて，物の利用制限等の対物処分まで含む場合は広義の保安処分となる．

対人処分に限定した場合，狭義の保安処分となる．但し，広義と狭義の捉え方については

後段の牧野のように，保安処分を教育・矯正と隔離とに分け，後者を狭義の保安処分とす

る場合もある（牧野 [1925：235]）．更に同じく後段の木村のように，定義付けの要素の完

備の程度により広義と狭義を段階的に分類して説明する場合もある（木村[1942：355-358]）．

後述のようにそもそも保安処分の定義に幅があるのは，それが「元来理論に依って構成せ

られたところのものではなくして，実際の要求に基いて成立したもの」であって（木村

[1942：377]），「保安処分という言葉を用いること自体が実際の要求から生まれている」か

らである（小川[1964：2]）．このように保安処分に関しては論者により広義・狭義の用語の

用い方が異なるため注意が必要である． 

 『刑事法辞典』の定義から保安処分を構成する 3 つの要素を抽出することができる．第

一は，「犯罪の危険の防止（再犯防止）」を企図した処分であるということである．第二は，

「刑罰の補充・代替」として当該個人の「治療・教育・改善」を目的とした「自由の剥奪

を伴う隔離・拘禁を含む強制的な措置」であるということである．そして第三は，精神保

健福祉法における強制入院制度である措置入院のような行政処分とは異なり，刑事裁判所

によって言い渡される「司法処分」であるということである．第 2 章以降で日本における

保安処分の過程及び医療観察法の導入過程について検討を行うが，制度案に対する厳しい

批判を受けて，その対象や「名称」の修正が行われるものの，この 3 つの要素は医療観察

法に至るまで基本的には完備されている． 

本稿では基本的に以上の 3 つの要件が含まれている法制度について「保安処分」と定義

する．この定義を土台としてここで保安処分についての古典的な定義を提示しておきたい． 

 牧野は，論の前提として「中間者」の処遇，すなわち心神耗弱者を取り上げる 5）． 

 

わが刑法第 39 条第 2 項は心神耗弱者に対して刑を減軽すべきことを規定している．

従来の自由意思論に従うときは，自由意思が，その自由において 5 割減ぜられるに

つれて，刑も又 5 割減軽されねばならぬ，またそれでいい，ということになるので

ある．しかし，これでは，観念上の問題はそこに形式上解決され得たにしても，実

際問題は，実質上，少しも解決され得ていないのである．責任半減の原則に依って

は，心神耗弱者に困る社会生活の侵害乃至脅威に対し，社会の秩序を維持し乃至発

達を促進することは少しも待ち設けられないばかりでなく，却って，それが常に危

殆に陥らざるを得ないことになるのである（牧野[1934：65]）． 

 

 そして以上のような心神耗弱者に対しては「刑に加えて ―むしろ刑に代えて―」，「刑と
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治療法との中間に位するもの」（牧野[1934：66]）として保安処分の必要性を主張する．保

安処分には「社会防衛」と「治療」という 2 つの目的が含まれる． 

 

保安処分は，一方において，社会防衛を全うせねばならぬ．その危険なる心神耗弱

者から受ける脅威に対して，社会の保安を全うせねばならぬのである．刑は，従来，

この意味において，甚しく不完全なものであったのであるが，それが心神耗弱者に

対する場合においては格別に著しいことになるのである．それを，今，保安処分に

因って補充しようということになるのである．／保安処分は，なお，他方において，

心神耗弱者に対する治療を全うすることにせねばならぬ．心神耗弱者は，やはり，

その耗弱の点において一種の精神病者であるのである．そうして，通常の精神病者

に対して社会は治療の方法を講ぜねばならぬものであるならば，おなじく，心神耗

弱者に対しても，社会は治療の方法を尽さねばならぬのである（牧野[1934：70-71]）． 

 

 牧野は保安処分の実際の運用について，①不定期であること，及び②先に保安処分を執

行したうえで刑の執行を行うこと，場合によっては刑の執行を免除することの 2 点を示し

ている（牧野[1934：71-72]）． 

 安平は「社会一般の安寧維持」のためには「個人の利益を犠牲に供するもまたやむを得

ず」（安平 [1936：序 3-4]）との信念のもと，保安処分を次のように定義する． 

 

保安処分とは，犯罪または之に類似する行為に出でむとする特殊の危険性ある者に

対し，その将来的危険を防止し，社会的秩序の侵害を予防するの目的を以てなさる

る行政的処分を云い，その実質は，個人を社会に適合せしむるか，または適合不可

能の者を社会より隔離せむとする国家的の処置をいう（安平 [1936：25-26]）． 

 

 すなわち「犯人の危険性に対応した特殊の処置をなすことによって犯人の再犯危険を防

止せんとするもの」は（狭義の）保安処分となる．これに「改善」を加えたものが広義の

保安処分となり，安平は一般的には広義の保安処分がすなわち保安処分となるとしている

（安平 [1936：26]）．上述した一般的な定義と比較してその条件は非常に広く且つ緩くと

られている．上述の定義づけの 3 要素のうち第三の要素は含まれておらず，むしろ，行政

的処分全般を含むものと規定されている．安平は刑罰との比較において保安処分の特徴を 4

点にまとめている．第一は，刑罰は犯罪鎮圧としての一般予防を第一次目的としているの

に対して，保安処分は特別予防を第一次目的としており，一般予防は副次的なものとして

いる点である．第二は，刑罰は応報観念の充足を目的としているのに対して，保安処分は

危険性の駆逐を目的としている点である．第三は，刑罰は「害悪たる性質」を持つのに対

して，保安処分は危険性防止のための手段性が本質である点である．そして第四は，刑罰

は責任を基礎として科すのに対して，保安処分は犯人の「社会的危険性」に立脚して科す
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点である（安平 [1936：44-45]）． 

 安平は保安処分の対象として「一定の犯罪的危険性のある物体」と端的に述べている．「処

分の目的はこの危険物体に対して直接，間接に之が排除を試みんとするにある」（安平 

[1936：330]）．「犯罪的危険の主体」は，直接的には「一定の人」であり，間接的には「一

定の物」となる．そのため保安処分は「人的保安処分」と「物的保安処分」とに分類され

る． 

「人的保安処分」は「一定の人格に対してその者によって惹起されんとする将来の犯罪

的危険行為より之を防衛せんが為めに之に対し加えらるゝ刑法的の強制処分」を指す．判

断の対象となるのは「一定人の『社会共同生活に対する将来的危険性』の存否」であり，「刑

事事件」に関連をもつ「一定人格が危険性」を有する限り「凡ての自然人は処分の対象と

なる」（安平 [1936：332]）．これに対して「物的保安処分」は「犯罪及びそれによる侵害

的危険を防止せんとの目的を以て，直接に物に対して加えらるゝ国家的予防手段」を指す

（安平 [1936：322-333]）．具体的には犯罪を誘発する可能性のある凶器等や，あるいは既

に発生した犯罪の「残存的危険物」，例えば犯行に使用された凶器や犯罪により取得した賄

賂等がこれにあたる（安平 [1936：334]）． 

木村亀二は主観主義・行為者主義の立場から，「保安処分」という言葉の由来に触れたう

えで，保安処分を広義と狭義とに分類している．広義の保安処分は「犯罪の危險を防止す

る為めに，刑罰以外に於てこれを補充し，又は，これを代替するものとして，国家が使用

するところの改善・敎育・保護その他の処分の総てを含むもの」としている．それに対し

て狭義の保安処分は「刑罰以外に於てこれに代替するか又はこれを補充するものであつて，

犯罪行為を原因として行為者の危険性を防止する為めに裁判所に依って言渡されるところ

の行為者の自由を剝奪することを内容とする処分」とする．木村の定義に従えば広義の保

安処分に関しては上述 3 要素のうち第一の犯罪の危険の防止ということのみ合致すること

になる．木村の広義の定義には狭義の定義に比して「自由の剥奪」は要素に入っておらず，

また，裁判所による言渡しの有無も含まれていない．更には，当時の少年法及びイタリア

刑法の例を示したうえで，「最広義に於ける保安処分の概念に在っては，犯罪行為の有無は

処分の要件とせられない」と述べ，広義の定義においては対象者の犯罪行為の有無も処分

の要件とはならないことを述べている．そのうえで当時の諸外国の刑法草案の概念をふま

えて保安処分について議論する際は広義の定義のものと解すべきと述べている（木村

[1942：355-358]）． 

法務官僚として日本における保護観察処分制度導入に尽力した小川太郎は保安処分を以

下のように定義する． 

 

保安処分とは，特定の犯人の犯罪を原因として，その将来の危険を防止するために，

刑罰以外においてこれを補充しまたはこれに代替するものとして，裁判所によって

言渡されるところのその犯人に対する自由の剝奪または制限を伴う隔離または改善
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の処分である（小川[1964：27]）． 

 

 小川の定義は木村の狭義の定義とほぼ同様のものであるが，小川はこの定義をふまえ保

安処分の性質を 5 点挙げる．第一は，保安処分を「一般人を対象とする防犯処分」と異な

り「個々の犯人に対する処分」とするという点である．これはすなわち特別予防を指す．

第二は，「保安処分は犯罪のあることを前提とする」という点である．第三は，「保安処分

においては，犯人の将来の危険性」の認定の必要があるという点である．第四は，「自由の

剝奪または制限を伴う隔離または改善の処分」であるという点である．そして第五は，「裁

判所によって言渡される」という点である（小川[1964：27-35]）．小川の定義も基本的には

上述 3 要素と合致している．小川は以上 5 点の性質に加えて保安処分制度の前提として，「従

来の刑事制度にはなかった機関と施設」を持つ必要を述べている．具体的には裁判所には

「考査所」または「鑑別所」などの専門機関の附置，また処分の執行については「専門家

と良識者とを構成員とする員会組織」と「保護観察官，調査官などの名をもってよばれる

職員」の必要性を挙げている（小川[1964：34-35]）． 

 瀧川は刑罰手段の体系との比較において保安処分を説明している．第一は，刑罰は「犯

罪鎮圧」であるのに対して，保安処分は「犯罪予防」である点である．第二は，刑罰の発

生動因は違法行為に対する制裁としての「応報」であるのに対して，保安処分は「将来的

危険性の防衛」としての「個別処遇」を目標とする点である．第三は，刑罰は「害悪」が

本質であるが，保安処分はそうではない点である．そして第四は，刑罰は個々の違法行為

ごとの「責任」を基礎としているが，保安処分は「犯罪人の社会的危険性」に立脚してい

る点である（瀧川 [1962：95]）．瀧川の保安処分の説明は刑罰の比較においてなされてい

るため当然ながら司法処分ということが前提となっている． 

 

 1-2 保安処分の執行形式 

 保安処分の具体的な執行形式としてどのような種類のものが想定されているか．安平は

1931（昭和 6）年の改正刑法草案に盛り込まれた保安処分，すなわち「監護処分」，「矯正

処分」，「労作処分」，「予防処分」に加えて，付随的なものとして「保護観察」，「善行保証」

及び，当時の少年法に規定されていた「保護処分」を含めた 7 種類の処分を保安処分とし

て説明している．なお，この他に当時の「精神病院法」（1919（大正 8）年）における「監

置処分」なども挙げているが，これについては「本質は全く行政的なもの」として保安処

分には含めていない（安平[1936：334-336]）． 

 木村は当時の各国の刑法草案の規定をふまえて上述の安平による説明と同様に保安処分

を「対人的保安処分」と「対物的保安処分」とに分類している．前者については自由剥奪

の有無により更に 2 つに分類できるとしている．自由剥奪を伴う対人的保安処分について

は，①責任無能力者及び限定責任能力者に対する治療監護所収容，②酒癖者及び麻酔剤等

の使用者に対する矯正所収容，③浮浪・乞食者及び労働嫌忌者等に対する労働所収容，④
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犯罪の常習者及び危険者に対する予防所収容，の 4 種類を挙げている．また自由剥奪を伴

わない対人的保安処分として，①職業等の禁止，②居住制限，③国外追放，④保護監視，

⑤善行保証，⑥去勢，⑦飲酒店出入禁止，等を主なものとして挙げている．対物的保安処

分については，①没収，②営業所閉鎖，③法人の解散，等を主なものとして挙げている．

以上のうち木村も 1931（昭和 6）年の改正刑法草案をふまえて，自由剥奪を伴う 4 種の処

分を保安処分と規定することについて妥当であるとしている（木村[1942：381]）． 

 小川は特に対人的保安処分を取り上げ，保安処分の基本構造を「隔離，改善」の軸と「自

由制限，剝奪」軸との 4 要素の組み合わせにおいて説明している．すなわち，隔離によっ

て社会の安全を図る「自由を剝奪することによる隔離処分」，拘禁をしないまでも当該者の

行動を制限することを通して社会を防衛することを企図する「自由を制限することによる

隔離処分」，少年院等への収容もしくは精神病者に対する治療処分等の「自由を剝奪するこ

とによる改善処分」，そして保護観察等に代表される「自由を制限することによる改善処分」

である（小川[1964：37-43]）．処分の様態については第 2 章の日本における保安処分の歴

史の整理検討の箇所において，特に日本における刑法改正草案に盛り込まれた処遇の種類

についてあらためて述べる． 

 

 1-3 刑罰と保安処分の関係 ――併行主義と代替主義―― 

保安処分と刑罰とが同じ刑法典に規定されているとき，どちらを優先的に執行すべきな

のか．また，そもそも理論的背景の異なるものを同じ刑法典に定めることついて問題はな

いのか．瀧川は両者について，「両者は必ずしも明確に区別されえないものがあり，また純

理論的，終極的な目的観においても全く相異なるものとして理解しえざる」ことは事実で

あるとし，「応報観念を前提として成立している刑罰」と「犯罪的傾向に対する社会防衛手

段としての処分」を概念上は明確に区別しながらも，両者ともに同じ刑法典に規定してい

るところに「今日の刑法改正或は改正された刑法典の立法理念や立法技術上の困難が存す

る」と指摘している（瀧川[1962：96]）．ここで指摘される刑罰と保安処分との競合・代替

の問題は，旧派的な刑罰の乗り越えとして勃興してきた保安処分を刑罰と併存させるとい

う矛盾という形で，制度の運用・手続き上の問題を超えて保安処分存立に関する根本的課

題となっている． 

この点については安平による詳細な分類がある（安平[1936：397-417]）．はじめに安平

は検討の前提として刑罰と保安処分に関するいわゆる「一元主義」と「二元主義」につい

て整理を行っている．すなわち刑法典の中において制裁手段として刑罰と保安処分の規定

を認めているものを「広義の二元主義」と呼ぶ．反対に刑罰または保安処分のどちらか一

つのみの規定を認めるものを「広義の一元主義」と呼ぶ．「広義の二元主義」は下述する「狭

義の二元主義」（「重畳主義」）と「狭義の一元主義」（「代替主義」）とに分類される．前者

の「狭義の二元主義」はその執行にあたって更に「執行上の併行主義」と「執行上の代替

主義」とに分類される． 
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以上の基本的な分類をふまえて安平は，保安処分と刑罰の関係に関して (A)「処分言渡し

に関し，法条競合の場合」，(B)「同一人に対し，刑罰と処分の競合を生ずる場合」，(C)「同

一人に対し，二以上の処分が同時に競合する場合」の 3 パターンに分けて検討すべきとし

ている．そしてこれらのパターンは「言渡手続上の問題」と「執行上の問題」とにそれぞ

れ関連づけて検討されるべきとしている．(A)については，「事態の現状に即して，処分本来

の合目的観に訴えて最も有効適切なるものが適用」される必要があるとしている．(B)につ

いては，(a)刑法典において刑罰か保安処分のどちらか一つのみを認める広義の一元主義，

(b)刑罰と保安処分の併科を許す広義の二元主義，そして(c)原則として併科を許すも裁判官

が場合によってはどちらか一つを宣告し，それをもって他に代替させるという狭義の一元

主義の 3 つに分類される．(C)についても(B)と同じように分類される．これに続いて安平は

上述の「広義の二元主義」の基本的分類，すなわち「狭義の二元主義」（「重畳主義」）と「狭

義の一元主義」（「代替主義」）についてその「良し悪し」の検討を行っている． 

「狭義の二元主義」について安平は，当該形式は理論的に最も単純で自然的なものとし

ているが，執行段階において困難が生じると述べる．刑罰か保安処分のどちらか一方を先

に執行した際，その執行によって一定の刑政目的を達成した場合，それでも更に他方を科

すということは「無意義」であり，「無用有害」なものとなる．この弊害を解決しようとす

るものが「狭義の一元主義」（「代替主義」）である．狭義の一元主義は，刑法典上は二元主

義であるが，その適用において保安処分一元主義を採る形式である．狭義の二元主義の執

行上の問題点である一定の処分後の更なる処分の弊害は当形式では一応解決することにな

る．しかし狭義の一元主義においては刑罰と保安処分は代替的関係に置かれるため双方の

類似性が求められる．その点において，そもそもその本質を異にする刑罰と保安処分との

交互代替を許すことについて旧派学派から「事態の混同であり正義的でない」という批判

がなされることになる．そもそも刑罰の不十分性によって保安処分が勃興したのであるか

ら刑罰によって保安処分が代替できるとなるとそれは理論矛盾となる．安平はこの点につ

いて「刑罰はその行使が，一定の処分の行使によって到達せんとする目的を達し得る限り

に於て，保安処分を代替し得べき」と総括する．安平は日本における刑罰制度を概観した

うえで，刑罰には「広範囲に於て，保安処分の分子を内蔵するが故に，之に類似する広範

囲の保安処分を代位し得べく，その限りに於て保安処分は抹殺されて然るべきことゝなる

のである」（安平[1936：407]）という． 

これとは反対に保安処分による刑罰の代替の可能性について安平は，「責任判断」と「一

般人威嚇作用」という 2 つの点において代替可能であるとしている．一つ目の責任判断に

ついて安平は「『裁判に於ける責任判断及び非難性』の点は，処分とても，一定犯罪行為に

基き，裁判によって科せられるゝ限り，刑罰の場合と異らない」と述べ，仮に裁判官が刑

罰の代わりに保安処分を科したとしても責任判断は加えられたことになり，保安処分によ

る刑罰の代替は可能であるとする．二つ目の「一般人威嚇作用」はすなわち一般予防作用

のことであるが，これについて安平は代替可能性について「やや疑ひなきを得ぬ」としな
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がらも，「自由剥奪に関する保安監置，強制労働，酒癖矯正，非自由処分なる国外追放，職

業禁止，公権剥奪の如し」「多くの処分は，その内実に於て，害悪分子を含んでいること明

白である」（安平[1936：409]）として，刑罰を代替し得るとする． 

 

1-4 小括 

 以上，本章では本研究の端緒として保安処分の概要についての整理を行った．本章の要

点を 2 点にまとめる．第一は，古典的な保安処分の焦点は「危険性の除去」であり，それ

が可能な場合は「治療・矯正」へ，不可能な場合は「予防拘禁」へという風に，改善可能

性の可否自体は処遇要件にはなっていない点である．第二は，「治療・矯正」の対象と想定

されていたのは，当該制度検討初期の段階からいわゆる心神喪失等の状態が呈される精神

障害者とアルコール・薬物依存症者であった点である．第 2 章では，本章で整理した保安

処分の理念型が日本においてどのように具現化されようとしていったのか，そしてなぜ「保

安処分」としては具現化されなかったのかについて，その過程について整理検討を行う． 
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第 2 章 日本における保安処分導入の過程 

 

第 2 章では，日本における保安処分導入の過程について述べる．序章で述べたように，

史的展開について整理する際，留意すべき事項が 2 つある．第一は，その「始点」をどこ

に置くかということである．第二は，「範囲」をどのように規定するかという問題である．

第一の留意事項は第二の留意事項に連動して設定される．特に第二の事項について，現在

も含めて当該制度がこれまで刑法典の中において「制度」としては規定されてこなかった

ため，当該制度「らしきもの」を上述の定義付けの各要素との同定作業のうえ論を展開す

る必要があるが，その際，定義付けのための要件自体が不確定である以上，それは十分条

件とは成り得ず，同定作業も困難になる．至極当然のことであるが，定義が確定しない限

り何が保安処分であるかについては確定的なことは言えないということである．反対に，

例えばある制度の定義付けの要素の一つに人権を侵害するおそれのある要素が含まれる必
．

要性
．．

がある場合，当該制度の立案と実施については厳しい議論が行われるはずである．し

かし仮に為政側が理念のレベルでは保安的な色合いをトーンダウンさせつつ，機能的なレ

ベルで当該制度を推し進める意図がある場合，理念や名称に固執することなく，当該制度

の定義付けの要素のうち理念的なレベルの要素を破棄することにより外形は「別物」に仕

立て上げたうえで，実質的に当初案と同等の機能を持つ制度構築を目論む可能性はある．

そのため「範囲」を考える際，理念的・外形的に当該制度を標榜していないとしても，実

質的・機能的なレベルにおいて当該制度が目指している役割を果たすことを企図されてい

る制度についても，慎重に吟味したうえでその範疇に入れて検討する必要があると考える． 

日本における保安処分制度検討の際のメルクマールともなっている 1961（昭和 36）年の

刑法改正準備会による「改正刑法準備草案」における保安処分条項では「治療処分」及び

「禁断処分」，また本準備案をふまえた 1974（昭和 49）年の法制審議会による改正刑法草

案における保安処分条項では「治療処分」及び「禁絶処分」にそれぞれ「限定」されてい

る．更には 1981（昭和 56）年に法務省が日本弁護士連合会（以下，日弁連と略す）との合

同の第 4 回「刑法問題意見交換会」の席上で提案された「保安処分制度（刑事局案）の骨

子」では保安処分という語はついに使用されずに名称自体「治療処分」として提案されて

いる．しかし上述の観点から，これらを保安処分検討対象から外すという選択肢はあり得

ない．医療観察法についても「理念や名称に固執することなく，機能的なレベルで当該制

度を推し進める意図」のもと制度化されたものであると考える．この点を含めて，PSW と

保安処分及び医療観察法との関係については第 3 章以降で検討を行う． 

林弘正は日本における刑法改正事業を 4 期に区分している（林[2003：1]）．第一期は明

治政府成立に伴う律令法系から 1882（明治 15）年施行の刑法（旧刑法）に至る期である．

第二期は明治 15 年刑法（旧刑法）制定から 1907（明治 40）年の現行刑法成立に至る期で

ある．第三期は現行刑法制定から 1940（昭和 15）年の「刑法並監獄法改正調査委員会総会

決議及留保条項（刑法総則及各則）」（仮案）の答申に至る期である．そして第四期は上記
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仮案から 1974（昭和 49）年の「改正刑法草案」登場に至る期である．本章では第 1 章で整

理した保安処分の定義付けの 3 要素（再犯防止，刑罰の補充・代替としての強制的措置，

司法処分）に加えて，対人的保安処分として企図されたものを暫時的に保安処分と規定し

て論を進める．具体的には林の区分のうち第三期以降に限定し，下段の順でその提起の経

過を中心に整理検討を行う 1）． 

 

・1926（大正 15）年 「刑法改正綱領」（臨時法制審議会決議） 

・1927（昭和 2）年 「刑法改正予備草案」 

・1931（昭和 6）年 「刑法並監獄法改正調査委員会総会決議及留保条項（刑法総則）」 

・1940（昭和 15）年 「刑法並監獄法改正調査委員会総会決議及留保条項（刑法総則及

各則）」 

・1961（昭和 36）年 「改正刑法準備草案」（刑法改正準備会） 

・1974（昭和 49）年 「改正刑法草案」（法制審議会総会答申） 

・1981（昭和 56）年 「保安処分制度の骨子（刑事局案）」（法務省） 

 

2-1 現行刑法制定から 1974（昭和 49）年の「改正刑法草案」まで 

現行刑法の事実上の土台となっている 1907（明治 40）年に旧刑法から改定された刑法は，

1995（平成 7）年にひらがな書き，現代仮名遣いに改める等の「刑法の平易化」と呼ばれ

る改正や，社会の変化に対応した刑罰の追加等の改正がなされてきたが（三井他編[2003：

197]），これまで数度の刑法改正草案が示されてきたものの全面的改正には至っていない．

刑法典とは別に保安処分的要素を持つ法律として，「旧感化法」における感化院への入所処

分規定，「精神病院法」（1919（大正 8）年）における矯正入院規定，「少年法」における保

護処分，「新聞紙法」における発行禁止措置規定，「監獄法」における「戒護」処分規定，「少

年救護法」における「教護処分」規定等は既に存在していたが（安平[1936：304-306]），

刑法そのものに保安処分を導入することは実現していなかった．そのため，刑法の全面改

正を企図した改正草案には必ず保安処分が盛り込まれてきた．保安処分導入企図の根拠は，

応報としての刑罰では困難になってきた「国家がその政治を行う上において守らねばなら

ぬところの道義的規範」としての「美風良習」及び「淳風美俗」の維持にあった（牧野[1934：

6]）．その最初のものは 1926（大正 15）年に臨時法制審議会答申として示された「刑法改

正綱領」（以下，綱領と略す）である．綱領は 1921（大正 10）年の諮問を受けたものであ

る．この綱領を基礎として，1927（昭和 2）年に「刑法改正予備草案」（以下，予備草案と

略す），そして 1931（昭和 6）年に「刑法並監獄法改正調査委員会総会決議及留保条項（刑

法総則）」（以下，昭和 6 年草案と略す）の公表に至ることになった（牧野[1934：2]）． 

予備草案では保安処分として「予防監護」，「酒癖矯正」，「労働留置」，「予防拘禁」の 4

種が規定されている．「予防監護」は「禁固以上の刑」に該当する罪を犯した「心神喪失者」

又は「瘖唖者」，また既に懲役以上の刑に処せられている「心神耗弱者」又は「瘖唖者」に
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対して無罪又は免訴の言渡しが為された場合，「公益上」必要あると認められるときに裁判

所により言渡しが為されるものである．「酒癖矯正」は飲酒の習癖がある者で，酩酊により

1 年以下の懲役等の言渡しが為されているか，心神喪失等で無罪または免訴の言渡しが為さ

れた場合，習癖の矯正が行われなければ再び罪を犯すおそれが認められた場合，その裁判

と共に言渡しがなされるものである．「労働留置」は無節制又は労働嫌忌により常習として

罪を犯している者で，1 年以下の懲役等の言渡しが為される場合にその裁判と共に労働留置

の言渡しがなされるものである．「予防拘禁」は懲役以上の刑の終了後，釈放された後に更

に放火，殺人又は強盗のおそれの顕著なものに対してなされる処置である． 

昭和 6 年草案では「予防監護」は「監護処分」に，「酒癖矯正」は「麻酔剤」2)使用を加

えた形で「矯正処分」に，「労働留置」は「労作処分」に，そして「予防拘禁」は「予防処

分」に修正がなされた．昭和 6 年草案は 9 年後の 1940（昭和 15）年に提案された「刑法並

監獄法改正調査委員会総会決議及留保条項（刑法総則及各則）」（以下，昭和 15 年仮案と略

す）に引き継がれている．但し，上記のうち「監護処分」の内容について留意すべき変更

点がある．予備草案における「予防監護」は「公益上」の必要性を処分要件としていたの

に対して，昭和 6 年草案及び昭和 15 年仮案における「監護処分」では，その処分要件が「公

安上」の必要性に修正されている．しかし昭和 15 年仮案が公表された同年 10 月，閣議決

定に基づく各種委員会，調査会等の整理によって調査委員会自体が廃止され（林[2003：99]），

「突如として刑法改正事業の中止が言明されるに至った」（木村 [1942：457]）．この翌年

の 1941（昭和 16）年には予防拘禁制度が導入された改正治安維持法が成立している 3)． 

昭和 15 年仮案以降，刑法改正作業は戦中から戦後にかけて一時的に中断するが，戦後，

1946（昭和 21）年の日本国憲法公布を契機として 1956（昭和 31）年以降，刑法改正作業

も再開されることとなる．安平とともに（相対立する立場として）刑法改正準備会におい

て保安処分の起草を担当した吉川によれば，新派の代表的論者であった牧野は司法法制審

議会ならびに臨時法制調査会のメンバーとして，日本国憲法における基本的人権を「建て

前」として，特に 36 条の公務員による拷問，残虐刑の禁止はすなわち教育系の理念を採用

したものとして，刑法改正もそのような方向で行われなければならないことを力説したと

いう．応報刑こそが残虐刑にあたるというのである．しかし牧野に代表される「純粋な新

派」の意見はこれ以降は見当たらなくなったという．新派の刑法思想は刑罰を「受刑者を

社会に復帰させるための『教育』と観念する」ため，処罰範囲の拡大により「国家刑罰権」

の早期発動を正当化したが，そのこと自体が主観主義・行為者主義的な「心情刑法」に陥

る危険性をはらむものとして日本国憲法における基本的人権尊重主義は拒否せざるを得な

かったと吉川は述べる（吉川[1972：156-157]）． 

1960（昭和 35）年 4 月に刑法改正準備会による未定稿を経て，翌 1961（昭和 36）年 12

月に「改正刑法準備草案」（以下，昭和 36 年準備草案と略す）が公表された．保安処分は

第 16 章，第 109 条～128 条で規定された．昭和 6 年草案と大きく異なる点は処分の種類が

4 種から，「治療処分」及び「禁断処分」の 2 種類に変更になった点である．予防拘禁的色
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合いの強い「労作処分」及び「予防処分」は外されることになった 4)．すなわち「精神障

害犯罪者」及び「薬物中毒による犯罪者」の「治療を主眼とする処分に限られた」（大谷

[1982：15-16]）のである．昭和 36 年準備草案はその後の日本における保安処分議論のメ

ルクマールとなる．昭和 36 年準備草案自体に対しては「広範な批判」が起こったものの，

保安処分条項自体は好意的に迎えられた．評価の理由は上述の通り予防拘禁的要素の強い

労作処分及び予防処分を除いたことなどがあげられる（斉藤[1984：100]）． 

昭和 36 年準備草案における「治療処分」は昭和 6 年草案の「監護処分」が修正されたも

ので，禁固以上の刑にあたる行為をした精神障害者について，「将来再び禁固以上の刑にあ

たる行為をするおそれがあり，保安上必要があると認められるとき」に，「保安施設」に収

容のうえ治療処分に付することができるというものである．昭和 6 年草案及び昭和 15 年仮

案における「監護処分」の要件であった「公安上」の必要性は昭和 36 年準備草案では「保

安上」の必要に修正されている．「禁断処分」は昭和 6 年草案の「矯正処分」が修正された

もので，「過度の飲酒又は麻酔剤もしくは覚せい剤使用の習癖のある者」が「その中毒のた

め禁固以上の刑にあたる行為をした場合」に「その習癖を除かなければ将来再び禁固以上

の刑にあたる行為をするおそれがある」ときに，禁断処分に付することができるというも

のである．禁断処分については，保安施設への収容のみならず収容によらなくても習癖を

除くことができると裁判所が認めた場合は行政官庁の「禁断監護」に付することができる

とも規定されている．また，昭和 6 年草案及び昭和 15 年仮案における「矯正処分」に加え

て「覚せい罪使用の習癖のある者」が明記されることになった． 

昭和 6 年草案及び昭和 15 年仮案に対して昭和 36 年準備草案では＜刑と保安処分との執

行の順序＞及び＜刑と保安処分との代替＞の項が設けられている．＜順序＞については「懲

役，禁固又は拘留と保安処分とを執行すべき者に対しては，刑の執行を終り，又は執行を

免除された後，保安処分を執行する．但し，裁判所は，刑の執行の前に，又はその執行を

停止して，保安処分を執行することを命ずることができる」と規定されている．後段にお

いて例外的に保安処分を先に執行する旨の条文があるものの，原則的には刑罰先執行主義

がとられている．また＜代替＞については「刑の執行によって，保安処分を執行する必要

がなくなったときは，裁判所は，保安処分を取り消すことができる」と規定され，また「保

安処分の執行によって，刑を執行する必要がなくなったときは，裁判所は，刑の全部又は

一部の執行を免除することができる」と規定されている．これは第 1 章 1-3 で整理した安

平の分類に照らし合わせれば，原理上は広義の二元主義を採りつつ，法執行のレベルで狭

義の一元主義（代替主義）を採りいれた形式となっている． 

その後，法制審議会刑事法特別部会第三小委員会において昭和 36 年準備草案を土台とし

た審議が重ねられ，1968（昭和 43）年，改正刑法草案の土台となる「保安処分〔治療矯正

処分〕に関する要綱案」（以下，要綱案と略す）がまとめられた．上述したように昭和 36

年準備草案では処分の種類が「治療処分」及び「禁断処分」の 2 種類に限定された．処分

の種類の限定に対しては，保安処分を推進する立場から法の「実効性」の観点から批判が
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あった．具体的には「常習犯人」及び「犯罪性精神病質者」に対しては「無力」ではない

かという批判である．この点について要綱案では，「常習犯人」については不定期刑を持っ

て臨み，「犯罪性精神病質者」については限定責任能力の範囲を拡げることにより治療処分

の対象となる精神障害者の範囲を拡げることによって対応することになった（吉川[1969：

67-73]）．後者の精神病質者に対する治療処分適用性の拡大の方向性は，病院での処遇困難

の可能性から，1969（昭和 44）年以前の日本精神神経学会により批判されることになる． 

要綱案作成に至るまでは第三小委員会の議論のうち「8 年近い期間の大半をこの問題の審

議に費」（吉川[1977・1978：253]）やされることになった．しかし要綱案作成にあたって

は処分の性格に関して意見が分かれることとなり，イ案（後に A 案）とともに対案として

のロ案（後に B 案）の 2 つの案が提出されることになった．イ案は基本的には昭和 36 年準

備草案を継承したものであるのに対して，「当時の若手の刑法学者の委員等」（斉藤[1984：

101]）により策定されたロ案は「治療」的要素を重視したものであった．イ案については

特に治療処分に関して当該者の責任応力に関する文言の追加や，昭和 36 年準備草案では治

療処分にのみ要件として規定されていた「保安上」の必要性の文言が，除癖処分（昭和 36

年準備草案でいう禁断処分）にも付せられる等の修正が施されている． 

イ案では「保安処分の種類」として昭和 36 年準備草案を引き継いで「治療処分」及び「除

癖処分」（後に「禁絶処分」）の 2 種類が規定されている．それに対してロ案は保安処分と

いう文言は使用されずに「治療矯正処分（後に療護処分：筆者注）の種類」として「治療

処分」及び「習癖矯正処分」（後に「禁絶処分」）の 2 種類が規定されている． 

イ案の治療処分は「精神の障害により，第 15 条第 1 項に規定する能力（責任能力：筆者

注）がなく，又はその能力の著しく低い者が，禁固以上の刑にあたる行為をした場合にお

いて，将来再び禁固以上の刑にあたる行為をするおそれがあり，保安上必要があると認め

られる」ことが処分の条件となっている．それに対してロ案における治療処分の要件は，

責任能力が「著しく（相当に）低い者」について「将来再び禁固以上の刑にあたる行為を

するおそれがあり，その防止のため治療及び看護の処置を必要とすると認められたとき」

と規定された．ロ案の処分要件はその対象をほぼ責任無能力者に絞っている．これは吉川

によれば，重大犯罪を犯した限定責任能力者等については刑罰で対応し，治療処分の対象

者は比較的軽微な犯罪を反復するような者を想定したことによる（吉川[1977・1978：255]）．

またロ案の処分要件には保安上の必要に関する文言が一切盛り込まれておらず，あくまで

「治療及び看護」の必要性の有無が処分要件となっている．ロ案のこの要件は，後述する

医療観察法検討過程の初期に検討されていた処分要件案と酷似している．また，施設収容

（イ案は「保安施設」，ロ案は「治療矯正施設」等）の期間について，イ案は原則最大 7 年

としているものの，「死刑又は無期もしくは短期 2 年以上の懲役にあたる行為をするおそれ

のあることが顕著な者」については 7 年を超えての収容を認めているのに対して，ロ案は

いかなる場合も 7 年を超えての収容はできない旨の規定となっている． 

イ案の除癖処分とロ案の習癖矯正処分についても違いがある．除癖処分は「過度に飲酒
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し又は麻薬，覚せい剤その他の薬物を使用する習癖のある者が，その習癖のため禁固以上

の刑にあたる行為をした場合において，その習癖を除かなければ将来再び禁固以上の刑に

あたる行為をするおそれがあり，保安上必要があると認められる」ことが処分要件になっ

ているのに対して，ロ案の習癖矯正処分は「過度に酒に酔う習癖のある者」というように，

酒量に関わらず「異常に酒に酔う」という対象者の状況を要件としている（吉川[1969：88]）．

また，ロ案の習癖矯正処分には治療処分要件と同様に保安上の必要に関する文言がない． 

また両案の相違点として処分の収容先施設の違いが挙げられる．イ案では治療処分，除

癖処分ともに「保安施設」と規定されているが，ロ案では治療矯正施設に加えて，裁判所

が適当と認めるときは当時の精神衛生法第 29 条による措置入院が盛り込まれている．入院

措置となった場合は精神衛生法の規定によって入院したものとみなすとの文言も付記され

ている．更には処分の執行の順序についても，両案とも狭義の一元主義（代替主義）であ

る点は同じであるが，イ案が原則刑罰先執行なのに対して，ロ案は処分先執行となってい

る．以上の点からもロ案は本処分制度が保安上の必要性ではなく，あくまで「治療」目的

の制度であることを企図したものといえる． 

その後，イ案，ロ案はそれぞれ A 案，B 案として引き続き第三小委員会において議論が

行われ，最終的には特別部会での採決の結果，A 案を採ることになる．その後更に第三小委

員会において字句の修正などふまえて，1971（昭和 46）年 6 月，改正刑法草案に引き継が

れる第二次参考案が「保安処分の手続きに関する要綱案」とともに決定された（吉川[1972：

167]）．A 案決定の背景として，B 案提案者の一人である平野龍一は，法務省管轄の要綱案

でありながら厚生省（当時）の施設を「積極的」且つ「柔軟」に取り入れることを目論ん

だ B 案であったが，治療処分及び禁絶処分対象者について，厚生省（当時）管轄の精神科

病院は受け取りを「拒否」したり，また反対に B 案の処分で精神科病院に入院した者が退

院した後について，法務省が保護観察所の療護観察を「拒否」するなどの「縦割り主義」

があったと述べている（平野[2004：3-4]）． 

主として精神障害者，薬物・アルコール中毒者に焦点を絞った刑法改正による保安処分

導入の機運が高まる中，法務省とは別に厚生省中央精神衛生審議会は，「法制審議会で審議

されている保安処分が，精神医療及び精神衛生法と関係の深い事項であると認め」，1974（昭

和 49）年 1 月，「保安処分に関する中央精神衛生審議会の意見」（以下，精衛審意見と略す）

を公表している．厚生行政はあくまで医療色の強い処分制度導入を目論んでいたことがわ

かる． 

精衛審意見はこの段階で検討中であった改正刑法草案に向けて 8 点の提言を行っている．

第一は名称である．精衛審意見は「保安処分という名称は，この処分の大きな要素である

医療及び保護の意味を的確に表現していない」ため，変更することが望ましいと提言して

いる．第二は，保安処分の対象は精神障害の種類ではなく責任能力（責任無能力及び限定

責任能力）で決定すべきであり，また，中毒者については習癖の存否によって決定すべき

であるとした点である．第三は，保安処分の決定には精神医学的要素が不可欠であるので，
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特に犯罪精神医学の専門家が関与すべきであるとした点である．第四は収容施設について

である．精衛審意見は保安処分の言渡を受けた者の収容施設について，法務省所管の特殊

施設として設置されるべきとしている．その理由として精衛審意見は，「一般の精神病院が

精神医療の進歩に伴って開放治療の方向をめざしつつある現在，犯罪を行なう危険によっ

て保安処分を受ける者を一般の精神病院に収容することは，その治療活動に好ましくない

影響を与えるから」としている．精衛審はその後 1978（昭和 53）年，公衆衛生審議会とし

て統廃合されることになるが，精衛審意見の考え方は 1989（昭和 64，平成元）年の同審議

会精神保健部会に設置された「処遇困難専門病棟」設置のための専門委員会に受け継がれ

ることになる．第五は処分期間についてである．精衛審意見では治療処分と除癖処分（禁

絶処分）の間の期間の差異を不要とし，また精神障害者（治療処分）については上限設定

をすることなく期間を延長できるようにするべきとしている．第六は保安処分終了後の「ア

フターケアー」についてである．精衛審意見は，処分終了後「一定期間アフターケアー」

が必要であるとする．そのうえで，保護観察所に専門の人員（精神衛生指導員）を配置す

ることを提案している．保護観察所に精神保健の専門職員を配置するという考え方はその

後，医療観察法において実現することになる．第七は保安処分の先執行の提案である．第

八はいわゆる除癖処分（禁絶処分）の設置の提案であり，この時点で公表されている草案

（昭和 36 年準備草案）には設置されることになっていたものである． 

 

2-2 昭和 49 年草案に対する各種団体の反応 

 1974（昭和 49）年 5 月 29 日，法制審議会答申として改正刑法草案（以下，昭和 49 年草

案と略す）が法務大臣に答申された．昭和 49 年草案の骨格は上述の特別部会第三小委員会

においてまとめられた第二次参考案を踏襲したものである．治療に主眼を置き保安処分的

要素を極力排していた B 案ほどではないが，昭和 49 年草案自体も保安に力点を置いてはい

るものの，実質的には治療処分及び禁絶処分という治療的要素の強い処分に限定された．

この点は昭和 36 年準備草案から一貫している．保安処分が「治療」に収斂されたことはす

なわち触法精神障害者対策に収斂されたということである 5)． 

昭和 49年草案はそれまで必ずしも主流とはならなかった反対運動を勃興させる契機とな

った．その主たる要因として日本精神神経学会（以下，精神神経学会と略す）が保安処分

に対するそれまでの姿勢を保安処分必要論から反対へと「180 度転換」（吉川[1977・1978：

256]）させたことが挙げられる．保安処分の主たる関心が触法精神障害者の処分であった

ことは，必然的に精神医療を担う精神科医にとっても逃れることのできない主要な関心事

であったのである．以下において精神神経学会の刑法改正，保安処分に対する対峙の経緯

について述べておきたい． 

 昭和 36 年準備草案発表後，1965（昭和 40）年に精神神経学会に設けられた「刑法改正

問題研究委員会」（委員長：中田修）は「刑法改正に関する意見書（第一次案）」（以下，意

見書一次案と略す）を作成している．意見書一次案における主要な意見は，昭和 36 年準備
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草案で規定された責任能力及び保安処分に関する規定に対するものであった．特に後者の

保安処分規定に対しては，「社会的に危険性のある精神障害者に対しては，現行精神衛生法

の措置入院の手続によって治療，看護を強制的に施すことができる」ため「精神衛生対策

を拡充強化」すれば事足りるという意見もあるものの，「実際問題としては精神衛生法で扱

うことの不適当な者」は少なくないため，保安処分は必要であると明言している．意見書

一次案では単に昭和 36 年準備草案に対する賛成を表明しているのみならず，対象と種類，

要件，刑の執行と保安処分との関係，決定機関と鑑定制度，収容施設，処分の期間とその

更新，そして仮退所及びアフター・ケアというように，ほぼ全領域にわたって，より踏み

込んだ提案がなされている．対象に関しては昭和 36 年準備草案から除かれた「危険な常習

犯人」と「労働嫌忌者」は対象にすべきとしている．処分の種類に関しては「労働嫌忌者

に対する労働処分」，「保護観察などの非収容処分」に加えて「去勢」の措置も考慮すべき

としている．刑罰と処分の関係については昭和 36 年準備草案が採っている刑罰先執行では

なく，行為者の状態により保安処分を先に執行することが合理的であるとする．処分の決

定機関と鑑定に関しては，特に鑑定について「将来の危険性すなわち累犯を予測する犯罪

学的知識と経験」の必要があるとして，犯罪学等に精通する専門家との合議のための審査

委員会の必要性に言及している．収容施設については治療的設備と人員を備えたうえで，

「警備の厳重な施設」と「現在の精神病院程度の警備の軽い施設」の 2 種類設けることが

望ましいとしている．常習犯罪者に対しては，できうる限り刑罰により，専門の保安施設

への収容が望ましいとしている．期間について及び仮退所とアフター・ケアについては概

ね昭和 36 年準備草案の内容に賛同しているものの，禁断処分の場合の期間の延長，また仮

退所時に処分判定時と同様の機関による判定の必要性について言及している． 

 その後，意見書一次案をもとに会員による意見集約がなされ，1966（昭和 41）年に「刑

法改正に関する意見書（第二次案）」，そして 1967（昭和 42）年に「刑法改正に関する意見

書（第三次案）」（以下，意見書三次案と略す）が公表される．内容の基本的枠組みは意見

書一次案に沿ったものであるが，意見書三次案では新たに「精神病質者」の処遇に言及し

ている．すなわち上述した通り，昭和 36 年準備草案では，常習性が高く受刑中の取り扱い

も困難な精神病質者を一種の限定責任能力者として治療処分の対象にするという方向が示

されているが，これは「責任能力についての概念，範囲を混乱させるおそれ」があるため，

慎重な検討を要するとしているのである．要はここで挙げられている「精神病質者」につ

いては極力通常の刑罰執行が望ましいとしているのである．この考え方は最終的には選択

されなかった上述のロ案に近いものである．しかし意見書三次案は，1967（昭和 42）年に

開催された精神神経学会評議員会において，反対意見が多く精神神経学会としての意見を

代表するものではないとされ，「刑法改正問題研究委員会」は解散する（青木 [1980：279]）． 

 以上のように，初期には保安処分には賛成であることを前提として，更にその対象と種

類の拡大を提唱していた精神神経学会は，意見書三次案から 4 年後の 1971（昭和 46）年 6

月に開催された第 68 回精神神経学会総会において，これまでの立場を 180 度転換し，「保
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安処分制度新設に反対する決議」を賛成多数で採択した（賛成 446 票，反対 2 票，保留 4

票）．この決議には「かつて発表した刑法改正に関する意見書及び，それに続く第二次，第

三次意見書案が，保安処分の推進を行ったという事実を本学会総会は反省し，かつ，これ

らの三つの意見書案を廃棄する事を決議する」とした「付帯決議」も賛成多数により採択

されている（賛成 360 票，反対 2 票，保留 71 票）（病院精神医学会[1972：109]）．その後，

同年 8 月，理事会「保安処分に反対する委員会」より「保安処分制度新設に反対する意見

書」（以下，精神神経学会反対意見書と略す）が公表された．精神神経学会反対意見書の「2.

本学会の検討経過」において姿勢転換の契機として，1969（昭和 44）年第 66 回総会にお

ける既存の精神科医療に内在する社会防衛的機能に対する厳しい批判を挙げている．当該

総会は金沢市で開催されたもので，前年から続いていた「専門医・認定医制度」導入を巡

り，制度導入側の理事長・理事会が不信任に追い込まれたものである（阿部[2011：144]）．

この大会以降，精神神経学会は明確に保安処分反対の立場を示すことになった． 

 精神神経学会反対意見書が直接に反対表明をした対象は昭和 36年準備草案に添付された

「理由書」である．精神神経学会は保安処分に対する批判点を 6 つ挙げている．第一は，

昭和 36 年準備草案以降，保安処分が対象として想定している「精神障害者」及び「酒精薬

物嗜癖者」に処分を課す理由が挙げられていない点である．第二は，将来の危険性予測の

可否である．第三は，精神障害の診断及び責任能力判断の困難さについてである．第四は，

治療処分であっても削除された予防処分と同様に用いられる可能性があるという点である．

第五は，保安処分における拘禁状況下のもとでの「治療」や「教育」は不可能であるとい

う点である．そして第六は，精神障害者対策を主軸に据えた保安処分は精神科医療を不当

に圧迫し，精神科医療を著しく歪曲するものであるという点である．精神神経学会反対意

見書に挙げられた保安処分に対する批判点はその後の制度案に対しても一貫したものとな

る． 

 昭和 49 年草案前後，精神神経学会のみならず日弁連をはじめとして種々の職能団体や学

会から反対の決議や声明が出されることになった．例えば 1974（昭和 49）年 3 月には，精

神医療関係者や弁護士のみならず，宗教家や労働運動関係者等も含めた「刑法改正・保安

処分に反対する百人委員会」が東大病院精神科第一研究室を仮事務局としたうえで結成さ

れている（青木 [1980：326-328]）．第 3 章で詳述するが，協会が具体的に対峙の姿勢を見

せ始めたのも本草案以降である．その中でも日弁連の対応は，精神神経学会による批判と

並行して，昭和 49 年草案以降の保安処分に一定の影響を及ぼすことになる．以下において

日弁連の刑法改正，保安処分に対する対峙の経緯について述べておきたい．なお上述の通

り，日弁連の一連の見解は保安処分のみならず PSW の保安処分への対峙の姿勢にも大きく

関与するため，本節では簡単に経緯を述べ，次節において特に PSW との関係について詳細

に述べる． 

 日弁連は昭和 36 年準備草案及び昭和 49 年草案に関連して，1972（昭和 47）年 3 月に「刑

法全面改正要綱案に対する意見（案）」（以下，日弁連意見案と略す），1974（昭和 49）年 3
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月に「『改正刑法草案』に対する意見書―刑法全面『改正』に反対し，国民の人権を守るた

めに―」（以下，昭和 49 年日弁連意見書と略す）をそれぞれ公表している．また同年 2 月，

「刑法『改正』阻止実行委員会」を発足させている．またこれに関連して，1974（昭和 49）

年 5 月 25 日に開催された第 25 回定期総会において「刑法全面『改正』阻止に関する宣言」

（以下，第 25 回宣言と略す）を公表し，更に同年 5 月 29 日に会長声明として「刑法全面

『改正』に関する声明」を発表している．それぞれについて保安処分に言及している． 

 日弁連意見案は主に昭和 36 年準備草案に対するものであり，保安処分に関しては全面的

に批判を行っている．日弁連意見案では，第一に，精神障害者と犯罪の危険性との関係に

科学的根拠が無い点，第二に，将来的な犯罪予測の不可能性，第三に，（当時の）精神衛生

施策と行刑の極度に貧困な状況により「治療」は期待できず，治療処分が実質的に予防拘

禁となってしまう可能性がある点，第四に，対象となり得る「精神病質者」の概念規定が

きわめて曖昧な点，の 4 点を主たる批判点として挙げている．その後の，昭和 49 年草案に

対する昭和 49 年日弁連意見書は批判の基本的骨格は日弁連意見案と同様であるものの，各

論点に対してより詳細な批判を展開している．昭和 49 年日弁連意見書では「わが国に精神

障害者の処遇としては現在なにが最も必要とされているのかという問題を，まず，論議の

基礎にすえておかなければならない」としたうえで，①精神障害者等に対しては医療を先

行させるべき，②精神障害者等と犯罪との関係性については科学的な解明が行われていな

いため，精神障害者等の「危険性」に対する偏見と独断は批判されるべき，③（精神神経

学会反対意見書においても述べられているように）保安処分の実施にとって最も重要な精

神医学による正しい専門的意見は期待できない，④諸外国において精神障害者に対する保

安処分はほぼ例外なく採用されているという昭和 49 年草案理由書の記述は，その前に昭和

36 年準備草案理由書における「外国の立法形式にならう必要はなく」という記述と矛盾し

ており理由として無意味である，という 4 点を基本的な批判として挙げている．更に保安

処分の効果と実態について，①保安処分における治療目的を実現するための現実的な基盤

がまったく存在していない点，②拘禁下での治療は至難である点，③昭和 49 年草案説明書

において「性格の偏りがあって医学的な方法でこれを治療させることは不可能ないし著し

く困難」であるとしている以上，精神病質者に対する処分は問題外である点，④治療目的

とその機能が成立しえない以上，また，保安処分の本質が将来に再犯の危険を予防すると

ころにある以上，当該制度は予防拘禁の実質化に他ならないという点，等の問題点を挙げ

ている．加えて，再犯危険性予測の不可能性，処分の具体的内容の不明確さ，手続き面に

おける不備等の問題も挙げ，「保安処分の新設そのものを否定する以外に道はない」と結論

づけている． 

 第 25 回宣言では，刑法改正は「明らかに，強権的国家秩序の維持を重視し，処罰の範囲

と程度をいちじるしく拡大・強化するもの」であり，「刑法における人権保障の大原則を実

質的に否定し，わが国における民主主義の根幹を崩壊させるおそれがある」として，改正

の阻止に「全力をつくす」としている．この提案理由の中に，「『国益』の優先と人権の無
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視」を表しているものとして「常習犯，不定期刑，保安処分など『危険な性格』を軸とす

る長期的拘禁制度の新設」が挙げられている． 

以上のように日弁連も保安処分に対しては全く妥協点の無い姿勢で反対の立場を表明し

ていたが，この後，保安処分に関して単なる批判・反対ではない形で積極的に提言等を行

うことになる．その動きに対して，協会をはじめとして，批判がなされることになる． 

  

2-3 「保安処分制度（刑事局案）の骨子」と日弁連「精神医療の抜本的改善について（要

綱案）」の波紋 

 昭和 49 年草案は上述の通り各方面からの批判を受けつつも，法務・厚生両行政や，刑事

法学・精神医学の各専門家による根強い支持もあり，法務大臣への答申後，国会上程まで

はいかないまでも廃棄されることなく残っていた．1976（昭和 51）年には，昭和 49 年草

案の追加・修正版である代案としての「中間報告」が出される．法務省は昭和 49 年草案と

中間報告のいずれをとるかについて各界の意見を聴取するため，「意見を聞く会」を 1976

（昭和 51）年 2 月以降，仙台市，札幌市，福岡市，名古屋市，広島市，高松市まで順次開

催をしていたが，名古屋市では弁護士会の協力を得られず，高松での開催を最後に中断し

た．「意見を聞く会」中断の最たる理由は，意見表明者が裁判官，検察官，行刑・警察関係

者に偏り，且つ反対意見の資料を配布せず，法務省側の資料のみその都度配布するという

ように，保安処分導入を目論む法務行政主導のもとに恣意的に開催されたことによる（原

[1982：100-101]）． 

1980（昭和 55）年，死者 6 人，負傷者 14 人を出した「新宿駅西口バス放火事件」6）が

発生する．容疑者が以前に精神科病院への入院歴があったことから，主たる対象を精神障

害者とした保安処分を含む刑法全面改正の機運が再び勃興した（中山[1984：3]）．事件発生

直後，奥野誠亮法務大臣（当時）は閣議において，「保安処分を含む刑法全面改正」に対し

て協力を呼びかける発言を行う．さらに翌 1981（昭和 56）年 6 月に東京都江東区で発生し

た連続通り魔事件後も，直後の閣議において保安処分を実現する旨の発言を行った．一連

の法務大臣発言は各方面からの批判を呼ぶこととなる（勢藤[1981：37-40]）．しかし同時に，

1980（昭和 55）年の衆参同時選挙において自民党が圧勝したことも契機として，法務省は

刑法改正，特に保安処分導入について積極姿勢に転じることになった（斉藤[1984：103]）． 

保安処分導入の布石として法務省は 1981（昭和 56）年より日弁連との意見交換会を行っ

ている．そもそもは日弁連が，上述の「意見を聞く会」に対抗して，昭和 49 年草案及び中

間報告の不当性を訴えるためのパネルディスカッションを，1980 年（昭和 55）年 11 月以

降，東京（同年 11 月 29 日），大阪（1981（昭和 56）年 3 月 7 日）で開催したのとほぼ同

時期に，法務大臣より日弁連に対して協議の打診があったことが端緒となっている（原

[1982：102]）．1981（昭和 56）年 7 月 25 日の第 1 回会合を皮切りに，1984（昭和 59）年

6 月 8 日を最後に，計 23 回開催されている（桐原[2010-]）7)． 

第 1 回意見交換会では日弁連側は刑法改正に対する「基本的態度」を表明し，法務省側
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からは 1982（昭和 57）年 3 月の国会上程を目指したい旨の発言がなされた．日弁連の「基

本的態度」には，当該の意見交換会が刑法全面改正法案の国会上程のための口実とされる

ことは「承服しがたい不信義」であることが表明されている（原[1982：102-104]）．以降，

第 3 回までは昭和 49 年草案及び中間報告に関する意見交換が行われる．その後，第 4 回意

見交換会の席上，法務省より「刑法改正作業の当面の方針」（以下，当面の方針と略す）及

び「保安処分制度（刑事局案）の骨子」（以下，骨子と略す）が資料として提示される．当

面の方針は，改正刑法草案について現行法と同一の内容を定めている条項についてはおお

むね現行法通りとし，新規定や修正規定のうちおおかたの合意が得られているもの及び修

正を加えることが相当と考えられるものは草案に従った規定を設け，反対に賛否の対立が

著しくなおその動向を見守ることが相当と認められるものについては原則として現行法通

りとする旨が記されている．しかし，保安処分については後段の「現行法通り」とされて

いたものの，実際は「対象罪種及び収容期間を限定するなど，要件を厳格なものとし，人

権保障上一層の配慮を加えた規定を新設する」という方針が示された．その規定案が同日

に配布された骨子である．当面の方針及び骨子が第 4 回意見交換会の席上で資料して配布

された背景には，それ以前に新聞報道において骨子と考えられるものが既に報道されてい

る状況等を鑑み，日弁連側が「新聞報道などで操作することでなく，意見交換会において

きちんと示すべきだというわれわれの要求」があった（石川他[1982：62]）． 

骨子は昭和 49 年草案まで名称として規定されていた「保安処分」を完全に破棄し，名称

自体を「治療処分」と規定している．骨子の治療処分は「精神の障害（過度の飲酒又は麻

薬，覚せい剤その他薬物の使用の習癖に基づく一時的な精神の障害を含む．）により放火，

殺人，傷害，強姦，強制わいせつ又は強盗の罪に当たる行為をした者について，心神喪失

または心身耗弱のため刑を減軽する場合において，治療施設に収容して治療，看護又は習

癖を除去するための措置を施さなければ再び精神の障害によりこれらの罪のいずれかに当

たる行為をするおそれ」があることを処分要件として規定している．骨子は，昭和 49 年草

案まで残っていた禁絶処分を治療処分に統合化している．そのうえで昭和 49 年草案までは

「禁固以上の刑にあたる行為」をした者を対象としていたのに対して，骨子は殺人等の重

大六罪種に限定している．また昭和 49 年草案では 2 つの処分ともに明記されていた「保安

上」の必要性要件が削除されている．また治療施設への継続収容期間については，昭和 36

年準備草案では 5 年，昭和 49 年草案では 3 年であったものが，1 年ごとの更新に変更され

ている．これに加えて，骨子には検討中事項について「備考」として，①処分の対象者を

心神喪失者に限定すること，②治療施設を国立の精神病院等を用いること，の 2 点を明示

している． 

骨子のなかでも特に大きな修正点として，対象者要件の一つであった「禁固以上の刑に

あたる行為」とした量刑による限定から，「罪種」による限定への修正が挙げられる．加藤

久雄は，昭和 49 年草案以前までの「禁固以上の刑」という要件については，これに該当し

ないものは「変死者密葬罪」，「単純賭博罪」，「単純富くじ授受罪」，「過失傷害罪」の 4 種
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しかなく，適用範囲が広すぎるという批判があった点を挙げたうえで，保安処分賛成の立

場から，処分の運用が「保安的」になされる恐れがあるのであれば，重大な犯罪に限定し

た要件とすべきとしている（加藤[1981：46]）． 

しかし仮に「治療」の必要性と「再犯」可能性という観点を重視するのであれば，犯し

た罪が重大犯罪か否かということは本来的には考慮には入らないはずである．澤登俊雄に

よれば，骨子において禁固刑にあたる行為から重大六罪種に変更になった理由は「必ずし

もはっきりしない」．澤登は，傷害と放火の一部は特に重い罪ではなく，また，放火と殺人

を除けば精神障害者による犯罪率が特に高いわけでもないため，「結局，人身犯罪を中心と

して，市民の不安感を特に刺激するものに限定すると，この六罪種にしぼられるというこ

とであろう」と述べている（澤登 [1982：14]）． 

法務省の土屋眞一参事官（当時）は骨子における対象要件の変更に関して座談会におい

て次のように述べている．「いろいろな意見を考慮いたしまして，最近，保安処分の要件に

ついて罪名を限定しようということを検討しているわけです．その罪名は殺人，放火，傷

害，強姦，強制わいせつ，強盗などです．これらが凶悪な犯罪であるし，実際に精神障害

者あるいは薬物使用の習癖のある者によって犯される率の多い犯罪でございまして，これ

以外に窃盗がありますが，もっとも社会に危険を与える犯罪ということになりますと，さ

きほどいったような犯罪になります」（森下他[1981：28]）．但し土屋は別論考において，

刑罰一元主義を原則とした必要最小限の保安処分導入の必要性を主張しつつも，「治療処分

の要件を限定することが，現実に犯罪を犯した精神障害者や薬物中毒者の治療，処遇と一

般市民の安全の保護のために果して適切なものであるかどうかについて問題はあるが（中

略）」とも述べており（土屋 [1981：38]），罪種を限定することの合理性に問題があるとい

う認識も示している． 

村井敏邦は罪種限定に関して，凶悪性と犯罪率という基準に照らし合わせても六罪種に

限定する合理性は見いだせず，また，将来の危険性という観点からも保安主義ですらなく，

むしろ重大な犯罪を犯した精神障害者への限定というのは「素朴な応報感情」によるもの

といえると述べている（村井 [1982：20]）．対象者の要件について六罪種に限定するとい

うことについては，その後の医療観察法における対象者の要件の一つとして踏襲されるこ

とになる． 

骨子自体は改正刑法における保安処分条項策定の方向性を示した概要であり，「その内容

が抽象的に過ぎ，さらに処分の言渡しに関する手続にまったく言及していなかったことか

ら，『技術論的検討の対象とするには，あまりにも不十分なもの』と評価」（楠本[2002：20]）

される内容のものであったものの，これ以降，協会を含めて保安処分に対する反対運動が

激化していく．しかしその中でも日弁連による対応は，図らずも保安処分の「精神」と通

底していることが主に精神医療の専門家に暴かれることにもなり，やや複雑な様相を見せ

ることになる． 

上述の意見交換会第 1 回目が終了後の 1981（昭和 56）年 8 月 31 日，日弁連内の「刑法
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『改正』阻止実行委員会」は「精神医療の抜本的改善について（要綱案）」（以下，日弁連

要綱案と略す）を公表する．同年 10 月 19 日に日弁連が公表した「精神医療の改善方策に

ついて（骨子）」によれば，日弁連要綱案は 1981（昭和 56）年 8 月 28 日～30 日に開催さ

れた日弁連夏期合宿の会内の討議資料として作成されたものであった． 

日弁連要綱案は，「精神障害と犯罪をめぐる諸問題」については刑法改正による刑事政策

によるのではなく，「あくまで精神医療と福祉の領域の問題」として対応すべきという昭和

49 年日弁連意見書における基本方針を踏襲したものとしている．そのうえで，「精神医療の

抜本的改善」，「措置通院制度」導入を含む「措置入院の改善」，「アフター・ケア体制の確

立」，「第三者的審査機関の確立」，「薬物中毒者等への対応策」について課題と提案が示さ

れている．但し，日弁連要綱案を貫いている主旨は，精神障害者の再犯のみならず初犯も

含めた犯罪予防である．法務省が推し進めている刑事政策としての保安処分は，その対策

手段としては不適切且つ不十分であり限界があるという論調である．すなわち日弁連要綱

案で述べられている医療と福祉の充実は，あくまで犯罪予防のための最も適した手段的意

味合いを帯びたものとして位置付けられている．例えば，「弁護士会の基本的考え方」では，

保安処分は「初犯防止」には対応できず，「精神医療と福祉の立場」から対応することによ

り，初犯であれ，再犯であれ対応が可能であるとしている．また，「措置入院改善の基本方

向」では，「措置通院制度」導入について「この措置に従わなかった場合の対応策をふくめ

て」検討するとしている．また「保安処分必要論への回答」において，保安処分必要論者

のいう「不適切な早期退院，アフター・ケアの欠落による『危険な精神障害者の野放し状

態』」は措置入院の改善やアフター・ケア体制の確立等により十分に解決可能としつつも，

犯罪行為をした精神障害者に対しては「罪に対する強烈な自己洞察・反省（時には自らの

生命を引かえにするほどに強烈なもの）にむけられた精神医療」の理解が重要であるとし

ている． 

日弁連要綱案は，公表直後の同年 12 月 5 日に，東京，大阪に続いて名古屋で開催予定で

あった上述の第 3 回パネルディスカッションが「抗議行動」（中島 [2002]），具体的には「会

場乱入者」（足立他[2002：69]）のため「流会」となる事態を引き起こすなど，精神医療各

方面に少なからず波紋を呼ぶこととなる．日弁連要綱案に対しては精神神経学会をはじめ

種々の関連団体が「要望」等を出している（町野[1982：23]）8)．精神神経学会は学会内

「保安処分に反対する委員会」との連名で「『精神医療の抜本的改善について（要綱案）』

に対する意見書」（以下，要綱案意見書と略す）を公表している．要綱案意見書では冒頭で

「『精神医療』の当事者」，すなわち「精神障害者であり，精神障害者家族であり，そして

わたしたち精神医療従事者」抜きに今後の精神医療の方向性について論じていることに疑

問を呈している．そのうえで，①精神医療に対する社会防衛的視点，②精神医療の現状認

識，③「精神障害者」像，④社会と差別，⑤具体的諸提案の 5 点についての危惧を述べて

いる．特に 5 点目については，日弁連要綱案における「第三者的審査機関」が退院のチェ

ックに権限を持つこと，「措置通院制度」に内在する社会防衛的視点，犯罪をおかした精神
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障害者の治療を国公立病院に集中して引き受けさせることの問題点等について指摘してい

る．総じて日弁連要綱案は「全体として社会防衛的視点が強く混入しており」，「精神医療

に重大な危険をもたらす可能性が強い」と結論づけている 9）． 

日弁連要綱案及び「精神医療の改善方策について（骨子）」公表とそれに対する反響をふ

まえて日弁連は，昭和 49 年日弁連意見書に続いて，1982（昭和 57）年 2 月 20 日に「『精

神医療の改善方策について』意見書」（昭和 57 年日弁連意見書）を公表する．昭和 57 年日

弁連意見書は「基本的な観点」として，日弁連要綱案同様，昭和 49 年日弁連意見書におい

て主張されている医療の先行及び精神医療の抜本的改善を前提としたうえで，「精神障害者

の人権保障と精神医療施策の充実」を根本目的とすべきとしている．そのことが「時とし

ておこる不幸な出来事を防止する結果となる」としている．「改善方策」として「措置入院

制度の適正な運用と改善」，「患者の権利保障に関する提案」，「アフター・ケアとリハビリ

テーションに関する提案」，「不服申立の権利をめぐる提案」，「第三者的審査機関の設置に

関する提案」，「薬物中毒者に対する適正な方策」，「国と地方公共団体の責任をめぐる若干

の提案」の 7 点について言及している．あくまで会内の「討議資料」として作成されたと

されている日弁連要綱案に比べて全体構成は整ったものとなっている．また，日弁連要綱

案で言及，提案されていた保安処分の「初犯防止」の限界性，「措置通院制度」，「自己洞察・

反省」を志向した精神医療などは，昭和 57 年日弁連意見書では削除されている．但し，日

弁連要綱案には無かった事項として，あらたに「同意入院制度に関する若干の提案」とし

て，同意入院（現行法における医療保護入院）における「保護義務者」（1993（平成 5）年

の精神保健法一部改正により「保護者」と改訂，その後，2013（平成 25）年の精神保健福

祉法の一部改正により廃止）の範囲や選任手続き等の改善提案を行っている． 

昭和 57 年日弁連意見書は上述の法務省との第 6 回意見交換会（1981(昭和 57)年 3 月 17

日開催）の場で直接説明がなされている（石川他[1982：63]）．その際注目すべき点として，

日弁連の委託を受けた長浜赤十字病院精神神経科医師（当時）野田正彰による「精神病に

よる犯罪の実証的研究」（以下，野田報告書と略す）10）が，昭和 57 年日弁連意見書の「正

しさ」を裏付けるために併せてその場において法務省側に提供された点である（石川他

[1982：63]，中島 [2002]）．野田報告書は「最近の新聞記事で大きく取り扱われ，かつ週末

を使っての調査のため，あまり遠くはないものという選択基準」で選択された精神障害者

による殺傷事件 10 例に加えて，「法務省が『保安処分制度が新設されれば，後発の重大犯

罪を抑止し得た』代表的事例」3 例を加えた計 13 事例の「症例研究」レポートである．野

田報告書では調査総括として，①患者本人あるいは家族は事件前に必ず「精神的危機を訴

えるサイン（Crisis Call）」を送り，医療を求めている，②しかしそれに対して医療は的確

に受け止め，適切に対応していない，③精神科医の社会的責任は大きい，④この種の犯罪

を予防するには，「精神科救急医療」と「地域社会に根差し機能分化された精神医療体制」

のもと「患者の症状が慢性化し，非社会化あるいは反社会化していくのを防ぐ以外にない」，

⑤「すぐれた精神病理学的診断能力と，病院精神医学や地域精神医学の訓練をつんだ臨床
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精神科医の養成」の 5 点を挙げ，保安処分ではなくあくまで精神医療の充実・改善による

対策の必要性を訴えている（野田[2002：244-261]）． 

昭和 57 年日弁連意見書は，その社会防衛的性質の帯同により各方面からの批判をあびた

日弁連要綱案と比してあくまで精神医療の充実の必要性に主眼を置いたものとなっている．

しかし日弁連による 2 つの意見書と 1 つの要綱案は本来，昭和 49 年草案以降，具現化され

ようとしていた保安処分の「対案」としての意味合いを有する必要があった．換言すれば

保安処分とは異なる精神障害者の（初犯，再犯を問わない）犯罪防止手段としての精神医

療の充実という提案であった．昭和 57 年日弁連意見書の「裏付け」として提出された野田

報告書は，対象者本人と直接会うこともなく新聞記事等の情報のみで「診断」を行い，且

つ上述の目的に沿って一定の影響力を持った報告書として公表するという症例検討の不備

と，その結論としての精神医療至上主義について，第 3 章で詳述するが協会や日本臨床心

理学会（佐藤[1982]，日本臨床心理学会[1983]）から，結果的に保安処分導入の後押しにな

っているという批判を受けることになった． 

しかし，反対に，保安処分にまい進する法務省にとっては日弁連の一連の意見書等は保

安処分の対案足り得ておらず，生ぬるいと感じられたようである．法務省は 1982（昭和 57）

年 5 月 24 日，昭和 57 年日弁連意見書に対する「総評」とでもいうべき「日弁連の『精神

医療の改善方法について』について」（以下，法務省意見と略す）を公表している．法務省

意見は昭和 57 年日弁連意見書における提言一つひとつについて，あくまで精神障害者によ

る再犯防止策足り得ているか否かという観点で検証を行っている．その点において法務省

意見は躊躇や迷いは微塵も見受けられないものになっている． 

措置入院及び同意入院に関する提言については，それぞれの入院制度を「更に制限的な

ものとする」として異論を述べている．アフター・ケアとリハビリテーションの拡充に関

する提言については，重要な提言ではあるものの，「対象者の隔離・収容をできる限り制限

的なものとし，廃止の方向に向かうべきであるとの考え方を前提とするものであること」

に問題があり，「精神障害者の再犯は防止し難い」と異論を呈している．第三者的審査機関

の設置提言については，その権限について不明瞭な点があり，特に「犯罪防止の観点から

不十分ないし不適切な点があると認められた場合」是正する権限の有無が不明である等，

「犯罪防止の観点からはその意義に乏し」いとする．国と地方公共団体の責任をめぐる提

案に関しては，やはり上述したことと同様に「隔離・収容はできる限り避けるべきである

との基本的な考え方を前提」にしていることに「問題」があるとしている．以上の点から

昭和 57 年日弁連意見書は，「当面の問題である精神障害者による重大犯罪の再犯防止とい

う面から，現行の制度及び運用に不備欠陥があることを認めて，これを是正しようとする

ものでなく」，「現行制度を人権保障の面から制限的なものに改めようとするものであり，

保安処分制度の代案たり得るものとはいえない」と結論付けている．法務省意見ではむし

ろ各方面から批判の声が挙がった日弁連要綱案のほうが「趣旨不明確な点」があったもの

の，不十分な再犯防止策の改善意図が含まれていたと評価している． 
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当面の方針及び骨子公表後，法務省による刑法全面改正と保安処分導入の動きについて

は，この段階で再び「停滞」することになる．保安処分が「精神障害者の再犯防止」に特

化されたかたちで検討が進められてきた経緯もあり，この後は厚生行政の側がその検討の

主軸となっていく． 

本章の最後に，第 3 章以降における整理検討の前提として，PSW が保安処分議論の過程

においてどのような役割を期待されていたかについて，国会における質疑及び上述の日弁

連要綱案で期待されている PSW の職務を取り上げて，若干の整理をしておきたい． 

はじめに国会議事録を取り上げる．刑法全面改正による保安処分導入については国会上

程されることは叶わなかったため，国会での議論自体はあまり無いが，第 3 章で整理検討

を行う協会の保安処分に対する「対抗」の歴史をみるにあたって，注目すべき質疑が残っ

ている．それは，第 71 回国会参議院法務委員会第十二号（1973（昭和 48）年 6 月 28 日）

における佐々木静子委員の質問に対する鈴木義男説明員（法務省刑事局参事官（当時））の

説明の中にある．この時期は上述の要綱案を土台とした昭和 49 年草案に引き継がれること

になる法制審議会刑事法特別部会第三小委員会による第二次参考案が決定された時期であ

る．この決定に関する報道が同年 6 月 23 日に朝日新聞等に掲載されたこと（朝日新聞[1973]）

を契機として質疑がなされている．この質疑のなかで「精神科ソシアルワーカー」が登場

する． 

 

（中略） 

  もし精神障害者の現在の状況から見て，これは施設の中で処遇するよりも施設

の外で処遇したほうがいいというふうに判断されます場合には，いつでも，仮退

所と申しまして施設から外へ出して，そのかわり今度は何と申しますか，現在行

なわれております保護観察という制度が一般の犯罪者については定められており

ますが，その保護観察を，医療的な意味での保護観察ということで療護観察とい

うことにいたしまして，普通の保護司さんではなくて，精神医学に造詣のある人，

特に精神科ソシアルワーカーというようなことばも使われておりますが，そうい

う人たち，そういう医療的な専門家を中心にしたアフターケアをやっていこうと，

こういう考え方でございます． 

（下線は筆者，国立国会図書館国会会議録検索システムにて検索引用） 

 

 本議事録の検索に使用した「国立国会図書館国会会議録検索システム」において，1945

（昭和 20）年 1 月 1 日以降で，「ソーシャルワーカー」及び「ソシアルワーカー」で検索し

た結果，前者は第 46 回国会衆議院法務委員会第二十三号（1964（昭和 39）年 4 月 7 日）

に登場する．当該委員会「暴力行為等処罰に関する法律等の一部を改正する法律案」審議

過程において政府委員の法務省刑事局長竹内壽平が少年問題との関係で発言したのが最初

である．その後は 1974（昭和 49 年）第 72 回国会衆議院予算委員会において公述人として
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出席した丸尾直美が発言するまでは国会議事録に登場することはない． 

後者の「ソシアルワーカー」は第 8 回国会参議院厚生委員会（閉会中審議）第四号（1950

（昭和 25）年 1 月 6 日）に登場する．「社会保障制度に関する調査の件（社会保障制度審議

会の勧告に関する件）」審議過程において大内兵衞参考人が「ソシアル・サービス」の専門

家養成に関して発言したのが最初である．その後，上述議事録に登場するまで本会議 1 回

を含む 5 回の会議において議事録として残っているが，どれも保安処分とは関連の無い文

脈における単発の発言のみである．前後者ともに「精神科」が冠せられたかたちで登場し

たのは上述の委員会議事録が最初である．すなわち戦後の国会委員会において PSW は，保

安処分における「療護観察」要員候補としてはじめて登場しているのである．第 3 章で述

べる通り，この質疑の 2 か月前，協会は一人の青年による告発により存続の危機に陥るこ

ととなり，更にその後，当該の告発を「活用」したかたちで保安処分との親和性を正当化

していくことになる． 

本章 2-1 で述べたように，1969（昭和 49）年に公表された精衛審意見においても処分終

了後の「アフターケアー」要員として，PSW を意識していると思われる「精神衛生指導員」

を保護観察所に配置することを提案している． 

また本項において経緯を述べた日弁連要綱案及び昭和 57 年日弁連意見書においても

PSW が登場する．特に「措置通院制度」案を提案していた日弁連要綱案では「アフター・

ケア体制の確立」項目において，また昭和 57 年日弁連意見書では「アフター・ケアとリハ

ビリテーションに関する提言」項目において PSW 活用に関する記述がある．例えば昭和

57 年日弁連意見書では，「精神科ソーシャル・ワーカー」を公認資格化したうえで，「退院

後の通院治療やデイ・ケア等のアフター・ケア，住居の確保・職業訓練，就労等にかかわ

るリハビリテーション」といった業務遂行のため「職務の権限と内容を適正に規定」する

必要があるとしている．日弁連の 2 つの文書における PSW の職務規定に対して，協会は第

3 章で述べるように抗議を行うと同時に，曖昧な態度を取っている．ここに協会の保安処分

に対するアンビバレントな姿勢が表れており，この姿勢は後の医療観察法に対する協会の

迷走した姿勢に引き継がれることになる． 

 

2-4 小括 

 以上，本章では日本における保安処分導入の過程について，主に実質的な保安処分検討

が開始された現行刑法制定以降に限定したうえで整理検討を行った．保安処分を具体的な

制度として導入しようとした背景を戦前と戦後とに大別して整理すると，戦前は「美風良

習」及び「淳風美俗」，すなわち「国家がその政治を行う上において守らねばならぬところ

の道義的規範」を維持することの困難な状況が比較的躊躇なく挙げられていた．他方，戦

後は実質的な「保安」という理由は覆い隠されたうえで，「残虐」な「応報刑」に代わるも

のとして新しい日本国憲法における基本的人権にも沿った制度として導入が企図されてい

た．但し，戦後の保安処分案は名目上は「科学」の衣を纏ってはいたものの，その実質は
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保安処分と何ら変わるものではなく，特に昭和 49 年草案以降，その対象として特化されて

いたのが精神障害者であったこともあり，精神神経学会が反対に舵を切ったことを契機と

してそれまで必ずしも主流ではなかった反対運動を勃興させた．協会も同様に強固な反対

運動を繰り広げたが，それ自体保安的色合いを強く内在していた PSW の活用が明記された

日弁連による保安処分の対案としての日弁連要綱案に対しては，曖昧な態度に終始した．

ここに主客ともに，PSW と保安処分とは親和性が高い職種と認識していた／されていたこ

との端緒を見出すことができる． 

PSW は保安処分に対して，当初は反対し，その後名目上は保安処分ではないが保安処分

的要素のきわめて強い医療観察法には積極的にその職を欲し，まい進することになった．

第 3 章及び第 4 章ではその過程を追う． 
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第 3 章 協会の保安処分に対する「対抗」の過程 

 

協会による保安処分から医療観察法への対峙の歴史は1980年代までの「対抗」の過程と，

2000 年以降の方針変更の過程とに大別することができると考える．但し，それぞれの過程

において単線的に迷いなく対抗，もしくは方針の変更の歩みを採ったのではなく，当然な

がら両過程ともに曲折と錯誤の連続であり，その連続をつなぎ合わせるとかろうじて一方

は対抗，他方は方針変更の歴史となるという言い方のほうが正しい． 

協会は 10 年毎に年史を公刊している（以下，『○○年史』（○は年）と略す）．具体的には『20

年史』（日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会 20 週年記念全国大会運営委員会編[1984]，

以下引用注記は 20 年史編[1984]と略す）及び『30 年史』（日本精神医学ソーシャルワーカ

ー協会第 30 回全国大会運営委員会編[1994]，以下引用注記は 30 年史編[1994]と略す），そ

して『40 年史』（日本精神保健福祉士協会事業部出版企画委員会編[2004]，以下引用注記は

40 年史編[2004]と略す），『50 年史』（日本精神保健福祉士協会 50 年史編集委員会編[2014]，

以下引用注記は 50 年史編[2014]と略す）を公刊している．『30 年史』を除いて，時期区分

と当該時期における協会の状況について，それぞれ以下のように整理されている． 

 

『20 年史』 

1964 年～1969 年：草創期（理念中心），1970 年～1972 年：躍動期（実践中心），1973

年～1977 年：混乱期（対象者からの提言），1978 年～1980 年：機能回復期（専門性

検討，かかわりの始点），1981 年～1983 年：再生期（社会的承認を求めて）． 

 

『40 年史』 

1963 年まで：協会前史，1964 年～1969 年：草創期，1970 年～1972 年：躍動期，

1973 年～1977 年：混乱期，1978 年～1982 年：機能回復期，1983 年～1988 年：再

生期，1989 年～1993 年：資格化への模索期，1994 年～1997 年：資格化の具現化，

1998 年～現在：資格制度成立から現在． 

 

『50 年史』 

1945 年～1963 年：黎明期～終戦から協会成立まで～，1964 年～1972 年：創始期～

協会設立から Y 問題前まで～，1973 年～1988 年：再生期～Y 問題から精神保健法

施行（昭和の終わり）まで～（1973 年～1977 年：Y 問題提起による混乱期，1978

年～1982 年：提案委員会報告による機能回復期，1983 年～1988 年：「札幌宣言」以

降の再生期），1989 年～1999 年：充実期～精神保健法施行（平成の始まり）から国

家資格化まで～，2000 年～2014 年：躍動期～精神保健福祉士の誕生から今日まで～． 

 

 各年史ごとに若干の時期区分の違いや語句の違いがあるが，おおむね，①日本における
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PSW 活動の開始から 1972 年までの創始期，②Y 問題（下述）による混乱を極めた 1973

年～1977 年，③協会会員の以降を汲み取り Y 問題と資格化議論を二者択一ではなく相補的

な課題として再提起した 1978 年～1988 年，③精神保健福祉士誕生の過程及び職域拡大を

志向する 1988 年～2015 年（現在）というように大きく 3 期に区分化することができると

考える．日本における保安処分導入機運の時期は，上記区分②から③の前半にあたる．ま

た，いわゆる「処遇困難者」対策から「触法精神障害者」対策を経て，医療観察法施行に

至る時期は③にあたる． 

 第 3 章では主に保安処分に対する「対抗」の過程について整理検討を行う．はじめに①

の時期についてごく簡単に概要を整理した後，保安処分導入機運の時期と重なる②の時期

に起きた，ある一人の青年からの告発の事象についてやや詳細に取り上げ整理する．その

うえで上記とほぼ同時期の保安処分導入機運に対する協会の「対抗」の過程について整理

検討を行う．③の時期ともかぶる医療観察法へ関与することになった方針変更過程につい

ては第 4 章において整理検討を行う 1）． 

 

3-1 協会創始期概要 

現在，日本精神保健福祉士協会のホームページにおいて PSW とは，単科精神科病院，総

合病院の精神科，精神障害者の地域生活支援を目的とする社会復帰施設，福祉行政機関等

で，社会福祉学を基盤として，精神障害者の抱える生活問題や社会問題の解決のための援

助，及び社会参加に向けての支援を通して，「その人らしいライフスタイルの獲得」を目標

とする専門職であると明記されている（日本精神保健福祉士協会[2015-]）．保安処分に対す

る PSW の「対抗」の過程に入る前に，日本における PSW の始点について柏木編[2002]及

び協会発行の年史等を参考に若干の整理をしておきたい． 

日本における PSW の発祥は，1928（昭和 3）年に編纂された東京府立松沢病院史に登場

する「遊動事務員」制度の計画がその始点であるといわれている（柏木編[2002：45]，50

年史編[2014：3]）．また 1931（昭和 6）年に内務省衛生局内に設置された日本精神衛生協

会より創刊された（柏木編[2002：45]）『精神衛生』第 10 号（1936（昭和 11）年）に掲載

された中央社会事業協会の福山政一による論考「社会事業と精神衛生」において，「ケース・

ウォークの一分派としてサイキアトリック・ソーシャル・ウヮークなる独自の活動分野を

開拓した」と述べられている．同論考において福山は PSW の役割について「退院患者のア

フターケヤー」を挙げている（柏木編[2002：46]，50 年史編[2014：3]）．同雑誌第 11 号（同

年）には村松常雄による論考「精神衛生相談の事業について」において「精神衛生の教育

訓練を受けた『社会婦』，または『保健指導婦』，または『公衆衛生看護婦』」の必要性に言

及している（柏木編[2002：46]）． 

PSW の活動自体は 1948（昭和 23）年に国立国府台病院において当時の院長であった上

述の村松によって「社会事業婦」という名称で同病院の看護婦 2 名を配置したのが最初で

ある．村松はその後に名古屋大学医学部長に転身し，同大においても PSW を配置している．
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また 1953（昭和 28）年には東海 PSW 研究会が発足する．同年に医療ソーシャルワーカー

の職能団体の前身である日本医療社会事業家協会（1958（昭和 33）年，日本医療社会事業

協会，2011（平成 23）年公益社団法人日本医療社会福祉協会に変更）が結成され，PSW も

参加することになる．その後 PSW としての専門職アイデンティティの高まりのなかで，

1963（昭和 38）年 8 月 24 日，日本社会事業大学講堂において全国から 76 名の PSW が参

加して，PSW 全国集会が開催される．翌年 1964（昭和 39）年 5 月 21 日～22 日，第 1 回

全国大会・総会が東京で開催される．同年 11 月 19 日，仙台市民会館において設立総会が

開催され，これより「日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会」として活動がスタートす

ることになる．仙台での開催理由は同時期に同市で開催されていた「全国精神衛生大会」

に併せたことによる（柏木他[1985：59]）．なお，同年には全国精神障害者家族会連合会，

臨床心理学会が発足している．また理学療法士及び作業療法士法が施行されている．1966

（昭和 41）年には精神神経学会総会において，分科会「精神科医療体系における PSW の

役割」が設定される．この分科会には「PSW に関心を持つ少数の医師と多数のワーカーに

よって会場が占められた」（20 年史編[1984：24]）．なお，設立当初の協会は日本ソーシャ

ル・ワーカー協会の専門部会としての位置付けであり，協会員は日本ソーシャル・ワーカ

ー協会会員である必要があった．1969（昭和 44）年，日本ソーシャル・ワーカー協会が運

営能力の限界から事実上瓦解したことに伴い，当該会員であることの規定は削除された（柏

木 [1975：10]）． 

協会設立の直接的な契機として 1964（昭和 39）年 3 月 24 日に発生した「ライシャワー

駐日大使刺傷事件」がある．この事件は当時の駐日大使であったライシャワーが 19 歳の日

本人青年に大腿部を刺され重傷を負ったものである．青年は後の精神鑑定で統合失調症と

診断され不起訴処分となった．青年の治療歴が判明した時点で江口俊男警察庁長官（当時）

は参議院予算委員会の答弁で精神障害者の治安的取締りに言及した．また警備の不備を理

由に早川崇国家公安委員長（当時）が辞職に追い込まれた．自民党治安対策特別委員会は

「異常者施設増強の方針」を決議，小林武治厚生大臣（当時）は保健所に対する「精神異

常者の報告義務」を課すことを取り入れた精神衛生法改正に言及する．国家公安員会や警

察等の治安当局による対策と並行して厚生行政は精神障害者対策について同年 4 月 2 日に

精神衛生審議会に諮問し，同月 21 日，①精神病床の拡充，②精神医療専門職の養成・確保，

③地域社会における精神衛生活動と必要な機関の整備，④医療保障の充実など主内容とす

る意見具申がなされた．その後，当時の精神衛生鑑定医をのぞく一般の医師に対する都道

府県知事への通報義務などを盛り込んだ精神衛生法改正案について警察庁から厚生省に対

して申し入れが行われ，厚生省もその旨を了承したうえで，一時は精神衛生法の緊急一部

改正が厚生省，警察庁，法務省で検討される方向となった．しかし精神神経学会等による

全面改正を求める運動等により，結局，緊急一部改正ではなく，精神衛生審議会への諮問

となり，翌 1965（昭和 40）年 1 月に答申が行われる．その後，保健所による訪問指導の強

化，精神衛生センターの設置，通院医療費公費負担制度などが盛り込まれた改正精神衛生
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法が同年 6 月 1 日に可決成立することになる（広田 [2004：66-105]）． 

 ライシャワー事件は「PSW 協会の設立を加速した事件」となる（見浦 [1995：23]）．当

該事件後，1964（昭和 39）年 5 月，関東在住の PSW たちが烏山病院に集まり精神衛生法

改正に PSW が位置付けられることを強く意識して連日討議が行われたという（50 年史編

[2014：9]）．当時，精神病院への長期の隔離収容が常態化している状況のもと，病院に採用

され始めた PSW は，「自分達の公的発言力を強めてゆけば，それが結果として対象者のニ

ードにつながる」という「定式」のもとで専門職能団体としての地歩を固めることが急務

と認識していた．しかし 20 年史等の記述をみると，協会初期は，「観念論」に走り過ぎ，「長

期隔離収容」といった当時の精神医療問題に距離を置いたまま協会が発足したと記述され

ている（20 年史編[1984：2-3]）． 

 協会は当初は専門職能団体として「専門性の確立と PSW の方法論の構築」（20 年史編

[1984：2]）を主眼に置いていたものの，1970 年代以降は徐々にソーシャルアクション志向

を強めていく．この時期，日本の精神医療体制の矛盾と不備に対する告発が相次いだ．例

えば，1968（昭和 43）年に世界保健機関（WHO）より日本に派遣されたクラーク医師

（Clark,D.H）らによる「勧告」2），1970（昭和 45）年 3 月 5 日より朝日新聞夕刊にて連

載が開始された大熊一夫による「ルポ・精神病棟」の反響 3），烏山病院に勤務していた医

師が，病院で実践されていた「生活療法」の問題点を指摘し，それを廃止したことによる

配置転換，解雇に対する裁判闘争（浅野[2000：53]，立岩[2013：206]），東京大学医学部

精神神経科教授台宏（当時）が 1951（昭和 26）年に『精神神経学雑誌』に発表した論文「精

神分裂病者脳組織の含水炭素代謝について」が，精神障害者 80 名の大脳皮質の一部を切り

取り科学的研究の材料とした実験であったことに対して 1971（昭和 46）年に石川清が告発

を行った問題（青木[1980：161-162]）等である．PSW や協会自身も 1969（昭和 44）年，

第 5 回大会・総会において，全国精神障害者家族会連合会 4)より健康保険特例延長法案と

精神障害者の医療制度上の差別に対する反対決議の要請が出され，厚生大臣宛に「医療保

険制度改革要綱案に対する反対決議」及び要望書を提出している（20 年史編[1984：5]，40

年史編[2004：32]，50 年史編[2014：11-12]）． 

 同時にこの時期は，協会員の不当解雇問題，協会員による普通選挙妨害事象等，当時の

PSW の「地位の低さ，身分の不安定さ，劣悪な労働条件」や，「PSW の保身に根ざした専

門職志向の姿勢」が露呈する出来事が複数起きている（20 年史編[1984：6]）．資格制度も

なく身分も不安定な状況で精神病院に雇用されながら，一方でその精神病院において人権

を侵害されている事象に立ち向かわなければならないという状況は上記の事件の対象者と

なる一方，専門職としての志向を強めていくことになった． 

 1971（昭和 46）年には中央社会福祉審議会職員問題専門分科会起草委員会より出された

「社会福祉士法」案に対して，協会の「身分制度委員会」は翌年 4 月，資格制度以前に協

会員の待遇改善を含む社会福祉全般の基盤整備を先行すべきとして PSW 待遇実態調査研

究員委員会を新設して本提案に疑義を呈することになった（20 年史編[1984：7]，40 年史
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編[2004：33]，50 年史編[2014：13]）． 

 協会はこの後に「遅まきながら」（20 年史編[1984：7]）保安処分問題に対峙していくこ

とになるが，同時期に「Y 問題／Y 事件」が勃発することになる． 

 

3-2 「Y 問題／Y 事件」その 1 ――Y 問題告発まで―― 

先述の通り協会は保安処分導入の機運に対して，1974（昭和 49）年 5 月 17 日開催の協

会第 10 回総会決議以降，骨子公表後までの間に 5 回の保安処分反対決議を採択している．

これとほぼ同時期，協会はある事象に直面し，80 年代前半までの 10 年間にわたり「機能不

全」の状態に陥り，組織存立の危機を迎えることになった．その事象とは「Y 問題／Y 事件」

（以下，Y 問題と略す）5)である．Y 問題についてはやや詳細に取り上げ整理検討を行う．

その理由は 2 つある．第一は，PSW に内在していた保安に主眼を置いたうえでの強制性を

「見事」なまでに露呈させることになった Y 問題は，協会の保安処分への「対抗」過程と

同時期に起きており，協会の「曲折」を最もよく表していると考えられるためである．そ

して第二は，後に詳述するが，協会は Y 問題から自らの「使命」を導出し，その使命を錦

の御旗としてその後の医療観察法へ関与の根拠として活用していると考えられるからであ

る． 

本節では Y 問題の経過の「事実」関係を中心に整理を行う．但し，Y 問題に関する「事

実」の記述には後述の通り要所で食い違いが見受けられることに注意が必要である． 

Y 問題の整理に関しては，前節において使用した文献に加えて，協会側のものとして協会

が Y 問題の告発を受けた 2 年後の 1975（昭和 50）年の理事会において会員に配布するこ

とが決議された「Y 問題調査報告により提起された課題の一般化について（資料）」（20 年

史編[1984：60-70]，40 年史編[2004：171-180]以下，一般化資料と略す．本稿では 40 年史

編[2004：171-180]を使用する），及び Y 氏支援者側のものとして Y 氏支援を行った「多摩

川保養院を告発し地域精神医療を考える会」（以下，考える会と略す．関連文献として阿部

[1976]）論考を中心にまとめている桐原論考（桐原[2014]．なお適宜，桐原[2011-]，同[2013]

も参考）を使用する． 

双方の記述を追うと，少なからず事象発生の前後の出来事について事実関係の齟齬が見

受けられる．特に Y が自宅より強制的に病院に連れて行かれ入院となる経緯について決定

的な齟齬がある．本節では事象前後の些細な齟齬については触れない．但し，上記の入院

までの過程の事実関係の齟齬については双方の記述を引用する． 

Y 問題に関しては協会発行のものを含めて事象発生当時の複数の論考において人物・機関

ともに固有名詞を用いて記述されているが，本節では Y 問題の当該本人である Y 氏をはじ

め人物名のみイニシャル表記にする． 

Y 問題は 1969（昭和 44）年 10 月 4 日，予備校生の Y の父親が川崎市精神衛生センター

（当時）に一人で相談に出向くことから始まる．同センターの PSW によるインテーク記録

には「勉強部屋を釘付けにし 1 週間くらいこもる．9 月中旬より母親を叩く，バットを振り
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回し暴れる．この 2，3 日『殺してやる』という」とあった（50 年史編[2014：58]）．そも

そも Y は関西方面の大学受験を考えていたが，Y の両親は東京か横浜の大学への進学を主

張し，一方的に Y の受験をやめさせたということがあり，そのことが原因で Y は幾度とな

く両親と口論になっていた（桐原[2014：51]）．さらには Y の腰痛（50 年史編[2014：58]）

や Y の父親が Y との相談無くして勉強部屋を新築したことによる Y の困惑（桐原[2014：

51]）があった． 

そのような経緯のなか Y の父親が自身の勤務先の附属病院医師より同センターへの相談

の助言を受けたのが相談のきっかけとなった．同センターの I ワーカーは父親の相談を受け，

即座に「これは重症な精神分裂病である．即時入院させなければ大変なことになる」と断

言し，父親の帰り際に向精神薬を渡したという．無論，この間に本人に対する医師の診察

はない．父親は帰宅後に母親に同センターに相談に行ったことを話すが，それに対して母

親は呆れ，父親に同センターに対して家庭訪問等は一切せぬよう電話するよう促した（桐

原[2014：51]）．そして父親は同日の夜に，同センターに「なかったことにしてくれ」と断

りの電話を入れた（50 年史編[2014：58]）． 

しかし同センターの I ワーカーは本人に会うこともせずに病院への入院依頼などの準備

をはじめ，10 月 6 日に Y の地域を管轄する川崎市大師保健所の精神衛生相談員 I ワーカー

に電話連絡し，Y を入院させるための家庭訪問の依頼をしている（50 年史編[2014：58]）．

同日，同センターI ワーカーとともに Y 宅へ訪問した同保健所 I ワーカーは，家庭訪問した

ことに対する母親の抗議に対して，「これが私達の仕事だ」，「息子さんの病気を隠し立てす

るようなことは息子さん本人の為にならない」等と言い，Y の状況について強引に聞き出そ

うとしたという（桐原[2014：51]）．保健所 I ワーカーの訪問時の記録には両親の印象とと

もに「本人の性格，最近の行動，思考内容を考えると，分裂病のはじまりのようにも思わ

れる」との記載があった（桐原[2014：52]）． 

10 月 11 日，Y の母親が大師保健所を訪問した状況と，Y が強制的に入院させられる状況

については，上述の通り協会発行物の記述と，Y 氏支援者側の記述とで事実関係に「食い違

い」が見られる．Y 問題告発以降，10 年にわたり協会は「機能不全」に陥ることになるの

であるが，その最初の契機こそが Y の強制入院に至る PSW の一連の関わりであった．しか

しながらまさにこの瞬間の状況について協会側と Y 氏支援側とで事実関係の認識に齟齬が

あるのである． 

はじめに Y の母親が大師保健所を訪問する場面．一般化資料では以下のような説明がな

されている．なお文中の記号や引用脚注は省略する． 

 

10 月 11 日土曜日午後 2 時頃，母親が保健所に相談のため来所．ワーカーがすでに

帰宅しておったため，日直の保健婦が相談に応じた． 

母親の話によると「10 月 8 日に保健所ワーカーが訪問したあと本人は，そのこと

を夫婦で話し合っていたのを聞いて，その後神経質になっていたが，今日は興奮が
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ひどく，こわくなって相談に来た．」ということであった． 

保健婦は，本人が興奮するに至った経過と，母親としてそうなった理由をどう考

えているかについて聞いた．母親は「現状では甘やかし過ぎたという育児上の誤り

で病気ではないと思うので，入院は避けたいが，もし入院させるとすれば，椎間板

ヘルニア等の病名ならよい．」ということであった．そこで保健婦は「夫にも連絡を

すること，そして近所まで帰り様子をしばらく観察し，5 時までに結果を連絡するよ

う」に指示して返した（40 年史編[2004：174]）． 

 

対して，桐原論考では以下の通りである．固有名詞はイニシャルに修正して引用する． 

 

同年 10 月 11 日（土），Y と母親は些細なことから喧嘩をした．原因は，母がご飯

の支度をしていると，Y が「なにを練っている」と尋ねたところ，母が「練っている

んじゃない．かきまぜているんだ」と答えたことが発端である．母親は，浪人生活

で精神的安定を必要とする Y の立場を思い，自分が近所の家に遊びに行ってしまえ

ば喧嘩相手が無くなって Y の癇癪も止むだろうと家を出た．しかし，母親は，先日

の I（川崎市大師保健所：筆者注）の「また来ます」との言葉が気になり出していた．

そして，万が一，母親の留守中に I が再び訪れたら，それこそ Y を精神病と決めつ

け事態を更に複雑にしてしまうと考えた．母親は，I に「再び Y 宅には来ない，Y を

精神病扱いすることは止める」との確約をさせる必要があると考えて，そのまま大

師保健所に向かった． 

母親は，同日午後 3 時前に大師保健所に着いた．そこでは，保健婦（現保健師）

の K が対応した．母親は，これまでの経過を説明し，Y 宅へ訪問しないよう求めた．

その際，母親は，Y の浪人生活，Y が肩と腰を痛めその関係で気分が多少イライラし

ているらしい点もある旨を告げた．K は，そういうことなら早く Y を入院させ肩と

腰を治療させたほうが良いと言った．さらに K は，保健所でも良い総合病院を紹介

できるから夕方に両親で来てほしいと言った．母親は，この際，良い総合病院を紹

介してもらい Y の肩と腰を治療した方がいいと決心した． 

同日夕刻，母親は，父親と共に再び大師保健所を訪れ，総合病院の紹介を求めた

（桐原[2014：52]）． 

 

前者と後者とで比較すると，「Y の母親の保健所訪問の理由」と「Y の母親が入院させる

ことを決心する根拠」について，事実関係の記述の齟齬がみられる．また桐原論考では同

日夕刻に両親が再び保健所を訪れているとあるが，一般化資料ではそのような記述はない．

さらにここには引用していないが，この状況の後の動きに関して，桐原論考では父親が警

察に出向き，母親は保健所の K と下述の医師とともに車で Y 氏宅へ向かうが途中で降りる

よう指示されたという記述があるが，一般化資料にはそのような記述はない． 
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一般化資料及び桐原論考はこの後に大師保健所予防課長の医師，居合わせた多摩川保健

所の PSW，「移送上の保護」のために父親の同意をもとに登場する川崎警察署の 2 名の警

察官が登場し，Y 説得のため，Y 氏宅へ向かい，「手錠」をかけたうえでの Y 氏入院までの

経過の記載がある．この一連の過程には大師保健所の I ワーカーは直接関わってはいない．

一般化資料及び桐原論考各々における，医師の診察抜きに Y を入院させる決断に至った点

の記述を引用する．大師保健所の Y を入院させる決断の時期に齟齬がある．はじめに一般

化資料． 

 

保健婦は 5 時ごろ予防課長に今後の処置について電話で相談したところ，予防課

長からこれから再出勤するが，それまでに他の精神病院に収容依頼をするようにと

いう指示を受けた．そこで他の病院に問い合わせたところ，ある精神病院より「本

人を連れて来れば入院を引き受ける．」という回答を得た．この段階で保健所は，本

人に事前に会うという努力もなく，状況判断で入院収容の方針を決めてしまった（40

年史編[2004：175]）． 

 

 対して，桐原論考では以下の通りである． 

 

 一方，大師保健所は，母親が相談に来たときには，すでに Y を精神障害者として

把握し，両親の考えとは別に精神病院に強制入院する準備を進めていた（桐原

[2014：52]）． 

 

 Y は多摩川保養院へ連れて来られる．Y は病院到着後，診察室に入らされるのでもなくし

ばらく廊下で待たされる（桐原[2014：53]）．桐原論考では，その間に「看護職員」が同行

した父親に対して必要な書類上の手続きをとらせたとある．一般化資料はこの時点では Y

と病院側とが係争中でもあったため，病院到着後の全貌は明らかではないとしながらも，

本人に同行した「ワーカー」（多摩川保健所ワーカーであると思われる）は精神衛生センタ

ーの「記録」を病院まで持参しており，病院はそれをコピーしたとある（40 年史編[2004：

176]）．入院に際しての診察の有無について桐原論考では行われたという記述はない．廊下

で待たされていた Y は 2 階からやってきた男性に連れられて病棟に向かったとある．そし

てそのまま同月 13 日の午前まで保護室に隔離されたとの記述がある（桐原[2014：53]）．

一般化資料では，裁判の経緯を挙げ，病院は当初裁判では当日は診察せず，翌日及び翌々

日に診察をしたとしていたが，後に投薬をしているので診察はあったはずだと病院側が主

張していることを記述している．また，上記のセンターの記録について，病院側は医師の

記録として重視したとあるが，実際はワーカーの記録であった（40 年史編[2004：176]）．

結果的に同日，精神衛生法に基づく同意入院（現行の精神保健福祉法における医療保護入

院）となった．本来は Y が未成年でもあるため両親の同意が必要であるが，この時は父親
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のみの同意で入院となっている． 

 その後，Y の退院までの経緯については一般化資料及び 50 年史では 11 月 5 日の母親か

らの大師保健所への電話から記述がはじまっているが（40 年史編[2004：176]，50 年史編

[2014：59]），実際はこの前段がある．10 月 27 日に Y は洗濯物のワイシャツのカラーに自

身の状況と病院の実情を訴える手紙を密かに忍ばせておき，それが面会に来た母親の手に

渡ることになる（桐原[2014：54]）．11 月 5 日，大師保健所に母親から Y が退院したいと

言っているがどうしたらよいかのとの相談の電話があり，その後保健所に来所する．入院

当日は同行していなかった大師保健所の I ワーカーは Y 本人の訴え，母親の気持ち，家族

状況等を聞いた結果，むしろ母親の「情緒不安定」の問題に焦点を合わせ，母親に対して

精神衛生センターへの受診を勧めた（40 年史編[2004：176]）．このときの I ワーカーの対

応について桐原論考では，「とにかく何の病気であれ病院に入院したのだから良いだろう」，

「何なら八王子の病院にまわす」といった発言があった旨の記述もある（桐原[2014：54]）．

母親はこの後，実際に精神衛生センターを訪ねたり，保健所ワーカーが家庭訪問したりし

た（40 年史編[2004：176]）．両親はなんとか Y を退院させたいと考え，同月 19 日に父親

が病院を訪れ，整形外科受診の名目で同日に退院することになった（40 年史編[2004：176]，

桐原[2014：54]）． 

 

3-3 「Y 問題／Y 事件」その 2 ――協会第 12 回大会・総会中止まで―― 

 3 年半後の 1973（昭和 48）年 4 月 6 日，神奈川県立勤労会館（横浜市）で開催された協

会第 9 回全国大会・総会の第一日目シンポジウムの開始に先立って，Y とその家族より発

言の申し入れがなされ，それが運営委員会で認められ，シンポジウムの後，実際に Y 氏よ

り発言が行われた．Y は，不当な扱いによる強制的な入院と入院後の不当な医療行為を訴え，

それらの人権侵害に対して訴訟を起こしたというものであった（日本精神医学ソーシャ

ル・ワーカー協会[1973：2-3]）．提訴自体は 1971（昭和 46）年 12 月 1 日，多摩川保養院

に対する民事訴訟であるが，それまでの間に母親は川崎市法律相談や横浜地方法務局人権

擁護課等に訴えていたが，進展がなかったことにより提訴に踏み切ったようである（桐原

[2014：55]）． 

 第 9 回大会における Y の問題提起により当該大会のシンポジウム後の分科会及び 2 日目

の中間集約の報告とそれに対する発言は Y 問題に関することに集中した（日本精神医学ソ

ーシャル・ワーカー協会[1973：3]）．結局当該大会では Y 問題調査を大会運営委員会に委

嘱するにとどまった．当該大会のアンケートからは，Y 問題提起という事態に対して複雑な

感情を抱いている PSW が少なからずいることがわかる． 

 

Y 氏の問題をめぐって大会の中でつうじあえないものがあり，どうしてかと思う．そ

のことをどうにかしていかない限り鋭い問題提起があっても共通のものとしていけ

ないと思う． 
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Y さんを生み出してきた医療システムを問題にして欲しかった．I さん追放が問題で

なかったと思う．この問題を提起した人達にこのことを問いたい． 

 

Y 事件に集中したのは当然と思うが P.S.W 同志の対立－良心的 S.W－という規定を

されているようなイヤな味わいがした．大会としてこの事実があったことを認め，

このようなことを再びおこさない為にどうするかという意志表示をしてほしかった． 

 

あまりにも Y 問題に重点をおきすぎ時間をとり過ぎたのではないか．事件の現状と

S.W の自己批判のみにとらわれ過ぎ，もう一歩すゝめた大きな意味での精神医療，

福祉労働者としての役割というところまで発展しなかった． 

 

各地が準備討論を真面目に取り上げ参加しているのにその積み重ねを無視し，運営

委員長も突如として出される Y 問題に全面的にその場をあずけている．あまりにも

会員無視もはなはだしい．それが本質に迫る問題であることは誰も否定しない． 

 

事実関係もできないものをいきなり主要なテーマにもち出し，極めて意図的に非民

主的に運営されたことは遺憾（以上，日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会[1973：

4]）． 

 

 これらの意見が全てのものなのか，それとも意図的にピックアップされたものなのかは

不明であるが，当該大会に参加していた PSW にとって Y 問題の提起は，その取り上げられ

方や運営方法に関しては異論が多かったようである．但し，当時の『P.S.W 通信』の記述を

読む限り，Y 問題がその後の協会の存続を危うくし，且つ，数年後の協会大会・総会を中止

に追い込むほどの出来事となることの予想はし得てはいなかったように思える．なお，第 9

回総会は参加者数が少なかったため，定足数不足で仮総会となり，議案は仮議決となって

いる． 

 翌年の 1974（昭和 49）年 5 月 18～19 日に兵庫県民会館（神戸市）において開催された

第 10 回大会・総会において，「Y 問題調査委員会報告書」が可決される．本大会は昭和 49

年草案に対する 1 回目の保安処分反対決議が承認された大会でもある． 

本大会には Y 氏，大師保健所の I ワーカー及び「Y 氏を支援する会」メンバーも参加し

ている．I ワーカーに関しては 2 日目の総会において「意見乃至反論」という形で 45 分間

の意見表明が行われた．一部を引用する． 

 

「地域で仕事をすることは，正しいか正しくないかは別として，やはり保安処分に

つながる意味で手を汚さざるを得なかった」 
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「私は 1 人として本人会わずに入院させたことはない．また長期入院の人を在宅に

しようとしているが，在宅にし普通の生活に戻すためには具体的な援助が必要であ

る」 

「私のかかわりは決して入院先行ではないのである」 

「私は出来る限り患者と共に援助をすゝめてきたのだ」 

（調査委員会報告書に対して）「論評は明らかに越権であり，調査報告は私のとって

はリンチである」 

「Y 問題全般についていえば保健所で仕事をすれば手を汚さざるを得ないのであっ

て，いわば保健所の問題なのか，私個人の問題なのかが混同されている」（日本精神

医学ソーシャル・ワーカー協会[1974：9-10]） 

 

 この I ワーカーの意見表明に対しては，Y 氏を支援する会メンバーより，保健所の問題と

して一般論にすり替えようとしているといった反論が表明される．さらに Y は，自ら I ワ

ーカーに対して，Y に会うことなく「分裂病のはじまり」と認識した根拠を問い，それに対

して I ワーカーが裁判の場ではっきりされる旨の返答をしたことによって，会場が騒然とな

った様子が記述されている（日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会[1974：11]）． 

 第 10 回総会では Y 氏を支援する会より「Y 裁判事件にみられた I 氏を始めとするワーカ

ー，関係者の対応が『本人』に会うこともせず Y 氏を一方的に『患者』とみなし，自らを

『治療者』側の立場に立たせていった実践というものを自らの日常的課題として厳しく問

わざるをえません」との文言が入った「Y 問題を誠実に総括する決議文」提案の緊急動議が

出され可決される（日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会[1974：16]）． 

 1975（昭和 50）年 6 月 3～4 日，新潟県民会館（新潟市）において第 11 回大会・総会が

開催される．この大会前に発信された『P.S.W』№32 の冒頭に，協会理事長（当時）の岩

本正次による「1 年を顧みて――Y 問題と資格制度」が掲載される（日本精神医学ソーシャ

ル・ワーカー協会[1975a：1-2]）．その内容は，冒頭で，支部発足という「よろこぶこと」

に対して，Y 問題の検討に「ほとんどの時間をついやした」ことを「おわびしなければなら

ない」こととして，まずは述べている．そして Y 問題に関して，何が事実であったのかを

知ることの大変さを吐露し，その背景には立場，都合によって事実性が変わるということ

あると述べる．そのうえで，事実をどう解釈するかという作業も大変である，その理由は，

「Y
．
さんの人権とわれわれ会員のひとりの人権との対決があったからである
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

」（傍点筆者）

ということが述べられている．この後は同時並行的に議論がなされていた専門資格制度の

問題と絡め併せて Y 問題のような問題を再び起こさないための制度の検討の必要性を述べ

て締めくくっている． 

 岩本による巻頭言の趣旨は，Y 問題は，Y 氏と I ワーカー各々の「人権」同士の「対決」

となってしまっており，本来は大都市における精神衛生の体質の問題に還元されなければ

ならないというものであった．しかし，そもそも圧倒的な弱者の地位にいるはずの Y 氏と，
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支援の関係でいえば圧倒的な強者の地位にいる I ワーカーとを対等に捉えていることにつ

いては明らかに違和感を覚えざるを得ない文章である．岩本の巻頭言は当然ながら Y 氏を

支援する側から猛烈な抗議を受けることになる． 

 第 11 回大会・総会前日の同年 6 月 2 日に新潟県精神衛生センターで開催された全国理事

会の場で会員に配布することになっていた上述の一般化資料の説明が担当理事より行われ

ていた最中に，Y 氏を含む考える会関係者 3 名が入室し傍聴を求めた．それ自体は認めら

れ，その他約 20 名が当該理事会に同席し傍聴することになった．理事会では翌日からの総

会に向けての通常議案の審議に加えて，一般化資料の内容及び上述の岩本による巻頭言に

対する「抗議文」について議論が行われた．岩本の巻頭言については協会事務局長（当時）

の小松源助より編集責任者としての釈明と「自由で大胆な発言」の保障について述べられ

た．更に岩本本人からは，巻頭言は個人の見解であり，「対決」という語は「厳粛に人と人

が出会うこと」の意味で用いたとの釈明が行われた（日本精神医学ソーシャル・ワーカー

協会[1975b：4-5]）． 

 翌日の総会では議案の提出に先立って，冒頭で小松より岩本の巻頭言に対して「協会の

総括であるような印象を会員に与えてしま」ったことに対するお詫びが述べられた．当該

総会自体は『P.S.W 通信』を見る限りほぼ Y 問題一色の様相となった．Y 問題に関する議

題としては，①大師保健所 I ワーカーに対して協会より態度を確認し，処分を検討するとい

う緊急動議，②Y 裁判への支援決議の 2 つであったが，結果的には両方とも否決となった．

なお②については後に数字の間違いがあり，否決も可決もされていないという結論になっ

ている．理事会としても継続審議にはしない，という結論を出している（日本精神医学ソ

ーシャル・ワーカー協会[1975b：9-11]，20 年史編[1984：9]）．なお桐原によれば，本大会

において一般化資料の配布に加えて，「Y 問題」の継承として精神医療問題委員会の設置，

「Y 問題を継承・深化してゆく組織」としてのブロック研修会の設置が決まったとされてい

る（桐原[2013：75]）． 

 しかしブロック研修会は必ずしも Y 問題を継承・深化する方向には行われず，Y 問題と

身分法の二者択一の議論が行われがちであった（20 年史編[1984：9]）．Y 問題が起きた関

東甲信越地区 PSW 研修会（関東甲信越ブロック）は 1976（昭和 51）年 1 月 31 日（2 月

との記載論考もある（50 年史編[2014：16]））に，Y 問題を直接的には取り上げない形式で

研修会の開催を予定していたが，「ハンドマイクで『関東ブロック集会粉砕！』を叫ぶ」（50

年史編[2014：16]）Y 氏や考える会により冒頭より粉砕宣言を出され，研修会は流会となっ

た（桐原[2013：76]）．同年 2 月 21 日，協会は関東甲信越ブロック中止に至る経過と総括

文を参加者に送付するが，考える会はそれに対する 10 項目質問とともに総括の白紙撤回要

求を行った．4 月には理事長の小松が渡米し，岩本が理事長代行となった．その後も折衝を

重ねるものの解決の糸口は見いだせず，同年 5 月 15 日に開催された常任理事会と考える会

との折衝が破綻し，同月 17 日には当時の事務局長が辞任した．翌日 18 日の事務局長会議

において，同年 6 月 3～4 日，静岡県医師会館（静岡市）で開催する予定であった第 12 回
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大会・総会について理事長代行と大会運営委員会に一任され，同月 21 日には一旦，開催の

方向となったが，翌 22 日，理事長代行は第 12 回大会・総会の中止を決定した（20 年史編

[1984：12]）．翌 23 日，朝日新聞朝刊 18 面に，同年 5 月に開催予定であったものの「患者

拘禁」問題で中止となった精神神経学会に続いてという意味で，「ソシアル・ワーカーも大

会中止 患者拘禁をめぐり」という記事が掲載される（朝日新聞[1976]）． 

協会常任理事会は「第 12 回大会，総会を省みての反省と課題」常任理事会案を提案する

ものの，全国理事会において否決となった．この時点で常任理事会は機能停止状態となる．

結局は上記常任理事会案と「大会・総会中止にいたる経過報告」が会員にそのまま送付さ

れる．その後，事務局長に続いて小松理事長が辞任する． 

翌 1977（昭和 52）年 3 月 27 日，日本社会事業大学（東京）において第 12 回総会のみ

開催される．総会前の理事会において谷中輝雄（やどかりの里理事長（当時））が理事長に

選任される．協会はその活動を大会・総会の開催と機関紙発行という必要最小限の事業に

限定して，「Ｙ問題の教訓化」と「PSW の専門性の中身を明確化する作業」（50 年史編[2014：

17]）に取り組むことになる． 

理事長に就任した谷中は協会存続の意味を問う以前に協会の課題の明確自体が不明瞭で

あり，会員のなかには協会に対して Y 問題かそれとも身分法かの二者択一を迫る声がある

ことをふまえつつも，「Y 問題等における患者の人権をめぐっての問題と資格制度の検討と

は二者択一の事柄ではありません」（20 年史編[1984：43]）とし，それぞれは相補的なもの

であるとして，Y 問題と同時に資格制度問題にも取り組むという姿勢を明確にする．この意

をふまえて協会は 1980（昭和 55）年 1 月 20～21 日に大阪市教育センター（大阪市）で開

催された第 15 回大会・総会の場において協会機能回復のための「提案委員会」の設置を決

め，翌 1981（昭和 56）年 6 月 26～27 日に東京労音会館（東京都）で開催された第 17 回

大会・総会において「提案委員会報告」が報告された．提案委員会報告は，第 12 回大会・

総会中止以降「棚上げ」にしてきた課題，すなわち「第 12 回大会総会中止の事態に対する

総括」及び「Y 問題に関すること」等の「棚卸し」作業を明文化したものである．年史や教

材テキスト等では，提案委員会報告について，「『精神障害者の社会的復権と福祉のための

専門的，社会的活動』を中心に据えた組織とする」という協会の方向性を示したものとい

う説明がなされる．ただ提案委員会報告では Y 問題におけるミクロな実践の一つひとつを

問題にはせず，「現行精神衛生法に則って行った PSW の行為自体が，対象者の人権や生活

を侵す行為にそのまま重なってくるという－すなわちワーカーの加害者性をめぐる論議を

深化することができなかったこと」というメタなレベルにおける問題に収斂させている．

桐原は，提案委員会報告は「事実経過をまとめたものに若干の解釈を加えた程度であり，

主に国家資格化を実現でき得る集権型組織の構築と運営について提案したもの」としてい

る（桐原[2013：77]）． 

提案委員会報告は，翌 1982（昭和 57）年 6 月 26～27 日に札幌自治会館（札幌市）で開

催された第 18 回大会・総会において採択された「日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会
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宣言（第 18 回札幌大会）―当面の基本方針について―」（日本精神医学ソーシャル・ワーカ

ー協会[1982b：11]，以下，「札幌宣言」と略す）に引き継がれる．「札幌宣言」では PSW

の「終局目標」を「精神障害者の社会的復権の樹立」としたうえで，そのための「任務」

を「『対象者の社会的復権と福祉のための専門的・社会的活動』を推進すること」という結

論を提示した．「札幌宣言」に合わせて，第 18 回大会・総会において執行部体制と常任理

事会の再開も確認され，これをもって協会は「正常化」し，Y 問題は収束したとされる（50

年史編[2014：18]）． 

以下で整理を行う協会による保安処分への反対の姿勢の過程は，すでに自らには保安処

分的性格が内在していることへの気づきと自覚の過程と絡み合いながらの活動となる．そ

の際，Y 問題から導き出された「精神障害者の社会的復権と福祉のための専門的，社会的活

動」という PSW の使命は，その絡み合いの解きほぐしを比較的容易にする補助線となる． 

 

3-4  協会の保安処分に対する「対抗」の過程 

協会は刑法への保安処分導入の機運に対して，Y 問題への対応の時期とほぼ重なる 1970

～80 年代前半に，以下のようにあわせて 5 回の反対決議を行っている．この後にも協会は

保安処分に関連して 1991（平成 3）年には，前年の 1990（平成 2）年に発表された精神医

療研究会厚生科学研究報告書「精神科領域における他害と処遇困難性に関する研究」（主任

研究者：道下忠蔵（石川県立高松病院長（当時）），以下，道下研究と略す）を土台とした

厚生省（当時）による「重症措置患者専門治療病棟」案に対して見解を出している．道下

研究については第 4 章 4-1-1 で取り上げる． 

 

1 回目：1974（昭和 49）年 5 月 17 日，第 10 回大会・総会決議 

2 回目：1980（昭和 55）年 9 月 6 日，第 16 回大会・総会決議 

3 回目：1981（昭和 56）年 6 月 27 日，第 17 回大会・総会決議 

4 回目：1982（昭和 57）年 6 月 26 日，第 18 回大会・総会決議 

5 回目：1983（昭和 58）年 7 月 2 日，第 19 回大会・総会決議 

 

 協会が保安処分導入の機運に対してはじめて公の場において反対の意思を表明したのは

第 10 回大会・総会の場である．決議の契機は，第 2 章 2-1 及び 2-2 で整理した通り，その

対象を「精神障害犯罪者」及び「薬物中毒による犯罪者」の「治療を主眼とする処分」に

特化された昭和 36 年準備草案の公表がなされた後に，その後の長い議論の末，法制審議会

答申として法務大臣に答申された昭和 49 年草案の公表である．昭和 49 年草案に至る保安

処分導入の機運に対しては，精神神経学会が精神神経学会反対意見書を公表し，また日弁

連が昭和 49 年日弁連意見書を公表している． 

 第 10 回大会・総会において採択された「保安処分反対決議文」（日本精神医学ソーシャ

ル・ワーカー協会[1974：16]，「巻末資料１」に①として全文掲載）では，冒頭で精神衛生
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法（当時）が精神障害者の治療を保証し得ず，かえって患者の人権を侵害する状況を作り

出していることを指摘したうえで，「社会防衛，社会治安の目的で，社会から隔離，収容」

する保安処分は人権侵害の危険も大きいため，処分を含む刑法改正に反対する旨を謳って

いる．第 10 回大会における決議文は，躊躇や保留のない保安処分全面否定の内容となって

いる．そしてこの傾向はこの後の保安処分反対決議に貫かれることになる．但し協会は運

営が正常化に向かう直前の第 16 回大会・総会において 2 度目の保安処分反対決議を採択し

たほかは（20 年史編[1984：48]），1973（昭和 48）年に告発を受けた Y 問題により，しば

らくの間外部の動きにはほとんど言及していない．この間に協会は「現行精神衛生法に則

って行った」（提案委員会報告）行為が引き越した Y 問題をメタレベルにおける問題として

抽出したうえで，「精神障害者の社会的復権と福祉のための専門的，社会的活動」を PSW

の使命とすることに収斂させた．この PSW の使命はこの時点においては，この後の保安処

分反対の「錦の御旗」となる．これを機に協会は，保安処分導入の機運に対して，意見を

公表するだけではなく種々の活動にも参加していくことになる． 

 第 2 章 2-3 で述べた通り，1980（昭和 55）年 8 月に発生した新宿駅西口バス放火事件後

の奥野法務大臣による保安処分を含む一連の刑法全面改正発言は，昭和 49 年草案以降，議

論が「停滞」していた保安処分導入の機運をにわかに勃興させた．協会はこの動きに対し

て第 17 回大会・総会において 3 度目の反対決議となる奥野法務大臣宛「抗議文」（日本精

神医学ソーシャル・ワーカー協会[1981：23]，「巻末資料１」に②として全文掲載）送付の

採択を行う．抗議文では，本章 3-3 で述べた通り，同大会・総会で採択された Y 問題に関

する提案委員会報告において明示された「精神障害者の社会的復権と福祉」を担う立場か

らは「いかなる保安処分制度もこの理念に逆行する」として，処分制度新設の動きに全面

的に反対し抗議する立場を表明している． 

 また，抗議文では保安処分に抗するために「あらゆる具体的行動をおこす」ことも表明

しているが，これに呼応するように協会は前年の 1980（昭和 55）年より「保安処分に反対

する精神医療従事者協議会」（以下，精従協と略す）に団体として正式加盟している（日本

精神医学ソーシャル・ワーカー協会[1981：35]）．精従協は精神神経学会を事務局として，

協会とともに，病院精神医学会，臨床心理学会，東京都地域精神医療業務研究会，日本精

神科看護協会，児童精神医学会，精神科作業療法学会の計 8 団体により組織されていた．

協会は 1981（昭和 56）年 7 月 4 日，精神神経学会会議室で開催された第 7 回会合から常

任理事の高橋一と事務局が出席している（日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会[1981：

35]）．同年 10 月 24 日には東京のこまばエミナース（当時）において精従協主催の「保安

処分阻止のための研究・討論集会」が開催された．当日の集会参加者は 335 名であった．

司会は精神神経学会の広田伊蘇夫と臨床心理学会の赤松晶子が務めた．当日は，森山公夫

（精神神経学会），清水徹（第二東京弁護士会），飯田文子（東京都地域精神医療業務研究

会），持丸昌久（日本精神科看護技術協会），佐藤和貴雄（臨床心理学会），田原明夫（病院

精神医学会）の各シンポジストに加えて，協会からは常任理事の西沢利朗（川崎市幸保健
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所）が「PSW の現場から」と題して，シンポジストの一人として報告を行っている（日本

精神医学ソーシャル・ワーカー協会[1982a：7-13]）．西沢の報告の主旨は当時の精神衛生法

下における保健所現業員としての実践の困難さを軸に行われている．討論集会は，本来的

に不可能である危険性予測にもとづく拘禁処分は人権侵害以外の何者でもなく断じて許す

ことはできない旨の「集会宣言」が採択されている． 

 この時期に協会はもう一つ「具体的行動」を起こしている．それは第 2 章 2-3 で述べた，

同年 8 月 31 日に日弁連が公表した日弁連要綱案を契機としている．先述の通り日弁連要綱

案は法務省との意見交換会に向けての会内の勉強会資料として作成されたものであり，そ

の内容は後の昭和 57 年日弁連意見書では撤回された「通院措置制度」等が盛り込まれた犯

罪予防のための手段的意味合いを帯びたものであった．PSW は日弁連要綱案において通院

措置制度と関連して「アフター・ケア体制の確立」要員として名前が挙げられていた．こ

の件に関して協会は，同年 11 月 4 日に日弁連会館において開催された，同日に行われた日

弁連と法務省との意見交換会の内容報告会に出席し，常任理事の高橋より「日弁連が一方

的に我々の業務規定をなされたことは，はなはだ遺憾である．（中略）精神医療は様々な職

種が関わっており，それらの団体とも連絡をとりあい意見を交換していくことを希望する」

旨の発言がなされた（日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会[1982a：15]，なお 11 月 4

日に開催された上記意見交換会を「第 4 回目」とする記載ミスがある．実際は第 3 回目で

ある（第 2 章 2-3 参照））． 

 この発言を契機として日弁連より協会に対して意見交換の要望があり，同年 12 月 1 日，

日弁連会館において協会と日弁連との懇談会が開催されることになる（日本精神医学ソー

シャル・ワーカー協会[1982a：16-17]）．協会からは柏木昭理事長（当時）以下 7 名，日弁

連からは原秀男委員長代行（当時）以下 5 名が出席している．協会は席上，「PSW 協会の

基本姿勢について」と題した協会の紹介とこれまでの保安処分に対する対応の経過を記し

た資料を配布のうえ懇談に臨んでいる．第 2 章 2-3 で先述した通り日弁連要綱案は，日弁

連主催の第 3 回パネルディスカッションが「会場乱入者」により流会という結果を招き，

精神神経学会が要綱案意見書を公表するなど，その社会防衛的要素の強い内容は少なから

ず波紋を呼んだ．無論，協会も上述したように遺憾の意を表明している．しかし協会は日

弁連に対して，あくまで協会の認識を求めるということにとどめるというスタンスで懇談

会に臨んでいる．日弁連からは，①PSW の業務内容・経済的基盤・資格・教育系統・全国

状況等，現状について，②措置通院制度（要綱案）についてどう考えるか，③社会的に PSW

の拡充と業務の評価を求める意志はないか，その為に何を望むか，という 3 点について意

見が投げかけられた．協会は②については，「保安処分とかかわらせて精神医療をどうする

のかは考えていない」と同時に，「通院と云っても，治療者－患者関係が大切」である旨の

返答をしている．また③については関連団体からの要望もあるも，医療費の負担増への配

慮を考える必要がある旨の返答をしている．以上について協会はごくごく普通の返答を行

っている．但し，措置通院制度に関連して PSW の活用を日弁連が検討している件について
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は，「精神医療の現状の良くないことは判っていても，今すぐそれをどうしろと云うのは困

難で，又精神医療の改善を保安処分と結びつけて考えることはしていない」と回答しつつ

も，「PSW 協会として全国理事会等での検討の経過がないため，一切の具体的発言は差し

控えた」としているように，真っ向から反対するのではなく，抑制的且つ留保した回答を

行っている．ここで言われる「精神医療の現状」とは何を指すのかについて必ずしも明確

ではないが，日弁連要綱案に沿えばそれは「入院中心主義」のことであると考えられる．

通院措置制度は国が検討する保安処分のオルタナティブとして，「精神医療の現状」の改善

をも視野に入れた制度案として提案されている．協会は日弁連要綱案に対して，その社会

防衛的性質について抗議をしたのではなく，あくまで日弁連が PSW の職務をよく理解しな

いまま「一方的」に業務規定を行ったことに対して抗議をしたのであって，精神医療の改

善自体は，その方法として保安処分以外のものであれば必ずしも反対ではないという立場

を暗に表明している．以上の背景として，日弁連という社会的影響力がきわめて大きい団

体による文書に PSW の活用に関する記述がなされたという事実が PSW の「職域拡大」へ

の「期待」を協会側ににわかに湧き上がらせた可能性があることは否めない．先述のよう

に各方面から厳しい批判が相次いだ措置通院制度を盛り込んだ社会防衛的要素の強い日弁

連要綱案であっても，協会は自らの入り込む余地があるのであれば，その「可能性」を廃

棄はしなかった．1980 年代の保安処分導入の機運の高まりのなかで，協会は，保安処分に

は反対の姿勢を堅持しながら，他方で仮にオルタナティブな制度が地域を拠点とした保安

処分的性格を内包しているものであったとしても，それが入院中心主義を打破する可能性

を秘めており，且つその制度枠組みに PSW が職務要件として組み入れられるのであれば，

PSW にとっては「一石二鳥」であると考えていたふし
．．

がある．保安処分に対する徹底的な

反対の姿勢と地域における保安処分的制度への接近という一見矛盾する立場をとることを

可能にした補助線は，これまで何度か述べてきた Y 問題より抽出した「精神障害者の社会

的復権と福祉のための専門的，社会的活動」という PSW の使命なのである．この補助線を

抽出した以降は，保安処分への対抗の姿勢と自らの職域拡大の姿勢とが比較的迷いなく同

居することになる． 

 なお，同月末の 12 月 26 日，本章 2-3 で先述の通り，法務省と日弁連との第 4 回意見交

換会の席上，法務省より「治療処分」に一本化され罪種による対象者要件を規定した骨子

が提出されている． 

 骨子公表後の翌 1982（昭和 57）年 6 月 26～27 日，札幌宣言が採択された第 18 回大会・

総会において，4 度目の反対決議となる「刑法改悪・治療処分新設法案の国会上程を阻止す

る決議」が採択される（日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会[1982b：12]，「巻末資料 1」

に③として全文掲載）．また同時に第 2 章 2-3 で先述した，昭和 57 年日弁連意見書の「根

拠」となった野田報告書に対する見解である「『精神病による犯罪』の実証的研究（野田正

彰著）に関する見解」（以下，野田報告書見解と略す）も公表している（日本精神医学ソー

シャル・ワーカー協会[1982b：13]，「巻末資料 1」に④として全文掲載）．野田報告書見解
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については昭和 57年日弁連意見書公表後より精従協において対応の検討が行われていたこ

とと，「全国『精神病』者集団」6)から協会に対して法務省と日弁連の意見交換会に対する

態度表明を求められていたこと等をふまえて公表されたものである（日本精神医学ソーシ

ャル・ワーカー協会[1982b：34]）． 

 第 18 回大会・総会における反対決議はその表題に何の留保もなく「改悪」と銘打ってい

る通り，より先鋭的且つ運動論的な内容となっている．また保安処分（特に骨子）の技術

的難点についても過去の決議と比較してより詳細且つ「的確」な指摘を行っている．骨子

において国が処分の名称を「治療処分」に変更したことについては「保安処分という名称

の与える戦前の予防拘禁制度に対するイメージを変えることだけを目的としたものであり，

その法案そのものは，ひとつも変わっていない」とする．対象者要件を昭和 49 年草案まで

の「禁固以上の刑にあたる行為」から殺人等の重大六罪種に限定修正した点については，「マ

スコミキャンペーンによって，広められた『精神障害者』らしい人による重大犯罪事件を

利用して，法案成立を図ろうとするもの」であり，「全体から見れば，少数の『精神障害者』

による事件を，『犯罪性精神障害者』の処遇は社会的問題であると決めつけるもの」であり

「決して許すことの出来ないもの」と述べる．保安処分制度による施設の設置については

「精神病院の開放化・地域医療の推進を考える私達の立場」からは「強く反対せざるを得

ない」とする．そして再犯予測の問題に関しては，先述した協会の保安処分反対の「錦の

御旗」である「『精神障害者』の『社会的復権』」の保障をより困難にするとして，「彼らと

共に生きようとする立場」から再犯予測は不可能であると断罪している．決議の最後には

精従協への参加に示されているように，治療処分国会上程阻止の運動を全国の精神医療従

事者と共に行うことも宣言している． 

 協会はこの後，1983（昭和 58）年 7 月 2 日，第 19 回大会・総会決議においても 5 度目

となる保安処分国会上程の機運に対する反対決議を採択することになるが，第 18 回大会・

総会の反対決議は，これまでの協会による保安処分反対運動の集大成ともいえるべき内容

となっている．これだけをみると，この時から 20 年後に発生する事件を契機に実質的な保

安処分である医療観察法制定の機運に積極的に関与することになろうとはにわかには予想

し得ない．しかし先述したように，一方で自らの職域拡大を目論んでいた協会に，迷いな

き反対決議を可能にしたのは PSW の使命という補助線であり，この「使命」がふんだんに

盛り込まれた 4 度目の反対決議と次に述べる野田報告書見解こそ，20 年後の医療観察法へ

の積極的関与を予想し得るものといえる． 

 第 18 回大会・総会で併せて公表された野田報告書見解では，野田報告書の問題点を 5 点

挙げている．第一は，野田報告書において検討されている「症例」が「野田氏自身が直接

関わったものでなく，本人の了承をとらず，その内容を公的な場に報告」していることに

より「人権侵害」の可能性がある点である．第二は，症例検討の「方法論が不明確」であ

り，且つ 13 症例というように症例数が少ないという点である．第三は，野田報告書は全体

にわたって「『精神障害者』を『管理』する立場」に立っており，「『クライエントと共に生
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きる関わりの視点』が欠落」しており，「精神障害者の『社会的復権』を保証」し得ないと

いう点である．第四は，13 症例の地域的状況について，その地域における「精神医療の実

態を規定している文化的背景の分析」に至っておらず，「画一的な精神医療の価値観」によ

って考察しており，「社会の中で，地域に根ざした『精神障害者』との関わりの視点を模索

する PSW の立場からみると，野田氏は『精神障害者』を，社会生活を営む者としてみてい

ない」という点である．そして第五は，野田報告書が保健所の精神衛生相談員の業務内容

について，個人の資質の問題であるかのように批判を行っていることに対して，PSW のマ

ンパワー不足や制度の不備，また「地域社会における『精神障害者』の社会生活に対する

無理解」等の社会的な問題に起因する「『精神障害者』と共に生きる視点を貫いて PSW が

日常の業務を行なう困難さ」を理解する視点が欠落している点である．以上の 5 つの点を

ふまえて野田報告書は協会と意見を異にするものであると結論づけている． 

先述の通り保安処分導入の機運に対して，協会は 1983（昭和 58）年 7 月に開催された第

19 回大会・総会において，協会による保安処分に対する「反対」決議としては事実上最後

のものとなる決議「刑法改『正』・保安処分（治療処分）新設，国会上程に反対する」（日

本精神医学ソーシャル・ワーカー協会[1983：13]）が採択される． 

なおこの時期の前後，保安処分導入の機運とも関連して協会が対応した事象がある．一

つは「精神衛生実態調査」であり，もう一つは身分法・専門資格制度新設に向けての動き

である．本稿では概要のみ整理をしておく． 

協会が見解を出すことになった「精神衛生実態調査」とは，1981（昭和 56）年に京都府

綾部保健所が管轄地域における予後不明の対象者の追跡調査を第三者である民生委員に委

託して強行したという事象である．当初，保健所長は精神衛生相談員及び保健婦に追跡調

査の指示をしたものの，対象者の人権侵害になりかねないという危惧から精神衛生相談員

及び保健婦が実施を拒否したことが端緒となっている．1983（昭和 58）年 10 月に全国精

神衛生実態調査が予定されていた中でのことであった 7)．本件については協会会員からの

問い合わせに答えるかたちで 1982（昭和 57）年 9 月 9 日，協会常任理事会名で「保健所等

における精神衛生実態把握について」を公表する（日本精神医学ソーシャル・ワーカー協

会[1982b：23]）．本見解において協会は，①保健所における追跡調査は地域で社会生活を

送る人たちに対する重大な人権侵害になりかねないし，保健所にそのような権限は付与さ

れていない，②このような調査は症状再発の契機となる恐れがある，③公務員が職務上知

り得た情報を漏らすことはあってならず，民生委員に調査を委嘱するなどということは厳

しく排除すべきであり，この点は厚生省通達でも注意を促されている，④このような調査

は対象者が何らかの危険に瀕し，不利益を被っていることが専門的に判断される場合に限

る，という 4 点を明示した．この後，1983（昭和 58）年 7 月 2 日，第 19 回大会・総会に

おいて「『精神衛生実態調査』についての声明」が採択された（日本精神医学ソーシャル・

ワーカー協会[1983：12]）．本声明で協会は，この時期に厚生省が実施の準備を進めていた

全国精神衛生実態調査に対して，やはり「精神障害者の社会的復権と福祉のための活動を
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めざすという観点」から反対の意を表明する旨を明示した．なお，全国精神衛生実態調査

は各方面からの批判を受けつつも実施されており，朝日新聞に調査までの経緯と調査結果

が掲載された（朝日新聞[1985]）． 

 身分法・専門資格制度新設に向けての協会の動きについては本章 3-1 で先述の通り 1971

（昭和 46）年の中央社会福祉審議会による「社会福祉士」法案に反対の意を表明して以降，

協会は Y 問題への対応に終始し，1980 年代までは資格制度実現に関する議論は停滞した．

その後，患者の人権の問題と身分法の問題は相補的なものであるという認識のもと提案委

員会報告が公表され，さらに外的状況との兼ね合いもあり，身分法についても徐々に検討

が行われることになる．ここでいう「外的状況」とは主に，①関連外部団体による資格化

の要望，②1987（昭和 62）年の精神衛生法の改正の 2 点である． 

 ①の関連団体による PSW の資格化の要望については，特に医療機関による診療報酬上の

措置としての要望が主である．主なものとしては以下の通りである（日本精神医学ソーシ

ャル・ワーカー協会[1981：34]）． 

 

・1979（昭和 54）年 12 月，「全国公私病院連盟」による，「専任の保健婦，ケース

ワーカー，栄養士」による「医療の指導・相談」に対する病院診療報酬改定要求． 

・1980（昭和 55）年 3 月，「日本精神病院協会」による，「精神科ソシアルワーカー

や臨床心理士」による「早期退院，再発防止を目標とした社会復帰訓練や，地域

精神衛生の実践」を推進するための技術料の評価と改訂の要望． 

・1980（昭和 55）年 4 月，「全国自治体病院協会精神病院特別部会」による，「精神

科ソーシャルワーカー等による相談指導料の点数化および資格基準設定」の要望． 

・1981（昭和 56）年 2 月，「日本精神神経学会理事会」及び「病院精神医学会理事

会」による，「精神病院における医師，看護師，作業療法士以外の他職種」の「資

格化，定員化」の早急な実現の要望． 

 

 ②の精神衛生法改正は，1984（昭和 59）年 3 月 14 日にマスコミ報道で発覚した宇都宮

病院における患者の暴行死亡事件（以下，宇都宮病院事件と略す）が直接の契機となって

いる．宇都宮病院事件とは，1983（昭和 58）年 4 月 24 日に栃木県宇都宮市にある精神科

病院である報徳会宇都宮病院（石川文乃進院長（当時））において，統合失調症で入院中の

当時 32 歳の男性患者が食事の内容に不満を漏らし男性看護職員と口論となり，そのまま看

護職員に金属パイプで強打され同日夜に死亡したという事件と，同年 12 月 30 日にアルコ

ール依存症で入院中の当時 35 歳の男性患者が見舞いに来ていた人に「こんなひどい病院か

ら退院させてくれ」と興奮気味に訴えた後，病棟内ホールで古手の患者といさかいとなり，

4 月の事件の時と同じ看護職員ら 3 人も加わり当該患者を棒などでめった打ちにし，翌 31

日午後に死亡した事件の 2 つの事件の概要について，翌年 3 月 14 日，朝日新聞朝刊 23 面

にスクープされた一連の事象を指す 8)．当初，病院は患者の直接の死因について，4 月に死
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亡した患者は「てんかん発作による心衰弱」，12 月に死亡した男性は「肝硬変による吐血」

と説明していた．その後，直接的に暴行にかかわった看護職員ら 4 名が傷害致死，暴力法

違反で逮捕起訴され，1986（昭和 61）年 3 月 20 日，宇都宮地裁より主犯の看護職員が懲

役 4 年，他の 3 名にも執行猶予付きで懲役 3 年－1 年 6 か月の実刑判決を受けることにな

った．また院長も無資格の職員による診療行為を行わせていた等，保健婦助産婦看護婦法

違反など 4 つの罪で逮捕起訴され，1988（昭和 63）年 3 月 15 日，二審の懲役 8 か月，罰

金 30 万円の実刑判決が最高裁で確定した．事件発覚後，患者の預り金の流用，「作業療法」

の名の元に行われていた患者の強制労働等，病院の劣悪な療養環境や人権侵害の実態が

次々と明らかになった．また東京大学医学部教授による指導により「病院ケースワーカー」

を含む無資格者による死亡患者の解剖や脳の取り出し，宇都宮病院入院患者を「標本」と

した数々の研究等，大学との癒着も明らかになった． 

 宇都宮病院事件に対しては，日本精神病院協会（1984（昭和 59）年 4 月），精神神経学

会（同年 5 月），日弁連（同年 10 月）の各団体が声明を出している（広田 [2004：156-164]）．

協会も同年 6 月，第 20 回大会・総会において「報徳会宇都宮病院問題に関する決議」を採

択している（30 年史編[1994：5]）． 

 東京第二弁護士会「精神医療と人権」分科会有志は，戸塚悦朗弁護士を中心として 1984

（昭和 59）年 10 月，「精神医療人権基金」準備会を発足させ，翌 1985（昭和 60）年 3 月

23 日，基金運営委員会（委員長：日弁連会長（当時）柏木博）にその諸活動を託した．基

金運営委員会は，同年 5 月 4 日から 16 日まで，国際法律家委員会（ICJ）と国際保健専門

職委員会（ICHP）による NGO 合同ミッションを日本に招聘した．NGO 合同ミッション

は拒否された 1 か所を除き，宇都宮病院をはじめ，国立武蔵療養所など数か所の精神科病

院を訪問した．また法務省，厚生省をはじめ精神障害に関与している 12 の諸団体と討論を

重ねた．その後，同年 7 月 31 日，「結論と勧告」がジュネーブで公表された．「結論と勧告」

では，日本の精神医療の現状について，精神障害者の人権及び治療という点において，極

めて不十分であると指摘したうえで，①精神衛生法の改正，②精神衛生サービスの改革及

び再検討（リハビリテーション・プログラム発展のための財源の確保や早期退院を誘因す

る保険点数の改訂等），③精神衛生分野の教育及びトレーニングの改革などを「直ちにとる

べき手段」とした（国際法律家委員会編／広田他監訳[1996：15-132]，広田 [2004：166-172]）． 

 以上の背景のもと，精神保健指定医制度の導入，任意入院，医療保護入院の新設，精神

障害者社会復帰施設等の新設，精神医療審査会の設置等を盛り込んだ「精神衛生法等の一

部を改正する法律案」は 1987（昭和 62）年 9 月 18 日に参議院本会議で可決・成立し，「精

神保健法」として同月 26 日公布された 9)．同年には「社会福祉士及び介護福祉士法」も可

決・成立しており，医療機関を除く分野でのソーシャルワーカーの国家資格化が実現して

いる． 

 協会は精神衛生法改正の機運に対して 1986（昭和 61）年に(ア)「精神衛生法改正に伴う

PSW の配置に関する要望」，(イ)「精神衛生法改正に伴う，精神医学ソーシャル・ワーカー
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（PSW）の専門性および任用資格についての要望」，及び(ウ)「精神衛生法改正に関する意

見」を公表している（30 年史編[1994：15-19]）． 

 (ア)は同年の常任理事会において承認されたものである．同要望では，協会の入会資格と

して「4 年制大学に於いて社会福祉の専門課程を履修した」PSW に限定しており，「精神障

害者の社会的復権と福祉のための活動」を「業務指針」とした専門職能集団であることを

最初に述べている．そのうえで，精神障害者の社会復帰の促進と精神科医療の充実のため

に，「精神科領域の総ての機関に，PSW を配置」することと，そのための「財源的措置」

をはかることを要望している．また具体的な配置数についてはおおむね，精神科単科病院

については「50 床に 1 名」，リハビリ機関等については「利用者 5 名につき 1 名」，保健所

等については「人口 5 万人につき 1 名」の配置を要望している．(ア)の前半で述べられてい

る協会入会に関わる 4 年制大学卒業規定は，「社会福祉士及び介護福祉士法」が制定された

1987（昭和 62）年，第 23 回大会・総会（神戸市）において承認された協会の年度事業方

針「国の社会福祉職への資格制度化に対する対応について」（30 年史編[1994：22-24]）に

明記された 5 つの「基本的視点」（以下，基本 5 点と略す）の一つである．基本 5 点とは，

上述の(1)4 年制大学卒要件にくわえて，(2)理論的・実践的専門性の基盤を「社会福祉学」

に置くこと，(3)「自己決定の原則」に則って業務が遂行できること，(4)Y 問題の総括とし

て第 18 回大会・総会（札幌市）において承認された「札幌宣言」における「対象者の社会

的復権と福祉のための専門的・社会的活動」の推進という基本方針の遂行が妨げられない

こと，(5)業務上の裁量権を有することの 5 つである．協会は 1985（昭和 60）年度に業務

検討委員会を設置し，社会福祉士国家資格制度が施行された以降，基本 5 点を土台にして

1989（昭和 64）年 1 月 14 日，常任理事会において「精神科ソーシャルワーカー業務指針」

を承認した．その後，資格制度化の運動を推進し，1997（平成 9）年 12 月 12 日に可決・

成立した「精神保健福祉士法」に結実させることになる． 

(イ)では，(ア)を基本として，改正精神衛生法の中に必置を要する専門職として PSW を

位置づけることと，その任用にあたっては基本 5 点の一つである「学校教育法における 4

年制大学を卒業した者」を最低基準として設定することの 2 つを要望している． 

(ウ)は今回の精神衛生法改正の内容について，「精神障害者の人権侵害に対する実効の伴

わない第三者機関の設置，同意入院制度の名称のみの変更等を核とした部分的な改正」及

び「社会復帰は既存活動の政策化と予算計上」にとどまる可能性という「危ぐ」を表明し

たうえで，改正精神衛生法は「精神医療が，精神障害者の人権を保障し，適正な医療によ

り，早期に社会復帰が果たせる」かたちで改正すべきであるとする．そのうえで，(1)自由

入院の原則，(2)差別条項の撤廃と人権保障の確立（具体的には「権利擁護者制度」の新設），

(3)精神医療の質の向上，(4)精神科ソーシャルワーカーを必要とするマンパワーの充足・強

化，(5)社会復帰，生活援助対策の促進，(6)精神障害者福祉の推進，の 6 点を提案している．

特に(4)については，改正される本文中に PSW をはじめとするマンパワー充足を明記する

よう求めている． 
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改正精神衛生法である精神保健法が上述の通り制定された後の 1988（昭和 63）年，協会

は「精神保健法の成立に関するアピール」を公表する（30 年史編[1994：34]）．本アピール

には，PSW こそが精神障害者の社会的復権を担う中心的存在であるという「自負」と，に

もかかわらず法規定されなかったことに対する強烈な「不満」が表れている．具体的には

冒頭で抜本的改正はなされず，現行法の部分改訂をしたにすぎないとしたうえで，「地域生

活援助や患者権利擁護者制度」の「担い手」である「PSW の必置制」は明確にされず，「『精

神障害者の社会的復権』は今後も困難を極めるでしょう」と述べられている． 

なお，精神衛生法改正議論の最中，1986（昭和 61）年 11 月 1 日付で協会も加盟団体の

一人である「保安処分に反対する精神医療従事者協議会」は，前年の 11 月 21 日に自民党

「刑法改正に関する調査会」による「中間報告（案）」において精神衛生法改正とからめて

保安処分（治療処分）新設を企図していることに対して，反対の「声明」を公表している

（富田 [2000：249-251]）． 

 

3-5 小括 

以上，本章では協会による保安処分導入の機運に対する「対抗」の過程について，同時

期の精神医療の動きと絡めて整理した．協会の保安処分導入機運に対する「対抗」の過程

は，同時期に勃発した PSW に内在していた保安に主眼を置いたうえでの強制性を図らずも

顕在化させた事象との厳しい対峙の過程でもあった．しかし協会は当該の事象から「対象

者の社会的復権と福祉のための活動」という PSW の使命を抽出した．この使命は，保安処

分に対する迷いのない徹底的な反対の姿勢と，保安処分的性格を持つ制度への接近という，

相反する立場をとることを可能にした補助線となった． 

第 4 章では事実上の保安処分制度であるといえる医療観察法に対して，協会が名目上は

反対・懐疑的な立場をとりながら，実質的且つ積極的に関与を表明するに至った方針変更

の過程について整理検討をする． 
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第 4 章 協会の医療観察法への関与の過程 

――保安処分と PSW との親和性―― 

 

第 4 章では，第 3 章の「対抗」の時期からほぼ正確に 20 年後，協会が，その構造的類似

性から一種の保安処分と同定できる医療観察法に対して，懐疑的な立場をとりつつも最終

的には関与することになった過程について述べる． 

協会は，1999（平成 11）年の精神保健福祉法改正時の「重大な犯罪を犯した精神障害者」

の処遇に関する附帯決議や，2001（平成 13）年 6 月 8 日に発生した大阪教育大学付属池田

小学校児童等無差別殺傷事件（以下，池田小事件と略す）とその後の政府与党の動きを受

けて，保安処分への対抗の姿勢を大きく変更することになる． 

医療観察法はその検討過程において，「触法精神障害者」に対する処遇要件が「再び対象

行為を行うおそれ」（再犯のおそれ）から「再び対象行為を行うことなく社会に復帰するた

めの医療の必要性」（社会復帰のための医療の必要性）へと修正された．具体的には，「疾

病性」，「治療可能性」，そして「社会復帰（阻害）要因」の 3 要因が一定基準以上存在する

ことが審判で認められた場合に医療観察法の処遇が開始される．この 3 要件は，(1)当該対

象者が対象行為を行った際の心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害と同様

の精神障害を有しており（疾病性），(2)そのような精神障害を改善（病状の増悪の抑制を含

む）するために，本法による医療を行うことが必要であること，すなわち，その精神障害

が治療可能性のあるものであり（治療可能性），(3)本法による医療を受けさせなければ，そ

の精神障害のために社会復帰の妨げとなる同様の行為を行う具体的・現実的な可能性があ

ること（社会復帰（阻害）要因）と説明される（吉川[2007：27]）． 

後述の通り協会は，検討が開始された医療観察法与党案の中に「地方裁判所の判定機関」

を構成する一員として PSW が明記されたことを契機として，特に上述の 3 点目の社会復帰

（阻害）要因の「除去」を担う最適な専門職は PSW であるとして，2001（平成 13）年 12

月 13 日付で全国の保護観察所に PSW を位置づける等，与党案よりも一歩踏み込んだ「要

望」を厚生労働，法務両省に提出する．協会のこの姿勢は，医療観察法成立に邁進してい

た側にとって，本法につきまとっていた保安的色合いの濃度を薄めるための有効且つ都合

のよい戦術として援用されたと筆者は考えている．社会復帰（阻害）要因の除去もしくは

変換はソーシャルワークの文脈で換言すれば「生活支援」である．「生活支援」は，第 3 章

3-3 で先述した，Y 問題より抽出した PSW の使命，すなわち「精神障害者の社会的復権と

福祉のための専門的，社会的活動」を具現化した活動である．すなわち「生活支援」は PSW

の主要な役割であり，協会のとった戦略も自らの専門性を愚直に推し進めるために必然的

な方策であったとも言える． 

しかし本法における社会復帰（阻害）要因は，紛れもなく「再び対象行為を行うおそれ」，

すなわち再犯のおそれである．本法の枠組みにおいて「社会復帰」している状態とは「再

び対象行為を行」なわないように生活を送ることができている状態ということであり，社
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会復帰の阻害要因である「再び対象行為を行うおそれ」の「具体的・現実的な可能性」の

除去に努めることが本法の枠組みにおける PSW の役割であり，すなわち「生活支援」と言

うことができるのである．しかしながら協会は，そのこと自体の是非をあまり問うことは

せず，その先にある当該者の未来，すなわち再び対象行為を行うことを防止することは（ア）

対象者本人の利益（すなわち，対象行為（重大犯罪）を起こさないで生活を継続するとい

う消極的な利益）のためであり，（イ）社会の側の利益（対象者が再び対象行為を起こさな

いよう入院処遇を含めた対象者に対する再犯防止措置による地域社会の安全の確保という

積極的な利益）はいわば反射的利益 1)に過ぎない，という主張をもとに本法に積極的に関

与することになる． 

当初，処遇要件を「再犯のおそれ」としていた医療観察法案は成立までに若干停滞する

ものの，協会の「要望」の内容を反映させたともいえる修正が施され，2003（平成 15）年

に成立する．PSW は医療観察法における「精神保健参与員」及び「社会復帰調整官」の事

実上の職務要件となった．職務領域の拡大をかちとることに「成功」したのである． 

本章では，はじめに医療観察法成立の過程について整理を行う．そのうえで，協会によ

る医療観察法に対する見解等の内容の整理を通して，協会が「迷走」しながらも，徐々に

本法に積極的に関与していく様相を明らかにする． 

 

4-1 医療観察法成立の経緯 

 本節では医療観察法成立に至るまでの経緯について，2001（平成 13）年 6 月 8 日に発生

した池田小事件 2)を，本法成立を「加速」させた契機と捉え，協会の要所における対応経

緯を含めて述べる． 

 

4-1-1 「処遇困難患者」対策 

 筆者は序章で述べた通り，1 章 1-1 で定義した保安処分の 3 要件が含まれているという点

において医療観察法は保安処分の一種であると考えているが，この点に関しては種々の議

論 3)がある．また，本法の論点は，原理的な位置づけはともかくとして，機能的側面にお

いて医療の衣を纏いつつ被介入者の「利益」以上に「社会の安全」を志向しているか否か

に存すると筆者は考えている．しかし前章までに述べてきた通り，80 年代前半頃までに主

に法務行政の側から提起された保安処分に対する対抗側の主旨は，刑法の一元主義を変更

する点，すなわち刑法典の中に心神喪失等の状態で触法行為をした精神障害者に対して刑

罰に代わる「社会の安全」を前面に押し出した処分制度の創設に対する異論であった．医

療の側も保安処分には基本的には反対の立場をとっていたが，その機能的側面については

必ずしも反対の立場ではない論調も見受けられた 4)．80 年代後半から民間精神病院を中心

とした精神医学界は，宇都宮病院事件を経て，精神病院における開放処遇の「足かせ」と

して精神医療における「処遇困難患者」の存在を前面に押し出し，本来は別次元の対象で

ある触法精神障害者と彼らとを同定させたうえで，「処遇困難患者」に対する特別な医療対
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策を提起することになる． 

 「処遇困難患者」に対する処遇の検討は，1988（昭和 63）年から 3 年にわたる厚生科学

研究「精神科医療領域における他害と処遇困難性に関する研究」（主任研究者：道下忠蔵(石

川県立高松病院長(当時))，道下[1990a]，以下，道下研究と略す）を契機とする 5)．道下研

究は，①1987（昭和 62）年の精神衛生法の改正（精神保健法）の際に「精神障害者による

他害事件」6)が議論となったこと，及び，②（原理的）保安処分制度が存在しない日本にお

いては責任無能力により不起訴もしくは無罪となった触法精神障害者は精神保健法（当時）

において精神科病院に強制入院処分となるが，「これら精神障害者の中で精神病院において

も処遇困難とされたり，退院後も事件を繰り返し，社会から非難される事例もみられる」

こと，という 2 点の関心をふまえて，全国の精神病院における「全国処遇困難実態調査」

を通じての実情把握を行ったものである． 

 調査は 1988（昭和 63）年 2 月にアンケートにより行われた．全国の国立，自治体立，法

人，個人の各病院あわせて 1,311 病院のうち 884 病院より回答があり，950 例の処遇困難

例が報告されたとある．「処遇困難をきたす問題行動」として，暴力行為が 552 例（58％）

で最も多く，次いで脅迫行為，器物破損が続いている．診断名は，統合失調症が 530 例（56％）

で最も多く，次いで知的障害，人格障害が続く結果となっている．また保護室を常時使用

している症例が 250 例あり，そのうち 158 例（68％）は 1 年以上の長期間に及んでおり，

それらの患者は「種々の問題行動」のために保護室での「生活」を余儀なくされていると

している．道下研究は全国調査に加えて，大阪府と石川県の両地域での実地調査も行って

おり，問題行動，生活史・生活環境，診断名及び日常生活状況などの重要項目の頻度の差

がほとんどなかったとしている． 

 道下研究では「全国処遇困難実態調査」の結果をふまえて，「軽度」の「処遇困難患者」

対策としては指定精神病院の再編成を行い，「重度」の症例に対しては国公立病院を中心に

「集中治療病棟」（仮設）を併設するというように二層構造の体系とすることを提案してい

る．また集中治療病棟でも対応困難な「重度」の症例や，長期化した症例については二層

構造の結果を踏まえて別途検討するとしている． 

 上記の提案を具現化するための整備案として道下研究では，二次医療圏 7)に 1 カ所，「指

定精神病院」を再編成し，措置入院患者や一般精神病院で処遇困難な「軽度」の患者の治

療をそこで行うとしている．それにより一般精神病院の「開放率」も高まるとしている．

指定精神病院で対応困難な「中度以上」の「処遇困難」例については，上述の「集中治療

病棟」を設置し，そこで治療を行うとしている．「集中治療病棟」の対象者は「長期の保護

室生活をしいられている者」となり道下研究では 400 例程度と算出している．病棟は概ね

450 万人の地域を担当し，規模は 15～30 床で，イギリスにおける「セキュア・ユニット

（Secure unit）」等を参考に施設基準を設けることを提案している 8)． 

 道下研究は 1991（平成 3）年 7 月 15 日の「公衆衛生審議会（精神保健部会）中間意見」

（以下，中間意見と略す）（病院・地域精神医学会[1990]）に反映された．中間意見は，公
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衆衛生審議会精神保健部会に設けられた「地域精神保健に関する専門委員会」及び「処遇

困難患者に関する専門委員会」の 2 つの委員会報告をふまえて，厚生大臣に答申されたも

のである．前者に関しては，精神障害者社会復帰施設（当時）に運営費の設置者負担の解

消等の対策，グループホームの確保と事業に対する助成，地域における精神保健に関する

知識の普及や精神障害者に対する支援活動を行う「精神保健推進員」の養成，一時的に家

庭での処遇が困難になった精神障害者の社会復帰施設での対応，精神科デイケア及び精神

科在宅医療の推進が提案されている．後者については，はじめにいわゆる処遇困難患者の

処遇上の問題点として，保護室での長期間処遇者が多いなど，必ずしも十分な治療が受け

られない状況にある点及び，一般の患者と同じ病棟内で処遇されることにより，一般の患

者の開放的環境での処遇を妨げている点の 2 つの問題点を挙げる．そのうえで，「試行的」

に上述のような「症例」に相当する「措置入院患者」（処遇困難患者）を対象とした「専門

病棟」（「重症措置患者専門治療病棟」）を，国公立病院に整備することを提案している．「専

門病棟」の方針として，できるだけ閉鎖性の少ない環境において，個々の症状に応じた個

別的な治療計画に基づき治療を行うこと，看護職員，臨床心理技術者，PSW，作業療法士

等のマンパワーを十分配置すること，十分なスペースを確保すること，入院者の判定につ

いては評価委員会を設けて個別具体的に行うことの 4 点を示している． 

以上のように道下研究は「重症措置患者専門治療病棟」構想を打ち出した公衆衛生審議

会答申の土台となった．また日本精神科病院協会雑誌において処遇困難例特集 9)が組まれ

るなど，病棟の「開放化」実現の一方法という名目のもと，一般精神科病院における「処

遇困難患者」の「排斥」の方向性が強調されることになった． 

道下研究とそれを土台とした中間意見は一見すると，精神科病棟内における「処遇」が

「困難」な患者に対する包括的な対策・意見を示したものに見える．しかし道下研究の「関

心」でも明らかなように，「処遇困難患者」対策の核心は触法精神障害者の処遇である．触

法精神障害者対策はすなわち保安処分に接続することになる．公衆衛生審議会精神保健部

会委員の一人であった平野龍一は，「処遇困難患者」（「処遇困難者」）対策はいわば厚生行

政における保安処分制度であり，その第一義的な目的は道下研究で提案されている「集中

治療病棟」の創設であり，そのための「戦術」として意図的に「処遇困難患者」と触法精

神障害者を同定させたという趣旨のことを述べている 10)．専門病棟構想の推進側は本来的

には，保安を目的とした触法精神障害者に対する特別病棟の設置が眼目であるにも関わら

ず，保安処分に対する根強い批判を避けるために「処遇困難患者」を持ち出したうえで，

その存在による一般精神科病棟の「侵食性」を強調することにより，実質的に触法精神障

害者対策としての保安処分的要素を持つ専門病棟構想を推し進めようとしたのである． 

しかし「処遇困難患者」と「触法精神障害者」は本来，異なる存在である．道下研究で

はアンケート調査による処遇困難例の総数 950 例のうち犯罪歴のある事例は 189 例（約

20％）であることが示されている．また 189 例の「犯罪歴の内訳」と「犯罪歴者の問題行

動と診断名」についてはそれぞれ独立して示されているものの，その二つの相関関係は示
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されていない．少なくとも道下研究では，ここで問題にしたいと考えている「暴力行為」，

「脅迫行為」，「器物破損」，「他害行為」といった問題行動（処遇困難状況）を惹起してい

る患者が，必ずしも重大犯罪行為をしたと言うことはできないのである．長谷川病院医師

（当時）の金杉和夫はいわゆる「処遇困難」問題について，「『処遇困難』として語られて

きた問題」には 3 つの群，すなわち，①社会生活の中で犯罪に相当する他害事件を起こし

た精神障害者の問題，②症状が重く，精神病院で十分な治療を受けられず，保護室長期使

用のような悲惨な処遇を受けている患者群の問題，③治療者から人格障害ありと見られが

ちな，言い換えると問題行動を起こすが精神症状との関連が乏しいと考えられるような患

者群の問題，が「混在」していると述べる．そのうえで，「『道下研究班』～丹羽事件～公

衆衛生審議会『処遇困難患者対策に関する中間意見』の流れでは，保安対策としての『処

遇困難』問題と精神科入院治療の改善策や保護室長期使用者の処遇改善を混同した議論が

行われて，混乱したままで政府の『処遇困難患者対策』として『重症措置患者専門治療病

棟』の設置が決定されてしまった」と指摘する（金杉[1992：131]）． 

道下研究に対しては，この他，それが調査研究としての批判に耐えうるものではない，「処

遇困難」概念が曖昧，入院＝処遇する側の劣悪な状況の根拠である医療政策等の不備に全

く触れられていない，等々の批判も受けた（富田 [2000：234]）． 

厚生行政が推し進めようとした「処遇困難患者」対策としての集中治療病棟の創設は 1992

（平成 4）年に予算化までされたものの，「全国『精神病』者集団」による「声明」を契機

として反対運動が広がる．精神神経学会は 1991（平成 3）年 5 月に「保安処分に反対する

委員会」，及び 1992（平成 4）年 3 月に「精神医療と法に関する委員会」が反対の見解をま

とめる．その後，「全国『精神病』者集団」を中心とする運動団体に全国精神医療従事者連

絡協議会事務局が加わったかたちで 1993（平成 5）年 12 月 12 日に「『処遇困難者専門病

棟』新設阻止共闘会議」が結成され，反対運動が強化される．結果として，1995（平成 7）

年 1月，厚生省は専門病棟の新設から撤退することを表明することになる（富田[2000：218]）

11)． 

協会は上述した厚生省による「重症措置患者専門治療病棟」が俄かに現実味を帯びてき

た 1991（平成 3）年，常任理事会において「厚生省による『重症措置患者専門治療病棟』

の設置構想に関する見解」を承認のうえ公表している（30 年史編[1994：64]）．本見解にお

いて協会は「重症措置患者専門治療病棟」の問題性を 3 点挙げている．第一は，精神科医

療の基盤整備が不十分なまま施策が行われることにより，病院機能における分類収容が促

進され，精神医療の閉鎖性が固定化し，患者・医療従事者関係の分断を強めるという点で

ある．第二は，行政処分的な強制医療と，強制収容をより強化するという点である．そし

て第三は，地域性を無視していることにより，家族や社会と対象者との距離を遠ざけ，社

会復帰・社会参加を阻害することになるという点である．さらに本施策の底流には，①保

安処分（治療処分）の厚生省枠への取り込み，②病院・病棟の機能分化と医療従事者の傾

斜配分の推進及び診療報酬の再編，の 2 つの方向が読み取れるとしたえうで，「精神科救急
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医療（緊急医療含む），及び一般精神科医療・社会復帰・地域生活援助全般に関して，その

基盤整備を急ぐことから始めること」を提起している． 

 「処遇困難患者」対策として「重症措置患者専門治療病棟」の創設を検討することは，

換言すれば道下研究や公衆衛生審議会の中間報告で想定されているようなマンパワーの充

実と社会復帰体制の整備を行いさえすれば処遇困難状況の改善が可能であることを示して

いると共に，既存の精神医療体制がその水準に達していないということを示している．「触

法心神喪失者等」が「処遇困難患者」と同じか否かに関わらず，本来であれば精神医療全

体の底上げの方向に話が進まなければならないのであるが，処遇困難患者対策は通常の精

神医療とは別の枠組み構築の方向で検討がなされたのである． 

 

4-1-2 医療観察法の成立過程 

医療観察法の前提として，1990 年代の精神医療及び PSW に関わる法制度に関するトピ

ックを挙げておく．1993（平成 5）年の心身障害者対策基本法改正法である障害者基本法

成立により，身体障害，知的障害に加えて精神障害が福祉の対象となる．同年 6 月，精神

保健法の一部が改正される．1995（平成 7）年，精神保健法が「精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律」（以下，精神保健福祉法と略す）に改正される．精神保健法改正にあた

っては，改正の前年，8 月 10 日に公衆衛生審議会が意見書「当面の精神保健対策について」

を厚生大臣に具申している．本意見書では当面の施策として，社会復帰施設やグループホ

ームの推進，地域における医療，精神障害者の在宅生活支援の前提としての救急医療対策

の整備に加え，地域住民に対する相談に応じるための地域精神保健福祉対策の推進等，地

域を拠点とした支援に主眼が置かれた内容となっている．そのうえで具体的施策として，

社会復帰対策としては，社会復帰施設やグループホームの整備・普及，「手帳」制度の導入

等を挙げている．医療対策としては，精神病院の病棟構造の近代化による開放的環境で治

療が受けられるような基盤整備，医療機関における社会復帰指導の推進に加えて，「臨床心

理技術者」や「精神科ソーシャルワーカー」の資格制度の創設を挙げている．また，認知

症，アルコール依存症，児童思春期精神障害等の疾患特性に応じた医療体制の整備，精神

医療の公費負担制度について公的医療保険を基盤としたものへの転換等も挙げている．改

正された精神保健福祉法では，精神障害者社会復帰施設の 4 類型化，通院患者リハビリテ

ーション事業等に加えて，精神障害者保健福祉手帳の創設，通院医療費公費負担制度にお

ける社会保険優先の仕組み等が盛り込まれたが，この時点で PSW の資格化は実現されなか

った（広田 [2004：227-300]）． 

1997（平成 9）年，第 141 回臨時国会において「精神保健福祉士法」が成立し，既に「社

会福祉士及び介護福祉士法」において国家資格化されていたソーシャルワーカーに加えて，

精神保健福祉分野に特化したものとして PSW の国家資格化が名称独占資格として実現す

ることになった．1987（昭和 62）年の第 109 回国会・衆参社会労働委員会附帯決議「精神

科ソーシャルワーカー等の専門家の育成とその制度化」以後，4 回の附帯決議，10 年の時
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を経て成立へと至った．上述の通り，本来は 1995（平成 7）年の精神保健法改正の際に PSW

資格化が盛り込まれる可能性があったが，実際は「精神保健法の一部改正について（答申）」

の「附帯意見」として「資格制度を作るべきことについての意見の一致はみたものの，医

師や看護婦の業務との関係，医師の指示，社会福祉士との関係，資格の名称などについて，

関係団体との間で意見の一意をみていないことから，結論にいたることができなかった」

（広田[2004：306]）12)． 

1999（平成 11）年，公衆衛生審議会精神保健部会による「今後の精神保健福祉施策につ

いて」が厚生大臣へ具申され，同年，精神保健福祉法が一部改正される．この際，上記意

見具申の後半「(4)具体的施策の方向」の「(F)その他」として，「重大な犯罪を繰り返す精

神障害者について」の意見が盛り込まれる．この意見は精神保健福祉法には盛り込まれな

かったものの，衆参両院において，重大な犯罪を犯した精神障害者の処遇の在り方につい

ての早急な検討に関する附帯決議がなされる．これにより触法精神障害者対策は厚生行政

すなわち精神医療が引き受けるという方向性が明確に示されることとなる． 

 精神保健福祉法改正の同年，附帯決議を受けるかたちで，衆議院議員保岡興治及び第一

秘書，大熊由紀子，当時八代英太衆議院議員の政策担当秘書であり元全国精神障害者家族

会連合会理事でもあった滝沢武久による触法心神喪失者等対策に関する私的研究会が開始

された（滝沢[2003：182-183]，長野[2004：29]）13)．この研究会はその後，2001（平成

13）年 1 月 29 日から 10 月 16 日まで 7 回の議事録が残る法務省・厚生労働省の合同検討

会へと引き継がれる．協会も企画部企画委員会の「重大な犯罪行為をした精神障害者の処

遇等に関するプロジェクト」（以下，プロジェクトと略す）において 2000（平成 12）年 12

月から 2002（平成 14）年 1 月まで計 9 回の会合を持ち，触法心神喪失者等問題について意

見の整理を行っている（木太[2002a：20]）．その最中の 2001（平成 13）年 6 月 8 日，池

田小事件が発生する．池田小事件とは，2001（平成 13）年 6 月 8 日午前 10 時過ぎころ，

大阪府内に住む T が出刃包丁 1 本及び文化包丁 1 本をビニール袋に隠し持って，大阪教育

大学教育学部附属池田小学校に侵入し，同校舎内において児童 8 人を刺殺，児童 13 人と教

諭 2 人に重軽傷を負わせたものである．T が 17 歳から数か所の精神科医療機関で断続的に

受療していたことや，精神保健福祉法における措置診察を受けていたことが明らかになっ

た．但し，最終的に統合失調症という診断は付いていない（岡江[2013：25-30]）． 

 池田小事件の翌日，小泉純一郎首相（当時）は刑法改正オプションを含む触法心神喪失

者等に対する特別な対策の検討を行うことを表明し，自民党の山崎拓幹事長（当時）に指

示する 14)．自民党は同月，党政務調査会内に衆議院議員熊代昭彦（当時）を座長とした「心

神喪失者等の触法及び精神医療に関するプロジェクトチーム」（以下，自民党 PT と略す）

を発足させる．同年 10 月 30 日，党本部で開催された第 9 回会合において「心神喪失者等

の触法及び精神医療に関する施策の改革について」と題した報告書（以下，自民党 PT 報告

書と略す）を公表する．なおこの会合には，法務省から刑事局長，刑事局刑事法制課長，

刑事局局付が，厚生労働省から社会・援護局障害保健福祉部長，同企画課長，同精神保健
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福祉課長が，そして最高裁から刑事局長，刑事局第二課長が出席している． 

 自民党 PT 報告書では「基本的認識」として，第一に，「精神障害者は，我々の社会の大

切な構成員」であり，精神障害者の犯罪率が「高い」という漠然とした理解は正確な資料

によって改められる必要がある．そして，精神障害者対策として医療及び福祉の充実，ノ

ーマライゼーションのための施策の「抜本的改革」が急務である点を挙げる．第二に，触

法心神喪失者及び心神耗弱者の問題は「重大な犯罪行為をした者の処遇に関する問題」で

あり，第一の精神障害者の問題と混同した議論を避ける必要がある点を挙げる．すなわち

自民党 PT 報告書の特徴は，触法心神喪失者等といわゆる普通の精神障害者とを明確に分け

ている点にある．また，触法心神喪失者等に対する施策の現状の問題点として，重大犯罪

をした精神障害者の約 8 割が不起訴となっている点，鑑定の信頼性の問題，触法心神喪失

者等が一般の措置入院となっている点，心神喪失で無罪の場合に措置入院に代わる制度が

無い点，そして退院後の通院を担保する制度が無い点を挙げたうえで，触法心神喪失者等

に対しては，主に「治療措置制度（仮称）」，一般の精神障害者に対しては「ダイヤモンド・

プラン（仮称）」と称する精神障害者医療保健対策 5 か年計画策定を提案する．「治療措置

制度（仮称）」は，地方裁判所に設けられた「治療措置判定機関」による措置の決定，国公

立病院に専門治療施設を設置すること等が提案されている．また「判定機関」は精神科医

に加えて「精神保健福祉士等の専門家」数名で構成する旨が明示されている．さらに通院

措置となった当該者の処遇の中心的な施設として保護観察所を位置付けている．一般の精

神障害者に対する「ダイヤモンド・プラン（仮称）」では，入院・通院医療及び福祉対策の

充実，社会復帰施設の充実，また PSW の養成とその診療報酬上の位置付けの改善といった

広範な障害者対策の構想が盛り込まれていた 15)．後者のダイヤモンド・プランは現実のも

のとはならなかったが，前者の治療措置制度についてはその大枠がその後の法案にほぼそ

のまま引き継がれている．なお，自民党 PT 報告書は同日の会合では了承をえることができ

ず，同年 11 月 9 日の第 10 回会合の場において了承されている． 

その後，同年 11 月 12 日，当時の与党 3 党（自民党，公明党，保守党）の政策責任者会

議において心神喪失者等の触法及び精神医療に関するプロジェクトチーム報告書（以下，

与党 PT 報告書と略す）が公表される．与党 PT 報告書は自民党 PT 報告書にあった「治療

措置制度」という文言が単に処遇という言葉に置き換えられているものの，その基本的骨

格は自民党 PT 報告書を土台としている．また自民党 PT 報告書及び与党 PT 報告書では，

PSW が「判定機関」の構成員の一員として想定されているが，保護観察所に PSW を配置

することまでは明記されていなかった．さらに両報告書では処遇要件は示されていない． 

 2002（平成 14）年 3 月 15 日，6 章 121 条からなる医療観察法案が閣議決定される．同

月 18 日に第 154 回国会に政府案として提出され，同年 5 月より法務委員会に付託され審議

が開始される．また，同国会には「対案」として民主党より精神保健福祉法の一部を改正

する法律案も同時に提出され，医療観察法と同様に上記委員会に付託されている 16)． 

医療観察法案ではじめて当該心神喪失者等の裁判所による入退院及び通院の決定の要件



65 

 

が明記される．法案 42 条において裁判所が入院決定を行う要件として「入院をさせて医療

を行わなければ心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行
．．．．．

為を行うおそれがあると認める場合
．．．．．．．．．．．．．．．．

」（傍点筆者）と規定された．すなわち「再犯のおそれ」

が処遇要件案として提案されたのである．上述の通り自民党 PT 報告書及び与党 PT 報告書

双方の段階では処遇要件は明記されてはいなかったが，法案の段階ではポリスパワー思想

に基づくリーガル・モデルの色合いがより強く表れたものとなったのである．中山研一は

この文言が政府案に盛り込まれた理由は必ずしも明らかではないとしたうえで「措置入院

とは違って裁判所が判断主体になるという『司法モデル』に対応するためには，自傷他害

の恐れを超えた要件が必要だと考えられたのではないか」と分析している（中山[2005a：

165]）．この「再犯のおそれ」要件は法案成立に際して若干の停滞を招くことになる．政府

案は第 154 回国会衆議院における厚生労働委員会との連合審査を交えて計 6 回の審議が行

われたが，特に再犯のおそれとその予測可能性に関する質疑が集中し，結局審議未了のま

ま次期国会に継続審議となった．  

 同年 11 月 15 日，自民党より衆議院法務委員会理事会に医療観察法案修正案が提出され

る．この修正案は同月 27 日，第 155 回国会衆議院法務委員会に自民党及び公明党の共同提

案として提出される．形式的には先の政府案とともに議題に挙がることになるが，この後

は事実上，修正案の審議となる．その直前の同月初旬，政府原案の懸念に対応するものと

して法務省と厚生労働省がまとめた「論点整理」メモが作成されている（全国精神医療労

働組合協議会[2001-]）．中山はこのメモを「政府案に対するいくつかの懸念に答えるべき修

正協議を前提としたもの」としている（中山[2005a：166‐167]）．「論点整理」メモでは，

「再犯のおそれ」と精神保健福祉法における措置入院要件の「自傷他害のおそれ」との差

異，保護観察所が触法心神喪失者等の社会復帰に関与することの是非，心神喪失者「等」

にいわゆる人格障害者が含まれるのか否か等々の懸念・指摘事項に関する解釈がまとめら

れている．PSW にとって重要な点は，このメモで保護観察所に配置される予定の「精神保

健観察官」の資格要件として「保健・福祉の視点を明確にする」という観点から「精神保

健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識を有する者として政令で

定めるもの」と明記されたことである．「精神保健観察官」は修正案のなかで「社会復帰調

整官」と名称が修正されたうえで 17)，ほぼ論点メモの流れを汲んだ内容で明記されること

になる．また修正案ではリーガル・モデルの枠組みは堅持されたまま，処遇要件が先の「再

び対象行為を行うおそれ」（再犯のおそれ）から「再び対象行為
．．．．．．

を行うことなく社会に復帰
．．．．．．．．．．．．

するための医療の必要性
．．．．．．．．．．．

」（社会復帰のための医療の必要性，傍点筆者）へと修正される．

この処遇要件の修正については，処遇要件の解釈，要件の一つである治療可能性の法的判

断の可否，医療による再犯防止の可否等々の批判や疑問が噴出し，国会の議論もこの点に

集中して行われた．しかし触法心神喪失者等の「社会復帰のための医療」を確保するため

の法律であることを前面に打ち出した医療観察法案は，同年 12 月 6 日，衆議院法務委員会

において修正案及び修正部分を除く政府原案が与党 3 党及び自由党（当時）の賛成多数で
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可決し，同月 10 日には衆議院本会議において賛成多数で可決され，参議院に送付された．

一旦継続審議となるものの，2003（平成 15）年 5 月 6 日の第 156 回国会参議院法務委員会

において再度趣旨説明が行われ，同年 6 月 3 日に参議院法務委員会，同月 6 日に参議院本

会議において賛成多数で可決し，再び衆議院に送られる．同年 7 月 8 日に衆議院法務委員

会，同月 10 日に衆議院本会議において賛成多数で可決し医療観察法は成立，同月 16 日に

法律第 110 号として公布された 18)．2 年間の経過措置後，2005（平成 17）年 7 月 15 日よ

り施行されている 19)． 

 

4-2 医療観察法成立に PSW はどのような関わりを持ったのか？ 

 協会は池田小事件以後，上記法案検討段階の前後にかけて共同提案のものも含め以下の

声明等を発表している（2015 年 9 月現在，以下，冒頭の番号のみの表記とする）． 

 

①「校内児童等殺傷事件に関する見解」（2001（平成 13）年 6 月 18 日） 

②「重大な犯罪行為をした精神障害者の処遇等に関する見解」（2001（平成 13）年 9

月 17 日） 

③「重大な犯罪行為をした精神障害者の処遇等に関する見解・補足説明」（2001（平

成 13）年 9 月 17 日） 

④「精神障害者の医療及び福祉の充実強化と触法心神喪失者等の処遇の改革に関す

る要望書」（2001（平成 13）年 12 月 13 日） 

⑤「『精神障害者の医療及び福祉の充実強化と触法心神喪失者等の処遇の改革に関す

る要望書』を提出するに至った経緯等の報告」（2002（平成 14）年 1 月(日にち不

明)） 

⑥「『心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 

（案）』について」（2002（平成 14）年 4 月 12 日）※1 

⑦「『心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

案』に関する提言」（2002（平成 14）年 4 月 21 日） 

⑧「『心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

（案）』についての声明」（2002（平成 14）年 5 月 14 日）※2 

⑨「『心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

案』に関する見解」（2002（平成 14）年 7 月 13 日） 

⑩「『心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律』

成立にあたっての見解」（2003（平成 15）年 8 月 13 日） 

⑪「『心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律』

に関する現段階での見解」（2004（平成 16）年 11 月 26 日） 

⑫「『心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律』

の運用に関する要望について」（2006（平成 18）年 1 月 24 日） 
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⑬「『心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律』

における社会復帰調整官の増員について（お願い）」（2008（平成 20）年 9 月 5 日） 

⑭「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

に基づく指定医療機関等に関する省令の一部を改正する省令（案）及び心神喪失

等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指

定医療機関等に関する省令附則第二条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定め

る基準の一部を改正する告示（案）に関する意見募集（案件番号 495080398）に

ついて」（2009（平成 21）年 2 月 19 日） 

⑮「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

に関する見解」（2011（平成 23）年 1 月 16 日） 

（※1 は精神保健従事者団体懇談会代表幹事の一人として，※2 は団体会員の一人と

して参加．①～⑮は「巻末資料 2」として全文掲載） 

 

 前節で述べたように協会は精神保健福祉法改正時の附帯決議を受けて，池田小事件発生

前より触法心神喪失者等に対する処遇システムの検討を行っていたが，その最中に当該事

件が発生することになる．池田小事件から間もなく協会は会長名で「当面の見解」として

①を発表する．①では，地域生活支援活動や精神科救急医療体制の充実，マスコミに対す

る慎重な報道の要望とともに，精神障害者の犯罪行為に対する精神科医療及び司法制度の

あり方に対する「慎重な検討」を要望している． 

その後，政府与党において触法心神喪失者等に対する処遇システムが検討され始めたこ

とに伴い，協会は②及び③を同時に発表する． 

②で述べられている精神保健福祉法における触法心神喪失者等の処遇の課題をふまえて

の医療と地域生活支援体制のよりいっそうの整備の必要性については①とほぼ同様のスタ

ンスである．但し②は①と比較して，触法心神喪失者等に対する司法制度の不備に関する

指摘が強調されている．一言でいえば本来司法が対応すべきと思われる触法心神喪失者等

についてもこれまで医療の側が担ってしまっており，そのことが結果として精神障害者全

般に対する偏見を助長しているという見解である．たとえば「現行の処遇における課題」

において以下のように問題を指摘している． 

 

精神科医療が，従前からの社会防衛的側面を払拭しないまま，数次にわたる精神保

健福祉法改正を経た今日においても，医療が本来担う役割や機能を超えて，「保護」

の名のもとに司法や社会が対応すべき問題までもかかえ込んでいる状況は何ら変わ

っていない（②より）． 

 

 また「司法における課題」として以下の指摘を行っている． 

 



68 

 

検察の起訴便宜主義や本来司法が果たすべき役割を医療が肩代わりしてきたことが，

結果として精神障害者の偏見・差別を助長しラベリングを強化する結果になってい

る．また，安易に責任無能力とされることが精神障害者の尊厳を著しく冒し，逆差

別となっている（②より）． 

 

②は必ずしも触法心神喪失者対策は司法が全面的に背負うべきであるということではな

く，むしろ司法と医療とが密接に連携すべき事柄であるということを示唆している．PSW

の立場からそのことをより一層強調しているのが③である．③では，措置入院制度の地域

間における運用上の差異の問題，医療と司法との連携の未確立等について示したうえで，

「精神障害者は責任無能力者か」と題して，さらに踏み込んで精神障害者の司法手続き上

の問題，いわゆる「起訴便宜主義」と「責任能力」に関わる問題について以下のような見

解を表明している 20)． 

 

措置入院者として私達が出会う精神障害者の中には，果たして責任をもてない人なの

であろうかと疑問を抱かせる人が少なからず存在するのである． 

（中略） 

起訴され裁判を受けた精神障害者については，その責任能力の有無・程度は，犯行当

時の病状，犯行前の生活状態，犯行の動機・態様等を総合して判断されており，現に

心神喪失として無罪とされる例が毎年数件に限られていることからも，検察における

責任能力の判断手続きが適性に行われる方策が必要と考える．またその際は，必要に

応じて医療も保障される手立てが検討されるべきであろう（③より）． 

 

 ③では「社会復帰の困難性」として，「重大な犯罪行為をした精神障害者の社会復帰は相

当の困難が予想され」，また「十分な生活支援体制が整備されないのであれば，結果的に将

来の犯罪の発生を予防することは難しい」というように，社会復帰体制の整備による再犯

予防にまで言及をしている． 

そして先述した自民党 PT 報告書及び与党 PT 報告書において「判定機関」を構成する一

員として PSW の明記がなされたことを理由に，保護観察所に PSW を配置することを要望

した④が同年 12 月 7～9 日に開催された第 9 回常任理事会及び第 4 回全国理事会において

「出席理事全員の意見を求めたうえで」採択され（日本精神保健福祉士協会[2002a：5]），

厚生労働省，法務省等の関係各機関に提出されることになる．④は「精神障害者の医療及

び福祉の充実強化について」と「触法心神喪失者等の処遇の改革について」の 2 つの事項

からなり，(1)精神科医療整備計画の策定，(2)精神障害者地域福祉計画の策定，(3)新法策定

にあたり，PSW は生活支援の観点から援助を行うことの規定，(4)新法施行は 3 年以内，及

び処遇ガイドラインの策定，(5)保護観察所への PSW の配置，(6)不服申立てシステムの確

立，そして(7)専門治療施設への十分な数の PSW の配置，といった 7 つの要望項目を掲げ
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ている．特に保護観察所への PSW の配置の要望に関しては，「通院措置制度が，単なる再

犯防止ではなく社会復帰と社会参加を実現するためのものであれば，保護観察所と保健・

医療・福祉関係機関との適切な連携が欠かせ」ないとし，「対象者の支援ネットワークの形

成をコーディネートする専門職として」PSW を配置する必要があると述べられている．先

述したように医療観察法への PSW の関与が明記された自民党 PT 報告書及び与党 PT 報告

書においても，PSW の位置づけは「判定機関」を構成する一員としての明記であり，保護

観察所に PSW を配置することまでは盛り込まれていなかった．「保護観察所」とは犯罪者

予防更生法によって規定された｢保護観察をつかさどる機関｣（同法 37 条）であり，その主

たる役割は(1)保護観察，(2)犯罪予防のための，世論の啓発指導，及び社会環境の改善，犯

罪予防のための地方住民活動の助長である（同法 18 条）．中山は医療観察法が精神保健福

祉法による行政処分性との乖離を示す要素の一つとして，本法が強制的な通院制度を設け

たうえで，その通院を担保するために保護観察所の役割を法的に位置づけたことにあると

している（中山[2005a：148]）．先述の通り法成立経緯における国会議事録でも同様のやり

取りがあったように（本章注 19 参照），医療観察法が単なる行政処分法とは異なり，限り

なく保安処分に近い法であることの根拠こそが，いみじくも保護観察所の制度的位置づけ

なのである．協会は④において，保安処分的性格をもつ観察法への職務要件の明記の可能

性を先取りして，観察法の保安処分的性格を決定付けることになった保護観察所への PSW

の配置要望という形をとって，これまでの保安処分への対抗の姿勢を転換することの表明

を行ったのである． 

医療観察法の制度枠内における保護観察所への PSW の配置要望は協会員に違和感を与

えることになる．協会常任理事会（文責：木太直人）は会員向けに⑤を配布するに至る．

⑤では「要望書提出の意図」として，与党 PT 報告書が公表されたこの時期において「同報

告書における規定そのものの問題点を指摘することよりも，新しい処遇に精神保健福祉士

が位置づけられることがほぼ確実となっている現実を見据えて，より良い法律が作られる

ための建設的な要望・提案を行うことを重視」した結果であるとしている．保護観察所へ

の PSW の配置要望に関しては，現状では精神障害者への関与は希薄であるため，「地域に

おける精神保健福祉ネットワークと保護観察所が連携を図るのであれば，そこに携わるコ

ーディネーターが必要」であり，PSW はその適役である旨が述べられている． 

以上のように④を端緒として，協会は「社会福祉学」，「生活支援」，そして「社会復帰」

を補助線として実質的に観察法への関与を深めていくことになる．但し，協会の観察法に

対する表向きの姿勢は必ずしも観察法に賛成ではなく，④以降の協会の見解はむしろ迷走

の様相を見せることになる． 

2002（平成 14）年 3 月 18 日に医療観察法案が第 154 国会に提出されたことを契機とし

て，協会を含めて 19 団体が加盟している精神保健従事者団体懇談会は代表幹事 3 団体（協

会に加えて，精神神経学会，日本病院・地域精神医学会）として⑥を，同会として⑧を公

表する．⑥及び⑧では冒頭で医療観察法の可決成立に反対の表明がなされている．そのう
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えで，精神医療・保健の全面的な充実をさせることこそが最優先事項であるとしている．

特に⑥では，第 154 回国会提出時の法案のように「再び対象行為を行うおそれ」（再犯のお

それ）を処遇要件とすることは，「医療の名を借りた予防拘禁」に他ならないうえに，そも

そも再犯予測は困難であるため，事実上の「医療の名を借りた不定期刑」の導入と見なさ

ざるを得ないとする．さらに⑥及び⑧では，観察法における「通院医療」に関しては，「司

法管理下の強制された『地域医療』が本来の地域医療・地域ケアの本質を著しく侵害する」

と同じ文言で指摘している． 

⑥及び⑧は協会独自の見解を表明したものではないということもできるが，しかし団体

の一員として名を連ねている以上，当然ながら趣旨に賛同しているものと理解するのが普

通であろう．しかしながらその合間の日付で，協会は⑦を公表する．第 5 章で論考を取り

上げる協会副会長（当時）の佐藤三四郎によれば，⑦は同年 4 月 20～21 日に開催された第

1 回常任理事会においてまとめられたものとされる（佐藤[2002a：2]）21)．「しかしながら」

と記した理由は以下の文言にある． 

 

今国会に上程された「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観

察等に関する法律案」（以下「法案」という）は，重大な他害行為を行い心神喪失等

の理由で不起訴処分になった者及び裁判により実刑判決を受けなかった者に限定し

て司法処分の対象とした．社会防衛の視点からの処分の決定を医療から切り離し，

司法の責任としたことには一定の意義が認められる（⑦より）． 

 

 以上のように⑦において協会は，国会上程された医療観察法案に対して，全面的に賛同

しているとはいい難いが真っ向から反対もしておらず，明確に「一定の意義」を認めてい

ることを公表するのである．⑦では，(1)「審判における『再び対象行為を行うおそれ』の

判定について」，(2)「指定入院医療機関について」，(3)「指定通院医療機関について」，(4)

「地域社会における処遇について」等の項目について提言がなされている．(1)では法案に

盛り込まれていた精神保健参与員に PSW の関与の必要性を提起している．(2)及び(3)では

PSW 配置の充実を求めている．また(4)では保護観察所への「精神保健監察官」（法案時）

の配置要望，市町村への PSW 配置の促進を求めている 22)． 

 同時期に公表された公的団体による見解としてはあまりにもその基本的態度に齟齬があ

ると言わざるを得ないものであるが，同年 7 月に協会第 38 回大会・総会で可決された（日

本精神保健福祉士協会[2002d：2]）⑨によってその迷走ぶりはより鮮明となる． 

⑨では冒頭において，主に⑧に名を連ねることになった経緯について以下のように述べ

ている． 

 

 日本精神保健福祉士協会は 2001 年 9 月 17 日（「②」：筆者注）と同年 12 月 17 日

(ﾏﾏ：正確には 12 月 13 日)（「④」：筆者注）に重大な犯罪行為をした精神障害者の処
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遇に関する「見解」と「要望」を表明した．その後，標記法案が明らかとなったこ

とから改めて協会として検討を行った．その結果，2002 年 5 月に開催された全国理

事会において協会としての態度を審議し，精神保健従事者団体懇談会が表明する反

対『声明』（「⑧」：筆者注）に同調することを採決によって決定し，協会としての見

解を表明することとした（⑨より）． 

 

そのうえで「社会防衛を目的とし『再犯の恐れ』を基準とした無期限の予防拘禁を可能

とする政府案には反対である」と明確に表明している．⑨ではその他，「協会は精神障害者

の社会的復権の観点」から「一貫して精神医療が社会防衛的役割を果たすことは時代に逆

行すると主張し続けてきた」とし，医療は「社会防衛を目的とすべきものではない」と述

べている．さらには，反対の立場を表明した⑨でも司法の領域に言及している．司法の場

における精神障害者に対しても「良質な医療・保健・福祉を受ける権利が保障」されると

ともに，「裁判を受ける権利」，場合によっては「刑を受ける義務」を負うべきともしてい

る．ちなみに⑨には⑦についての言及はない． 

④及び⑤において観察法制定を見越して PSW を制度内職種の職務要件とすることの要

望を公表しておきながら，法案に真っ向から反対する⑥及び⑧に名を連ねる．しかしなが

らほぼ同時期，国会上程された観察法案の枠組みを一定程度評価したうえで，その制度の

枠内における PSW 活用の提言を行っている⑦を公表する．しかしその後，⑨においてやは

り観察法案に真っ向から反対を行っている．この間わずか 7 か月である．特に⑦と⑨につ

いては国会上程された同一内容の法案に対する提言，見解である．  

先述の通り，2003（平成 15）7 月 10 日，第 156 回国会衆議院本会議にて医療観察法は

可決・成立する．それに合わせて協会は同年 8 月 2～3 日に開催された第 5 回常任理事会及

び第 2 回全国理事会において⑩を承認する（日本精神保健福祉士協会[2003a：5]）．⑩では

はじめに⑨を踏襲する旨を表明している．また⑩では第 155 回国会に提案された修正案を

ふまえて，「同国会衆議院の審議等の場で意見陳述を行い，精神保健福祉士としての立場を

明確にしてきた」と述べる．ここでいう「意見陳述」とは，2002（平成 14）年 12 月 3 日

に開催された第 155 回国会衆議院法務委員会・厚生労働委員会連合審査会議に参考人の一

人として出席した協会常任理事（当時）大塚淳子による意見陳述で間違いはないと思われ

る 23)．大塚は，はじめに，(1)地域の精神保健福祉情報の不行き届き，(2)措置入院解除後

の地域生活支援のまずしさ，(3)精神保健福祉法 25 条，26 条通報による措置判定のシステ

ムの不備（手錠をされたまま病院に連れて来られ，それを他の患者にみられてしまう等），

(4)精神科病院の PSW のかかわりの難しさによる不全感，といった課題を述べる．そのう

えで特に医療観察法における「社会復帰」という言葉の意味の不明確さとそれに取り組む

ことの困難について以下のように述べる 24)． 

 

恐らく，精神保健福祉法に言う精神障害者の社会復帰とは異質なものだろうという
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ふうに思います．精神障害者福祉法(ﾏﾏ)に言う社会復帰が今できていないこの現状の

中で，より大変な，深刻な状況を抱えた方たちが社会復帰できるというふうにうた

われるのだとしたら，それは社会復帰の質が全く違うものだというふうに考えます．

社会復帰という言葉の内容を，ぜひもう一度精神保健福祉法にうたったときのこと

を確認していただいて，もう一度考え直していただきたいというふうに思います． 

 

 また，同委員会の質疑応答の中で福島豊委員より，修正案に盛り込まれた社会復帰調整

官を PSW が担うことについての質問に対し，大塚は以下のように回答している． 

 

なぜ新たな法案では，現行の精神保健福祉領域の機関の中にマンパワーを充足する

ことをしないで，いきなり保護観察所といったようなところに名前だけ変えた社会

復帰調整官を置こうとしているのか．社会復帰調整というのは言葉を唱えればでき

るものではありません． 

 

 上述した課題認識とともに，これだけを見ると至極全うな「意見陳述」であり，⑩でい

うように PSW の「立場を明確化」している言でもあるといえるだろう．但し，繰り返しに

なるが，先述の通り保護観察所に PSW を配置することを要望したのは，同委員会の 1 年前

に公表された④における要望の通り，他の誰でもなく大塚も常任理事を務める協会自身で

ある．確かに④においては，保護観察所に PSW を配置することのみを要望したわけではな

く，先述の通り精神科医療及び精神障害者地域福祉におけるマンパワーの充実を併せて要

望してはいる．しかし④の「本丸」は，それ以前の自民党 PT 報告書及び与党 PT 報告書に

おいても一切触れられていなかった保護観察所への PSW の配置要望であると言っても過

言ではない．⑩では協会の「立場」を国会衆議院の審議等の場で「明確」にしてきたと述

べられているが，その国会審議における協会の発言自体に矛盾がみられる状況になってい

る． 

 結局 PSW は，本制度における審判の際に処遇の要否及びその内容について裁判所が必要

と認めた場合のみ意見を述べる「精神保健参与員」，及び保護観察所における「社会復帰調

整官」という 2 つの役割の職務要件となる．実質的にはこの 2 つの役割に加えて，「指定医

療機関の精神保健福祉士」及び「地域における関係機関の精神保健福祉士」も本法対象者

と関わることになる（佐賀[2006：126]）．すなわち分野を問わず現業に就くほぼ全ての PSW

が多かれ少なかれ本法に関わることとなったのである． 

 協会は法施行を間近に控えた 2004(平成 16)年 9 月 11～12 日に開催された第 1 回理事会

において「見解（案）」を常任理事会の責任でまとめることの提案が承認され（日本精神保

健福祉士協会[2004a：6]），その後，同年 10 月 16～17 日に開催された第 4 回常任理事会に

おいて⑪の提案と公開が承認される（日本精神保健福祉士協会[2004b：11]）．⑪は，⑩に

おける見解を踏襲している旨の言があるが，本見解中に明確に本法に反対の立場を表明す



73 

 

る言葉はない．⑪では観察法への関心の持続と，「私たちが大切にしてきた『かかわりの視

点』は，新しい法制度の下でも何ら変わるものではない」という点を確認したうえで，(1)

審判における精神保健参与員の関与，(2)指定入院医療機関における入院処遇，(3)指定通院

医療機関における通院処遇，(4)対象者の地域内処遇の 4 点について課題を述べている．(1)

ではこの時点ですでに始まっていた司法精神医療等人材養成研修のカリキュラム内容の充

実と「交通費等の経費」の配慮を求めている．(2)では PSW の適正な数の配置と権利擁護

業務の保障を求めている．(3)では指定通院医療機関における活動の充実のためにアウトリ

ーチ型の外来中心医療への転換と外来部門への専従 PSW の配置を求めている．そして(4)

では，精神保健福祉センター職員への研修と多職種ケアチームの配置，保健所や市町村へ

の PSW の配置とサービス提供機関の増員，社会復帰調整官と地域内の PSW との連携及び

保護観察所への社会復帰調整官の複数配置，精神障害者の差別と偏見の解消のための国民

への情報提供，等を求めている．4 点の課題は全て，観察法施行後に予想される制度運用上

の技術的難点に関するものである． 

 協会の見解はなぜ「迷走」の様相を見せているのか．法案の処遇要件を巡って国会の場

において苛烈な論争が繰り広げられていたものの，協会にしてみれば自らが職務要件とし

て法案に規定されることがほぼ確実な状況の下，本法に総論賛成の立場は原則として保持

しながらも，現実的には「称号」の域を出ない名称独占資格から一部「脱皮」する絶好の

機会であったこともあり，自らの職業的価値と倫理を侵すことはしないまでも原理・原則

のみを主張して法に真っ向から反対してみすみすこの機会を逃すという選択は取り得なか

ったということは当然に考えられる 25)．PSW としての価値と倫理の徹底と，自らの資格

の地位の「格上げ」による職域拡大の志向は，職能団体の役割としては必ずしも矛盾する

ものではなくむしろ当然の営為でもある．この意味において協会の医療観察法との対峙の

過程は，3 章以降で整理検討してきた通り，「Y 問題」の当事者として自らの職制に必然的

に内在する保安に主眼を置いたうえでの強制性を否応なしに自覚させられながらも，同時

に保安処分に対しては強固に反対の姿勢をとり続けてきた 70 年代から 80 年代にかけての

協会の対峙の過程と類似している．但し，保安処分は法制化されなかったが医療観察法は

法制化されたという大前提を差し引いたとしても，協会の職務要件獲得に対する意欲の強

度に関しては違いがある．3 章で述べた通り，協会は保安処分に対する「対抗」の過程の最

中であるにも関わらず日弁連要綱案に PSW が職務要件として明記された際は曖昧な態度

に終始した．しかし保安処分自体に対しては上述した職能団体の当然の営為を達成させよ

うという姿勢は良くも悪くも見受けられない．それに比して医療観察法に対して，協会は

原則反対の立場を枕詞として表明しつつも，職域拡大の志向をより積極的に打ち出してい

る．見解の出された時期の法案の検討段階によって，その志向の強度に違いがあり，結果

として結果として協会の見解には「迷走」の様相が表れているとも言える． 

 しかしここまでの協会の見解を俯瞰すると，ある一点において終始一貫した立場を表明

していることが分かる．そしてその立場を大義名分とすることにより，巧みとは言えずと
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も法制度に対して柔軟な姿勢で関与を表明してもいる．その立場とはすなわち上述した「Y

問題」との対峙から抽出した「精神障害者の社会的復権と福祉のための専門的，社会的活

動」という PSW の使命である． 

 ここでもう一度協会の見解を概観すると，①から⑨までは「再犯のおそれ」を理由とし

た社会防衛志向の法制度には基本的には反対の立場を表明している．そして処遇要件が「社

会に復帰するための医療の必要性」に修正された本法が可決成立した後の⑩以降は，静観，

もしくは賛成とまではいかずとも職務要件として規定された PSW の働きによって本法の

目的を「目的」通りに達成させようという「意気込み」が表明されている．④と⑦につい

ては本節においても「迷走」の契機として取り上げたが，上述の PSW の使命に沿った法制

度になることを条件に関与を表明し，一部賛成している． 

例えば繰り返しになるが，与党 PT 報告書において審判員の構成要員として PSW の活用

が明記された時期に公表された④において協会は，一歩進んで保護観察所への PSW の配置

を要望したことは先述のとおりであるが，新法における自らの活用については「精神保健

福祉士は対象者の生活支援の観点から援助を行うこと」を職務遂行の条件として明記して

いる．また，当初案が国会上程された際に公表されたものであり本法に対して「一定の意

義」を認めた⑦についても，その前段において現行の精神保健福祉法における措置入院制

度の実質的な社会防衛的性質を批判しており，医療への過重な責任負担と司法の関与の不

徹底の是正の契機となる可能性に対して「一定の意義」を認めたものとなっている．法案

に対して，協会はあくまで「責任無能力等とされた対象者の主体性の回復と社会的復権」

の実現を要望している． 

それに対して先述の通り⑦において本法案に対して一定の意義を認めておきながら，同

法案に対して明確な反対の意思を表明している⑨は，精神医療が社会防衛の役割を担うこ

とに対する異議申し立てであり，むしろ司法の積極的関与を主張している．⑩は本法成立

直後の見解であるが，PSW の役割は「精神障害者の人権擁護と社会復帰・社会参加」の促

進であり，本法制度下においても「彼らの社会的復権」のための方策を怠ってはならない

と述べている． 

そして本法の施行が目前に迫っていた時期に公表された⑪は上述の通り明確に反対の表

明をしている文言はなく，冒頭で指定入院医療機関の整備の遅れ等について取り上げ，法

施行の困難さについてやや客観的な立場で述べたうえで，入院及び通院処遇のガイドライ

ンにおける多職種チームの中に対象者の社会復帰調整を主に担う職種として PSW が位置

付けられたことに対して「一定の評価」を示している．そのうえで制度運用上の技術的難

点に課題を収斂させて問題提起を行っていることは上述の通りである．⑪で登場する「か

かわりの視点」が何を意味するのかについては定かではないが，第 3 章 3-3 で先述し，観

察法への関与の要望を公表した④でも補助線として使用された，Y 問題より抽出した PSW

の使命である「精神障害者の社会的復権と福祉のための専門的，社会的活動」であるとす

れば，これを補助線とした保安処分的性格をもつ医療観察法への関与の正当化論理の完成
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形であるともいえる．この時点で検討すべき内容は PSW の使命における「精神障害者の社

会的復権と福祉」，すなわち本法における社会復帰の中身ということになる． 

 協会はその後，⑫～⑮の要望，見解表明を行っている．⑫では鑑定入院処遇ガイドライ

ンの制定，及び法務省と厚生労働省の連携強化と各都道府県の地域ネットワークの強化に

ついて要望を行っている．⑬では社会復帰調整官を各地に最低 2 人以上配置可能な増員計

画と予算措置の要望を行っている． 

⑭は，2008（平成 20）年 8 月 1 日に告示された「心神喪失等の状態で重大な他害行為を

行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令の一部を改

正する省令」後の更なる改正に対する意見である．上記省令は，指定入院医療機関の指定

病床以外の病床を「特定病床」，及び国または都道府県立その他の地方公共団体立病院や精

神保健福祉法措置指定病院，指定通院医療機関を「特定医療機関」とすることにより，附

則 2 条 1 項における入院（急性期）を最大 3 か月，附則 2 条 2 項における（社会復帰期）

における入院を最大 6 か月可能としたものである．この省令改正は「指定入院医療機関の

整備の難航と法の破綻」（富田[2009：1124]）を示すものであった．この省令改正に先立っ

て厚生労働省は同年 7 月 18 日付でパブリックコメントを募集したが（同月 25 日までの 7

日間），コメントは 8 通で全てが否定的な意見であったが，病床不足の応急的な措置である

旨の回答がなされている（吉川他[2009：619]）．しかし本省令改正でも病床不足の問題は

解決できなかったため，厚生労働省は 2009（平成 21）年 2 月 13 日付で更なる省令改正の

ためのパブリックコメントの募集を行った．⑭はそれに対するコメントである．更なる省

令改正のポイントは附則 2 条 1 項の入院について特定病床に限り最大 6 か月に延長するこ

と，及び特定医療施設の設置基準の緩和である（富田 [2009：1124]，吉川他[2009：618-619]，

来住 [2010：54]）．⑭では，前回の省令改正においても「入院処遇ガイドラインで示され

ているところの，入院処遇の目標・理念の実現を阻害することが強く懸念され」ている中，

今回の改正案は「継続的な評価に基づく医療の提供が，質的にも量的にも担保されるとは

とても思え」ず，「当該措置を受けた対象者の社会復帰が進まなくなり，対象者に不利益を

もたらす可能性が高い」と懸念を表明している．なお更なる省令改正案のパブリックコメ

ントはのべ 4 通であり，全て批判的なコメントであった（吉川他[2009：619]）．省令は同

年 3 月 10 日に改正されている． 

⑮は観察法附則第 4 条，すなわち法施行 5 年経過後，「必要があると認めるときは，その

検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする」という条項を

ふまえて，協会としての見解をまとめたものである．医療観察法に対する協会の要望，見

解としては，現時点ではこれが最後のものである（2015 年 9 月現在）．⑮でははじめに「協

会のスタンス」として観察法に対するこれまでの見解や要望，調査研究の概要などがまと

められている．そのうえで「強制力をもつ処遇も含んでいる医療観察法にかかわることは，

ソーシャルワークを本分とする我々にとって，今も多くのジレンマを伴うものであるが，

我々のかかわりはあくまでも現行の法制度の運用において出会う対象者の生活支援の観点
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に立つもの」であり，これまでの要望等もその立場で行ってきたと述べている．また特に

⑨を取り上げ，⑨以降は制度に関与しながら諸課題の改善・解決の取り組みの要望を行っ

てきた旨が述べられている．⑮でも上述の補助線としての「生活支援の観点」が示されて

いる．さらには法制度の改善等については「個々の対象者支援に関する実践や支援におい

て行っていくという姿勢は貫徹するものである」という文言もある．そのうえで，法制定

時の目的の検証や，「車の両輪」として謳われていた「精神医療等の水準の向上」及び「精

神保健福祉全般の水準の向上」は為されたのか等，5 点の要望や検証課題を挙げている．⑮

の末尾には協会のこれまでの見解や要望の一覧が掲載されているが，なぜか医療観察法に

「一定の意義」を認めた⑦は掲載されておらず，ここでも「黙殺」された形となっている．

なお，法自体は 2012（平成 24）年に附則第 4 条の規定に基づいた法務省及び厚生労働省に

よる検討の結果，「現時点において，早急に医療観察法を改正すべきものとまでは認められ

ない」として改正は見送られている 26)． 

 

4-3 小括 

以上，本章では，第 3 章の保安処分に対する「対抗」の時期からほぼ正確に 20 年後，協

会が保安処分と同定できる医療観察法に対して総論としては懐疑的な立場をとりつつも，

実質的にはその成立過程から積極的に関与する姿勢へと方針を変更した過程について整理

検討を行った． 

協会は，最終的に医療観察法に結実することになる自民党 PT 報告書及び与党 PT 報告書

において「判定機関」を構成する一員として PSW が明記されたことを契機として，実質的

に医療観察法に積極的に関与する姿勢を示していくことになった．その過程は必ずしも平

たんなものではなく，「迷走」しながら徐々に本法に関与していく様相を見せていた．結果

として協会は医療観察法における「精神保健参与員」及び「社会復帰調整官」の 2 つの役

割の職務要件を「獲得」することになった． 

第 5 章及び第 6 章では，本研究の中軸として，①本章に述べてきた協会の医療観察法へ

の関与がどのようなロジックで可能となったのか，②本法への関与を可能とした「切り札」

となった社会復帰調整官の役割の一つである「精神保健観察」にみる「社会復帰」の意味，

の 2 軸に分けて整理検討を行う． 
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第 5 章 PSW の医療観察法への関与のロジック 

――協会機関誌『精神保健福祉』における 2 つの特集の検討―― 

 

 本章では前章における協会の見解の迷走の過程をふまえつつ，PSW はどのようなロジッ

クで医療観察法への関与を肯定しているのかということについて，主に協会機関誌『精神

保健福祉』における医療観察法に関する 2 度の特集号における論考の検討を通して整理す

る． 

 

 5-1 協会機関誌 2002 年特集 

――PSW の使命を媒介とした観察法への関与の模索―― 

保護観察所に「精神保健監察官」として PSW が配置されることも盛り込まれた修正前の

医療観察法案（政府案）が閣議決定され，第 154 回国会に上程され審議が開始された 2002

（平成 14）年，協会機関誌『精神保健福祉』（以下，機関誌と略す）において医療観察法に

関する特集「重大な犯罪行為をした精神障害者と PSW の視点」（協会[2002e]，以下，2002

年特集と略す）が組まれた．2002 年特集は第 4 章で先述したように，医療観察法において

PSW が精神保健参与員ならびに保護観察所における精神保健観察官（後に「社会復帰調整

官」に名称が修正）の職務要件として検討され始めたことに伴い，「司法にまたがる領域に

おいても精神保健福祉士が参加することへの社会的要請が高まっていることは事実であり，

その要請に私たちがどのように応えていくかが問われている」（協会[2002e：4]）との問題

意識のもとに組まれている．2002 年特集の論考は，第 4 章 4-1-2 で先述したプロジェクト

に関わっていた協会理事が中心になり編集したものであり，総説として 2 編，各論として 3

編の論考が掲載されている．また協会による座談会も掲載されている．2002 年特集におけ

る論考の見解は，岩崎によるアンケート調査報告を除いて，佐藤及び木太はどちらかとい

えば関与肯定的であり，他方，池原及び大塚は関与否定的であり，必ずしも一致しておら

ず，PSW が司法にまたがる領域に職域を拡大させることについては様々な意見があること

を示すものとなっている．しかし関与否定的な論考においても「社会の安全」と「対象者

の社会復帰」という一見
．．

相反する概念のなかに意図せずして表れる相補性，すなわち反射

的利益としての「社会の安全」も
．
否定しないことによる結果としての両義性の消極的肯定

とでもいうべき姿勢が見え隠れする箇所が散見される． 

総説の 2 編の論考は，当時の協会副会長である佐藤三四郎による「社会防衛としての精

神医療 －精神保健福祉法制の変遷を中心に」（佐藤 [2002b]），及び，本法に対して当初か

ら積極的な発言を行っている当時の全国精神障害者家族会連合会常務理事であり弁護士の

池原毅和による「精神障害者の責任能力をめぐって －精神医療と犯罪をめぐる法制度」

（池原 [2002a]）である． 

佐藤論考では，1900（明治 33）年の精神病者監護法の保護義務者制度からはじまる精神

障害者家族にかかる「過重な責務」であった自傷他害防止監督義務 1)が，1999（平成 11）
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年の精神保健福祉法改正時に上述の触法心神喪失者対策に関する附帯決議に関連するかた

ちで削除されたことをふまえて，これまで保護者（家族）や精神医療に課されてきた「重

い責任」の歴史的変遷について述べられている．さらに精神医療と社会防衛との関係のな

かにおいて，PSW はいかにあるべきかについて論じている．また佐藤論考では，医療観察

法と PSW との親和性について，精神保健福祉法に内在する「社会防衛」と「本人の保護」

という「相反する命題」（佐藤[2002：10]）というかたちで述べられている．さらに佐藤は

この命題を解く鍵を「運用する者の姿勢」に求めている． 

 

しかし，制度が客観的なものである限り，限界はあるものの，運用する者の姿勢

によってその意義を転ずることができる． 

たとえば，入院医療から通院医療への転換をめざした 1965 年改正においては，ラ

イシャワー事件を契機に，精神障害者を危険視し，精神障害者を野放しにするなと

の世論を背景にした反動により，地域管理体制としての保健所の精神衛生業務が定

められた．しかし，一部の自治体に限られたものの，保健所に専任配置された精神

衛生相談員による実践は，それを精神障害者の地域生活支援のための活動へと転じ

ていったのである． 

（中略） 

精神病院への入院対象として中核であり続けてきたのは，精神障害のために「自

傷他害のおそれ」のある者であった．その目的は，本人の医療と保護とされるが，

その裏側には，絶えず「社会の安全」の確保があり，それが精神病院に対する社会

の期待であった． 

しかし精神科医療の目的は精神障害からの回復であり，責任無能力からの回復，

主体性の回復であり，人としての復権であり，社会生活への復帰である．精神病院

は，治療のために一時的に，安全な環境の中で本人を保護する．しかし，それは社

会の安全を守るための隔離ではない．精神科医療機関に身を置く精神保健福祉士は，

本人の回復への支援と社会防衛の要請とのせめぎ合いの中で，絶えず緊張を強いら

れている．気を抜くと，社会防衛へと流される危険性を常にはらんでいる（佐藤

[2002b：10]）． 

 

 佐藤のいう「運用する者の姿勢」とは上記引用中にある触法心神喪失者等の「責任無能

力からの回復」，「主体性の回復」，「人としての復権」，そして「社会生活への復帰」の志向

ということになろう．ここでも第 3 章及び第 4 章で述べてきた Y 問題より抽出した「精神

障害者の社会的復権と福祉のための専門的，社会的活動」という PSW の使命が補助線とし

て活用されている．その活用方法は，触法心神喪失者のみならず精神障害者を精神科病院

において「保護」するという事象自体を問うのではなく，それを認識する側の「視点」に

よってその事象の目的を変換するという手順である． 
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 池原論考は弁護士の立場からいわゆる責任能力とは何か，そして責任能力が無いとされ

る人に対しては何が必要なのかという点について論じている．はじめに池原は「責任」と

は犯罪行為を行った人に対する「非難」であり，その前提には「他行為可能性」が必要と

なるという責任能力の基本的事項について説明を行っている．そのうえで責任能力の意義

について，「国家や社会からの過大な要求によって市民の個が押し潰されることがないよう

に，近代的な個人主義を守る役割を果たして」おり，「1 人ひとりの個性と個人的事情をも

つ人間たちの集まりとして」の社会と国家を守る「防波堤」であると述べる（池原 [2002a：

11-12]）．また現在の司法の現状として，裁判で責任無能力が認められた精神障害者の人数

が減少している点（1995（平成 7 年）には 4 人→1999（平成 11）年には 0 人）2)を取り上

げ，裁判における責任無能力認定の数値の低さの要因として，応報感情への傾倒や社会防

衛の願望，また精神医療の側の触法精神障害者の処遇に対する困難感や迷惑感などが影響

している可能性を挙げ，「裁判所がかかわれば客観的で正確な判断ができるというのもやや

楽観的」と指摘しているように（池原 [2002a：13]）．第 4 章 4-2 で取り上げた協会の見解

である⑦における，「社会防衛の視点からの処分の決定を医療から切り離し，司法の責任と

したことには一定の意義が認められる」という点に対して，やんわりとくぎを刺すかたち

となっている．この時上程されていた修正前の医療観察法案に対しては，「患者の利益を目

指した制度でないことははっきりしている」と述べたうえで，保護観察所が通院医療の中

心的機関になることにより，一般の地域医療・福祉が「地域防犯・治安維持」の役割を果

たすことになり，それはすなわち「地域医療・福祉にまで及ぶ社会防衛目的の拡張」であ

ると指摘する．結語として PSW の「任務」に関して，観察法という「権力的な色彩の濃厚

な国家機関の中に組み込まれていくことが想定される」なか，PSW の「職務の本質」を「揺

るがしかねない重大な課題を提示している」と述べている（池原 [2002a：14]）． 

 以上のように 2002年特集の総説 2論考は対極的とまではいかないまでも意見の相違があ

る．しかし両者ともに必ずしも観察法に「前のめり」ではなく，PSW に対してこの問題に

関心を持つ必要があることを提起している点で共通している． 

 各論の 3 編の論考は，協会理事であり，第 4 章 4-2 で取り上げた⑤の「文責」者でもあ

る木太直人による「重大な犯罪行為をした精神障害者の処遇をめぐるこの間の経過と日本

精神保健福祉士協会の取組み」（木太[2002a]），プロジェクトによるアンケート調査の報告

である岩崎香による「重大な犯罪行為をした精神障害者の処遇に関するアンケート調査報

告」（岩崎[2002]），そして同じく第 4 章 4-2 で取り上げた協会見解⑩に関連して，第 155

回国会衆議院法務委員会・厚生労働委員会連合審査会議に参考人の一人として出席し意見

陳述を行った協会常任理事である大塚淳子による「実践を通して PSW のかかわりの視点を

考える」（大塚[2002a]）である．木太と大塚は他媒体においても本法と協会及び PSW の関

係について積極的に論考を発表している．それらについても適宜取り上げる． 

 木太は協会幹部としていわゆる触法心神喪失者等に対する処遇問題に関して積極的な発

言を行っている論者であり，2002 年特集のみならず他誌においても複数の論考を発表して
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いる．木太は論考において，1999（平成 11）年の精神保健福祉法改正における附帯決議を

起点とした協会の取り組みについて述べており，そのなかでプロジェクトにおいて提起さ

れた課題を列挙している．そこで挙げられている課題は，精神保健福祉法における強制入

院の一形態である措置入院制度にまつわる課題，及び触法心神喪失者等の「罪の償い」の

あり方とそれに関連した医療と司法の責任分担の明確化という課題の 2 点に収斂される．

特に後者については第 4章 4-2で述べた通り協会の要望書に保護観察所への PSWの配置が

盛り込まれるというかたちで反映されることになるのであるが，その論拠は上述の佐藤論

考と同じく，当該者の強制処遇という事象の妥当性を問うのではなく，PSW の視点の強調

による処遇目的の変換である． 

 

要望を行ったのは保護観察所では従来精神障害者とのかかわりが積極的にあった

わけではなく，精神保健福祉関係機関と十分な連携をとるうえで PSW の存在が欠か

せないと考えたためである．たとえ司法機関に配置されたとしても，PSW のかかわ

りは当然対象者の生活支援の観点
．．．．．．．．．．．

に基づくものであることに変わりはない（木太

[2002a：21]，傍点筆者）． 

 

木太のこの主張は別論稿でも述べられている．以下の論考は修正法案が国会に提出され

た時期のものであり，社会復帰調整官のみならず精神保健参与員に関する役割についても

言及されている． 

 

要望項目の一つとして，新たな法律策定にあたっては，PSW は対象者の生活支援

の観点から援助を行うことを規定することを求めた．PSW が処遇決定にかかわる意

義は社会防衛のためではなく，社会福祉学を学問的基盤とした従来の専門性を堅持
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

し
．
，生活支援の観点から対象者の社会復帰

．．．．．．．．．．．．．．．．．
・社会参加の可能性

．．．．．．．．
を具体的に提示して

いくことにある．繰り返しになるが，法案の最終目的が対象者の社会復帰にあると

されていることからも，たとえ司法にまたがる領域に足を踏み入れるとしても，PSW

が積極的に関与することは必要であると考える（木太[2002b：49]，傍点筆者）． 

 

 第 4 章 4-2 で取り上げた協会の要望書④においても，木太の主張と同様に「入院・退院・

通院等の医療上の措置の決定に際しては，単に病状についての医学的判定だけでなく，本

人の生活状況や社会的環境について適切に判断することが，医療の目標である社会復帰の

ために不可欠」と述べられており，この部分を担う最適な職種についても PSW であること

が望ましい旨が述べられている．この段階での木太や協会の主張は，第 4 章で述べたよう

にこの後に登場する修正案における処遇要件を先取りしたかたちとなっている．また木太

は，強制処遇を前提とした実践のあり方やその視点を述べるだけでなく，強制処遇の是非

は問わずして可否の判定のレベルに関与する際の視点についても言及している．現行の医
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療観察法の処遇要件である「再び対象行為を行うことなく社会に復帰するための医療の必

要性」を司法が判断する以上，医療のみならず社会復帰（阻害）要因までをも判断すると

いうことであれば，処遇判定の段階においても PSW の積極的関与は不可欠であるという主

張である．木太論考においても引用傍点の通り，先述の佐藤論考と同様，PSW の使命が司

法と福祉をつなぐ補助線として活用されている． 

 岩崎論考は上述の通りプロジェクトにおけるアンケート調査報告である．2001（平成13）

年 6 月現在の協会員 2,416 名を対象として調査票を郵送し，内 483 名（回収率 20.0％）よ

り回答を得たものとされている．調査の目的については，「行政の動きを念頭に置きながら

も，実践現場で PSW が犯罪行為をした精神障害者に対してどうかかわっているのか，かか

わりに困難を感じているとしたらどういうところなのかということを中心に行い，その中

から現状の問題点と課題を整理すること」とされている（岩崎[2002：23]）．回答に記載さ

れた問題点としては，現行の措置入院制度の問題や退院時の地域の受入れ状況の困難さに

加えて，回答の約 6 割が「PSW のかかわり」上の問題を挙げている．具体的には，関係性

の構築の困難さ，病気の認識の無さによる治療への結びつきにくさ，犯罪行為をした精神

障害者に対応する専門的知識の不足等である．また，「当事者の PSW への陽性転移や PSW

自身の陰性感情によって距離があき，十分にかかわりきれなかったという事例」も紹介さ

れている．そのうえで考察として，「措置入院と判断されると司法の関与がないことから医

療が責任を負わねばならず，退院に対して慎重にならざるをえないといったシステム上の

問題」，「病状が安定していても，犯罪行為をめぐる感情的な問題や，精神障害者に対する

差別や偏見から，家族や地域での受け入れが困難な現状」がある点とともに，PSW 自身の

感情として，「入院している人の中には責任能力があると思われるのに罪が問われなかった

り，措置入院にもならずに医療保護入院として扱われたりしていることなどから，『罪に問

われない』ことに関する疑問」等があることを挙げている（岩崎[2002：27]）． 

本調査結果で特徴的な点は，PSW 自身が犯罪行為（触法行為）と病気を結び付けている

点，対象者の犯罪行為に PSW が直に反応してしまっているケースが多い点である．後半で

引用した「『罪に問われない』ことに関する疑問」が，そもそも心神喪失であることが疑わ

しいということに起因する措置入院制度の問題を指しているのか，それとも制度そのもの

に対する疑義ではなく PSW 自身の感情の問題として行為自体に対する負の感情を持って

しまっていることを指しているのかは定かではない．しかし少なくともこのアンケート調

査報告からは，佐藤論考や木太論考，あるいは第 4 章で述べてきた司法と福祉をつなぐ PSW

の使命とは裏腹に，PSW の触法精神障害者に対する忌避感情が如実に示された結果となっ

ている． 

 大塚は，司法の枠組みに医療観察法というかたちで PSW が関与することに対して，協会

幹部でありながら一貫して懐疑的な意見を発信している．懐疑の中身を端的にいえば，触

法行為をした精神障害者とそうでない者との間における PSW の関わりの質的差異の有無

である．2002 年特集における大塚論考では，一病院 PSW としての実践経験を通して PSW
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が持つべき視点について論じている．  

 大塚は 2002 年特集の論考の「はじめに」において次のように述べている．これは大塚の

一貫した主張である． 

 

今，騒がれている法案や専門性（よく内容がわからないが）を備えた専門治療施設

なるものがなければ，重大な犯罪行為をした精神障害者の治療や社会復帰が絶対的

に不可能だとは思えないのだ（大塚[2002a：29]）． 

 

大塚はこのような思いに至る背景として，特に触法行為をして入院に至った精神障害者

とのかかわりの事例（3 事例）を取り上げ，「情報収集，受療手続き」，「チームによる方針

共有化の重要性」，「家族支援」，「退院時，地域資源の利用について」，「医療の限界」とい

う 5 つの観点から整理し，その時々でのかかわりの場面で PSW が抱いた困難，迷い，恐れ，

怒り等を述べている．そのうえで大塚は医療に司法モデルを導入する以前にやるべきこと

として，精神障害者が病状悪化に起因する地域での孤立を防ぐための精神医療の体制整備

と精神科救急医療システムの整備を挙げる． 

大塚は 2002 年特集論考において特に 2 点について述べている．第一は，触法行為をした

精神障害者に対する PSW 実践の困難性についてである．その困難性の中身は，触法行為と

の関連は不明確ではあるが精神症状に関するものと，対象者が行った触法行為に対する戸

惑いや忌避的感情に関するものの 2 つに大別できる．第二は，再犯予防云々以前にそもそ

も犯罪行為に行き着かざるを得ない地域精神医療体制の不備に対する憤りである．大塚は

別稿においても，「再発予防でなく再犯予防を適切な医療提供によって可能とするなら，初

犯防止を先ずすべきであろう」と述べる（大塚[2002b：27]）．さらに別稿では，観察法成

立の一方，同時期の退院促進事業施行の遅れや社会復帰施設整備補助金不足 3)の状況を取

り上げ「政策順位が逆」とも述べる（大塚[2003：252]）． 

大塚の主張を要約すれば，触法行為をした精神障害者に対する個別具体的な関わりの場

面では触法行為という特殊な社会的事象に対峙する困難さとともに，疾病／障害そのもの

による関わりの困難さという二重の困難さがあることを認識しつつも，それに対してはき

わめてオーソドックスな PSW 実践とそれが可能な下地さえ整っていれば，再犯予防云々以

前に結果として触法行為自体も防ぐことができるのではないかということである． 

大塚の主旨に共通するもう一つの特徴は自身の実践経験をふまえたうえでの精神科医療

機関に対する量的／質的な「負担」と「放置」に対する憤りである．大塚は，観察法のみ

ならずこれまでの精神障害者対策じたいが実質上，社会防衛的要素を持つものであるにも

関わらず，なぜか医療機関（精神科病院）の中までは及ばないという奇妙な「ねじれ」を

指摘する．  

 

警察との連携やその働きかけについても，患者同士の刺傷事件等へのかかわりで思
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うところが多い．精神障害者と一般市民間の事件ならこんなぞんざいな対応はしな

いはずと思われるほど，いかにも高圧的な対応をしてくる警官が多い．そもそも精

神障害者の被害届をきちんと取り扱ってくれず，しかも被害者に対しあたかも犯罪

者であるかのような口の利き方をしてくることがある（中略）．／病院という安全で

あるはずの場で犯罪行為が起きてしまった時の対処のされ方にも多々疑問がある

（中略）院内では診れないと通報し，鑑定ルートやその前に刑事的介入を求めても

取り扱われないこともままある．一度医療機関が担うと，何が起きても医療が対応

責任を押しつけられている感が強い．社会防衛という言葉を使うなら，病院も社会

の一部であるといいたい（大塚[2002a：35]）． 

 

 別媒体における論考でも以下のように述べている． 

 

精神病院内でも事件が起きうるが，大概警察はまともに引き受けてくれず，また措

置ルートにも乗らない（中略）まるで，精神病院は守らなくてもよい「社会外社会」

のような扱いを受けている（大塚[2002b：27]）． 

 

大塚の主張には，医療観察法に対しての疑義と，司法と医療との断絶状態に対する憤り

の 2 つが同居している．前者に対する評価は別にしても，後者の見解については第 4 章 4-2

で整理検討してきた協会見解と基本的には一致しているといって良い．但し，前者と後者

とは基本的には異なるレベルの問題である．大塚の見解は，この時に国会に上程されてい

た医療観察法案の機能的側面に対する疑義ではなく，池田小事件のような事象の再発防止

の観点からも「焦点がずれた」（大塚[2002b：26]）ものであるという趣旨である．大塚の

本旨は後者であり，それの解決としては「地域医療の整備」とともに先に引用したような

従前の措置入院制度やそもそもの司法制度の運用の問題を解決すべきであり，司法に関わ

る部分に関しては，「刑法・司法・医療・当事者・市民をもっと巻き込んだ慎重かつ真剣な

議論が必要」（大塚[2002b：27]）というスタンスである．大塚は，医療観察法自体には疑

義を呈しつつも，触法精神障害者と呼ばれる人たちへのソーシャルワークについては司法

との密な連携の必要を謳っているのである．換言すれば，一度「責任無能力」と判断され

医療に「丸投げ」された精神障害者に対する司法の積極的な介入の期待である． 

2002 年特集に最後にはプロジェクト委員による「重大な犯罪行為をした精神障害者の処

遇をめぐって―現状の確認から」と題した座談会が掲載されている（岩崎他[2002]）．出席

者は 2002 年特集への論考執筆者のほか，プロジェクト委員であった三橋良子，司会として

川口真知子が加わっている．座談会では精神科病院における PSW 実践から，触法行為をし

た経緯のある入院者に対するかかわりの難しさや戸惑い，恐れなどが率直に語られており，

その解決の手立てとしてチームとしてのかかわりの必要性を，それ自体の維持の難しさを

ふまえたうえで挙げている．座談会の中盤，医療観察法を含む司法と PSW とのかかわりに
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関する議論における協会あるいは PSW の特徴的な考え方がよく現れているやり取りがあ

る．それは触法行為により措置入院となった精神障害者の「責任能力」に関する三橋によ

る発言である． 

 

私自身の問題意識でいえば，ノーマライゼーションを進めていく時に，一般社会に

流布された，精神障害者は責任無能力者
．．．．．．．．．．．．

だというイメージが大きな障壁になってい

ると思います．精神障害があっても，一市民として十分に自己決定していけるし，
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

責任能力があるのだ
．．．．．．．．．

といってもなかなか訂正されない偏見・差別は，精神医療の装

置そのものが作り出してきているものですよね． 

（中略）司法と医療の判断にずれがあるのではないか，あるいは治療歴があれば責

任能力がないかのような安易な起訴前鑑定が行われているのではないかといったこ

とが議論されているわけですね．当事者たちの裁判を受けたいという声も，責任能

力を巡る判定についての異議申立てだろうと思うのです．病状に支配されていて責

任能力がなかったのであれば治療を受けるべきであって，罪刑法定主義に反して懲

罰を受けてはならないわけですしね（三橋による発言，傍点筆者，岩崎他[2002：41]）． 

 

関連して，岩崎による「当事者の自己決定の問題，意思能力の問題」に関する発言を以

下に引用する． 

 

法律の立場は非常に厳しいですね．（中略）私たち社会福祉職は，こういうこともあ

あいうこともできる，それをもっと引き出そうと非常にポジティブにとらえて支援

しているけれど，法律家はある時点でスパッと切る訓練を受けているという感じで

すよね（岩崎他[2002：42]）． 

 

 ここでの議論は，責任能力を自己決定能力もしくはきわめてリアルな意味における当事

者の生活上の「できる／できない」能力と等置させたうえで，司法と福祉／医療それぞれ

の判断基準の差異に言及したものである．同様の論旨は前述の大塚論考にも見られる．ま

た，第 4 章 4-2 で整理検討を行った協会による見解（特に④）でも同様の指摘が盛り込ま

れている．ここで留意しなければならない点は，第 1 章注 2 で整理したように，例えば規

範的責任論に基づいた責任能力判断はあくまで犯罪の実行時に要求される他行為可能性の

有無ということになる．他行為可能性は行為者の弁識能力と行動統御能力の 2 つの能力の

有無や程度により心神喪失もしくは耗弱として司法の場において判断されるものであり，

訴訟能力や受刑能力とは区別されるものである（三井他編 [2003：483-484]，加藤他編

[2011：617]）．当然のことながら「責任能力」と「福祉」にカテゴライズされる「実体的」

な「日常生活能力」とは次元の異なるものである．協会や PSW はこの点にあまり注意を払

うことなく，「福祉」にカテゴライズされる日常生活能力と「司法」における他行為可能性



85 

 

としての責任能力とを同一の俎上に載せて議論を展開しているのである． 

 2002 年特集を総括すれば，医療観察法という枠組み自体に対する評価は分かれているも

のの，触法行為を理由として自傷他害のおそれの判断を受け措置入院となっている精神障

害者に対する司法の介入の必要性については概ね共通した見解となっているといえる．こ

の見解は，結局は第 4 章で整理検討した通り医療観察法成立とそれへの職務要件の規定と

いうかたちで結実することになる．但し協会はこれに「満足」するわけではなく，むしろ

司法そのものへの変容を模索することになる． 

 

 5-2 協会機関誌 2008 年特集 

――観察法への関与を契機とした PSW の権能拡大の模索―― 

第 4 章 4-2 の末尾で述べた通り，医療観察法は附則 4 条において政府による施行 5 年後

の見直し規定が設けられた．同じく第 4 章で述べた通り法改正は見送られることになるの

であるが，この見直し時期に合わせて協会は 2008（平成 20）年に機関誌において，司法分

野における PSW に関する 2 度目の特集である「司法と精神保健福祉：心神喪失者等医療観

察法を通じて考える」（協会[2008]，以下，2008 年特集と略す）を組んでいる．本特集にお

いても総説として前回の特集号に寄稿している佐藤，木太による論考 2 編が総説として所

収されている．また各論として，精神保健参与員を経験した PSW による座談会，各分野（医

療観察法病棟，指定通院医療機関，社会復帰調整官，精神保健福祉行政）における本法に

よる PSW 業務についての検証論考 6 編が各論として所収されている．本特集で特筆すべき

点は，精神保健参与員の役割拡大と PSW の職域拡大を求める論調に収斂できる．換言すれ

ば，司法分野における PSW の構造的・機能的役割の拡大である．この点において本特集は

比較的クリアな議論が展開されており，2002 年特集のように，もはや医療観察法の目的と

機能に関する議論や，この法制度に PSW が関わる際の視点や姿勢に関する議論は全体とし

てはあまり見受けられない 4)． 

木太は論考「司法と精神保健福祉の現状と課題」（木太[2008]）において，医療観察法の

現状と課題，そして観察法を契機とした PSW の司法分野への職域拡大の状況について述べ

ている．課題としては，鑑定入院ガイドラインの不備による処遇のばらつきの問題，不処

遇及び却下が当初総定数よりも多い点，第 4 章 4-2 でも取り上げた 2008（平成 20）年 8 月

1 日に告示された「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関す

る法律に基づく指定医療機関等に関する省令の一部を改正する省令」後の特定病棟及び特

定医療機関の規定に伴う本法における社会的入院の発生の危惧，そして地域資源の貧困状

態と連携の不備を挙げている．他方，本法を契機とした PSW の職域拡大の例として，「刑

事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」の誕生による，刑事施設（刑務所，少年刑務所，

拘置所）への PSW の配置等の現状について言及している．以上について言及したうえで木

太は，現行制度における裁判官と精神保健審判員（精神科医）の合議制には原則として精

神保健参与員の関与は必須ではないため，地方によってその関与の度合いに濃淡があると
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して，自身の精神保健参与員経験をふまえて，裁判官，審判員，参与員が一堂に会する意

見交換会の開催といった連携の場を全国で行う必要性を述べる． 

以上のように 2008 年特集の木太論考は医療観察法への PSW の関与を契機とした，PSW

の司法領域への職域拡大を「好例」として紹介したうえで，観察法下における PSW の権能

の強化に踏み込んだ提案を行っている．医療観察法の枠組みにおける PSW の権能強化は以

下の佐藤論考を始めとして 2008 年特集における一貫した主張である． 

佐藤は論考「医療観察法と精神保健福祉士」（佐藤[2008]）において特に精神保健参与員

の役割に関してより踏み込んだ提案を行っている．佐藤は厚生労働省科学研究における精

神保健福祉士業務の実態調査をふまえて，社会復帰調整官の大幅な増員や指定医療機関に

おける PSW 配置の強化という提案に加えて，精神保健福祉参与員について「2 人で構成さ

れる合議体は制度的に不自然であり，精神保健参与員の名称を変更して合議体の構成員に

加え，3 人体制にすべきである」（佐藤[2008：99]）との提案を行っている．「不自然」の中

身については，2008 年特集に所収されている現役の精神保健参与員及び社会復帰調整官ら

による座談会「精神保健参与員の担う役割と今後の課題について」（伊東他[2008]）のなか

での伊東秀幸（第 6 章 6-3 で詳述）の発言がその解を示している． 

 

審判を裁判官と審判員の二人で行うことは，諸外国では例がないそうです．多数決

を取ることを考えると奇数の人数でなければおかしい．精神保健福祉士がマイナー

な存在だったから二人になったのではないでしょうか？法改正のときには三人にな

ればと思いますが，そのときに先ほど斉藤さんが言われたように，われわれの専門

性を主張でき，必要ないと言われないようにがんばらなくてはと思いました（伊東

他[2008：108-109]）． 

 

 すなわち，審判の技術的難点の解消のために，PSW が強制処遇の可否を判断する立場に

入り込むことを提案しているのである．無論その背景には，先述した処遇要件の一つであ

る社会復帰（阻害）要因の判断についての地域格差が顕著にならないように標準的な結論

を導出するためには，｢社会復帰阻害要因の除去という生活支援｣の専門家である PSW が合

議体メンバーに入る必要がある，という主張があろう（三澤[2009：690]）．しかしながら

すでに表層の議論のレベルにおいても制度運用上の機能的側面の課題解決に焦点化されて

いるのである． 

 2002 年特集と 2008 年特集は，それぞれの法制度の動向の背景が異なるため，単純に比

較することはできない．第 4 章及び本章で先述の通り 2002 年特集時は医療観察法が法案と

して国会に上程され審議が開始された時期であり，第 4 章 4-2 で整理検討した通り，協会

は本法案に対して「迷走」の様相を見せていた時期である．2002 年特集の内容はこの段階

では流動的であった観察法案を前提として，どちらかといえば「理念」のレベルにおける

議論が中心であった．他方，2008 年特集時は医療観察法施行後 3 年目の時期であり，第 4
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章 4-2 及び本章で述べた指定医療機関の整備の遅れに伴う特例措置や鑑定入院時のガイド

ラインの不備等，法の「機能」のレベルにおける不備が露呈し始めた時期でもあった．同

時に協会にとっては観察法附則 4 条における施行 5 年後の見直し措置が目前に迫っている

時期でもあり，精神保健参与員の合議体メンバーへの「昇格」等，PSW の権能をより強化

する「好機」でもあった．2008 年特集の内容は総じて観察法の機能面の改善と充実，及び

PSW の関与の強化に焦点が絞られている 5)． 

保安処分に対しては反対しながらも医療観察法に対しては「迷走」の段階を経たうえで

積極的に関与する意思を示した協会の姿勢は，一見相反するものに見えるが， Y 問題より

抽出した「精神障害者の社会的復権と福祉のための専門的，社会的活動」という PSW の使

命を補助線として活用することによって協会はその矛盾を打破していったことはすでに第

3 章及び第 4 章で整理検討した通りである．2002 年特集は PSW の価値と医療観察法の理

念とを上述の補助線で繋ぐ作業の意味合いを持つものであり，2008 年特集はすでに繋がれ

ている補助線のかかり具合
．．．．．

の点検の意味合いを持つものといえる． 

しかし，この協会の方針変更は唐突なものではない．20 年前の協会の動向にその「予兆」

を見ることができる．すなわち第 3 章 3-4 で述べた日弁連要綱案に対する協会の姿勢であ

る．日弁連要綱案では強制力を持つ「通院措置制度」が提案され，それに関連して「アフ

ター・ケア体制の確立」要員として PSW の活用が明記されていた．それに対して，協会は

日弁連による「一方的な業務規定」に対しては抗議したものの，通院措置制度における PSW

活用自体については曖昧且つ抑制的な対応を行った．日弁連要綱案は各方面から，保安処

分案と同程度の厳しい批判を受ける内容であった．しかし協会は保安処分自体には反対の

立場をとりつつも，その制度枠組みに PSW が職務要件として組み入れられるのであれば，

日弁連要綱案における通院措置制度のような危うい制度であっても，上述の補助線により，

比較的迷いなく当該制度への職域拡大の姿勢を示したのである． 

 

 5-3 小括 

 以上，本章では，協会機関誌における医療観察法に関する 2 つの特集の検討を通して，

PSW はどのようなロジックで医療観察法への関与を肯定しているのかということについて

整理を行った． 

協会が医療観察法に対して，「迷走」の段階を経たうえで最終的に積極的に関与すること

を可能にした補助線は，Y 問題より抽出した「精神障害者の社会的復権と福祉のための専門

的，社会的活動」というPSWの使命であることは第3章及び第 4章で述べた通りであるが，

2002 年特集は PSW の価値と医療観察法の理念とを上述の補助線で繋ぐ作業の意味合いを

持つものであり，2008 年特集はすでに繋がれている補助線のかかり具合
．．．．．

の点検の意味合い

を持つものといえることを明らかにした．また協会の方針変更は唐突なものではなく，1980

年代の日弁連要綱案に対する協会の姿勢に，同様の補助線を用いたかたちでの「予兆」を

見出すことができる点も明らかにした． 
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それでは補助線としての PSW の使命は，医療観察法の枠組みのなかでどのように具現化

されていったのか．次章では本研究の当座の帰着点として，医療観察法の枠組みにおいて

PSW の使命を具現化した職務である社会復帰調整官による「精神保健観察」にみる社会復

帰の意味について関連論考の検討を通して明らかにする． 
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第 6 章 「精神保健観察」にみる社会復帰の意味 

 

 本章では社会復帰調整官の役割の一つである「精神保健観察」にみる「社会復帰」の意

味について，主に医療観察法における PSW の職務のなかでも PSW の使命を具現化した社

会復帰調整官の「精神保健観察」に関する論考の整理検討を通して，PSW の医療観察法へ

の関与の正当化論理及びその鍵概念となる本法における「社会復帰」の意味について明ら

かにする．本章は本研究の中軸となる． 

 

6-1 「精神」の障害における「社会復帰」1) 

「社会復帰」とはそれ自体「善」とされる価値を所与として与えられた行為形態，すな

わち「社会」に「復帰」するという行為を表す概念であるとともに，その結果としての状

態を表す概念 ――そしてこれも「善」とされる価値を与えられている―― でもある．

しかしここでいう「社会」とは，規範的・道徳的秩序により種々の属性の各マジョリティ

の最大公約数的な価値志向に基づき時間的・空間的に構築されている集合体にすぎない．

マジョリティの属性に分類される者にとってはその社会自体が初期値であるためそこに価

値が入り込んでいることに意識的ではない．そのためマジョリティからみると「社会復帰」

はその内実を問うことなくそれ自体がすでに「善」となる．換言すれば「社会復帰」が「善」

である根拠はその程度のものでしかない． 

しかし「社会」がこのように位置づけられている以上，必然的にマイノリティの属性に

分類される者はそこから積極的もしくは消極的に排除されることになり，マイノリティで

あるがゆえの生きづらさを甘受することになる．このマイノリティの生きづらさは根拠な

き「善」とされる価値を所与として与えられた「社会」に起因するはずであり，その「社

会」自体の内実を問う方向へと矛先が向かなければならないはずであるが，現実的にはこ

の社会はマイノリティの生きづらさに対してマジョリティの「社会」への「復帰」を第一

義的に志向させる． 

「社会」に「復帰」するには否応なしにマジョリティの価値志向とそれに沿う行為形態

を何らかの方策で身に纏う必要がある．「マイノリティの属性」には無数の種類とレベルが

考えられるが，単純化して言えば「量」の軸と「質」の軸とにおおまかに分けることがで

きる．いわゆる「社会福祉」の枠組みに当てはめて言えば，「量」の軸におけるマイノリテ

ィの属性は例えば「身体」障害者が該当する．本稿の主題の対象となる精神障害者は「質」

の軸におけるマイノリティの属性に該当するといえる． 

例えば，専門家により「精神病」者と規定された者に対する「なおす」ための種々の方

法・技術とそれを司る専門家の根底に潜む健常者性を顕在化させたうえで，社会によって

「病」化された「狂気」を「周囲社会（健常者社会）の抑圧に抗して自己を解放しようと

する反逆の一つの形態」（吉田[1976：115]）として位置づけ，逆に貫徹することを志向し

た吉田おさみ（1931 年-1984 年）2)は，「障害」を「それぞれが役割分担しながら当該社会
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において生産をあげるために合目的的な共通の行動範囲」である「『健常』者性」との「不

適合性」と位置付けたうえで，「身体」の障害と「精神」の障害とを対比させ，その不適合

性の意味合いについて前者を「縮小」，後者を「逸脱」と説明する．吉田は，前者は不足の

補いという意味で「福祉」が重要な意義を持つ．他方，後者は「行動範囲の制限＝（強制）

治療」が第一義的な意味合いを持つと述べる（吉田[1980：18]）． 

 無論，ICIDH あるいは ICF3)を持ち出すまでもなく，量の不足，あるいは質的逸脱，と

いった表現のみで「障害」を捉えることはできない．例えば，障害を「インペアメント」（欠

損）と「ディスアビリティ」（能力障害）に分けたうえで「社会の負担」としてディスアビ

リティの削減に主眼を置くいわゆる「社会モデル」は，その前提として（「予防」が可能な）

インペアメントの「予防」をも招来する可能性を示唆している（長瀬[1999]，石川[2002]）．

健常者性のもとにある社会において障害者は，ディスアビリティの克服＝「同化」を志向

しても，インペアメントを残存させる限りにおいて「排除」されることになる（石川[2002：

35-41]）．その意味でいえば「身体」の障害も「精神」の障害もさほど違いはないことにな

る．両者の違いはインペアメントの種類の違いとそれに伴う排除の程度の違いである．「身

体」の障害におけるインペアメントは社会にとって，どちらかといえば「嫌悪」や「フォ

ビア」の対象となる（好井[2002：105-117]）．「身体」の障害に対しては消極的な排除 ―

―無視をしたり，近寄らない等―― が行われるであろう． 

他方，「精神」の障害におけるインペアメントは，第 1 章及び第 2 章における保安処分の

箇所で，その主対象は常に精神障害者であった旨を述べてきたように，社会の安寧秩序を

破壊する「危険」なものという位置づけがなされる．そのため「精神」の障害に対しては，

第一義的には「危険」の除去 ――精神障害者を隔離することによる社会の安全の確保―

― という積極的な排除が志向されることになる． 

上述の吉田に即していえば，「社会復帰」とは強いていえば，＜できないことができるよ

うになる＞のではなく，＜自らの生き方／価値観を社会に適合するよう修正する＞という

行為形態であり，且つその先の適合状態ということになる．「身体」の障害は社会復帰を志

向しないと，単に社会から「放置」されることになる．他方，「精神」の障害は「放置」す

れば社会が「危険」にさらされることになるのだから，それを除去するための治療／介入

を当事者が受け入れるというかたちで社会復帰を志向しないと社会を脅かすことのない場

所 ――精神科病院―― へ「隔離」されるということになる．すなわち，精神障害者 ―

―特に触法行為をした精神障害者―― とってそれは「隔離」されないこと，すなわちこ

の「社会」で「普通」に生きる／生き続けるための「条件」という意味合いを持つことに

なる．  

 

6-2 社会復帰調整官の法制度上の位置づけ 

 第 5 章 5-1 で先述した，佐藤の言う「責任無能力からの回復」，「主体性の回復」，「人と

しての復権」，「社会生活への復帰」，また木太の言う「生活支援の観点」を具現化した役割
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が，社会復帰調整官が担う役割の一つである「精神保健観察」である． 

 はじめに社会復帰調整官の概要について整理しておきたい．社会復帰調整官誕生の経緯

は第 4 章 4-1-2 で述べた通りである．社会復帰調整官は保護観察所に置かれ（法 20 条 1 項），

「精神障害者の保健及び福祉その他のこの法律に基づく対象者の処遇に関する専門的知識

に基づき」，保護観察所がつかさどることになった主に以下の 4 つの事務に従事する役割を

持つ（法 20 条 2 項）．すなわち「生活環境の調査」，「生活環境の調整」，「精神保健観察の

実施」，「関係機関相互の連携の確保」の 4 点である（法 19 条）．精神保健観察については

後に詳述するが，先にそれ以外の 3 つの役割について述べておく． 

 「生活環境の調査」とは，「裁判所は，保護観察所の長に対し，対象者の生活環境の調査

を行い，その結果を報告することを求めることができる」とする法 38 条に基づき，「当該

対象者の住居や家族の有無，居住地や家族の状況，対象者の社会復帰に関する家族の協力

の意思の有無・程度等，当該対象者の生活を取り巻く環境」を調査し報告する役割を指す

（白木[2004：20]，蛯原[2004：48-49]，弥永[2007：69]）4)． 

「生活環境の調整」とは，法 101 条 1 項の規定に基づき，対象者が指定入院医療機関に

入院している間に，退院後の居住予定地の生活環境を調整するものを指す．具体的な事務

内容は，退院後に通院が想定される指定通院医療機関や，都道府県・市町村とも連携しな

がら，退院後に必要となる医療，保健及び福祉の措置が受けられるよう，あっせん等の調

整を行うといった内容である（蛯原[2004：48]，弥永[2007：69-70]）． 

保護観察所は，以上 2 つの役割及び後述する精神保健観察を実施するにあたり，「あらか

じめ指定通院医療機関の管理者並びに都道府県知事及び市町村長との間において必要な情

報交換を行うなどして協力体制を整備するとともに，処遇の実施状況を常に把握し，当該

実施計画に関する関係機関相互間の緊密な連携の確保に努めなければならない」，すなわち

「関係機関相互の連携の確保」も保護観察所の所掌事務として規定されている（法 108 条 1

項）． 

社会復帰調整官の属性については，「精神保健福祉士その他の精神障害の保健及び福祉に

関する専門的知識を有する者として政令で定めるもの」とされており（法 20 条 3 項），PSW

のみが任用されるわけではない．現在の具体的な任用要件は以下の通りである（殿村他

[2014：144]）． 

（1）本制度の対象となる精神障害者の円滑な社会復帰に関心と熱意を有すること 

（2）ア 精神保健福祉士の資格を有すること，または，イ 精神障害者の保護及び

福祉に関する高い専門的知識を有し，かつ，社会福祉士，保健師，看護師，

作業療法士若しくは臨床心理士の資格を有すること 

（3）精神保健福祉に関する業務において 8 年以上の実務経験を有すること 

（4）大学卒業以上の学歴を有すること 

法施行前年の 2004（平成 16）年に全国 50 箇所の保護観察所に配置された 56 名の法務

事務官（法施行後に社会復帰調整官に移行）のほとんどは PSW であった（今福[2005]，佐
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藤[2006：12]）．社会復帰調整官の配置数は精神保健参与員の名簿登録数とともに公表はさ

れてはいないが，第 4 章 4-2 で述べた観察法附則 4 条の規定に基づいた報告によれば，平

成 22 年度時点では 112 名であるとされている．保有資格については PSW が 105 名，保健

師が 4 名，看護師が 9 名，作業療法士が 3 名，そして社会福祉士が 37 名となっている（厚

生労働省[2010]）．合計数が合わないのは複数の資格を保有している社会復帰調整官が複数

いるということであると考えられる．また平成 23 年度時点では 137 名が配置されていると

する記載がある（厚生労働省[2012]）．さらに前述の殿村ほかによれば，「現在欠員も含めて

全国で 160 名の社会復帰調整官が活躍している」（殿村他[2014：144]）． 

社会復帰調整官の役割のうち，PSW の使命を最も具現化している役割が「精神保健観察」

である．「精神保健観察」は「入院によらない医療」（通院医療）もしくは指定入院医療機

関から退院許可後に同様の医療を行うことの決定を受けた対象者に対して保護観察所が実

施する活動であり，法では「精神保健観察に付されている者と適当な接触を保ち，指定通

院医療機関の管理者並びに都道府県知事及び市町村長から報告を求めるなどして，当該決

定を受けた者が必要な医療を受けているか否か及びその生活の状況を見守ること」，及び

「継続的な医療を受けさせるために必要な指導その他の措置を講ずること」の 2 つの役割

が課せられる（法 106 条）．具体的には居宅訪問，保護観察所への出頭要請，当該者が通院

している指定通院医療機関等からの報告要請，家族等からの当該者の生活状況の聴取など

の方法により行われる（蛯原[2004：48-49]）．後段の「その他の措置」とはすなわち通院医

療対象者の（再）入院の申立てのことを指す． 

 

6-3 「精神保健観察」における「社会復帰」の意味 

 前項で述べた社会復帰調整官のポイントは，本法における入院によらない医療（通院医

療）の履行を「法務省の地方支部分局であり，地方裁判所に対応して全国 50 ヵ所に置かれ，

犯罪や非行をした人たちが地域において社会復帰できるよう，国家公務員である保護観察

官と民間ボランティアである保護司が協働して指導や援助を行っている」（弥永[2007：68]）

「保護観察所」が担うこととなり，実質的には，その 9 割近くが PSW である社会復帰調整

官がその任に当たるという点である．このポイントから，当該職務に通院処遇の履行のた

めの「強制力」は完備されているのか否かという論点が導出できる．PSW は，第 1 章より

述べてきた保安処分の精神を脈々と受け継ぐ医療観察法の枠内に規定されることによって

権能を保持することに成功したのか否か，成功したのであれば PSW は自らの使命をふまえ

て，その権能をどのように「活用」しようとしているのか．この論点の検討を通して「精

神保健観察」における「社会復帰」の意味を検討したい． 

 本法における通院処遇の履行を確実なものとするために保護観察所が位置づけられたこ

との意味については，保護観察所の性質とともに，第 4 章 4-2 において既述した．ごく簡

単に繰り返せば，保護観察所は「再犯防止」を主たる任務としており，医療観察法の枠組

みに保護観察所が位置づけられたことは，いみじくも本法が保安処分としての機能＝ポリ
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スパワーを有した制度であることを示す根拠となった．この点について法務省保護局精神

保健観察企画官であり，2014 年度から協会外部理事でもある今福章二は，社会復帰調整官

の新設自体が保安処分からの脱却であるとして上述の批判をかわしている． 

 

保護観察所が医療観察事務を実施するにあたっては，新たに所掌事務を追加し，保

護観察を担う保護観察官とは別に，精神障害者の保健・福祉等の専門家に専ら医療

観察処遇を担わせることとして，社会復帰調整官を新たに配置したものであり，決

して保護観察所の既存の枠組みの単なる再利用ではない．しかも，法律の目的と基

本構造の正しい理解とそれに基づく運用がなされており，批判はあたらないと考え

る（今福[2012：113-114]）． 

 

 そのうえで本法対象者の「社会復帰」については，「対象者の社会復帰をどう理解するか

は難しい論点」と前置きをしつつ，「社会の一員として地域で生活し，再び被害者を出すこ
．．．．．．．．．

となく
．．．

，主体的な生き方を獲得すること」と述べる（傍点筆者，今福[2012：114]）．今福

は，「再び被害者を出すことなく」という点を担保する社会復帰調整官のリスクマネジメン

トについて，第 4 章 4-1-2 でも既述したが，「精神保健観察官」から「社会復帰調整官」へ

と名称変更された法成立経緯の理由と絡めて以下のように説明する． 

 

精神保健監察官とすると，リスクマネジメントの役割のみが期待されると誤解され

かねないが，実はそれにとどまらず，地域処遇に携わる関係機関と連携して行う処

遇チームリーダーとして，医療や福祉を含む地域処遇全体をコーディネートする役

割も同時に担うのが社会復帰調整官である（中略）もちろん，これによりリスクマ

ネジメントの性質が薄まるわけではなく，その観点から地域処遇全体をコーディネ

ートするという観点も含まれることは言うまでもない（今福[2012：118]）． 

 

 今福の説明にある「コーディネート」はそれだけを取り出せばソーシャルワークの主務

でもある「連携」や「調整」に該当するものであるが，社会復帰調整官の精神保健観察に

おける「コーディネート」の前提には明確に対象者のリスクマネジメントが存在している．

ここでいうリスクマネジメント業務は具体的には，対象者の「再び対象行為を行うおそれ」

の「具体的・現実的な可能性」を防止するための通院処遇の履行の徹底ということに接続

する 5)．それでは通院処遇の履行のための「強制力」を社会復帰調整官は保持しているの

か．また上記の「具体的・現実的な可能性」が，その予測可能性の是非はともかくとして

予測されると判断されたとき，本当に「対象者の利益」のみを理由として強制権の発動－

すなわち「その他の措置」（（再）入院の申立て）の発動が行われるのか． 

木太は 2008 年特集における論考において，社会復帰調整官には明確に「強制力が発動さ

れうる役割」を担っている旨を述べている． 
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医療観察法を端緒に司法領域における精神保健福祉士のかかわりは広がりをみせて

いるわけだが，一部では強制権を有する機関にあってソーシャルワークは成立する

のかといった懸念を聞くことがある．筆者は，たとえ強制力が発動されうる役割を

担っているにせよ，強制力を発動させないためのかかわり（ソーシャルワーク）は

やはり必要だという立場をとりたい．司法領域にあっても私たちのかかわりを必要

する対象者は現に存在するのであるから（木太[2008：94]）． 

 

 また，社会復帰調整官であり本法に関する複数の論考がある佐賀大一郎は，「重大な他害

行為を行った者であったとしても，医療の必要な疾患・障害をもつ一人の人に，支援者と

してかかわる姿勢や方法等は，他害行為等にかかわることがなかった人びとに対する場合

と，基本的に変わるところはない」という視点を前提としつつも，「病気なのに治療に結び

つくよりも，なぜ他害行為に結びついてしまったのか，その状況がいかなる理由，環境に

よってもたらされたのかについてアセスメントするなど，背後にある人間関係や環境など

の生活環境の側面に注目する『人と状況の全体性を把握する視点』」の重要性を挙げている．

そのうえで，「円滑な社会復帰の妨げとなる同様の行為を行うことなく社会に復帰できるよ

うな状況にあるか」を考慮することや，「医療を受ける義務の履行を見守る役割と自由意志

を尊重するという二つの役割」を有する存在であることも明示している（佐賀[2006：127]）．

佐賀の見解からは社会復帰調整官の役割は，端的に，「その他の措置」の発動という一種の

強制力を背景にした，社会復帰の阻害要因である「再び対象行為を行うおそれ」の「具体

的・現実的な可能性」の除去にあるということを示すものであるといえる．この点は 2008

年特集の座談会における佐賀による審判における社会復帰調整官としての留意すべき点に

ついての発言においても確認できる． 

 

（中略）3 つ目は，法令遵守の姿勢です．この制度の対象となった過程を鑑みて，安

心して，安全な生活を送るために，ルールを守るという認識を，対象者がどのよう

な姿勢でもち，大事にしていくのかという点です（佐賀による発言，伊東他[2008：

107]）． 

 

 社会復帰調整官の精神保健観察についてより明確且つ率直に強制権の発動あるいは「社

会の安全」のための再犯防止役割の帯同を述べているソーシャルワーク論を主専攻とする

論者もいる． 

 同じく 2008 年特集の座談会において，「奇数人数」による判断のために，精神保健参与

員の審判合議体メンバーへの「昇格」を提案した協会理事でもあり，「精神保健参与員，精

神保健参与員等養成研修企画委員，医療観察病棟倫理委員として医療観察法事件等に関与

してきた」（伊東[2009：34]）伊東 6)は，本法に肯定的な立場を明確にしたうえで，本法の
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「メリット」を 3 点挙げる．伊東のいうメリットには，本法に前のめりとなった PSW の「本

音」が見事なまでに表現されている． 

伊東のいう第一の「メリット」は「審判におけるメリット」である． 

 

措置入院を判断するために精神保健診察が行われるが，そこでは，対象者の行った

他害行為が事実であるという前提で進行される．それは，対象者にとって他害行為

の有無を争う場がないことを意味している．「冤罪」ということもありうることを考

えると司法も含めた審判によって処遇が決まっていくことは，メリットといえる（伊

東[2009：42-43]）． 

 

 措置入院の前提となる「自傷他害のおそれ」のうち，特に他害行為（のおそれ）につい

てどの程度「冤罪」が疑われるものがあるのか定かではないが，そもそも 2002 年特集の池

原論考にもあるように，本法対象行為に該当するような重大触法行為の場合の責任無能力

認定となる割合の低さを考えれば，伊東のいう触法事例については仮に本法が存在してい

なくても通常の司法のルートにのることは容易に想像がつく．しかしより問題があると考

えられるのは伊東のいう第二，及び第三の「メリット」である． 

 伊東は第二の「メリット」として「精神保健観察と社会復帰調整官の存在」を挙げる．

伊東はここで，社会復帰調整官を「周囲に安心感を与えるもの」（伊東[2009：43]）と位置

付ける．さらに精神保健観察については以下のようにその意義を肯定的に述べる． 

 

措置入院制度においては，措置解除になった時点で拘束力はなくなり，一般の精神

科医療の枠の中で，医療保護入院，任意入院，通院が実施されることになる．すな

わち，措置解除直後に通院が始まったとしても，そこでの関わりは他の精神障害者

と同じく地域の保健所等の機関によって支援が行われることになり，本人の拒否や

病院との連携の不具合などによって，支援の中断や通院医療そのものの中断も散見

されていた．精神保健観察では社会復帰調整官との関わりがあるとともに
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

，医療の
．．．

中断は許されない
．．．．．．．．

．そのような地域処遇での一定程度の縛りができたこと
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

は，重要

な側面であると評価できる（傍点筆者，伊東[2009：43]）． 

 

 伊東のいう「周囲」への「安心感」の中身は，後半の精神保健観察の「メリット」の説

明で明らかとなる．すなわちここでいう「周囲」とは地域社会ということであり，「安心感

を与える」とは本法対象者については措置入院解除して退院した精神障害者と異なり，退

院後も社会復帰調整官による「医療の中断」を防止する「一定程度の縛り」としての「関

わり」が行われるので，対象者の触法行為の予防という観点において地域に「安心感」を

与えるということになる．伊東はここで何ら口ごもることなく，本法のメリットの一つと

して「地域社会」の「安心」のための「再犯防止」を掲げているのである． 
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 そして伊東は第三の「メリット」として「鑑定入院制度と入院処遇」を挙げるが，ここ

で伊東はもはや PSW としての「矜持」を揺るがしかねない趣旨のことを述べている． 

 

ある程度の時間をかけて確定診断と責任能力の有無を判定する鑑定入院が実施され

ることによって，不用意に精神障害者としてのレッテル
．．．．．．．．．．．．．．．．．

が貼られることがなくなる

（傍点筆者，伊東[2009：43-44]）． 

 

 上記引用中の傍点箇所について言及する以前に，ここでの伊東の発言には事実誤認があ

る．伊東は本法による鑑定入院により，「確定診断」と「責任能力の有無」を判定するとし

ているが，医療観察法における鑑定入院は法 37 条で規定されているように，第 4 章で述べ

た疾病性，治療可能性，社会復帰（阻害）要因の 3 要因の有無の評価を行うものである．

このような本法の鑑定に関する基本的誤認もさることながら，傍点を付した記述は「レッ

テル」という語を用いているように明らかに精神障害自体を悪しきものとして捉えている． 

 伊東は上記の「メリット」に対して，「デメリット」として，①地域処遇における地域の

社会資源の乏しさ，②入院処遇による退先確保の問題や「費用対効果」の問題，そして③

触法精神障害者の処遇が実質的に一元化されていない現状の 3 点を挙げる．特に③では，

医療観察法における医療の必要性が認められる場合（処遇要件が満たされている場合）は，

仮に精神保健福祉法の枠組みのレベルでの医療が可能であったとしても，医療観察法にお

ける入通院の決定を行わなければならないとする最高裁 2007 年 7 月 25 日決定 7)を紹介し

ながら，「この程度の他害行為で医療観察法の対象になるのだろうかと疑問に思える」事例

もあったとして，他害行為（触法行為）の「程度」によっては措置入院での対応が考えら

れた事例もあった旨を述べている．しかし当該裁判判例のみならず，これまでに何度も述

べてきているように，医療観察法の処遇は触法行為の「程度」で判断されるものではない．

本法の処遇要件は，本法に反対する側から幾度となく「要件」としての不適切さと内容の

不明瞭さを指摘されている「再び対象行為を行うことなく社会に復帰するための医療の必

要性」の「有無」である．伊東のいうように「この程度」の他害行為であったとしても，

それが重大六罪種に該当し，上記要件が「有る」と審判において判定されれば，本法対象

となるのである．伊東論考はデメリットを述べているこの点においても本法の基本的内容

に関する事実誤認をもとに記述を行っている． 

 本章 6-2 で説明したように社会復帰調整官の職務要件は「精神保健福祉士その他の精神障

害の保健及び福祉に関する専門的知識を有する者として政令で定めるもの」と定められて

おり，その多くは PSW であるものの，看護師，保健師，そして作業療法士も存在する．本

法における社会復帰調整官業務に関して，作業療法士資格を有する社会復帰調整官として

本法に肯定的な立場で積極的な発言を行っている鶴見隆彦は，医療観察法は，受刑者の社

会復帰に向けた処遇の充実などを盛り込み 2005(平成 17）年に名称変更とともに改正され

た「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」（旧監獄法）によって矯正施設にお



97 

 

ける作業療法士の配置が開始されたことと同様に「作業療法士の活躍が期待される分野」

であるとする（鶴見[2009]）．鶴見は，2008 年特集にも論考（宇津木[2008]）を寄せている

社会復帰調整官である宇津木朗らとともに発表している論考において，医療観察法におけ

る「社会復帰のかたちは対象者ごとに異なっている」としたうえで，「対象者なりの社会復

帰の実現」に向けて，評価やケアマネジメントとともに「他害行為のリスクに関する視点」

を有しておく必要性を述べる（鶴見他[2011：88]）．また社会復帰調整官の行う「ケアマネ

ジメント」には「対象者の社会復帰に向けたストレングスモデル」とその実現のための「リ

スクマネジメントモデル（再他害行為防止）」を「融合」させた「社会復帰調整官独自の視

点」が必要と述べる．すなわち「本人の希望やニーズを支持」し，他方で「その達成の阻

害因子となるリスクを同定し，支援していく過程」が社会復帰調整官の「精神保健観察」

であるとする（鶴見他[2011：95-96]）．また対象者との接触の方法に関して，訪問が主であ

るとしながらも，「疾病（悪化）と対象行為との関係を再度確認するという内省の深化やリ

スクマネジメントの視点」から保護観察所への「出頭」も「有効な手段」の一つとしてい

る（鶴見他[2011：98-99]）． 

 ここまで主に PSW による論考を通して，社会復帰調整官の役割の一つである精神保健観

察にみる社会復帰の意味について整理検討を行ってきた．総じていえることは，精神保健

観察には従来からのソーシャルワーク実践に加えて
．．．

対象者のリスクマネジメントが重要な

役割と位置付けられており，そのリスクマネジメントは実質的な強制力を背景として実施

されるということである．そして精神保健観察における社会復帰とは，上記のリスクマネ

ジメントによって，対象者が再び同様の触法行為に及ぶことの無い物理的環境下において，

その「生活」の「中身の質」はともかくとして，生活を続けること，ということになる．

ここでいう「物理的環境」の中身はソーシャルワークの文脈において従来から語られる「社

会資源」に加えて
．．．

，対象者が再び触法行為を惹起しないための「医療」ということになる．

但し，前者の「社会資源」についても，法施行初期には社会復帰調整官が本法における指

定入院医療機関からの退院の「ゴールサインをだしてくれない」現状が指摘されているよ

うに（池原[2008：16]），本法下においてはあくまで後者を担保するという手段にすぎない．

後者の「医療」とは，すなわち本項の冒頭で挙げた本法における医療（指定通院医療及び

指定入院医療）ということになる．ここで，医療も社会資源の一つではないかという疑義

が呈されるかもしれない．しかしこの点については主に法学の立場から明確に「異なる」

旨の見解が示されている．本法における医療はいわゆる通常の「医療」との差異は存在す

るのか．この点について例えば弁護士の小笠原基也は医療観察法における社会復帰の定義

がないことに触れ，以下のような見解を示している． 

 

医療観察法における社会復帰を論ずる前に，まず，この法律が目指す「社会復帰」

とは何であるか（＝入通院決定を行うべきか否かのメルクマール）が問題となるが，

この定義については，法律上定めがない．／この点，同様の重大な他害行為を行う
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おそれがあると，社会復帰が阻害されるとして，このようなおそれがなくなること

を求める見解がある．しかしながら，このような「再犯のおそれ」を基準に社会復

帰を捉えることは，抽象的な概念により強制入院を行うことを容認し，その濫用に

より人権侵害を招くことになること，入院患者にレッテルを貼ることになり，かえ

って社会復帰を阻害すること，「再犯のおそれ」を科学的に予想することは不可能で

あることなどから，「再犯のおそれ」を処遇要件としないこととした立法経緯に真っ

向から反することとなり，採り得ない．／また，対象者に医療の必要があれば，す

べてこの法律による「手厚い」医療を受けさせるべきとの見解もあるが，これも条

文が，単に対象行為と精神障害の存否だけではなく，わざわざ「この法律による医

療を受けさせる必要」を要件としていることに反する解釈であるから，採り得ない．

／やはり，この法律が，「継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察

および指導を行うことによって，その社会復帰を促進すること」を目的とする以上，

「精神障害がある程度改善した上で，対象者本人またはその周囲の者の自律的意思

により，継続的かつ適切な医療が対象者に提供されるような状態」が，この法律の

目指す「社会復帰」であると考えるべきである（小笠原[2009：667－668]）． 

 

また精神保健観察について町野朔は，医療観察法は日本初の強制通院制度であり，保護

観察所における精神保健観察とは精神科病院外（地域社会）での精神医療の実行の確保を

担保するための役割であると述べたうえで，あくまで対象者の「医療の確保」が目的であ

ることを強調する． 

 

精神保健観察は，保護観察とは異なり，対象者の再犯の防止を目的とするものでは

ありません．ただ，彼等の医療を確保することを目的としています．通院医療を拒

否し，遵守事項に違反したときには，保護観察所長が裁判所に対して入院・再入院

の申立てを行いますが，これも，当該精神障害者に再犯のおそれがあるということ

ではなく，入院してもらわなければ医療を継続できないからです（町野[2007：45-46]）． 

 

 両者の見解に共通している点は，「本法における医療」の意味は「医療の継続」を担保す

るための措置という点であり，且つそれ以上のことは何も言っていないという点である．

小笠原の論考は，なぜ通常の医療ではなく「この法律による医療」が必要であるのかにつ

いて，「継続的かつ適切な医療が対象者に提供されるような状態」を目指すためという説明

しかなされていない．そしてまさに，「継続的かつ適切な医療が対象者に提供されるような

状態」が社会復帰であると説明されている．また町野の論考は，本法における入院・再入

院の場面について述べているが，その履行の根拠として「彼等の医療の確保」を挙げてい

る． 

本研究の当座の結論を述べる．医療観察法における「本法における医療」とは，「本法に
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おける医療」を受け続けるための強制力を持った措置ということになる．これこそが，ま

ぎれもなく本法における「社会復帰」なのである．そして社会復帰調整官として従事する

PSW には，「本法における医療」が継続されるために，「本法における医療」の履行を実質

的な強制性をもって対象者に課すという権能が完備されたのである． 

 

 6-4 小括 

 以上，本章では PSW と医療観察法に関する論考の検討を通して，社会復帰調整官の役割

の一つである「精神保健観察」にみる「社会復帰」の意味について整理検討を行い，本研

究における当座の帰着点を述べた． 

PSW が医療観察法において担うことになった，PSW の医療観察法への関与の鍵概念で

もある社会復帰調整官による「精神保健観察」における「社会復帰」とは，本法対象者が

再び同様の触法行為に及ぶことのない物理的環境下において生活を続けることを指すこと

を明らかにした．さらにここで言う「物理的環境」の中身はソーシャルワークの文脈にお

いて従来から語られる「社会資源」に加えて
．．．

，対象者が再び触法行為を惹起しないための

本法における医療（指定通院医療及び指定入院医療）ということであり，「本法における医

療」とは，「本法における医療」を受け続けるための強制力を持った措置のことを指すこと

を明らかにした． 

すなわち，本研究の当座の帰着点として，これこそがまぎれもなく本法における「社会

復帰」なのであり，社会復帰調整官として従事する PSW には「本法における医療」を受け

続けるための強制力を持った措置の履行のための権能が完備された点を明らかにした． 
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終章 本研究のまとめと今後の研究課題 

 

これまで「保安処分構想から医療観察法体制へ ――日本精神保健福祉士協会の関わりを

中心に――」という主題について検討を行ってきた．終章では，はじめに本研究のまとめ

を行う．そのうえで今後の研究課題に代えて，PSW が医療観察法に関与することにより獲

得した職務要件を足掛かりとして主に司法分野において志向している役割及び他職種から

期待されている役割について整理を行い，本研究を一旦閉じることにする． 

 

7-1 本研究のまとめ 

はじめに各章の概要についてここで改めてまとめとして述べたい．なお引用文献注記に

ついては本節に限り省略した． 

第 1 章「保安処分の概要」では本研究の端緒として保安処分の概要についての整理を行

った． 

 第 1 節では 19 世紀後半におけるカール・シュトースによるスイス刑法典予備草案におけ

る保安処分規定を「制度」としての保安処分の始点としたうえで，保安処分の定義につい

て整理した．保安処分は一般的に，「犯罪の危険の防止（再犯防止）」，「治療・教育・改善」

を目的とした「自由の剥奪を伴う隔離・拘禁を含む強制的な措置」，そして当該措置につい

て裁判所で言い渡される「司法処分」であることの 3 点によって定義付けがなされる．但

し古典的な定義を見ると必ずしも上記 3 点に合致するものを保安処分としているわけでは

なく，むしろより緩く広く定義されている．また初期の定義は特に惑うことなく「社会防

衛」をその主目的としている場合が多い．牧野は「中間者」すなわち心神耗弱者を保安処

分の主対象と位置付け，「社会防衛」と「治療」の 2 つをその目的と規定している．安平は

「犯人の再犯危険を防止せんとするもの」を狭義の保安処分とし，これに「改善」を加え

たものを広義の保安処分と規定している．上述の保安処分定義付け 3 要素のうち「司法処

分」であることは含まれていない．安平は保安処分の特徴について，特別予防を第一次目

的としている点，危険性の駆逐を目的としている点，刑罰の本質を危険性防止の手段性と

している点，そして犯人の社会的危険性に立脚している点の 4 点を挙げている．木村は保

安処分を安平とは異なる意味での広義と狭義とに分けている．木村は広義の保安処分を「犯

罪の危險を防止する為めに，刑罰以外に於てこれを補充し，又は，これを代替するものと

して，国家が使用するところの改善・敎育・保護その他の処分の総てを含むもの」と規定

している．狭義の保安処分はこれに「犯罪行為」の事実と「裁判所」による言い渡しを加

えたものとなる．そのうえで木村は上述の保安処分の定義付け 3 要素のうち再犯防止要素

のみ入っている広義の保安処分を一般的な保安処分として議論の俎上に載せるべきとして

いる．小川は上述の一般的な保安処分の定義と同様の定義を行っているが，当該制度の前

提として「考査所」または「鑑別所」などの専門機関の附置，また処分の執行については

「専門家と良識者とを構成員とする員会組織」と「保護観察官，調査官などの名をもって
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よばれる職員」の必要性を挙げている．瀧川は保安処分について司法処分であることを前

提としたうえで，犯罪予防，「将来的危険性の防衛」としての「個別処遇」，「害悪」が処遇

の本質では無い点，そして「犯罪人の社会的危険性」に立脚している点の 4 点をその特徴

として挙げている． 

 第 2 節では保安処分の執行形式について整理した．保安処分の執行形式については前提

として「対人的保安処分」と「対物的保安処分」とに大別できる．一般的に保安処分とし

ての議論の俎上に載せられるものは自由剥奪を伴う前者である．対人的保安処分は概ね，

心神喪失者等に対する「監護処分」，酒癖あるいは薬物依存者に対する「矯正処分」，労働

嫌忌者に対する「労作処分」，そして犯罪の常習者及び危険性のある者に対する「予防処分」

の 4 種に規定される．前の 2 つはどちらかといえば治療的意味合いが強い処分であり，後

の 2 つは予防拘禁的意味合いの強い処分である．戦後，日本では基本的に前の 2 つの処分

の実現をめぐって攻防が繰り広げられた． 

 第 3 節では刑罰と保安処分の関係性について整理した．保安処分は原則的に刑法典の内

に規定される．刑法典において刑罰全てが保安処分に代替される可能性もあり得るが，基

本的には刑罰と保安処分とは並列的に刑法典に規定される．但しその場合，そもそも旧派

的刑罰の克服としての存在であるはずの保安処分が同じ刑法典に並列されるという矛盾に

晒されるという点について留意する必要がある．安平は刑法典のなかに制裁手段として刑

罰と保安処分を認めている場合を「広義の二元主義」と呼び，「狭義の二元主義」（重畳主

義）と「狭義の一元主義」（代替主義）とに分類できるとする．「狭義の二元主義」はさら

に「執行上の並行主義」と「執行上の代替主義」とに分類される．安平は「狭義の一元主

義」を「狭義の二元主義」の弊害を克服するものとしているが，上述のようにそもそも本

質を異にするはずの刑罰と保安処分との間に代替可能性があることの理論矛盾が生じるこ

とになる．安平はこの点については，「本質的には共通せず」とも「実際的機能」において

は共通点が多いとしたうえで，刑罰が保安処分を代替すべきである旨を述べている． 

第 1 章で整理した保安処分の要点は次の 2 点にまとめることができる．第一は，古典的

な保安処分の焦点はあくまで「保安」のための「危険性の除去」であり，「治療・矯正」に

よってもそれが不可能な場合は「予防拘禁」が用意されているように，対象者の改善可能

性の可否は処遇要件にはなっていないという点である．第二は，「治療・矯正」の対象とし

て想定されていたのは，当該制度検討初期の段階からいわゆる心神喪失等の状態が呈され

る精神障害者とアルコール・薬物依存症者であった点である． 

第 2 章「日本における保安処分導入の過程」では，日本における保安処分導入の過程に

ついて，主に実質的な保安処分検討が開始された現行刑法制定以降に限定したうえで整理

検討を行った． 

 第 1 節では，現行刑法制定から日本における保安処分検討のメルクマールともなってい

る昭和 36 年準備草案及び昭和 49 年草案の登場背景とその中身，及びそれらに対する法と

医療を司る各種団体の反応の経緯について整理した．1926（大正 15）年の政府諮問に対す
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る臨時法制審議会答申として出された綱領において保安処分導入が謳われたのが保安処分

の具現化の始点となる．当時の政府は刑法改正の諮問の理由として「美風良習」及び「淳

風美俗」，すなわち牧野のいう「国家がその政治を行う上において守らねばならぬところの

道義的規範」を維持することの困難を挙げていた．ここでの留意点は，刑法にあらたな目

的が付加される必要性があったために保安処分の導入が図られたのではなく，刑法がそも

そも保持していた上記の目的が、応報という形式では果たせなくなってきたために保安処

分を含めたうえで刑法自体を目的刑的，特別予防的性質を持つものに変容させようとした

点である．綱領を日本における保安処分検討の始点と捉えたとした場合，その登場の契機

はなにも心神喪失者等の「治療・改善」などではなく，吉川の言うように「日本固有の『美

風良習』を維持するという封建的・反動的なイデオロギーと，新派思想の理論的所産とも

いうべき刑事政策的思惟との奇妙な妥協の産物」だったのである．そしてこれをはじめて

具現化した案として予備草案，及びそれに続くかたちで昭和 6 年草案及び昭和 15 年仮案が

公表されることになったのである．昭和 15 年仮案の時点で処分の種類は，「監護処分」，「矯

正処分」，「労作処分」，そして「予防処分」の四種であった． 

戦後の刑法改正に基づく保安処分導入の検討契機は，先述した戦前における導入根拠は

覆い隠され，日本国憲法における基本的人権がその「建前」とされた．すなわち吉川が指

摘するように，応報刑は憲法 36 条違反に当たり，必然として保安処分導入が採用されてい

るという「建前」である．昭和 36 年準備草案では処分の種類がそれまでの四種から「治療

処分」（旧監護処分）及び「禁断処分」（旧矯正処分）の二種に限定された．大谷によれば，

この時点で日本における保安処分の検討は「精神障害犯罪者」及び「薬物中毒による犯罪

者」の「治療を主眼とする処分に限られた」のである． 

 第 2 節では，昭和 49 年草案に対する法と医療を司る各種団体の反応の経緯について整理

した．昭和 36 年準備草案とその後の検討を経て，改正法案のかたちで治療に主眼が置かれ

た昭和 49 年草案が公表される．昭和 49 年草案は，精神神経学会が賛成から反対へと転換

したのをはじめとして，それまで必ずしも主流ではなかった反対運動を勃興させる契機と

なった．協会も同様であり，少なくとも昭和 49年草案までは強固な反対運動を繰り広げた． 

 第 3 節では，昭和 49 年草案検討がしばらくの間「淀み」の状況にあった 1980（昭和 55）

年，新宿駅西口バス放火事件と直後の法務大臣発言を契機に再び検討の機運が高まり，そ

れに反対する日弁連との「協議」の席上で法務省より提案された骨子提案以降について整

理検討を行った．骨子は処分の種類を「治療処分」に一本化したもので，昭和 49 年草案ま

では名称として規定されていた「保安処分」という語自体を完全に破棄したものであった．

また骨子はその対象について，昭和 49 年草案までの「禁固以上の刑にあたる行為」をした

者からいわゆる重大六罪種にあたる行為をした者で再びこれらの罪にあたる行為をするお

それのある者に修正された．この点は医療観察法に引き継がれている．骨子公表以降は協

会を含めて反対運動が激化した． 

日弁連は 1981（昭和 56）年，日弁連要綱案を公表した．実現可能性のあった事実上の保
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安処分である骨子の対案の意味を持つはずの日弁連要綱案は，骨子では初犯防止策が不十

分であるなどの意見が盛り込まれていた．また，協会の保安処分に対する方針変更の端緒

となる，PSW が職要件として明記された「通院措置制度」案が提起されているなど，それ

自体十分に保安的色合いを内在させた内容であった．日弁連要綱案についても精神神経学

会をはじめとする各種団体から批判の的とされた．また反対に法務省からはその内容が手

ぬるいという批判を受けた．上記の通り協会は日弁連に対して，一方的な業務規定をされ

たことに対しては抗議を行ったものの，日弁連要綱案自体に対しては曖昧な態度を取った．

医療観察法において PSW は，協会による積極的な働きかけにより当初は想定されていなか

った保護観察所における社会復帰調整官の職務要件を獲得することになった．社会復帰調

整官の職務と日弁連要綱案において期待されていた職務が必ずしも同じわけではないが，

触法精神障害者の「地域」における処遇に関しては，国会答弁における登場の仕方も含め

て，PSW は 1970 年代からすでに保安処分との親和性が高い職種と認識されていたといえ

る．協会も保安処分に対しては当初は反対しながらも，保安処分的要素のきわめて強い医

療観察法には積極的に関与することになった． 

第 3 章「協会の保安処分に対する『対抗』の過程」では，協会による保安処分に対する

「対抗」の過程について，同時期の精神医療の動きと絡めて整理した． 

第 1 節では，日本における PSW 活動の開始から Y 問題が勃発する 1972 年までの活動創

始期について協会が発行している年史等を基にして整理を行った．PSW の始点は 1928（昭

和 6）年に編纂された東京府立松沢病院史に登場する「遊動事務員」がその端緒である．そ

の後，1948（昭和 23）年に国立国府台病院に「社会事業婦」が配置される．その後名古屋

大学医学部付属病院においても PSW が配置されることになった．協会自体は，1964（昭

和 39）年 11 月 19 日，仙台市において設立総会が開催され，この年より「日本精神医学ソ

ーシャル・ワーカー協会」としての活動が開始された．協会設立を加速させた契機は 1964

（昭和 39）年 3 月 24 日に起きた「ライシャワー駐日大使刺傷事件」である．事件後，に

わかに当時の精神衛生法改正論議が沸き起こり，当該法に PSW が位置づけられる可能性を

強く意識し，そのことが協会設立へと結びつくことになる．協会設立当初はどちらかとい

えば方法論の確立に重点が置かれていたが，1970 年前後より精神医療の現場における種々

の事象を契機として徐々にソーシャルアクション志向を強めていくことになった．また同

時に PSW の不安定な雇用状況も顕在化しており，協会は PSW の身分制度確立，待遇改善

を模索することになった． 

第 2 節から第 3 節では，第 1 節後半の状況下において勃発した Y 問題とその後の協会の

曲折についてやや紙幅を割いて整理検討した．Y 問題とは本論で述べた通り，1969（昭和

44）年 10 月，当時受験生であり，両親や専門職から見ると情緒不安定であった Y が，両親

の相談を受けていた当該地域の保健所と精神衛生センターの PSW より精神疾患を強く疑

われ，医師の正式な診察を受けることなく，上記センターの PSW の記録をもとに精神科病

院に当時の精神衛生法に基づく同意入院（強制入院）となった出来事である．その後，1973
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（昭和 48）年に開催された協会総会の場において Y 自身により告発がなされた．協会は Y

問題を中心に据えた議論を展開しようとしつつも，むしろ個々の協会員にとっては身分制

度問題のほうが喫緊の課題でもあったため，二者択一の様相を見せていた．曖昧な態度を

とる協会に対して Y とその支援者側は激しい抗議活動を展開し，ついに 1976（昭和 51）

年の協会大会・総会が中止に追い込まれた．協会の存続自体が危ぶまれる中，Y 問題と身分

制度問題は相補的課題であるとして，1982（昭和 57）年，札幌市で開催された協会大会・

総会において，PSW の任務を「『対象者の社会的復権と福祉のための専門的・社会的活動』

を推進すること」とした「札幌宣言」が採択した．協会史においては，一般的にこれをも

って Y 問題は収束したとされる．協会の保安処分に対する「対抗」の過程は Y 問題と同時

並行の活動でもあったため，自らに内在していた保安に主眼を置いたうえでの強制性に対

する気づきとその自覚の過程と絡み合いながら活動となったが，このとき採択された札幌

宣言における PSW の任務は，その絡み合いの解きほぐしを比較的容易にする補助線の役割

を果たすことになる． 

第 4 節では，Y 問題への対応の時期とほぼ重なる 1970～80 年代前半における協会の保安

処分に対する「対抗」の過程について整理検討を行った．協会は保安処分に対してはあわ

せて 5 回の反対決議を行っている．その内容は総じて，躊躇や迷いのない全面否定の様相

を見せている．しかし同時に保安処分検討の過程で PSW も明記されたかたちで公表され，

その保安処分的性格について各方面から強く批判された日弁連要綱案及び昭和 57年日弁連

意見書に対して，協会は一方的な業務規定に対する抗議は行ったものの，それ自体に対し

ては曖昧な態度を取った．その理由として，日弁連という社会的影響力がきわめて大きい

団体による文書に PSW 活用に関する記述がなされたことにより，「職域拡大」への「期待」

を協会側ににわかに湧き上がらせた可能性があることは否めない．保安処分に対する迷い

のない徹底的な反対の姿勢と，保安処分的性格を持つ制度への接近という相反する立場を

とることを可能にした補助線こそ，第 3 節で述べた PSW の使命，すなわち「対象者の社会

的復権と福祉のための専門的・社会的活動」であった．そしてこの補助線は医療観察法へ

の関与に際して「重宝」されることになる． 

第4章「協会の医療観察法への関与の過程 ――保安処分とPSWとの親和性――」では，

事実上の保安処分制度といえる医療観察法に対して，協会が名目上は反対・懐疑的な立場

をとりながら，実質的且つ積極的に関与を表明するに至った過程について整理検討を行っ

た． 

第 1 節では，医療観察法成立の経緯について，2001（平成 13）年 6 月に発生した池田小

事件を，本法成立を「加速」させた契機と前提したうえで整理した． 

はじめに第 1 項において，精神医療の側により，80 年代後半に起きた精神科病院におけ

る権利侵害事件を「逆手」にとり，その原因を「処遇困難患者」とカテゴライズされた精

神障害者に肩代わりをさせるかたちで実質的・機能的なレベルにおける保安処分制度とし

てにわかに検討がはじめられた「重症措置患者専門治療病棟」について整理した．本制度
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案は具体的には 1988（昭和 63）年から開始された道下研究がその端緒となっている．道下

研究では全国調査の結果をふまえたうえで，イギリスの「セキュア・ユニット（Secure unit）」

を参考にして，「軽度」の「処遇困難患者」に対しては指定精神病院の再編成を行い，「重

度」の症例に対しては国公立病院を中心に「集中治療病棟」を併設するという二重構造の

体系構築が提案された．道下研究は 1991（平成 3）年 7 月の中間意見に反映され，翌 1992

（平成 4）年に予算化までされたものの，「全国『精神病』者集団」による「声明」を契機

として反対運動が広がり，当時の厚生省は本制度から撤退することとなった．協会は中間

意見に対して「厚生省による『重症措置患者専門治療病棟』の設置構想に関する見解」に

おいて「精神科救急医療（緊急医療含む），及び一般精神科医療・社会復帰・地域生活援助

全般に関して，その基盤整備を急ぐことから始めること」を提起した．「重症措置患者専門

治療病棟」構想は，「処遇困難患者」の定義のあいまいさ等，細かな点において「荒」の目

立つ構想であったことを抜きにしても，当該の問題の解決を考えるのであれば本来ならば

精神医療全体の底上げの方向に話が進まなければならない問題であった．本構想は，触法

精神障害者あるいは処遇困難患者に対しては，決して精神医療全体の底上げを目指すので

はなく，「別枠」で事を進める方向であることを示唆するものであった． 

第 2 項では医療観察法の成立過程について，1999 年（平成 11）年，当時の公衆衛生審議

会精神保健部会による厚生大臣への意見具申をふまえた精神保健福祉法の一部改正の附帯

決議をその始点として整理検討を行った．精神保健福祉法一部改正の同年から触法精神障

害者対策に関する私的研究会が開始された．この研究会は 2001（平成 13）年より法務省・

厚生労働省の合同検討会へと引き継がれた．その最中，同年 6 月に池田小事件が発生し，

事件翌日の首相指示により，本法検討が「加速」することになった．同月中に自民党 PT が

発足し，同年 10 月には自民党 PT 報告書が公表された．同年 11 月には自民党 PT 報告書を

土台とした当時の与党 3 党による与党 PT 報告書が公表され，これを基にして 2002（平成

14）年 3 月，6 章 121 条からなる医療観察法案が閣議決定のうえ第 154 回国会に政府案と

して提出され審議入りした．当初，政府案では処遇要件について「再び対象行為を行うお

それ」と規定していたため，裁判所による審判による処遇決定手続きの是非とともに，再

犯のおそれの予測可能性に質疑が集中した．その後，第 155 回国会に政府案はそのままに，

修正案が提案される．本国会以降は事実上，修正案の審議となった．修正案では処遇要件

が再犯のおそれから「再び対象行為を行うことなく社会に復帰するための医療の必要性」

（社会復帰のための医療の必要性）へと修正された．しかし本国会においても処遇要件の

「要件」としての不適切性等について異論が噴出し，継続審議となった．結局，本法は，

2003（平成 15）年 7 月の第 156 回国会において可決成立し，2 年間の経過措置を経て，2005

（平成 17）年 7 月 15 日より施行となった．PSW は医療観察法において「精神保健参与員」

及び「社会復帰調整官」の 2 つの役割の職務要件を「獲得」することになった． 

第 2 節では，医療観察法成立に対する協会の姿勢と実質的な関与の過程について，主に

協会が公表してきた本法に対する見解・声明を基に整理検討を行った．協会は，池田小事
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件直後に触法精神障害者に対する処遇システムについての「慎重な検討」の要望をお願い

した①を含めて，本法に関連してあわせて 15 回の見解・声明を発表している（2015 年 9

月現在）．協会は本論の通り，当初からその基本的立場としては「反対」の意を表明してい

た．しかし先述した自民党 PT 報告書及び与党 PT 報告書において「判定機関」を構成する

一員としてPSWの明記がなされたことを契機に，協会は一歩踏み込んで保護観察所にPSW

を配置することの要望を明記した④を公表する．最初の医療観察法政府案が国会審議入り

した 2002（平成 14）年には，「社会防衛の視点からの処分の決定を医療から切り離し，司

法の責任としたことには一定の意義が認められる」とする⑦を公表している．但し，⑦を

挟むかたちで，医療観察法案に全面的に反対する立場を表明している⑥及び⑧に名を連ね

てもいる．さらにこれ以降協会は，本法に真っ向から反対する⑨，協会の立場について，

それ自体矛盾を呈していた国会における協会による意見陳述に委ねながら反対の立場を表

明している⑩，しかし本法可決後，明確な反対の言のないまま，法の機能的レベルの改善

要望を表明した⑪～⑮というように，「迷走」しながら徐々に本法に積極的に関与していく

様相を見せることになる．但し，「迷走」の背景には PSW の使命という一貫した主張があ

ったことも述べた．  

第 5 章「PSW の医療観察法への関与のロジック―協会機関誌『精神保健福祉』における

2 つの特集の検討―」では，第 4 章における協会の見解の迷走の過程をふまえつつ，PSW

はどのようなロジックで医療観察法への関与を肯定しているのかということについて，主

に協会機関誌『精神保健福祉』における医療観察法に関する 2 度の特集，すなわち 2002 年

特集及び 2008 年特集に所収されている論考の検討を通して整理した．第 1 節では 2002 年

特集，そして第 2 節で 2008 年特集について整理・検討を行った． 

2002 年特集時は医療観察法案が国会に上程され審議が開始された時期であり，協会は本

法案に対して「迷走」の様相を見せていた時期である．2002 年特集は，触法行為を理由と

して自傷他害のおそれの判断を受け措置入院となっている精神障害者に対する司法の介入

の必要性については概ね共通した見解となっている．他方，2008 年特集は，総じて医療観

察法の機能面の改善と充実，及び PSW の関与の強化に焦点が絞られている．2008 年特集

時は医療観察法施行 3 年目の時期であり，法の「機能」のレベルにおける不備が露呈し始

めた時期でもあった．また協会にとっては施行 5 年後の見直し措置が目前に迫っている時

期でもあり，すでに 2 つの役割の職務要件を「獲得」していた PSW にとって自身の権能を

より強化する「好機」でもあった．協会が医療観察法に対して，「迷走」の段階を経たうえ

で最終的に積極的に関与することを可能にした補助線は，Y 問題より抽出した「精神障害者

の社会的復権と福祉のための専門的，社会的活動」という PSW の使命であることはすでに

述べた通りであるが，2002 年特集は PSW の価値と医療観察法の理念とを上述の補助線で

繋ぐ作業の意味合いを持つものであり，2008 年特集はすでに繋がれている補助線のかかり
．．．

具合
．．

の点検の意味合いを持つものといえる．しかし，協会の方針変更は唐突なものではな

く，1980 年代の日弁連要綱案に対する協会の姿勢に，同様の補助線を用いたかたちでの「予



107 

 

兆」を見出すことができる． 

第 6 章「『精神保健観察』にみる社会復帰の意味」では，本研究における当座の帰着点と

して，社会復帰調整官の役割の一つである「精神保健観察」にみる「社会復帰」の意味に

ついて，主に医療観察法における PSW の職務のなかでも PSW の使命を具現化した社会復

帰調整官の「精神保健観察」に関する論考の整理検討を通して，PSW の医療観察法への関

与の正当化論理及びその鍵概念となる本法における「社会復帰」の意味について整理・検

討を行った． 

第 1 節では，「精神」の障害において「社会復帰」はどのような意味を持つのかについて

整理した．はじめに，そこに「復帰」することが「善」とされている「社会」とは，規範

的・道徳的秩序により種々の属性の各マジョリティの最大公約数的な価値志向に基づき時

間的・空間的に構築されている集合体にすぎないと規定した．そのうえで，吉田おさみの

狂気論，及び「社会モデル」の考え方をごく簡単に紹介し，「身体」の障害に対しては消極

的な排除が行われ，他方「精神」の障害に対しては，それが社会の安寧秩序を破壊する「危

険」なものという位置づけがなされるため，積極的な排除が志向される旨を述べた．以上

から，精神障害者にとっての「社会」への「復帰」とは，この「社会」で「普通」に生き

る／生き続けるための「条件」の意味合いを持つことを述べた． 

第 2 節では，第 1 節で整理した「社会復帰」を主目的とした医療観察法において PSW が

主要な職務要件となった社会復帰調整官による「精神保健観察」の内容について主に法的

規定を中心に整理した． 

第 3 節では「精神保健観察」における「社会復帰」の意味について述べた．総じていえ

ることは，精神保健観察には従来からのソーシャルワーク実践に加えて
．．．

対象者のリスクマ

ネジメントが重要な役割と位置付けられており，そのリスクマネジメントは実質的な強制

力を背景として実施されるということである．そして精神保健観察における社会復帰とは，

上記のリスクマネジメントによって，対象者が再び同様の触法行為に及ぶことの無い物理

的環境下において生活を続けること，ということになる．ここでいう「物理的環境」の中

身はソーシャルワークの文脈において従来から語られる「社会資源」に加えて
．．．

，対象者が

再び触法行為を惹起しないための本法における医療（指定通院医療及び指定入院医療）と

いうことになる．「本法における医療」とは，「本法における医療」を受け続けるための強

制力を持った措置のことを指す． 

すなわち，本研究の当座の帰着点として，これこそがまぎれもなく本法における「社会

復帰」なのであり，社会復帰調整官として従事する PSW には「本法における医療」を受け

続けるための強制力を持った措置の履行のための権能が完備された点を明らかにした． 

 

7-2 PSW の司法分野における構造的・機能的役割拡大へ  

――今後の研究課題に代えて―― 

本節では，本研究における残された研究課題として，PSW の既存の役割を超えた，司法
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分野における構造的・機能的役割拡大の様相について概観しておきたい． 

第 6 章 6-3 で本法における「社会復帰」の意味の検討の箇所で取り上げた小笠原は，社

会復帰調整官の絶対数の少なさによる多忙状況をふまえて，「社会復帰調整官と同じ役割を

担う者を，厚生労働省の下にも多数配置し，精神障害者一般の社会復帰のためのトータル

コーディネート」を行わせるという提案をしている（小笠原[2009：672]）．それにより，

社会復帰調整官の負担の軽減，社会的入院の軽減のほか，「不幸な他害行為」の防止にもつ

ながるとしている．このトータルコーディネート職については，いわゆる既存の精神障害

者の社会復帰施設，地域活動支援センター，また行政各窓口に配置されている PSW がその

任を負うということをイメージしていると思われる． 

また医療観察法に関する複数の論考がある医師の松原三郎は，社会復帰調整官の役割は

本来，精神保健観察に集中すべきとしたうえで次のように社会復帰調整官の権限強化の提

案を行っている． 

 

病状が悪化した場合には，保護観察所が行う精神保健観察の役割は大きい．本人が

拒否をしても，社会復帰調整官が強制的に受診を行わせることができるような法的整

備が必要である．また，ときには，社会復帰調整官の判断で一時的には指定入院医療

機関への再入院も可能とすべきである（松原[2009：644-645]）． 

 

 さらに松原は，精神保健領域における重篤な精神障害を持つ人に対する地域における 24

時間体制での積極的なアウトリーチ対応プログラムである「ACT」（Assertive community 

Treatment：包括型地域生活支援プログラム）1)の本法の地域処遇における活用可能性を探

るなかで，イギリスにおけるACTと類似の地域サービスであるCommunity Mental Health 

Team（CMHT）の日本版であり PSW も関与する「精神科訪問支援ステーション」の導入

を提案している（松原[2008]）． 

 医療観察法は PSW のみならず，社会福祉士を含めたソーシャルワーカー全般における養

成段階においても必須の事項として規定されている．1987（昭和 62）年の成立以来 20 年

ぶりに改正された社会福祉士及び介護福祉士法（「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を

改正する法律」，2007（平成 19）年 11 月 28 日成立，2009（平成 21）年 4 月 1 日施行）に

より，社会福祉士養成カリキュラムの大幅な改正が行われたが，旧法では「法学」の一部

として扱われていた司法福祉については選択必修科目「更生保護」（15 時間）として独立し

た科目として新たに設けられた．厚生労働省の定めるシラバス内容の「含まれるべき事項」

には「医療観察制度の概要」が必須項目として掲げられている．また PSW（精神保健福祉

士法）についても 2010（平成 22）年に旧障害者自立支援法改正（「障がい者制度改革推進

本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地

域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」，2010（平成 22）年 12 月 3 日成立，

2012（平成 24）年 4 月 1 日施行）における「精神障害者の地域生活を支える精神科救急医
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療の整備等」の一つとして法改正がなされた．2012（平成 24）年 4 月 1 日の施行とともに

大幅な教育内容の見直し（科目の改編）が実施されたが，医療観察法に関しては必修科目

である「精神疾患とその治療」（60 時間）において厚生労働省の定めるシラバス内容の「含

まれるべき事項」の「精神医療と福祉及び関連機関との間における連携の重要性」のなか

に「医療観察法対象患者の支援」が挙げられている．また同じく必修科目である「精神保

健福祉に関する制度とサービス」（60 時間）においては「含まれるべき事項」自体に「医療

観察法の概要」及び「医療観察法における精神保健福祉士の専門性と役割」が明示されて

いる． 

 PSW については上述の通りすでに新カリキュラムにおいて養成教育が開始されているが，

司法領域における実習「成果」に関する論考も登場している．社会復帰調整官である殿村

壽敏らは，PSW を目指す学生の保護観察所における実習の実践を通して，「調整官が実践

するソーシャルワークの意義については，実践の科学として相応の年月を掛けて『医療観

察福祉論』を構築する必要がある」と述べる（殿村他[2014：147]）．殿村らは，社会復帰

調整官の専門性の基盤はソーシャルワークであるとしたうえで，「クライエントの自己決定

の尊重、クライエントの利益と所属する機関の利益の食い違いという部分」にジレンマが

生じうるとし，「調整官は社会的作用としての司法と個別的福祉援助という、もともと原理

的には相反する両価値・倫理のハザマにある」ことを「宿命」として PSW 自らそれを受け

入れ，「むしろジレンマを逆利用してステップアップの手段とする必要がある」としている

（殿村他[2014：154-155]）． 

本法施行後すでに 10 年が経過しており，徐々に PSW による医療観察法の枠組みにおけ

る実践報告も登場してきている 2)．以上をふまえると，医療観察法を契機とした PSW の役

割の構造的・機能的役割の拡大の様相については，本研究で取り上げることができなかっ

た諸外国における司法精神医療における PSW 活用動向を含めて，今後の研究課題とする必

要があると考える． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

（注） 

 

【序章】 

1)協会は「『精神障害者の医療及び福祉の充実強化と触法心神喪失者等の処遇の改革に関す

る要望書』を提出するに至った経緯等の報告」（第 4 章 4-2 において後述．2002（平成

14）年 1 月）のなかで，「触法」という言葉の特殊性を指摘しつつも，自民党や与党のプ

ロジェクトチームが一貫して「触法精神障害者」ではなく「触法心神喪失者」の表記を

使用していることに対して一定の評価を与えている．但し筆者は，「触法」の語自体につ

いては「少年非行」の分野における「触法少年」（14 歳に満たないで刑罰法令に触れる行

為をした少年）として使用されているように，それ自体に差別性を内在した価値的要素

は含まれていないと考えている．そのため本研究では適宜，「触法精神障害者」を使用し

ている． 

2)「精神保健福祉士」の定義は，「精神保健福祉士の名称を用いて，精神障害者の保健及び

福祉に関する専門的知識及び技術をもって，精神科病院その他の医療施設において精神

障害の医療を受け，又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利

用している者の社会復帰に関する相談に応じ，助言，指導，日常生活への適応のために

必要な訓練その他の援助を行うこと（中略）を業とする者」である（精神保健福祉士法 2

条）．日本精神保健福祉士協会のホームページでは，「精神保健福祉士」とは単科精神科

病院，総合病院の精神科，精神障害者の地域生活支援を目的とする社会復帰施設，福祉

行政機関等で，社会福祉学を基盤として，精神障害者の抱える生活問題や社会問題の解

決のための援助，及び社会参加に向けての支援を通して，「その人らしいライフスタイル

の獲得」を目標とする専門職であると明記している（日本精神保健福祉士協会[2015-]）． 

3)筆者は樋澤[2014]において「暴力」の語をあえて用いたうえで，「専門的治療／支援はそ

の行為様態にかかわらずすべて
．．．

『暴力』であり、支援を行う専門家は自らの種々のかか

わりが暴力の行使であることを開き直ることなく自覚しながら暴力として支援実践を行

う必要がある」旨を論じている．それ以前に筆者は協会機関誌に所収された樋澤[2003]

をはじめ，同[2005a]，同[2005b]において，いわゆる「パターナリズム／パターナリステ

ィックな介入行為」をソーシャルワークにとって条件付きで必要不可欠なものと位置づ

けている． 

4)医療観察法に関する精神医学，看護学，法学の各分野の主な先行研究については第 4 章注

3に記載している．また，社会福祉学分野の先行研究については終章注2に記載している．

筆者はこれまで本主題における論点を含ませながら医療観察法と PSW との関係につい

て検討を行ってきている（樋澤[2008]，同[2011a]，同[2011b]，同[2015]）． 

5)上記注 4 及び第 4 章注 3 とも重複するが，例えば政府与党において観察法が具体的に検

討されはじめた 2001（平成 13）年から法施行後 1 年後の 2006（平成 18）年までの間の

期間に限定して，一般的な学術情報データベースであるNII学術情報ナビゲータ（CiNii）
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を用いてキーワードを「医療観察法」で検索すると，学会報告要旨も含めて 264 件の論

考がある．同様に「触法精神障害者」で検索すると上記と重複しているものも含めて 153

件の論考がある．また同様に「社会復帰調整官」は 10 件となっている．筆者は重複分を

除き，これらに加えて当該論考の引用文献のうち CiNii に登録されていない論考を含めて，

同様の期間分については 336 本の論考を収集した．本文において詳述するが，医療観察

法に対しては協会も含めて精神医療・保健・福祉に関わる学術及び職能 19 団体が加盟し

ている「精神保健従事者団体懇談会（精従懇）」として 2002（平成 14）年 5 月 14 日付

で，当時，審議段階にあった医療観察法の可決成立に明確に「反対」の意思を表明して

いる．協会は上述期間の 2002（平成 14）年に機関誌において観察法に関する特集を企画

している（日本精神保健福祉協会[2002e]）．当該声明に名を連ねている団体のうち精神医

学分野の主要団体としては日本精神神経学会及び日本病院・地域精神医学会があげられ

る．前者は上述期間に機関誌『精神神經學雜誌』において日本精神神経学会総会第 101

回及び 102 回大会において開催された医療観察法についての企画シンポジウム関連論考

が所収されている（日本精神神経学会[2006a]，同[2006b]）．それぞれ法に賛成・反対の

立場からの論考が所収されているが，本文の②-（ア）の立場からの論考については中島

（中島[2006a]，同[2006b]），冨田（冨田[2006]）によるものがある程度で，それ以外は

地域処遇に係る運用上の課題，いわゆる精神鑑定全般に関する運用上の課題，本法にお

ける鑑定入院と審判に係る運用上の課題等，①-（ア）の立場のものである．後者は上述

期間に機関誌『病院・地域精神医学』において本法関連特集「精神保健福祉における暴

力の問題」（病院・地域精神医学会[2005]）において観察法関連論考が所収されているが，

基本的には①-（ア）の立場のものである．上述期間における看護学分野のものとしては

『精神看護』における特集がある（『精神看護』編集室[2004]）．論考執筆者は必ずしも看

護学専門の研究者，実践者ではなく，法施行前後という時期もあり，医師や検事による

法の概要紹介のニュアンスのものがほとんどである．看護学分野について筆者は上述と

同様の検索のもとで 2013 年までの間のものとして 93 本の論考を収集・整理したが，全

てが①-（ア），特に病床における多職種チーム（Multi Disciplinary Team：MDT）にお

ける看護師の役割に関するものが多い．また看護学分野のもう一つの特徴として，医療

観察法病棟における看護師のストレスに関する論考が施行後 3～6年の間に複数報告され

ている点があげられる（梅津[2007]，宮城[2009]，板山[2011]，櫻木[2011]，梅﨑[2011]）．

上述期間における法学分野のものとしては，本法特集号である『ジュリスト』増刊号（町

野編[2004]）をはじめ『法と精神医療』（法と精神医療学会[2004]，同[2005]），『法と民

主主義』（日本民主法律家協会[2002]），『判例タイムズ』（判例タイムズ社[2005]），『刑法

雑誌』（日本刑法学会[2005]），『法律のひろば』（『法律のひろば』編集部[2006]），『更生

保護と犯罪予防』（日本更生保護協会[2005]），『犯罪と非行』（日立みらい財団[2003]）に

おける特集号において観察法関連論考が所収されている．法成立直前の『法と民主主義』

における特集号はおおむね②-（ア）の立場のものであるが，それ以外はほとんどが①-
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（ア）の立場の論考である． 

 

【第 1 章】 

1)例えば序章注 5 でも触れ，本稿の引用文献の基本的なデータベースとして活用した NII

学術情報ナビゲータ（CiNii）で，日本において本格的に保安処分についての検討が開始

される，戦後の 1945（昭和 20）年から大阪教育大学付属池田小学校児童等無差別殺傷事

件が発生する前年の 2000（平成 12）年までの間に限定して，「保安処分」のキーワード

で検索すると学会要旨や一般雑誌記事も含めて 417 件の論考がある．これを「法」と「精

神医療」とに大別し，それぞれ主要な学術誌等で絞込検索を行った場合，前者について

は『季刊刑政』では本章でも多数引用している牧野英一の論考含め 6 編，『法律時報』で

は 1969（昭和 44）年及び 1973（昭和 48）年の 2 度の保安処分及び刑法改正に関する特

集号を含め 20 編，『法律のひろば』では 2 章でその検討過程について述べるが 1961（昭

和 36）年 12 月に刑法改正準備会によって公表された「改正刑法準備草案」について，本

章でも引用した小川太郎の解説論考や 1972（昭和 47）年及び 1981（昭和 56）年の 2 度

の保安処分に関する特集号を含め 37 編，『自由と正義』では 1969（昭和 44）年及び 1981

（昭和 56）年の 2 度の特集を含め 17 件，『判例時報』では本章 1-1 諸外国における動向

の箇所で引用した古田佑紀によるヨーロッパ諸国における保安処分に関する 10本の連載

（古田[1981a～j]），『判例タイムズ』でも同じく本章 1-1 諸外国における動向の箇所で引

用した森下忠による論考（森下[1982]，同[1984]）を含むヨーロッパ諸国における保安処

分に関する論考等 15 編等が挙げられる．後者の「精神医療」については，『精神神経学

雑誌』（精神神經學雜誌）では 1972（昭和 47）年及び 1981（昭和 56）年の日本精神神

経学会における特集を含め 21編等が挙げられる．筆者は上述データベースを参考として，

本稿引用文献および参考文献として保安処分に関して 134 編の論考を収集したが，その

多くは，2 章で詳述するが，法制審議会総会による「改正刑法草案答申」が出された 1974

（昭和 49）年前後及び，法務省による「保安処分制度の骨子（刑事局案）」が素案として

公表された 1981（昭和 56）年前後に集中している． 

2)保安処分の概要の整理を行っている本章では，当該制度の始点に関する議論を始めとして，

三井他編[2003]を適宜参考にしながら，小川[1964：7]で挙げられている比較的初期の刑

事法学分野における保安処分に関する基本的文献のうち，牧野[1925]，同[1929]，同[1934]，

安平 [1936]，木村[1942]，Günter Blau／斎藤訳[1962]に加えて，小川[1952]，日本刑法

学会編[1958]，瀧川[1962]，泉編[1983]，吉川[2001]等を引用，参考文献として整理検討

を行っている． 

3)保安処分の歴史の前提として刑罰理論の系譜について触れておきたい．刑罰とは「裁判官

が犯人に対し犯罪ありたるの故を以て科する害悪であり，それは行為及び行為者に対す

る社会的無価値の判断を表明の下に置かんとするものである」（安平[1936：23]）．刑罰

の基本的な考え方として，その根拠に「応報」を求める説（応報刑）と「目的」を求め
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る説（目的刑）とがある．前者は犯罪という行為そのもの（過去）に刑罰の根拠を置く．

そのため前者においては犯罪者個人の「資質・性格」は考慮されない．それに対して後

者は「犯罪者」すなわち行為者（未来）に刑罰の根拠を置く．後者の場合，必然的に行

為者の再犯防止すなわち「予防」（行為者の「危険性」の除去）に接続する．後者におけ

る刑罰は行為者の将来を見据えて科されるものとなるため，その内容は「治療・改善・

教育」となる．目的刑論における予防は一般予防と特別予防とに大別される．一般予防

は「一定の犯罪に対し一定の刑罰を表示すること」すなわち罪刑法定主義を基礎として，

国家が国民に対し権威を威嚇として事前に示すことにより，一般人を犯罪から遠ざける

ことを指す．上述のフォイエルバッハによる心理強制説は一般予防の中心的学説である．

それに対して特別予防は行為者の「特性」に適合する改善手段もしくは保安処分により

当該行為者の危険性を除去することにより再犯を防止することを指す．上述のクライン

や彼の保安処分論に刺激され刑罰個別化論を打ち出し（安平[1936：65]），フォイエルバ

ッハと激しく対立したグロールマン（Grolmann）らの説は特別予防論の中心的学説であ

る（瀧川[1962：133-134]）． 

処罰と人権保障という刑罰における二律背反の問題から刑罰と保安処分との関係に取

り組んだ瀧川春雄は，刑罰理論の系譜を 4 つに分類している（瀧川 [1962：30-33]）．第

一は「絶対的刑罰理論」である．この理論は刑罰の「唯一の根拠」を「犯罪」という過

去の行為にのみ求める．この理論における刑罰は純粋な「応報」だけの意味を持ち，「威

嚇，改善，保安，教育，或は無害」ということを目的にはしない．すなわち刑罰そのも

のが目的であり，「絶対理論のプリンシプルは刑罰の目的を除外する点にある」（瀧川 

[1962：30]）．第二は「相対的理論」である．相対理論では刑罰の権利の起源は「社会の

目的，全体の利益」，すなわち「予防」に見いだされる．「行為者を罰するのは，彼が法

律秩序を妨害したからではなく，主に法律秩序の妨害を最小限に喰い止めんがためであ

る」（瀧川 [1962：31]）．ここでいう「予防」には上述した 2 つの予防が想定される．第

三は「改善（矯正）理論」である．この理論では刑罰は「目的に適した刑罰執行によっ

て達せられるべき改善（矯正）」ということになる．第四は「総合（合一）理論」である．

この理論は上述の絶対的理論と相対的理論の「橋渡し」を目指したものである．以上の 4

類型のうち，絶対的刑罰理論及び一般予防を志向する相対的刑罰理論の系譜は「旧派（古

典学派）」に分類される．それに対して，特別予防を志向する相対的刑罰理論及び改善（矯

正）理論の系譜は「新派（近代学派）」に分類される（三井他編[2003：124-125，460-461]）．

旧派は行為者の「自由意思」の存在を肯定している．ここでいう自由意思とは「他行為

可能性」の有無を指す（池原[2002a：11-12]，同[2002b：68]）．他行為可能性が無けれ

ば行為者は罪には問われない．旧派は自由意思を前提とした道義的責任（規範的責任）

としての刑罰を想定している．それに対して，新派は刑罰における自由意思論を否定す

る．新派の代表的論者で後述のフェリーの師であるイタリア新派刑法学（イタリア学派）

の大家で精神科医であったロンブローゾ（Lombrose）は，その著『犯罪人論』（初版 1876
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年）において犯罪を犯す者には一定の身体的・人類学的・精神的特徴があるとし，それ

らを具備した者を「生来性犯罪人」と総称したうえで，その「発生原因」を隔世遺伝に

求めた（木村[1942：34]）．ロンブローゾは，犯罪とは「出生・死亡・妊娠と同じように，

自然現象であり，必然現象である」としたうえで，犯罪が必然のものであるのであれば

これに対する社会の防衛も必然であり，刑罰は行為者の責任の有無ではなく「危険性の

程度」に従って決定されるべきであるとした（木村[1942：35-36]）．犯罪を「自然災害」

と同類のものと捉えるのであれば当然それに対する「事前の策」が必要であると言うの

である．ゆえに，新派における刑罰は社会に対する国家の責務，すなわち，社会的責任

としての国家の権力手段と規定されるのである（瀧川[1962：39-40]）．以上の刑罰の基本

的系譜から保安処分は目的刑-特別予防-新派の流れに沿うものと位置付けることができ

る． 

4)イギリスにおける 1983 年改正精神保健法及び 2007 年改正精神保健法の解説として，刑

事法学者である緒方あゆみ（緒方[2004a]，同[2004b]，同[2010]，同[2011]），柑本美和

（柑本[2004a]，同[2004b]）の論考がある．また，イギリスの司法精神医療制度における

PSW の紹介として助川征雄による論考がある（助川[2003]，同[2004]）．なお，ここで「イ

ギリス」の制度というばあい，通常はイングランド及びウェールズを指す（戸塚[1983：

230]，柑本[2004a：63]）． 

5）心神喪失および心神耗弱については一般的に以下の定義が確定的とされている．「心神

喪失ト心神耗弱トハ孰レモ精神障礙ノ様態ニ属スルモノナリト雖其ノ程度ヲ異ニスルモ

ノニシテ即チ前者ハ精神ノ障礙ニ因リ事物ノ理非善悪ヲ弁識スルノ能力ナク又ハ此ノ弁

識ニ従テ行動スル能力ナキ状態ヲ指称シ後者ハ精神ノ障礙末タ上叙ノ能力ヲ欠如スル程

度ニ達セサルモ其ノ能力著シク減退セル状態ヲ指称スルモノナリトス」（大審院昭和 6 年

12 月 3 日判決）． 

 

【第 2 章】 

1）本章以降で，特にその内容にまで言及している保安処分草案等の原文，精神神経学会及

び日弁連による各種公表物についてはそれぞれ以下の文献等に所収されているものを引

用・使用した．文献表に掲載しているものは文献記載に従った．団体ホームページに掲

載されているものは URL を記載した． 

・「刑法改正綱領」（臨時法制審議会決議，1926（大正 15）年）（牧野 [1934：304-306]） 

・「刑法改正予備草案」（1927（昭和 2）年）（牧野 [1934：306-323]） 

・「刑法並監獄法改正調査委員会総会決議及留保条項（刑法総則）」（1931（昭和 6）年）

（牧野 [1934：323-342]） 

・「刑法並監獄法改正調査委員会総会決議及留保条項（刑法総則及各則）」（1940（昭和

15）年）（林[2003：503-534]※各則のみ掲載） 

・「改正刑法準備草案」（刑法改正準備会 1961（昭和 36）年）（ジュリスト編集室[1982：
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78]]※「第 16 章保安処分」条項案のみ掲載） 

・「同 理由書」（病院精神医学会[1972：13-49]※抄録として「序説」及び「第 1 編総則

第 16 章保安処分」のみ掲載） 

・「刑法改正に関する意見書（第一次案）」（精神神経学会刑法改正問題研究委員会，1965

（昭和 40）年）（病院精神医学会[1972：50-56]） 

・「刑法改正に関する意見書（第三次案）」（同，1967（昭和 42）年）（病院精神医学会[1972：

57-64]） 

・「保安処分〔治療矯正処分〕に関する要綱案」イ案及びロ案（1968（昭和 43）年）（吉

川[2001：315-323]※イ案は「第 16 章保安処分」，ロ案は「第 16 章治療矯正処分」各

条項案のみ掲載） 

・「保安処分に関する中央精神衛生審議会の意見」（1969（昭和 49）年 1 月）（病院精神

医学会[1972：65-66]） 

・「保安処分制度新設に反対する決議」（第 68 回精神神経学会総会，1971（昭和 46）年 6

月）（病院精神医学会[1972：109]） 

・「保安処分制度新設に反対する意見書」（精神神経学会理事会保安処分に反対する委員

会，1971（昭和 46）年 8 月）（病院精神医学会[1972：109-114]） 

・「刑法全面改正要綱案に対する意見（案）」（日弁連，1972（昭和 47）年 3 月）（病院精

神医学会[1972：115-116]※「（4）保安処分について」のみ掲載） 

・「改正刑法草案」（法制審議会総会答申，1974（昭和 49）年）及び「同参考案（第一次

案）B 案」（ジュリスト編集室[1982：79-84]※改正刑法草案は「第 15 章保安処分」，B

案は「第 16 章療護処分」各条項案のみ掲載） 

・「『改正刑法草案』に対する意見書――刑法全面『改正』に反対し，国民の人権を守る

ために――」（日弁連，1974（昭和 49）年 3 月）（青木[1980：318-325]※保安処分に

関する部分のみ掲載） 

・「刑法全面『改正』阻止に関する宣言」（日弁連，1974（昭和 49）年 5 月 25 日）（日本

弁護士連合会[1974a]） 

・「刑法全面『改正』に関する声明」（日弁連会長声明，1974（昭和 49）年 5 月 29 日）

（日本弁護士連合会[1974a]） 

・「保安処分制度の骨子（刑事局案）」（法務省，1981（昭和 56）年）（ジュリスト編集室

[1982：85]） 

・「精神医療の抜本的改善について（要綱案）」（日弁連「刑法『改正』阻止実行委員会，

1981（昭和 56）年 8 月 31 日）（桐原[2010-]） 

・「精神医療の改善方策について（骨子）」（日弁連，1981（昭和 56）年 10 月 19 日）（桐

原[2010-]） 

・「『精神医療の抜本的改善について（要綱案）』に対する意見書」（精神神経学会及び「保

安処分に反対する委員会」，1981（昭和 56）年 9 月 29 日）（桐原[2010-]） 
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・「『精神医療の改善方策について』意見書」（日弁連，1982（昭和 57）年 2 月 20 日）（ジ

ュリスト編集室[1982：90-91]） 

・「日弁連の『精神医療の改善方法について』について」（法務省，1982（昭和 57）年 5

月 24 日）（ジュリスト編集室[1982：92-93]） 

2) 昭和 6 年草案及び昭和 36 年準備草案における「麻酔剤」の標記は誤りであり，その後

「麻薬」と改められている（吉川[1969：88]）． 

3)1941（昭和 16）年の治安維持法改正では，検察官の請求に基づく裁判所の決定によって

収容されたものに対する転向の強要が実施された．期間は 2 年間であったが，不定期に

更新することが可能であった．1945（昭和 20）年連合国最高司令部（GHQ）指令「政治

的，市民的及び宗教的自由に対する制限の撤廃に関する覚書」により廃止された．同法

による検挙者は 6 万 7,000 人以上，被告人は 6,000 人以上と推計される（三井他編[2003：

781]）． 

4)小川太郎（第 1 章 1-1 参照）は，昭和 15 年仮案までの「監護処分」，「矯正処分」，「労作

処分」，「予防処分」の四種から「治療処分」及び「禁断処分」の二種に絞った点につい

て，「予防処分」は「いわば改善しない危険犯人」に対するものであり，「人権保障の面

から論議にさらされていたもの」でもあるのでそれを破棄したことは肯定できるが，「労

作処分」については，「享楽品のはん濫，余暇の増大――それらは労働嫌悪と小犯罪の累

行に拍車をかけて」おり，「なぜ準備草案は削ったのかであろうか．大きな疑問としたい」

と述べている（小川[1964：319-320]）． 

5) 例えばこの時期より少し先になるが，本章でも引用している 1982（昭和 57）年の『ジ

ュリスト』における特集「保安処分の総合的研究」（ジュリスト編集室[1982]）に所収さ

れている論考 6 編（大谷[1982]，町野[1982]，加藤[1982]，堀内[1982]，浅田[1982]，墨

谷[1982]）全てが触法精神障害者対策としての保安処分のあり方に主軸を置いた検討がな

されている． 

6）事件当時，バスに乗り合わせ瀕死の重症を負い，その後フリーの編集者，ドキュメント

作家となった杉原美津子の著書として杉原[2004]，同[2014]． 

7)日弁連は同日，「刑法問題意見交換会一時休会にあたって」を公表している．当該コメン

トにおいて日弁連は，「刑法問題意見交換会は 23 回におよぶ意見の交換を経て，法務省

より，成案作成にむけ現在検討中の事項について，その内容の説明が現段階においては

具体的に呈示できないので，当面一時休会したいとの申し入れがあり，日弁連はこれを

認めることにした」としている．また「日弁連からの再三の要望にもかかわらず，法務

省が検討中の事項について，積極的に意見交換会の素材としなかったため，現時点にお

いては遺憾ながら論議をつくしたとは言いがたい」としながらも，意見交換会が「刑法

『改正』問題に対する論議の対立点，一致点を国民の前に明らかにする上で大きな役割

を果たしてきたことを高く評価する」と自己評価を行っている（日本弁護士連合会[1984]）． 

8）精神神経学会による要望以外のものとして，精神病院医学会による「要望書」（1981（昭
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和 56）年 9 月），日本臨床心理学会による「要望書」（同年 10 月），全国自治体病院協議

会による「保安処分に関連し精神医療の改善についての要望」（同年 11 月），日本公衆衛

生学会による「『精神医療の抜本的改善（要綱案）』について」（同年 12 月），第二東京弁

護士会による「日弁連『精神医療の抜本的改善について』（要綱案）および同『精神医療

の改善方策について』（骨子）に対する意見書」（同年 12 月）が出されている（町野[1982：

23]）． 

9）第 3 回パネルディスカッションが開催される直前，要綱案意見書が日弁連に送付される

までの時期に日弁連要綱案を批判しつつ今後の動向を注視していたものとして青木

[1993：91-296]．青木のプロフィールについて立岩 [2013：169]． 

10）野田報告書は，精神病床数，在院日数等の修正を加えたかたちで出版されている（野

田 [2002]）．本書 1982 年初版の「あとがき」では，「調査報告は，日本弁護士連合会・

刑法『改正』阻止実行委員会の依頼で作られ，『精神病による犯罪の実証的研究』と題し

て，さる（1982 年）3 月 17 日の，第 6 回法務省――日弁連刑法問題意見交換会の討議資

料となった．これは，保安処分の新設を急ぐ法務省に対し，最も現実をふまえた反論で

あった」と記されている．野田報告書の発端である毎日新聞に掲載された 2 つの記事

（1982（昭和 57）年 4 月 19 日及び同 21 日）及び原報告書の抜粋が佐藤 [1982]に掲載

されている．また野田のプロフィールについて立岩 [2013：97]． 

 

【第 3 章】 

1）本章の時期区分のうち，②から③の時期に関する本文における年史以外で協会の歴史に

ついてまとめたものとして，1955（昭和 30）年から PSW に従事した見浦康文による論

考がある．後者は本文でも引用している（見浦[1975]，同[1995]）．前者は機関誌におけ

る協会発足 10 周年記念号に所収されたものであり，発行年までの過去 10 年間の協会通

信に寄せられた「会員諸氏の折々の生々しい発言」を抜粋し，PSW の「専門性」，「あり

方」，「教育」，「スーパービジョン」，「業務」，「身分法」，「地区活動とその動向」，「関連

学会の動向と印象」，そして「諸制度にかかわる精神医療の課題」について整理したもの

である．「諸制度にかかわる精神医療の課題」のなかで，PSW 解雇問題，本章 3-1 で取り

上げた大熊による「ルポ・精神病棟」に関する通信での会員発言と並んで，保安処分及

び「Y 問題」についてページが割かれている．但し，論考の最後において 2 つを合わせ

て 1 ページ程度の記述であり，必ずしもこの 2 つが当時の協会の中心的事象ではなかっ

たことがうかがえる．また見浦の後者の論考は協会東京支部第 9 回夏季研修会での講演

録であるが，本稿では保安処分との関わりについての記載は無く，また「Y 問題」に関し

ては，「東大学園闘争，精神医療改革，反精神医学闘争」と並んで「一連の嵐」と称され

たうえで（見浦[1995：27]），本章 3-3 で述べた 1976（昭和 51）年 1 月の関東甲信越地

区 PSW 研修会（関東甲信越ブロック）での研修会粉砕事象について「暴力によって，流

会してしまった」という文言とともに「長年培ってきた『仲間としての連帯感』が崩れ
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て，暗い相互不信感が胸の中に広がって行くのを，どうすることもできなかった」と述

べられているに留まり，多くは触れられていない（見浦[1995：14]）． 

  見浦の前者の論考が所収された機関誌では本章 3-4 において日弁連との意見交換会時

の協会理事長として取り上げている柏木昭による論考も所収されているが（柏木[1975]），

当該論考は協会発足 10 年を祝すような色合いは全く無く，冒頭から，「当事者が生きて

いる状況，この歴史性，社会性」を抜きにして専門性を語ってきたこと，及び「体制側

が期待した役割」に沿って専門性を問うてきたことという 2 つの「過ち」の告白から始

まる異例の論考となっている．柏木は精神医療の現場における PSW 実践の「矛盾」とし

て精神障害者の人権擁護を徹底することによる PSW の立場の不安定化と，反対に PSW

自身の保身や身分の安定化による「患者の人権の抑圧」という 2 つが顕在化していると

したうえで，後者の矛盾の最たるものとして「Y 問題」を取り上げている（柏木[1975：

12-13]）． 

  協会発足 20 年目の時期には 20 年史のほか，1984（昭和 59）年の金沢市で開催された

大会の機関誌特集号のうち，シンポジウム記録として特に本章で，要所で取り上げた柏

木昭，岩本正次，小松源助，谷中輝雄の 4 名に加えて坪上宏と大野和男が司会を務めた

「協会の歴史を通しての PSW 論」がある（柏木ほか[1985]）．本記録では「Y 問題」が

起きた当時の各々の対峙の仕方について詳細に述べられている． 

  岩本については，第 6 章注 1 で取り上げた坪上のもの（坪上[1998]）に加えて，谷中

が主導した「やどかりの里」実践の思想的支柱となった早川進のものを含めて，主要論

考も所収された各々の自叙伝的著書が同じく上述の「やどかりの里」の出版部門である

やどかり出版より発行されている．早川のものについては早川の逝去後に坪上，谷中に

より編纂されている（坪上ほか編[1995]，岩本[2003]）．特に坪上[1998]では，谷中，大

野の 3 名による「てい談 PSW 協会と坪上宏」が所収されている．筆者は日本福祉大学

社会福祉学部において坪上の定年退官前の最後のゼミ生であった．てい談では「Y 問題」

に対する取り組みの歴史についても語られているが，ゼミで直接に対面していた坪上の

きわめて温和な印象からはにわかに想像できない様な場面，例えば（おそらく文脈から

1975（昭和 50）年中に公衆衛生院（当時）で開催された）「拡大事務局会議」開催中に Y

氏支援者側からの「立場性」という文言を含む「糾弾するような問いつめ」に対して，

坪上が「声を荒げ感情を顕わにして『立場って何だ』と問い返したこと」等（坪上[1998：

101-102]），当時の Y 氏支援者側と協会側との生々しいやり取りも，あくまで協会側から

の視点ではあるが述べられている． 

2)クラーク勧告については，和訳版が『精神衛生資料』16 号（1969 年）に掲載されており

（D.H.クラーク／菅野他訳[1969]），原文と併せて国立精神・神経医療研究センター精神

保健研究所 精神保健計画研究部「改革ビジョン研究ホームページ」内に再掲されている

（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 精神保健計画研究部「改革ビジョン

研究ホームページ」事務局[2009-]）．和訳版にある加藤正明の解説によれば，クラークは
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日本による世界保健機構（WHO）に対する要望に基づいて，「日本における地域精神衛

生」推進のために，1967（昭和 42）年 11 月から 1968（昭和 43）年 2 月までの間，来

日している．氏はエジンバラ大学医学部出身，モーズレー精神医学研究所を経てイギリ

ス・フルボーン病院に赴任し，報告当時院長であり，イギリス精神衛生協会副会長とあ

る．本来は治療共同体（therapeutic community）の理念を提唱したジョーンズ（Maxwell 

Jones）等の複数の候補者がいたが，いずれも都合が悪く，氏が来日したと記されている．

「勧告」では，①政府組織の改革，②精神病医の改善（7 つの精神科病院及び施設が「良

例」として取り上げられている），③精神病院の統制（国の責任による精神科病院の監査

制度），④健康保険制度（外来診療報酬の引き上げ），⑤アフターケアー（外来クリニッ

クの充実，ソーシャルワーカーと保健婦（当時）の育成及び「地域社会の特殊施設」（い

わゆる社会復帰施設）の充実），リハビリテーション（リハビリテーション専門家の育成，

「保護工場」の設立及び「保護工場」における生産物の市場への供給のための政府の関

与），⑦専門家の訓練（精神科医，精神療法の専門家，看護，作業療法，ソーシャルワー

カー）の 7 点を挙げている． 

3）大熊による当該の記事は朝日新聞夕刊 1970（昭和 45）年 3 月 5 日から 12 日まで 7 回

に渡り掲載されている（朝日新聞[1970]）．その後，大熊による著書及び同書文庫版（大

熊[1973]，同[1981]）が出版されている．さらにその後，「変わらなかった部分」として

「宇都宮病院」について（本章 3-4 で言及），「変わった部分」として「三枚橋病院」，「千

葉病院」，「浅井病院」，「つるい養生邑病院」，「都立墨東病院」，「やどかりの里」，そして

「『精神病』者グループごかい」について取材がなされた続編というべき著書及び同書文

庫版（大熊[1985]，同[1988]）が出版されている．当該ルポについて広田による解説があ

る（広田 [2004：113-114]）． 

4）いわゆる精神障害者の「家族」による会は，「病院」を基盤とする会と「地域」を基盤

とする会の 2 種類に大別することができる．2013（平成 25）年現在，病院家族会 198，

地域家族会 1,028 が存在している．全国精神障害者家族会連合会（全家連）は 1965（昭

和 40）年に家族会の全国組織として発足したが，「財政状況の悪化」により 2007（平成

19）年 4 月に解散（自己破産）している（精神保健福祉白書編集委員会[2014：82]）．現

在は事実上の後継組織として公益社団法人「全国精神保健福祉会連合会」（みんなねっと）

が組織されている（全国精神保健福祉会連合会（みんなねっと）[2007-]）．全家連解散の

背景には 1996（平成 8）年に栃木県喜連川町（現さくら市）に開業した精神障害者の社

会復帰支援施設「ハートピアきつれ川」の経営難と 2 億 3000 万円に及ぶ補助金流用事象

等がある（朝日新聞[2002]）．「ハートピアきつれ川」は全家連解散時，社会福祉法人「全

国精神障害者社会復帰施設協会」（全精社協）に運営譲渡されたが，2009（平成 21）年 9

月，全精社協の元事務局次長が協会の資金を着服したとする業務上横領容疑で逮捕され

るといった事件が発生し，同時に「ハートピアきつれ川」の全精社協への譲渡が補助金

狙いであったとの疑いが浮上する（朝日新聞[2009]）．「ハートピアきつれ川」は 2011（平
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成 23）年 3 月に完全閉鎖されている．全家連と「ハートピアきつれ川」との関係の「内

幕」に関するルポとして本澤[2002]． 

5)桐原尚之は Y 問題について，それを論じる主体ごとに「Y 事件」，「Y 裁判」，「『Y 問題』」

の 3 通りに表記を分けている．桐原は，「Y 事件は，1969 年 10 月 11 日の強制入院事件

及び収容中の人権侵害事件を指し，Y 裁判は，1971 年 12 月 1 日からの裁判を中心とし

た運動のことを指す．『Y 問題』は，1973 年の告発からの一連の問題を指し，PSW 側の

見方を反映したものである．『Y 問題』は，社会福祉学で頻繁に使用される語であること

から，そのままカッコ付で表記する」としている（桐原[2014：50-51]）． 

6)長野英子によれば，「全国『精神病』者集団」は 1974（昭和 49）年 5 月 21 日，東京にお

いて，各病院自治会や各地域患者会の呼びかけで日本初の「精神病」者の全国集会とし

て開催された「第 1 回全国精神障害者交流集会」がその場で当該団体として結成された

とある．そこでは「保安処分新設反対，精神外科を禁止せよ，電気ショック療法に対す

る患者の拒否権を与えよ，自由入院を拡大せよ，今日の精神衛生法体制に反対する，優

生保護法に見られる精神障害者差別に反対する，通信・面会の自由権を承認せよ」など

であったとある（長野[2001]）．医療観察法に関して膨大な情報が掲載されている長野の

ホームページとして長野[2005-]．長野の著書（増補版）として長野[1997]．本来，日本

初であるはずの「精神病」者自身の全国団体である「全国『精神病』者集団」が，いわ

ゆる当事者団体の歴史の通説から「覆い隠されてきた事実」について桐原他[2013]．70

年代から 80年代にかけて当該団体に積極的に関与した一人であり第 6章でも取り上げた

「吉田おさみ」について立岩[2013]，樋澤[2014]．吉田の著書として吉田[1980]，同[1983]． 

7)いわゆる「実態調査」に対する批判として広田他[1987]．当該調査は第 3 回目の調査であ

るが，特に日本における精神障害者を対象とした「実態調査」の歴史については当該文

献内の高屋による論考がある（高屋[1987]）． 

8) 朝日新聞[1984]による．いわゆる宇都宮病院事件の被害者の一人の詳細な裁判記録とし

て宇都宮病院事件・広瀬裁判資料集編集委員会編[2008]． 

9)宇都宮病院事件が改正精神保健福祉法への契機となったという「定説」に対して，富田三

樹生[2000]による事件報道に至るまでの経緯を契機として，宇都宮病院「解体」，「制裁」，

及び入院患者と退院患者の「介護」は告発者の意図とは別のロジックで行われており，

また「結果」としての改正精神保健福祉法も告発者とその協力者の意図とは「根源的」

に異なるものであったとして，「史実」の再検討を行ったものとして桐原[2015]． 

 

【第 4 章】 

1)『現代社会福祉辞典』によれば「反射的利益」とは，「権利を認めることを内容としない

法によって，第三者が反射的に享受する利益」のことであり，「この利益を受ける地位は，

事実上の利益にすぎず，権利ではない」（秋元他編[2003：379]）とされる．刑事法学者

の大谷實は，精神保健福祉法における強制医療の正当化根拠を「社会に与える脅威の除
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去」に求める「ポリスパワー（police power＝警察力）」思想ではなく，「後見的」な考え

方に基づく「パレンスパトリエ（parens patriae＝国親）」思想に置いたうえで，「人間の

最も基本的な人権である身体・行動の自由を奪われて入院させられる」という「不利益

に見合った適正な医療保護を受ける利益」を「反射的利益」と位置づけている．大谷は

ここで当該利益を「権利」として認められるべきとしている（大谷[2014：117-118]）．こ

れに対して中山研一は，大谷の当該文献初版本を参照しながら，「精神障害者の犯罪防止

と社会の安全は、保護のための強制入院の反射的な利益として位置づけられる」と解説

している（中山[2005a：116-117]）． 

2)刑法学の立場から医療観察法に関して多くの論考を発表しており，本文でも多数引用して

いる町野朔は，池田小事件の犯人が最初の傷害事件を起こした際に不起訴処分となった

理由について，犯行時に犯人が心神喪失あるいは心神耗弱の状態であったからではなく，

そのときの被害者の傷害の程度が軽微であったためであり，同時に精神障害の疑いがあ

ったために通報により措置入院となったと説明している．「要するに精神障害を理由とし

て刑罰を免れたわけではないのであり，仮に心神喪失者等医療観察法が前の傷害事件の

当時に存在していたとしても，それを彼に適用することは不可能だったのである」（町野

[2004：72]）． 

3)序章注 5 でも触れているが，協会機関誌以外の医療観察法に関する精神医療及び司法分野

における学術誌等の主な特集として，『精神医療』における特集（『精神医療』編集委員

会[2002]，同[2003]，同[2005]，同[2010]），『精神科』における特集（精神科編集委員会

[2003]，同[2007]），『精神保健研究』における特集（国立精神・神経センター精神保健研

究所[2007]），『病院・地域精神医学』における特集（主なものとして病院・地域精神医学

会[2002]における日本障害者協議会，日本精神神経学会，精神保健従事者団体懇談会代表

幹事，精神保健従事者団体懇談会，全法務省労働組合，日本精神病院協会会長仙波恒雄

による声明・見解掲載のほか，同[2005]の特集，同[2008]，同[2009]，同[2010]，同[2011]

のシンポジウム記録），『精神神經學雜誌』（日本精神神経学会）における特集（主なもの

として日本精神神経学会[2006a]，同[2006b]，同[2008a]，同[2008b]，同[2009]のシンポ

ジウム記録，及び同[2011a]の特集），『日本精神科病院協会雑誌』（日本精神科病院協会）

における特集（主なものとして日本精神科病院協会[2002]，同[2003]，同[2005]，同[2006]，

同[2012]の特集，及び同[2009]のシンポジウム記録），医療観察法施行年である 2005（平

成 17）年 5 月に設立されたとある日本司法精神医学会（日本司法精神医学会[2013-]）に

よる『司法精神医学』におけるシンポジウム記録（主なものとして日本司法精神医学会

[2006]，同[2007]，同[2008]，同[2009]，同[2010]，同[2011]，同[2012]，同[2013]，同[2015]），

『臨床精神医学』における特集（『臨床精神医学』編集委員会[2006]，同[2007]，同[2009]，

同[2010]），『老年精神医学雑誌』における特集（日本老年精神医学会[2007]），『精神科看

護』における特集（『精神科看護』編集委員会[2008]），『精神看護』における特集（『精神

看護』編集室[2004]，同[2008]），『法と精神医療』における「法と精神医療学会」シンポ
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ジウム記録（法と精神医療学会[2004]，同[2005]，同[2008a]，同[2008b]，同[2010]，同

[2012]），『法と民主主義』における特集（日本民主法律家協会[2002]），『判例タイムズ』

における特集（判例タイムズ社[2005]），『ジュリスト』における増刊号（町野編[2004]），

『刑法雑誌』における特集（日本刑法学会[2005]），『自由と正義』における特集（日本弁

護士連合会[2007]），『法律のひろば』における特集（『法律のひろば』編集部[2006]），『刑

事弁護』における特集（日本弁護士連合会刑事弁護センター(協力)[2007]，同[2010]），『更

生保護と犯罪予防』における特集（日本更生保護協会[2005]），『犯罪と非行』における特

集（日立みらい財団[2003]，同[2007]，同[2012]），『犯罪心理学研究』における「日本犯

罪心理学会」シンポジウム記録（日本犯罪心理学会[2007]，同[2009]），『こころの科学』

における特集（武井編[2007]），『福祉労働』における特集（福祉労働編集委員会[2001]，

同[2002]），『インパクション』における特集（インパクション編集委員[2004]）等． 

4)本章注 3 に挙げた各特集にも多数含まれるが，代表的論者の論考として例えば刑事法学者

で平野[1988]等の著書もある元東京大学総長の平野龍一論考（平野[2004]），精神医学者

で中谷[2013]，中谷編[2009]等がある筑波大学教授の中谷陽二論考（中谷[2004]）等． 

5) 富田三樹生は道下が道下研究を受託するに至った背景として，第一に，1977（昭和 52）

年に国立精神衛生研究所における「精神障害者の社会復帰研究班」に加わり実態調査に

取り組む過程で，「処遇困難例としての長期保護室隔離の治療ケア体制に取り組む必要が

あると思ったこと」，第二に，1981（昭和 56）年に保安処分新設の機運が勃興した際，

全国自治体病院協議会（全自病）精神病院特別部会の院長医長研修会で「貧弱な精神医

療の現状のままで保安処分を導入することには反対」との意見が大勢を占めるなか，「保

安処分導入に反対するからには，公立精神病院は犯罪精神障害者の精神衛生鑑定や，措

置入院等にも積極的に対応すべきである，それが精神科医としての社会的責務である」

点を強調したこと，そして第三に，1987（昭和 62）年に改正された精神衛生法の改正検

討過程において厚労省精神衛生課長から意見を求められ，前述の全自病内に「精神衛生

法検討委員会」を設けたうえで翌 1986（昭和 63）年 10 月に意見書を提出する過程にお

いて，「触法および処遇困難例対策が討論され」，「この研究が保安処分とは関係ないこと

を確認の上，受けることにした」ことの 3 点を指摘している（富田 [2000：222-223]）． 

6)「処遇困難患者」対策を「急速に進展」（金杉[1992：133]）させた「精神障害者による他

害事件」とは，1990（平成 2）年 10 月 21 日に発生した丹羽兵助代議士刺傷事件（丹羽

氏は翌月 2 日に死去）のことを指す．同 22 日付け朝日新聞朝刊の記事を一部引用する．

「21 日午前 9 時 55 分ごろ，名古屋市守山区守山東山の陸上自衛隊守山駐屯地で開かれ

た第 10師団の記念行事に特別招待者として出席しようとしていた元労相の丹羽兵助代議

士（79）＝自民党，愛知 2 区選出＝が，同駐屯地内で，刃物を持った男に首を刺され」，

意識不明の重体となる．「男は自衛隊員に取り押さえられ，守山署が殺人未遂の現行犯で

逮捕した．男は駐屯地近くの精神病院に入院中の無職の男性（47）で，14 年前には海部

俊樹代議士（現首相）の車，その半年後には当時の春日一幸民社党委員長（故人）の車
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を襲って逮捕されて」いた．「男は昨年 6 月から精神分裂病で駐屯地近くの病院に入院中．

1977 年 9 月から途中 2 度短期的に退院したほかは同病院に入院している．昨年 7 月，本

人が退院を求めたため愛知県知事の命令で『措置入院』とし，入院を継続していた．形

式的には閉鎖病棟にいることになっているが，病院側の説明では開放病棟に入っており，

午前 6 時半から午後 6 時までは自由に外出できたという」．「調べに対し『電波を流すの

でやめさせるためにやった．国会議員ならだれでもよかった．殺すつもりだった．丹羽

代議士は毎年来るので知っていた．刃物は数日前に市内の金物屋で購入した．去年もだ

れかを刺せばよかった』などと供述」．「男は 76 年末の総選挙の際に一宮市内で，愛知 3

区選出の海部代議士の街宣車を襲い捕まったが，起訴猶予になった．さらに 77 年 6 月の

参院選中，名古屋市中川区内の道路で，同 1 区選出で，故・春日民社党委員長を乗せた

同党の街宣車の窓ガラスを鉄パイプで割り逮捕されたが，不起訴になっている．処分は

いずれも，精神障害と認定されたため」．「愛知県警警備部では，男を要注意人物として

警戒していたが，精神病院に入院したため，警戒を緩めていた」（朝日新聞[1990]）． 

7)1985（昭和 60）年の第一次医療法改正により都道府県は、医療計画の中で、病院の病床

及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する医療圏を定めることとさ

れた．いわゆる二次医療圏（法第 30 条の 3 第 2 項第 1 号）の区域は，一体の区域として、

入院医療を提供することが相当である単位とされる．医療計画は医療法の規定に伴い少

なくとも 5 年毎の見直しが行われており，2010（平成 22）年現在，349 となっている（厚

生労働省[2015-]，宮城島[2006]）． 

8)道下研究ではイギリスのセキュア・ユニットの一つであるベスレム・ロイヤル病院，デニ

ス・ヒル・セキュアユニット（The Bethlem Hill Secure Unit）についてのみ，「最も参

考になると思われる」として紹介されている（道下[1990a：192-196]）． 

9)本特集では，道下[1990b]，日精協副会長の式場[1990]，筑波大学社会医学系精神衛生学

研究室の小田[1990]，本稿でも幾度か取り上げている加藤[1990]，第 1 章で触れたオラン

ダの保安処分に関する論考（永野[1983]）のある東京第二弁護士会所属の永野[1990]，精

神神経学会「保安処分に反対する委員会」委員長でもあった（富田[2000：217]）京都大

学精神科の中山[1990]，城野医療刑務所医官の糸井[1990]，油山病院院長の鈴木(高)[1990]，

瀬野川病院院長の津久江[1990]，国立下総療養所精神科医長の小沼[1990]，熊本県立富合

病院の花輪[1990]，大阪府立中宮病院の藤本[1990]，十全会聖明病院の鈴木(康)[1990]，

東京都立松沢病院の堀田他[1990]の論考が所収されている． 

10)本件に関して平野は次のように述べる．「保安処分という言葉の響きがよくないので，道 

下案では処遇困難者対策という語が用いられた．このことをとらえて，『処遇困難者とは，

病院の中で，規則に従わず他人に迷惑をかける者をいい，触法精神障害者は必ずしもそ

うではない．道下案も公衆衛生審議会も対象者をとりちがえている．』という批判があっ

た．だが，これは制度の由来を無視した言葉の表面的な批判である．他方，この案に対

しては暴力的な批判もあった．そのため，この案はつぶれてしまったのである」（平野



124 

 

[2004：6]）． 

11)精神科病院の側が「処遇困難患者」に対する「集中治療病棟」の設置を求めた背景には，

病院が入院患者の他害行為もしくは触法行為の責任主体とされてしまうといった現実的

な課題が存在していたということもある．1986（昭和 61）年 4 月 23 日に発生した北陽

病院事件はその契機とも言える．北陽病院事件とは，岩手県立北陽病院に措置入院にな

っていた患者が看護師と外出中に無断離院し，数日後にその患者が通行人を刺殺する事

件を起こし，責任能力が認められ殺人事件として立件され，懲役 13 年の判決を受けた事

件のことを指す．その後，遺族が病院に対して損害賠償請求を行い，地裁判決では岩手

県川に 1 億 500 万円の支払いが命じられた（朝日新聞[1992]），その後，最高裁判所はそ

れを認め国家賠償法によって病院側が遺族に 1 億 2 千万円を支払うよう命じた事件（町

野[2004：72]）である．いわば患者の治療のみならず監督保護の責任までをも一病院に

担わせることを明確にした判決である．精神神経学会による当該事件の報告書として磯

村他[2000]．当該事件の判例資料として木ノ元[1998]． 

12)1995（平成 7）年の精神保健福祉法改正前後における協会の資格制度に向けての日本社

会福祉士会をはじめとする関連職能団体との交渉経緯について日本精神医学ソーシャ

ル・ワーカー協会[1994]． 

13)研究会メンバーの一人である滝沢文献（滝沢[2003]）では匿名による記述となっている．

滝沢によれば当該勉強会は「昔の保安処分論議の経過を振り返りつつ人選を進め」，「25

年前には反対派だった日本精神神経学会から役員の A 氏（一度出席，以降欠席），そして

これも反対派だった日本弁護士連合会から B 氏，C 氏，この問題を研究・推進課題とし

て取り組んでいた D 氏，日本精神科病院協会から E 氏，F 氏，個人的に G 氏，ほかに講

師として有識者数人に参加してもら」い，本文で記した参加者の一人である保岡代議士

は「法務省刑事局長や厚生労働省社会援護局障害保健福祉部部長らを招き，学習会がス

タートした」とある．その後，保岡代議士の法務大臣就任に伴うメンバーの入れ替え等

もあったが「延べ 5 回の学習会を開いた」．法務大臣となった保岡代議士による厚生労働

大臣への「異例とも思える『厚生労働省は精神医療，福祉の改善の検討を始めるよう』

申し入れを行った」結果，本文で述べた 2001（平成 13）年 1 月から開始される合同検討

会が開始された（滝沢[2003：183-184]）．滝沢の最近の著書として滝沢[2014]． 

14)小泉首相（当時）の法務省，厚生労働省に対する指示の中身が具体的にどのような内容

のものであったのかは定かではないが，2002（平成 14）年 12 月 11 日の第 155 回国会参

議院本会議において江田五月議員の質疑に対して森山眞弓法務大臣（当時）は以下のよ

うに答えている．「精神障害に起因する事件の被害者を可能な限り減らし，また，心神喪

失等の状態で重大な他害行為を行った者が精神障害に起因するこのような不幸な事態を

繰り返さないようにするための対策が必要であり，御指摘の総理の御発言もそのような

趣旨であったものと理解しております（中略）刑法の見直しという小泉総理の指示が誤

りではないかとのお尋ねがございました．御指摘の総理の御発言は，具体的に刑法の見
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直しを指示されたものではなく，一般論として，心神喪失等の状態で重大な他害行為を

行った者が精神障害に起因するこのような不幸な事態を繰り返さないようにするための

対策が必要であるとの御趣旨であったものと理解しております」． 

15) 協会は 2001（平成 13）年 10 月 5 日に開催された第 8 回会合において本チームよりヒ

アリングを受けている（巻末資料⑤にその旨の記載あり）． 

16)観察法案上程後，法案成立に対して「日本精神科病院協会」（日精協）の「対応」につい

て中山の連載がある（中山[2007-2008]）．また同時期に，日精協政治連盟から厚生労働副

大臣木村義雄（当時）をはじめとする自民党議員に対する献金問題に関して上述の中山

連載及び七瀬[2006]． 

17) この修正の理由に関して本法施行時，法務省保護局総務課精神保健観察企画官であった

蛯原正敏は名称変更について，下段の国会委員会議事を参照しながら，「社会復帰のため

の制度であることを明確化するとの趣旨により，改められた」と述べている（蛯原[2004：

47]）．当該議事は第 155 回国会衆議院法務委員会録第 14 号（2002（平成 14）年 12 月 3

日）における佐藤剛男委員の質問に対する修正案提案者の一人である塩崎恭久委員の以

下の答弁である（国立国会図書館国会会議録検索システムより引用）． 

佐藤剛男委員 （前略）それと，精神保健観察官の名称を社会復帰調整官に変更な

さいました．これの理由とその資格を法律に明記したということの理由をはっき

りしていただきたいと思います．（後略） 

塩崎恭久委員 （前略）それぞれの関係機関の連携を確保するためにコーディネー

ター役をするわけでございます． 

そういうときに，ここで携わる者が，これまでの名前でいきますと精神保健観

察官，観察官という言葉が，いかにも監視をしている，こういう旧来型のイメー

ジが強かったものですから，ここはやはり社会復帰調整官と．たかが言葉かもわ

かりませんが，しかしされど言葉でありまして，これについては，事務の内容に

かんがみまして，精神保健福祉士の有資格者を初めとする，この制度による処遇

の実施に当たって必要な精神保健あるいは精神障害者福祉などに専門的な知識を

持っている方々がやはり必要不可欠であろうということで，精神保健福祉士，あ

るいは場合によっては看護師の皆さんでこういう資格というか条件を満たしてい

る方々などは当然入ってくると思うわけでありますけれども，こういった方々に

ついていただいて，そして法文上も明確にそれをあらわすためにこの名前にさせ

ていただいた，こういうことでございます． 

18)同時期の 2003（平成 15）年，日本学術会議「精神障害者との共生社会特別委員会」（委

員長：川端博（明治大学法学部教授（当時）））は，16 回の委員会を経て，医療観察法成

立への期待を込めた報告書『精神障害者との共生社会の構築をめざして』（日本学術会議

精神障害者との共生社会特別委員会報告[2003]）を発表している． 

19)医療観察法案の主要論点に関する国会審議は事実上第 154回国会及び同 155回国会にお
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いて行われている．中山により詳細に検討されているが（中山[2005b]），論点は概ね「再

犯予測の可能／不可能性」及び「修正案の処遇要件の『要件』としての妥当性」に集中

している． 

前者の「再犯予測の可能／不可能性」については，精神保健福祉法における措置入院

要件である「自傷他害のおそれ」との異同を論点として質疑が交わされている．以下に

主要な質疑を引用する． 

  はじめに 2002（平成 14）年 6 月 28 日，第 154 回国会衆議院法務委員会において共産

党の木島日出夫委員による医療観察法における政府原案における処遇要件である「再び

対象行為を行うおそれ」（再犯のおそれ）と精神保健福祉法における措置入院要件である

「自傷他害のおそれ」について同じかそれとも否かという質問に対して，坂口力厚生労

働大臣（当時）は，この時点では，予測のタイムスパンが異なる
．．．．．．．．．．．．．

との答弁を行っている

（以下，下線は筆者）． 

 

木島日出夫委員 （中略）精神保健法二十九条の自傷他害のおそれの判断がこれま

での制度です．しかし，今回の法案の第四十二条，再犯のおそれが今回の審判の

認定の対象であります．どう違うんでしょうか． 

（中略） 

坂口 力国務大臣（厚生労働，筆者注） （中略）この再び対象行為を行うおそれと

いうのは，仮に継続的な医療を行わなければ心神喪失または心神耗弱の状態の原

因となった精神障害のために再び重大な他害行為を行うことが予測されることを

指すものでございます． 

 これに対しまして，措置入院におきます自傷他害のおそれといいますのは，仮

にその者を入院させて医療及び保護を行わなければ現時点の精神障害に起因する

症状により自傷または他害行為を引き起こす可能性があることを指すものでござ

います．予測する行為の範囲は，本法案で言いますところの一定の重大な他害行

為に限られず，また，実務上その予測を比較的近い将来のものとして行われるも

のととっているところでございます． 

（中略） 

木島日出夫委員 （中略）現在の措置入院の二人の医師の判断も，確かに目の前に

ある障害者を診るんですが，この障害者が現在，近い将来，そしてまた先の将来，

本当に他人を害するおそれがないのかということが判断の対象になっているんじ

ゃないんでしょうかね．現行法は余り先のことは判断対象になっていないんです

か． 

（中略） 

坂口 力国務大臣 それは近い将来の，少し先のことも含まれているかもしれません

けれども，措置入院の場合には，現時点におけるおそれの方がやはり重きが置か
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れているというふうに私は理解をいたしております． 

 

しかし本文の通り，医療観察法における長期的な再犯予測は不可能であるとの批判に

対して，与党としてはすでに運用されている措置入院の自傷他害の予測と同様のもので

あるという答弁を引き出すため， 2002（平成 14）年 7 月 5 日，第 154 回国会衆議院法

務委員会・厚生労働委員会連合審査会において与党議員との間で以下の質疑が交わされ

ている．この段階で前段の坂口厚生労働大臣の答弁は事実上撤回される．漆原委員は与

党公明党の衆議院議員であり，後の修正案の共同提案者でもある． 

 

漆原良夫委員 （中略）現行法の措置入院制度においても自傷他害のおそれの判断

がなされているところでございますが，こちらの判断については予測不可能だと

いう批判は全く聞こえてきません． 

この自傷他害のおそれの判断と，再び対象行為を行うおそれの判断とは，私は

基本的に同じものだというふうに考えておるわけでございますが，法務大臣の見

解を尋ねたいと思います． 

森山眞弓国務（法務，筆者注）大臣 精神保健福祉法におきます自傷他害のおそれ

も，この法案におきます再び対象行為を行うおそれも，いずれも，その者の意思

に反してでも精神医療を行うために必要とされる要件であるという点では同じで

ございます． 

  また，（中略）その判断過程や判断方法も同じでございます． 

このように，自傷他害のおそれの判断と，再び対象行為を行うおそれの判断は，

その基本的な部分に違いはございません． 

（中略） 

漆原良夫委員 この自傷他害のおそれの判断は短期的な予測である，これに対して，

再び対象行為を行うおそれの判断は長期的な予測であって，両者の予測期間が異

なるというふうな意見がありますが，そのような違いがあるのかないのか，法務

省に尋ねたいと思います． 

古田佑記政府参考人（法務省刑事局長(当時)） （中略）これは，特に一定の期間を

定めてその間の予測をするというふうなものではございません．そのことは，こ

の法律案におきます再び対象行為を行うおそれにつきましても同じことでござい

まして，特にある特定の期間を定めてその期間の予測をするというものではござ

いません． 

（中略） 

漆原良夫委員 この自傷他害のおそれと，再び対象行為を行うおそれの関係につい

て，厚生労働省においても今の法務省の答弁と同じように考えていいのかどうか． 

（中略） 
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坂口国務大臣 自傷他害のおそれと，再び対象行為を行うおそれというのは，その

判断過程でありますとか判断方法の基本的な部分は異ならないというふうに思っ

ております．いずれも一定の期間を想定して予測を行うものではなくて，法務省

とその点では同様の考え方でございます．（中略） 

   

  しかしながら上段の答弁は修正案提案以降，更なる矛盾を露呈させることになる．上

段の上記第 154 回国会質疑をふまえて，同年 12 月 4 日，第 155 回国会法務委員会・厚

生労働委員会連合審査会において，修正案の処遇要件の修正理由がはからずも措置入院
．．．．

要件
．．

を根底から覆してしまうのではないかという疑義が出される．具体的には，批判を

受けていた政府原案における処遇要件である「再び対象行為を行うおそれ」（再犯のおそ

れ）に内包していた保安的要素を払拭するために，修正案では処遇要件が「再び対象行

為を行うことなく社会に復帰するための医療の必要性」（社会復帰のための医療の必要性）

に修正されたが，そのことにより，上記第
．．．

154
．．．

回国会質疑において政府原案における当
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

初の処遇要件と大
．．．．．．．．

差無いと修正答弁されていた精神保健福祉法における措置入院の自傷
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

他害のおそれも連動して否定されるべきものとなるのではないかという根本的な「矛盾」
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

である．精神保健福祉法における措置入院要件と同様のものであるという政府原案の処

遇要件の正当性担保のためのロジックが，修正案により精神保健福祉法における措置入

院要件自体を否定するものとなってしまったのである．以下，発言者の木島委員の質問

に対して，法務大臣，厚生労働大臣，修正案提案者の漆原委員，そして法務，厚生労働

の各政府委員による答弁が一通りなされてからの質疑を引用する． 

 

木島日出夫委員 （中略）法務省も厚労省も，法務大臣も厚労大臣も，精神保健福

祉法の自傷他害のおそれも政府原案の再犯のおそれも，決してそのおそれの有無

を判定するに際してのタイムスパンの長さで違いがあるのではないんだという統

一見解になりました． 

（中略） 

塩崎恭久委員 政府案においては，本制度による処遇を行うか否かの要請は，何度

も言われておりますけれども，心神喪失等の状態の原因となった精神障害のため

に再び対象行為を行うおそれの有無とされていたわけでありますけれども，これ

については，再犯のおそれの予測の可否として議論がされていて，この点につい

ては，特定の具体的な犯罪行為やそれが行われる時期の予測は不可能と考えられ，

また，漠然とした危険性のようなものを感じられるにすぎないような場合に，再

び対象行為を行うおそれに当たるとすることはできないと考えられる，その限度

で，そのようなおそれの予測はできないという批判も理解できるわけでございま

す． 

  政府案の要件では，この点に関し，不可能な予測を強いたり，漠然とした危険
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性のようなものも含まれかねないというような問題があったことから，今回の修

正案によりまして，このような表現による要件を改めたものであります．（中略） 

木島日出夫委員 そうすると，厚労省も法務省も，自傷他害のおそれの判定と再犯

のおそれの判定とは決してタイムスパンの長さで違いがあるんじゃないんだとい

うことなんです． 

  そして，今，再答弁いただきましたが，修正案の提案者である塩崎提案者は，

そういう比較的長いタイムスパンでなんかは再犯のおそれを判定しにくいんだと

いうことも理由の一つとなって，再犯のおそれという言葉を削り去ったと． 

  そうすると，確認しますが，あなた方の立場ですと，精神保健福祉法の自傷他

害のおそれの判定も，ちょっとそれは根本的には問題だということに行き着かざ

るを得ないんですが，そう聞いてよろしいんですか． 

塩崎恭久委員 精神保健福祉法の措置入院においても自傷他害のおそれが要件とさ

れておりまして，その判断が行われておりますが，それと同様な判断方法によっ

て一定の他害行為の予測を行うことは不可能ではないというふうに考えておりま

す． 

木島日出夫委員 政府原案の再犯のおそれはだめだが，措置入院の方の自傷他害の

おそれはいいんだという論が，全然私は理解できないんです．（中略） 

 

後者の「修正案の処遇要件の『要件』としての妥当性」についての質疑の焦点は，処

遇要件が修正案では「要件」足り得ず，強制医療の先にある「目的」を述べているに過

ぎないという点である．例えば 2002（平成 14）年 11 月 29 日の第 155 回法務委員会厚

生労働委員会連合審査会において，やはり共産党の木島委員と修正案提案者の塩崎委員

との間で，以下のような質疑が交わされている． 

 

木島日出夫委員 （中略）入院処分の要件でありますが，政府案は，「入院をさせて

医療を行わなければ心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のため

に再び対象行為を行うおそれがあると認める場合」，これが要件であります．この

ような場合には，「医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定」ができる，こ

れが行政処分であります．それが，与党三党の提案者（修正案：筆者注）により

ますと，こう変わりました．要件の部分はこういう言葉になっております．「対象

行為を行った際の精神障害を改善し，これに伴って同様の行為を行うことなく，

社会に復帰することを促進するため，入院をさせてこの法律による医療を受けさ

せる必要があると認める場合」，一応これが要件の部分だと思うんです．こういう

場合には，「医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定」ができる，これが行

政処分です． 

（中略） 
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  修正案の文言を吟味いたしますと，「対象行為を行った際の精神障害を改善し，

これに伴って同様の行為を行うことなく，社会に復帰することを促進するため，」

とあります．これが，入院をさせて，この法律による医療を受けさせる必要があ

ると認める場合の目的のような文言になっております． 

  （中略）要するに，精神障害の改善，再犯の防止，そして社会復帰の促進，こ

の三つを目的として，そういう目的をもって入院をさせてこの法律による医療を

受けさせる必要があるかどうか判断するんだ，そういう三つの目的をこの条文で

は法定しているんだと伺っていいでしょうか． 

塩崎恭久委員 （中略） 

  今，三つが目的ではないかということでございますが，確かに，精神障害を改

善するということは，当然この改善がなければ社会復帰ができないわけでござい

ますし，それから，同様の行為を行ってはやはり社会復帰ができないということ

でありまして，もともと，この法案の当初からの最大の目的は，不幸にして重大

なる他害行為をしてしまった精神障害者に社会復帰をしていただこうというプロ

セスをつくっているわけでありまして，そういう意味で，同様の行為を行うこと

なく社会復帰をしてもらうということがむしろ，二つ，今三つとおっしゃいまし

たが，この二つを目的にしているというふうに私どもは感じております． 

木島日出夫委員 （中略）「対象行為を行った際の精神障害を改善し，これに伴って

同様の行為を行うことなく，社会に復帰することを促進するため，」この文言は，

治療を受けさせるための目的であって，治療処分決定をするための要件ではない

んではないか，そういう質問なんです． 

塩崎恭久委員 やはり社会復帰をするためには，その行為を行ったときの精神障害

が取れなければいけないわけであって，今申し上げたことは，医療が本当に必要

なのかどうかということを判断するための要件ということでございます． 

木島日出夫委員 （中略） 

  もう一回確認します．行政処分をする要件というのは，行政処分をするときに

厳然として存在しなければ行政処分できませんね．答弁願います． 

塩崎恭久委員 この審判で判断をするときに，その行為を行ったときの精神障害が

ないとか，そういうことではちょっと判断ができないという意味で，おっしゃっ

ていることはそのとおりだと思います． 

木島日出夫委員 答弁，認められました． 

  当然なんですよ．行政処分するときには，行政処分の要件が厳存しなければ行

政処分ができっこないんです．（中略） 

  そうしますと，この前段，対象行為を行った際の精神障害を改善すること，そ

れに伴って同様の行為を行うことなく，社会に復帰することを促進すること，こ

れらはいずれも，治療処分という行政処分をするときに厳然として存在すること



131 

 

ではなくて，治療処分の結果，将来こういうことを目的として，あるいは治療処

分をした効果として，障害も改善したし，再犯のおそれもなくなったし，社会復

帰も促進することができたという，将来の効果ではないんですか． 

（中略） 

塩崎恭久委員 このプロセスは，医療を施さない限りは精神障害が治らないという

場合に限っているわけでありますから，その条件があるのかどうかということは

当然判断をしなければいけないことであって，その障害を解消するための医療に

強制的に当たってもらうわけでありますから，行政処分を判断するときに，医療

的な判断をした上で治療のプロセスに入ってもらうということを判断するという

ことは，おっしゃっているとおりだと思います． 

木島委員 私も，この目的はようわかるんですよ．そのとおりだと思うんですよ．

精神障害を改善すること，そのために重厚な医療をしっかりやること，そしてそ

れによって同様の行為を行うことがないようにすること，これは再犯，同じよう

な犯罪を犯さないようにすることでしょう，そして社会復帰を促進すること，ま

さにそのとおりなんです．それは，全面的に賛成ですよ． 

  しかし，この法律の書きぶりは，それらの目的は，入院処分という重大な行政

処分をする要件ではなくて，目的に皆さん方は書き込んでいるんじゃないか． 

  そうすると，この条文を行政法の立場からよう読み込みますと，要件は何かと

いったら，後段だけなんですよ．「入院をさせてこの法律による医療を受けさせる

必要がある」とき，それのみが要件じゃないんですか．（中略） 

20) ③はまた，「『なにをやっても，自分達精神障害者は罪を問われない』とは，精神保健福

祉関係者であれば誰でも一度は精神障害者当事者から聞かされたことがある発言である

が…（以下略）」，あるいは「『私が罪を犯したときには，裁判を受けてその罪を償いたい』

という精神障害者も少なくない」等，やや根拠不明確な主観的と思われる記述もある． 

21)なお同理事会から約 1 ヶ月後に開催された第 2 回常任理事会・第 1 回全国理事会（2002

（平成 14）年 5 月 10 日～12 日）において，本法に真っ向から反対をしている⑥へ賛同

することが承認されている．その理由として，「現行の措置入院制度や，これまで犯罪に

相当する行為についてまで医療が抱え込んできた問題性，初めて司法が関与することと

なったことの意義等が述べられる一方で，『再犯』の予測の困難性，地域における精神保

健福祉資源の不足などから法案の内容の不十分さの指摘が多くあり，同声明に賛成する

こととした」とある（日本精神保健福祉士協会[2002c：7]）． 

22)⑦についてはその内容について，「重大な誤り」があったとし，「第 1 回全国理事会の決

定にしたがい，5 月 28 日付で訂正版を作成し，2002 年度定期総会の議案書に同封して，

全会員に送付」した旨の記述がある（日本精神保健福祉士協会[2002c：5]）．訂正内容は，

「指定入院医療機関における対象者の処遇について，対象者，保護者または付添人に対

し，精神保健福祉法 38 条の 4 の規定と同様の処遇改善請求権を付与すべき」という文言
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及び，「指定入院医療機関の実際の配置は地域的に限定され，退院後の生活拠点とは地理

的に大きく隔たることが予想される」ため，「指定入院医療機関からの外泊制度または仮

退院制度を設ける必要がある」という文言を「全文削除」するというものである．前者

については本法 95 条及び 96 条に「処遇改善の請求」に関する条項がすでにある．また，

後者については本法 100 条 1 項及び 2 項に外泊の規定がすでにある．また「仮退院」に

ついては，そもそも本法はすべての処遇決定が医師の判断ではなく「審判」により決定

されるものであり，⑦への記載は不適切であったと思われる． 

23)当該審査会では「各案及び修正案審査」のため，大塚の他に，松下正明（都立松沢病院

院長），南裕子（日本看護協会会長），富田三樹生（精神科医師），長野英子（全国「精神

病」者集団会員）が参考人として出席している（肩書は当時，議事録の通り）．当該審査

会において，松下，南は修正案に賛成の立場，富田，長野は反対の立場を明言している． 

24）第 155 回国会衆議院法務委員会厚生労働委員会連合審査会議録第 2 号（2002（平成 14）

年 12 月 3 日，国立国会図書館国会会議録検索システム）より引用． 

25)筆者は特に④から⑩の見解が出された過程を「迷走」の過程と位置付けたが，別言すれ

ば「正論」と，「妥協」，「静観」あるいは「現実主義的」との拮抗の過程と言うこともで

きると考える．例えば第 3 章でも取り上げた 1980 年代に協会常任理事として保安処分に

対して厳しい対立姿勢を示していた高橋一は，医療観察法成立直後，協会会長就任後の

機関誌巻頭言において，本法に対しては「会員がそれぞれの立場で国会その他の場で意

見を述べてき」ており，「協会としては，法律案そのものには賛成できないが，精神保健

福祉全体の底上げにつながるものならばと見守る立場をとってきた」と述べたうえで，

第 5 章注 3 で述べた 2003（平成 15）年度の精神障害者社会復帰施設整備費及び運営交付

金が申請の 23％しか認められなかったことに危惧を表明している（高橋[2003：103]）．

また，本文で幾度となく取り上げた木太は，見解⑩とほぼ同時期に発行された協会機関

誌におけるトピックス欄において成立したばかりの医療観察法の概要説明を行っている

が，論考の最後で「地域社会全体で対象者を支援していくための条件整備」の必要性と

あわせて「仮に，ごく近い将来に精神障害者の地域医療・保健・福祉施策の抜本的な改

革が果たされず，精神保健福祉士をはじめとする精神保健福祉従事者が新しい制度に関

心をもたないことになれば，結果的にこの法律が歪曲された形で運用され，この国の精

神障害者に新たな不幸をもたらすことは明らか」であると述べており，PSW が本法に関

心を持ち続ける必要性と地域社会における精神保健福祉施策の整備の必要性を述べてい

る（木太[2003：265]）．また，直接的な影響は定かではないが，医療観察法検討過程と

ほぼ同時期，協会は PSW の国家資格化以降，念願であった社団法人化を進めており，2004

（平成 16）年 6 月 1 日付で厚生労働省所管の社団法人設立が許可されている．その際の

定款 3 条（協会の目的）では，本文で PSW の使命として援用してきたいわゆる「札幌宣

言」における「精神障害者の社会的復権と福祉のための専門的・社会的活動を進めるこ

と」が規定されている．社団法人化の過程の詳細について協会事務局長であった坪松
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[2004]． 

  協会機関誌は法施行を目前に控えた 2004（平成 16）年，「当事者が望む暮らしと支援」

を特集しており，3 名の「精神障害当事者」が寄稿している（長野[2004]，香野[2004]，

山本[2004]）．第 3 章注 5 で述べた「全国『精神病』者集団」会員の長野英子は寄稿論考

の最後において「PSW および日本 PSW 協会に一言」として，医療観察法に関して PSW

および協会の「責務」として「成立したからその法体制に参加していこうとするのでは

なくて，その成立施行以前に救援の取組みをし，法施行阻止に向け闘うとともに，仮に
．．

法施行後であろうとその法体制化でいかに精神障害者を防衛していく仕組みを法の外に
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

作り，われわれとともに救援・監視
．．．．．．．．．．．．．．．．

活動をしていくかが問われている
．．．．．．．．．．．．．．．

」（長野[2004：10]，

傍点筆者）と述べている．長野は自身のホームページ（長野[2005-]）等で医療観察法に

対して厳しい批判の姿勢を示しているが，当該論考の上述引用箇所では，そのような長

野でさえも法体制化における現実的な提言
．．．．．．

を行っており，長野の忸怩たる思いとともに，

本法の阻止や廃案の困難性を暗に示すものとなっている． 

26) 医療観察法附則第 4 条の規定に基づいた法務省及び厚生労働省による検討結果はこれ

まで 2010（平成 22）年 11 月及び 2012（平成 24）年 7 月の 2 回報告されている（厚生

労働省[2010]，同[2012]）． 

 

【第 5 章】 

1)1999（平成 11）年の精神保健福祉法一部改正の際に保護者の自傷他害防止監督義務が削

除されたが，これは存置された治療を受けさせる義務（精神保健福祉法 22 条 1 項）によ

って事実上担保されるとの見解が第 145 回通常国会・参議院国民福祉委員会の質疑のな

かで示されており（広田[2004：329-331]），必ずしも保護者の負担軽減をねらったもの

ではないともいえる．精神保健福祉法における保護者制度は第 2 章 2-3 で述べたとおり，

2013（平成 25）年の精神保健福祉法の一部改正により廃止されているが，それに伴い医

療観察法第 1 章（総則）第 5 節（第 23 条の 2 及び 3）に「保護者」が新設された．観察

法における保護者の主な権限として，①審判における意見陳述権および資料提出権，②

付添人選任権，③審判期日への出席権，④入院患者についての退院許可または処遇終了

申立権，⑤通院患者についての処遇終了申立権，⑥処遇裁判所の終局決定に対する抗告

権，⑦再抗告権，⑧鑑定入院命令に対する取消請求権および異議申立権，⑨入院患者の

処遇改善請求権等がある（日本弁護士連合会刑事法制委員会編[2014：51-52]）． 

2)ちなみに 2014（平成 26）年発行の『平成 26 年版犯罪白書』の統計によれば，2013（平

成 25）年「一般刑法犯及」び「道交法違反を除く特別法犯」の検察庁新規受理人員総数

は 355,388 人であり，内，不起訴人員総数は 164,711 人となっている．不起訴理由の内，

「心神喪失」は 579 人（0.4％）である．確定裁判については，2013（平成 25）年の総

数 365,291 人の内，無罪は 122 人となっている．同年の通常第一審（総数 59,311 人）に

おいて「心神喪失」を理由に無罪となった者の総数は 6 名である（法務省法務総合研究
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所[2014]）． 

3) 医療観察法が可決・成立した一方，同年の 2003（平成 15）年，厚生労働省は当該年度

に申請のあった精神障害者社会復帰施設整備計画を全体の 23％しか認めないという結論

を表明した．その後，全国精神障害者社会復帰施設協議会をはじめとする関連団体によ

る運動により翌年度以降に優先的に採択される方向になった．  

4)但し，本特集号において鶴は指定通院医療機関の PSW の立場から医療観察法運用に関す

る疑義を「危うさ」と称したうえで，「私たち精神保健福祉士は国家資格化以前より保安

処分的要素および精神障害者だけを狙い撃ちするかのような法律に反対してきた経緯が

あり，今もそのスタンスに変わりはないと考え」ており，「医療観察法に反対の立場であ

るのと同時に，司法精神保健福祉といったカテゴライズを推し進めているように思え」，

「このスタンスは，一歩間違うと大きな矛盾と受け取られ批判を受けることになる諸刃

の剣であることを肝に命じておかなければならない」と述べている（鶴[2008]）． 

5) 医療観察法の「機能面の改善と充実，及び PSW の関与の強化」にも関連するものとし

て，協会は 2010（平成 22）年 3 月，『心神喪失者等医療観察制度における地域処遇体制

基盤構築に関する調査研究事業報告書』を発行している（日本精神保健福祉士協会[2010]）．

当該報告書は，2009（平成 21）年度に厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部「平成 21

年度障害者保健福祉推進事業（障害者自立支援調査研究プロジェクト）」の一環として実

施されたものとある（日本精神保健福祉士協会[2010：「報告書作成にあたって」より]）．

当該報告書では，「円滑な地域処遇の推進のために（提言）」として，①居住サポート事

業による居住資源の整備強化，②強制を伴う通院処遇における通院交通費の負担への対

応，③生活保護制度の運用に関する対策（入院処遇から通院処遇に移行する際の期間の

延長に対する自治体の柔軟な対応），④継続的かつ医療的緊急対応可能な医療提供体制の

整備に関するモデル圏域の設定，⑤司法領域・精神保健福祉領域のマンパワーの整備，

⑥移行型バトンタッチではなく，ダブル・マネージャー・システム（DMS）のような重

なり合いや協働へ（対象者を中心とした多機関・多職種による包括的な地域支援体制の

構築），⑦医療観察法の処遇のフローに相談支援事業所（市町村）の位置づけを明記する，

という 7 つを挙げている（日本精神保健福祉士協会[2010：66-69]）． 

 

【第 6 章】 

1)精神障害者の「社会復帰」概念について浅野は，1960 年代から 80 年代における「社会復

帰」のための種々の実践をめぐる論争を振り返るなかで，「その後（1960 年代中頃以降：

筆者注），奇妙なことに『社会復帰』とは何かをめぐって，『社会復帰』を正面に据えた

議論というものは，ほとんど行われて来なかったと言っても過言ではない」とし，それ

は換言すれば，社会復帰の定義を検討する間もないまま，実践が先行してきた経緯があ

る旨を述べている（浅野[2000：6-7]）． 

第 3 章 3-3 において詳述した協会存続の危機の際，PSW の使命の源泉とでもいうべき
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いわゆる「札幌宣言」を取りまとめた人物でもあり，浅野文献でも取り上げられている

「やどかりの里」を主導してきた谷中輝雄は，精神障害者の「社会復帰」について「再

び力を取り戻す」ことだけではなく「名誉挽回」あるいは「失地回復」の過程でもある

と述べる（谷中[1993：148]）．谷中はその後，精神障害者を「患者」としてではなく，

ごく普通の「生活者」すなわち「当たり前の人として」見，「当たり前のつき合い」とし

て生活支援の実践を行う「ごく当たり前の生活」という考え方を提示する（谷中[1996]）．

谷中は「当たり前の生活」に，強調を意味する「ごく」をつけ，「ごく当たり前の生活」

としているが，谷中はこの「ごく」について，「その人らしい」あるいは「その人なりの」

といった意味が込められているとする．その中身について谷中は，標準化され平均化さ

れた普通の生活の状態に精神障害者を戻す，あるいは適応させるのではなく，精神障害

者その人のありのままの姿，独自性を大切にしながら，そのままの生活を受け入れて，

認めて，可能にするという考え方であると述べている（谷中[1996：148-149]）．「やどか

りの里」の実践の意義を述べたものとして，谷中と同時期に協会運営に携わった坪上宏

の論考（坪上[1998]），やどかりの里の実践を哲学的観点から支えた早川進による谷中ら

との対談集等がある（谷中他編[1983]，早川他編[1984]）． 

精神障害者の「社会復帰」を取り上げた最近の論考として，1960 年代から 80 年代前

半まで多くの精神科病院において，精神障害者が日中に PSW を中心とする医療従事者が

開拓した事業所で働き社会性や技術を取得する「社会復帰」プログラムの一環として行

われていたいわゆる「院外作業」に焦点をあて，その意義と限界を示したものとして，

PSW 出身の精神保健福祉分野の研究者である平林恵美と相川章子による一連の論考があ

る（平林他[2005]，同[2006]，相川他[2009]）．平林らは社会復帰に関連して，「札幌宣言」

を「PSW の実践の方向性が明示」されたものと位置付けている（平林他[2005：81]）．

また，PSW が主として取り組んだ院外作業は，「院内適応」から「院外（社会）適応」

へという「段階論」としての「社会復帰」から，「ソーシャルワークの視点」すなわち「ソ

ーシャルワークの専門性である『主体論・かかわり・自己決定』」に立脚した「社会復帰」

を目指す活動へと変容していったことを述べている（相川他[2009：259-260]）． 

社会学の立場から精神障害者にとっての「社会復帰」について検討している早野貞二

は，「精神障害」を「関係性」の障害と位置づけ，「復帰」する「社会」の支配的な価値，

また「社会復帰」や「自立」を社会の支配的な価値として個人が内面化せざるを得ない

問題に対する解として，様々な属性との多様な「社会的関係」の構築を広い意味での「社

会復帰」として挙げている（早野[2000]，同[2003]）． 

2)第 3 章注 5 を参照． 

3) ICIDH（International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps，国

際障害分類）は 1980（昭和 55）年，世界保健機関（WHO）において，国際疾病分類（ICD）

の補助分類として，機能障害と社会的不利に関する分類として発表されたもので，日本

語版は 1985（昭和 60）年に「WHO 国際障害分類試案（仮訳）」として発表された．そ
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の後，ICIDH の改訂の検討が行われ，2001（平成 13）年，第 54 回 WHO 総会において，

国際生活機能分類（International Classification of Functioning, Disability and Health

（ICF））が採択された（障害者福祉研究会[2002：まえがき]）．ICIDH は「運命論的」

でありマイナス面が強調されており，また環境要因があまり重視されておらず，そもそ

もの検討段階において障害当事者の参加がなかった等の批判があった．ICF は単線的か

ら相互作用的なモデルとなり，ICIDH には無かった「環境因子」と「個人因子」（但し分

類は作成されず）が加えられた（上田[2005：7-28]）．ICF を PSW 実践に応用させたも

のとして長崎他[2006]． 

4)「生活環境の調査」が「生活環境の調整」や「精神保健観察」と異なる点として，調査期

間中は社会復帰調整官が具体的な調整や援助を行うものではないため（新谷[2007：

74-75]），調査期間中に家族等から相談援助の求めがあったとしても原則的にはそれを行

う役割はこの段階では持たないという点である． 

5)危険性の古典的な概念については，第 1 章で取り上げた安平により保安処分の前提条件と

しての「危険性の存在」について，危険性の意義，危険性認定の主体，危険性認定の根

拠，危険性原因の本質，危険性の程度，危険性の変動性に分けて整理されている（安平

[1936：384-387]）． 

「危険性の意義」とはすなわち何をもって危険であることを指し示すかということで

あるが，安平は「一定有害事象発生の可能性または蓋然性」が，客観的な諸条件によっ

て基礎づけられている状態を指すとしている．「危険性」は「有害事象の実現が予想され

ている人物，または行為の性状」を指す．「危険性認定の主体」については「危険性認定

の根拠」と密接に関連している．危険性認定判断は 3 つの「主義」に分類される．第一

は，「個々具体的事件に応じて，裁判官をして自由にその危険性を認定せしむる主義」で

ある．これは危険性認定の全てを裁判官に委ねようとする主義である．第二は，「裁判官

に危険性の判断を為さしめず，立法者をして危険性ありと認め得る原由を法定せしむる

主義」である．これは第一の主義とは反対に，危険性事実を先に法規上規定しておく主

義であり，裁判官による裁量を許さない形式である．第三は，「立法者をして予め，一般

的に危険微表と認められる一定の事実形式を法定せしめ，この事実の存する場合に於て

更に裁判官をして具体的に危険性を存するや否やを審判せしめんとするもの」である．

第三の主義を安平は「折衷」と呼称している．第三の主義は危険性を断定させる客観的

事実を先に法定化しておき，この条件に合致した後に更に裁判官による審査を行ったう

えで判断を行うものである．安平は危険性判断の「危険性」を顧慮した場合，第三の主

義が妥当であると述べている．重要な点は危険性はあくまで規範的判断（司法判断）に

よるものであるという点である．「危険性原因の本質」とは違法行為への性向の原因をど

のように捉えるかということである．安平は違法行為の原因を「社会的行動への意思欠

如」（「違法なる意思」）と「社会的行動への能力欠如」に大別する．前者については「行

為者人格」と「社会的外部条件」との「競合」が犯罪意思発生の原因となる．後者は仮
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に合法的意思を有していたとしても「之に従って行動する能力を欠く」場合を指し，そ

のような者は「社会的に危険なる者を免れぬ」とする．「危険性の程度」は言葉通りの意

味であるが，安平はこれは具体的な問題であるとしたうえで，「侵害可能性の程度」と「そ

の可能とされる侵害の程度」の両者によって決定されるとする．「危険性の変動性」につ

いて安平は，「消滅」もしくは「益々，『鋭き危険性』を示す」場合の 2 方向の可能性を

考慮すべきとしている．前者については犯罪を惹起させる原因である「犯人の主観的条

件」と「犯人の人格を囲繞する外部条件」の「変更」の企図が重要となる．しかし後者

の場合は 1 章で整理した「狭義の保安処分」すなわち改善処分をのぞいた拘禁を主体と

した処分が適当であるとしている．以上の危険性存在の具体的判断の指標となる「危険

性の法規的徴表」については刑法に於ける責任無能力を，「平素の自己人格と全く異なる

人格状態の下に行動する場合」と「異常なる人格それ自体に基いて行動する場合」とに

分類した上で，後者に対しての従来の（すなわち現行の）刑法による「道義的見地より

刑罰の賦科を免奪していたのは，社会防衛の立場より誤りであった」として，予防拘禁

を包含した保安処分を講じることの必要性を述べている． 

医療観察法に関連して，五十嵐禎人は触法精神障害者の「再犯」の「危険性」につい

て，dangerousness と risk に分けて説明している．前者の dangerousness とは「個人の

性向，資質，経歴などを考慮して判定される危険性であり，あるかないかの二分法によ

って判定される」（五十嵐[2002：59]）「範疇的現象」（五十嵐[2004：98]）であり，他方，

後者の risk とは「あくまでも一定の状況を仮定して，その状況に関連した種々の要因を

考慮して行われる一種の確率（危険性が高い，30％の危険性があるというように判定さ

れる）的な危険性の判定」（五十嵐[2002：59]）を指す．そして「精神科医が日常行って

いる臨床的判断の中には、risk の評価（リスク・アセスメント）が含まれて」おり，「患

者の自傷・他害行為を防止するために行われる治療的介入は、こうした risk を最小限に

するためのリスク・マネージメントにほかならない」（五十嵐[2004：98]）として，

dangerousness への変換の閾値の設定は，「患者の危険性（risk）や治療継続の必要性と

自由の制限を課すことによる不利益，さらには被害者をはじめとした社会一般の感情を

も考慮して裁判官が規範的に行うしかない」（五十嵐[2002：59]）と主張している． 

6)伊東は 2015(平成 27)年 6 月より，PSW 養成を行っている大学等で構成される「日本精神

保健福祉士養成校協会」会長でもある． 

7) 医療観察法では通院医療の決定を受けた者について，精神保健福祉法に規定された入院

を妨げないこととしている（115 条）．すなわち精神保健福祉法における入院の必要性が

判断された場合は，医療観察法上は通院医療のまま，措置入院等の強制入院を含む入院

治療が行われることになる．たとえば措置入院の「自傷他害のおそれ」のうちの「他害」

については，「他人の生命，身体，貞操，名誉，財産等に害を及ぼすこと」と解釈されて

いる（精神保健福祉研究会[2002]）．第 4 章注 19 の国会での質疑の通り，精神保健福祉

法における措置入院要件と医療観察法の処遇要件との差異の判断基準も論点となる．指
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定通院医療対象者の精神保健福祉法における入院事例の紹介と考察について藤村[2009]．

触法心神喪失者の処遇の一元化について川本[2009]．また，医療観察法における医療の必

要性が認められる場合（処遇要件が満たされている場合）は，医療観察法における入通

院の決定を行わなければならないとする最高裁 2007（平成 19）年 7 月 25 日決定につい

て中山[2008]，渡辺[2008]，同[2009]，山本[2009]．当該判決の詳細について安田[2009]． 

 

【終章】 

1) 「ACT」（Assertive community Treatment）については西尾雅明（現東北福祉大学教授，

執筆時，国立精神・神経センター精神保健研究所社会復帰相談部援助技術研究室長，精

神科医師）による文献がある（西尾[2004]）．著者紹介欄に「わが国では初めての『包括

型地域生活支援プログラム』（Assertive community Treatment：ACT）の実践と，効果

評価に関する研究を行っている」とある．西尾は ACT の具体的な特徴として以下 8 点を

挙げている．①「伝統的な精神保健・医療・福祉サービスの下では地域生活を続けるこ

とが困難であった，重い精神障害を抱えた人を対象としている」，②「看護師，ソーシャ

ルワーカー，作業療法士，職業カウンセラー，精神科医など，さまざまな職種の専門家

から構成されるチーム（多職種チーム）によってサービスが提供される」，③「集中的な

サービスが提供できるように，10 人程度のスタッフから成るチームの場合，100 人程度

に利用者数の上限を設定している」，④「担当スタッフがいない時でも質の高いサービス

を提供できるように，チームのスタッフ全員で 1 人の利用者のケアを共有し，支援して

いく」，⑤「必要な保健・医療・福祉サービスのほとんどを，チームが責任を持って直接

提供することで，サービスの統合性をはかっている」，⑥「自宅や職場など，利用者が実

際に暮らしている場所でより効果の上がる相談・支援が行われるように，積極的に訪問

が行われる」，⑦「原則としてサービスの提供に期限を定めず継続的な関わりをしていく」，

⑧「1 日 24 時間・365 日体制で，危機介入にも対応する」（西尾[2004：14-19]）．ACT

に関する学術誌等の主な特集として，『精神障害とリハビリテーション』における特集（日

本精神障害者リハビリテーション学会[2005]），本文で述べている松原論考が所収されて

いる『臨床精神医学』における特集（『臨床精神医学』編集委員会[2008]），『精神神經學

雜誌』（日本精神神経学会）における特集（日本精神神経学会[2011b]）等． 

2)「PSW」,「社会復帰調整官」，及び社会福祉分野の研究者による論考のうち第 4 章注 3

に挙げた特集号を除いて本文で取り上げなかった主なものとして，青木[2009]，稲村

[2012]，狩野[2012]，同[2014]，河本[2004]，重野[2004]，鈴木[2004]，須和他[2005]，

東條[2010]，野田[2013]，松原[2011]，三品[2015]，望月[2007]，森谷他[2008]等がある．

また本稿執筆時，協会による最新の機関誌において特集「司法と精神保健福祉の連携と

支援のあり方」が組まれている（日本精神保健福祉士協会[2015]）． 
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（巻末資料 1） 

 

①「総会決議文」（1974（昭和 49）年 5 月 17 日）（日本精神医学ソーシャル・ワーカー協

会[1974：16]） 

 私達は，現行の精神衛生法を中心とする精神医療が必ずしも「精神障害者」に対する治

療を保証するものとはいえず，かえって，それが患者の人権を侵害する状況を創り出して

いると言わざるを得ません．このことは特に，「精神障害者」の入院制度や地域精神衛生の

諸対策の中で集中的に，たち現われています． 

 私たちは，このような状況を見据えながら「精神障害者」の人権を侵害する事態を阻止

し，同時に，私たちの行動を点検しながら，日常の取りくみをすすめることを前提として，

現在，法制審議会において最終段階を迎えた保安処分を含めた刑法改正に反対いたします． 

 保安処分の新設は「精神障害者」を治療の名の下に，社会防衛，社会治安の目的で，社

会から隔離，収容するものに他なりません．この中で「精神障害者」とは何かの判断基準

もあいまいなままに，このことがすすめられようとしています．さらに拘禁状況の下での

「精神障害者」の治療は困難であり，また将来犯罪を行うおそれのある者として収容する

ものは，予防拘禁に他なりません．しかも，その際の収容は，無期限になされる可能性も

あるわけですから，人権侵害の危険が大きいと考えます． 

 以上の考えから，私達は保安処分を含めた刑法改正に反対し，行動することを決議しま

す． 

昭和 49 年 5 月 17 日 

日本精神医学ソーシャルワーカー協会第 10回総会 

第 10回精神医学ソーシャルワーカー協会全国大会 

 

 

②「抗議文」（1981（昭和 56）年 6 月 27 日）（日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会[1981：

23]） 

 改めて刑法改「正」についての法相発言，及び保安処分制度新設の動きに対し，抗議す

る． 

 刑法改「正」にともなう保安処分制度新設に対し，日本精神医学ソーシャル・ワーカー

協会は，これまで再度にわたって反対の意を表明してきた． 

 しかし，昭和 56 年 6 月 26 日の閣議後における奥野法務大臣の発言は，刑法改「正」草

案に修正を加え，保安処分対象の限定と手続と名称についての若干の手直しをするものと

伝えられている．しかしながら，これらの手直しも精神障害者に対する人権侵害的本質に

は，何ら変わることのないものである． 

 我々は，精神医学ソーシャル・ワーカーとして「精神障害者の社会的復権と福祉」の実

現を目指して日常実践としている立場から，いかなる保安処分制度もこの理念に逆行する
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ものとして，ここにあらためて抗議の意を表するものである． 

 我々は，保安処分制度新設に反対するためにあらゆる具体的行動をおこすことをここに

改めて表明し，新設の動きに抗議する． 

昭和 56 年 6 月 27 日 

日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会第 17 回全国大会 

大会運営委員長 関原 靖 

日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会第 17 回総会 

協会理事長 柏木 昭 

奥野法務大臣 殿 

 

 

③「刑法改悪・治療処分新設法案の国会上程を阻止する決議」（1982（昭和 57）年 6 月 26

日）（日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会[1982b：12]） 

 私達は，1974 年法制審議会が法務大臣に対して「改正刑法草案」を答申して以来刑法の

改悪には，協会として反対してきた．しかし，1981 年 12 月 26 日法務省は，「刑法改正の

基本方針」を発表し，保安処分新設を刑法改悪の中心に据える方向で，強硬に刑法の改悪

と，保安処分の新設法案を国会に上程しようとしているので，日本精神医学ソーシャル・

ワーカー協会は，改めてそれに反対する． 

 昨年法務省が，保安処分を治療処分と名称変更したことは，保安処分という名称の与え

る戦前の予防拘禁制度に対するイメージを変えることだけを目的としたものであり，その

法案そのものは，ひとつも変わっていない．そして，治療処分と禁絶処分を一本化し，対

象を重大犯罪者に限ったことは，マスコミキャンペーンによって広められた「精神障害者」

らしい人による重大犯罪事件を利用して，法案成立を図ろうとするものである．このこと

は，ことさらに「精神障害者」と犯罪を結びつけ，全体から見れば，少数の「精神障害者」

による事件を，「犯罪性精神障害者」の処遇は社会的問題であると決めつけるものであり，

従来から私達が解決しようとしてきた「精神障害者」は，恐しい者・犯罪を犯かす者など

という社会の中の偏見を増長させるものとして，決して許すことの出来ないものである．

同時に，保安処分制度による施設の設置は，現在でも多くの問題を持つ精神病院における

保護病棟よりも，さらに非治療的・収容主義的な施設を法務省管轄として新設するものと

いえるわけで，精神病院の開放化・地域医療の推進を考える私達の立場としては，新設に

強く反対せざるを得ない． 

 保安処分制度の基礎をなしているのは，一度犯罪を犯した「精神障害者」が将来再び犯

罪を犯かすかどうかを「予測」しうるとすることにある．それに基づいて「処分」を加え

るということは，現実の精神医療・福祉の中でも困難を伴う「精神障害者」の「社会的復

権」の保障をおこなうことを，より困難にするといわなければならない．そして「精神障

害者」を特別な人間とせず，彼らと共に生きようとする立場からは，そのような「予測」
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は不可能であり，保安処分制度は，法律として矛盾するものといえる． 

 私達，精神医学ソーシャル・ワーカーは，「精神障害者の『社会的復権』」を保障する立

場から「精神障害者」を治安・社会防衛の対象とする「治療処分」の新設に反対し，併せ

て「精神障害者」を犠牲の標的として，「予防拘禁制度」を実態化しようとする刑法改悪・

治療処分制度新設の国会上程を阻止する運動を，全国の精神医療従事者と共に行なうこと

をここに決議する． 

1982 年 6 月 26 日 

第 18 回日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会総会 

 

 

④「『精神病による犯罪』の実証的研究（野田正彰著）に関する見解」（1982（昭和 57）年

6 月 26 日）（日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会[1982b：13]） 

 日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会は，刑法改悪・保安処分新設に反対する立場か

ら，野田報告に対し，若干の検討を加えることにする． 

１．症例報告の形式をとっているが，野田氏自身が直接関わったものでなく，本人の了承

をとらず，その内容を公的な場に報告することは人権侵害の恐れが大きい． 

２．症例は，全国各地にわたっているが，症例報告としても，社会調査としても，その方

法論が不明確であり，13 症例で日本全国の精神医療実態を「実証」したとはいえない． 

３．野田氏は，この報告を通して，精神医学の技術が完璧であれば「精神障害者」の犯罪

は防止できると述べている．例えば，事例Ⅰの考察の中で「もし私が事件の何時間か

前の段階で診察していれば，症状を引き出し，心因反応として診断し，強制的にでも

入院させ，2 週間ないし１ヶ月の入院ですべて解決していた可能性は大きい．」と述べ

ている．事例 9 においても「問題点の第 1 は精神科医の診断能力の欠如である．」とあ

り，この報告全体を通して野田氏は「精神障害者」を「管理」する立場に立っている

といえる．つまり「クライエントと共に生きる関わりの視点」が欠落しているわけで，

このような姿勢に基づく症例報告は「精神障害者の『社会的復権』」を保証するもので

はない． 

４．野田報告は，13 症例の地域的状況をその文化的側面の分析において説明しようとして

いるところがみられるが，それが地域における精神医療の実態を規定している文化的

背景の分析まで及んでおらず，結果として画一的な精神医療の価値観によって 13 症例

を考察しているといえる．このことは，社会のなかで，地域に根ざした「精神障害者」

との関わりの視点を模索する PSW の立場からみると，野田氏は「精神障害者」を社会

生活を営む者としてみていないとしか考えられない． 

５．症例 9 にもみられるように，野田氏は，この報告全体を通して地域の保健所制度，精

神衛生相談員の業務内容について，批判を加えている．しかもそれらの記述が，地域

に働く PSW をはじめ，精神医療従事者の個人的責任であるかのようにみえるものが多
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い．このことは，現場に働く PSW の立場からは，納得のいかないことである．つまり，

PSW のマンパワー不足の問題，経済的背景の貧困の問題，行政における精神医療施策

軽視の問題，国における精神医療制度の問題，そして地域社会における「精神障害者」

の社会生活に対する無理解の問題等々，社会的な問題に起因することが多く，「精神障

害者」と共に生きる視点を貫いて PSW が日常の業務を行なう困難さを理解する視点が

欠落しているといえる． 

６．以上，野田報告は，保安処分制度新設反対という形式においては，日本精神医学ソー

シャル・ワーカー協会の意見とは一致するにしても，「精神障害者」との関わりの視点

においては異なる．また，精神医療の業務を「精神障害者」の犯罪防止を目的とする

という野田報告とは，本協会は意見を異にする． 

1982 年 6 月 26 日 

第 18 回日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会総会 
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（巻末資料 2） 

 

①「校内児童等殺傷事件に関する見解」（2001（平成 13）年 6 月 18 日）（日本精神保健福

祉士協会[2001a：169]） 

日本精神保健福祉士協会 会長 門屋 充郎 

 このたびの大阪の校内児童殺傷事件で，不幸にして亡くなられた児童のご冥福と，被害

に遭われた方々及びご家族の一日も早い回復を心よりお祈り申し上げたい．今後，すでに

派遣されているメンタルサポートチームを中心として，事件現場に居合わせた児童を含め

た被害者に対するアフターケア体制が万全に敷かれることを強く求めたい． 

 事件はいまだ捜査段階であり，事実関係は明らかではない．しかし，容疑者の精神科治

療歴等が報道され，社会的な反響が大きく広がっていることから，本協会としての事件に

関する当面の見解を表明する． 

 

１．この事件の容疑者が犯罪行為を行うに至った背景を十分に検証したうえで，個別的な

問題と一般化して議論すべき問題を区別して整理する必要がある．特に今回の事件が精

神障害者全般の問題として取り扱われることにより，ようやく進展し始めた開放的医療

やコミュニティケアならびにノーマライゼーションの方向性を後退させることがあって

はならない． 

 

２．立ち遅れた精神障害者への地域生活支援活動や精神科救急医療体制の充実を図り，誰

もが自分の暮らす身近な地域で，必要な諸サービスを受けられる体制を早急に整備する

必要がある．精神障害者の病状悪化のほとんどが生活上の諸問題に密接に関連している

にもかかわらず，問題解決のための相談・支援ネットワークが構築されないまま，当事

者や家族が地域で孤立している状況が，犯罪行為に至る背景の一つであることを認識す

べきである． 

 

３．精神障害者の犯罪行為に対する精神科医療および司法制度のあり方については，慎重

な検討が望まれる． 

 

４．被害者やその家族，事件を目撃した子どもたちへのテレビ・新聞等の取材自体が事件

の当事者の心的外傷となり，PTSD を悪化させかねない．これら事件の当事者，特に子ど

もたちへの取材においては，心のケアを再優先とする注意深さを期待する． 

 

５．今回の報道では，現時点で事件と精神障害との因果関係が全く明らかにされていない

にもかかわらず，容疑者の精神科治療歴や過去の診断名が報道され，あたかも精神障害

が事件の原因であるかのような印象を与えており，精神障害者に対する差別・偏見の助
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長につながっている．多くの精神障害者が同一視されることへの不安と困惑を覚えてい

ることからも，冷静かつ慎重な報道を強く要望する． 

以上 

 

 

②「重大な犯罪行為をした精神障害者の処遇等に関する見解」（2001（平成 13）年 9 月 17

日）（日本精神保健福祉士協会[2001b：259]） 

日本精神保健福祉士協会 

 日本精神保健福祉士協会は，去る６月 18 日に「校内児童殺傷事件に関する見解」を表明

した．その後，重大な犯罪行為をした精神障害者の処遇等に関する議論がにわかに活発と

なり，報道によると，政府・与党ともに新法制定を視野に入れた新たな処遇システムの検

討が進められているところである． 

 本協会としては，具体的な法案が示されていない現時点で処遇システムそのものを論じ

ることはできないが，従来から措置入院者への援助・支援という形で重大な犯罪行為をし

た精神障害者と向き合ってきた精神保健福祉士の立場から，現状の処遇等における問題や

課題について整理し，以下のとおり見解を述べる． 

 なお，新たな処遇システムに関する法案が提示された時点においては，改めてそのこと

について見解を表明することとしたい． 

 

１．現行の処遇における課題 

（１）精神科医療が，従前からの社会防衛的側面を払拭しないまま，数次にわたる精神保

健福祉法改正を経た今日においても，医療が本来担う役割や機能を超えて，｢保護｣の名

のもとに司法や社会が対応すべき問題までもかかえ込んでいる状況は何ら変わっていな

い． 

（２）このことは，単に重大な犯罪行為をした精神障害者の問題に限らず，社会的入院の

解消が遅々として進まず，社会復帰が果たせずにいることにも表れている． 

（３）地域によって措置入院が長期化していたり，人口１万人に対する措置入院者の割合

に相当の格差が生じるなど，現行の措置入院制度の運用上の明らかな差異がある． 

 

２．重大な犯罪行為をした精神障害者への関わりを通して 

重大な犯罪行為をした精神障害者とのかかわりにおいては，適切な医療を受け病状が回

復したのち，特別な処遇がなくとも通常の地域生活支援体制のもとで社会復帰・社会参加

を果たしている事例を少なからず経験している． 

 一方では，かかわりの中で相当な困難を感じる事例もあるが，その背景には以下のよう

な問題点を指摘することができる． 

①精神障害者の生活権を保障していくシステムが社会の中に整備されていない． 
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②医療の対象と考えにくい人までも，医療機関で対応している． 

③本来チーム医療で対応すべきことが，十分なマンパワーが確保できないためその実践

が困難な状況にある． 

④貧困な医療状況にあって，一部の重大な犯罪行為をした精神障害者に対して過度に拘

禁性が高い処遇を行なわざるをえない．  

 

３．司法における課題 

検察の起訴便宜主義や本来司法が果たすべき役割を医療が肩代わりしてきたことが，結

果として精神障害者の偏見・差別を助長しラベリングを強化する結果になっている．また，

安易に責任無能力とされることが精神障害者の尊厳を著しく冒し，逆差別となっている． 

 民法が改正され，ノーマライゼーションの観点から精神障害者の保護と自己決定の理念

の調和を図り，新たな成年後見制度が定められた．刑法における責任無能力をめぐる規定

についても見直される必要がある． 

 

４．精神科医療における社会的入院者の解消と全体的な底上げを 

精神科医療における 20 世紀の負の遺産としての社会的入院者の解消は，重要な課題とさ

れながらもその進捗状況は非常に遅れている．21 世紀を迎えた今こそ，地域社会が受け入

れるべき精神障害者の退院を促進し，マンパワーの格段の充実を図ることで，精神科救急

医療体制を一般科並みに整備し，誰もが 24 時間安心して受診できる医療システムを構築す

ることが急務の課題であり，精神科医療が本来担うべき機能・役割を明確にしていく方策

が必要である． 

 

５．精神障害者の地域生活支援体制のより一層の整備を 

2002（平成 14）年度からの在宅福祉サービスの市町村への位置づけ，2003（平成 15）

年度からの障害者ケアマネジメントの導入が予定されている中で，社会的入院者の受け入

れを視野に入れた地域生活支援体制が計画・整備され，権利擁護制度の充実のもと，個々

の精神障害者のニーズに即したさまざまなサービスが継続して提供されるシステムを医療

の充実とともに実現していくことが，国，行政機関，精神保健福祉に携わるすべての専門

職，そして市民の責務である． 

以上 

 

 

③「重大な犯罪行為をした精神障害者の処遇等に関する見解・補足説明」（2001（平成 13）

年 9 月 17 日）（日本精神保健福祉士協会[2001b：249]） 

日本精神保健福祉士協会 

１．措置入院制度の運用上の問題について 
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 現在，精神障害者の医療的な処遇は精神保健福祉法の規定に基づいて行われている．犯

罪行為をした精神障害者の処遇については特別な規定があるわけではない．警察官通報，

検察官通報に基づく措置入院制度の規定によって都道府県ならびに指定都市が運用を行な

っているところであるが，この運用のあり方が地域によってまちまちであることを問題と

したい． 

 措置入院の対象となる精神障害者は，2 名の精神保健指定医の診察により，その病状によ

って自傷他害のおそれがあると診断された場合である．精神障害の発現率や罹病率に地域

差はないとされていることから，厳密に医療的な判断がなされた場合は，地域によって措

置入院者の数に有意な差が生じることはないと考える．しかしながら 1999（平成 11）年 6

月現在の統計によると，人口 1 万人に対する措置入院者の割合は全国平均で 0.27 人である

が，指定都市を除いた都道府県別では最低 0.09 人から最高 0.94 人まで，地域による格差が

10 倍以上と非常に大きいのが実状である．このことは，さまざまな要因が重なった結果で

あろうが，最も大きな要因として考えられるのは，都道府県による制度の運用上の差異に

あることは想像に難くない． 

措置入院が行政による強制入院制度であり，その運用は全国的に統一されて然るべきも

のであることから，全国の状況調査をしたうえで適切な運用を図られたい． 

 

２．精神科医療と司法の連携の問題 

 日本における精神障害者の処遇問題の一つとして，精神科医療と司法の連携がほとんど

とられていないことがあげられている．しかしながら，現行の制度上でも，運用の仕方に

よっては司法と精神医療が連携をとることが全くできないわけではない．鑑定留置中の治

療の保障，医療刑務所の充実と出所後の医療機関への診療情報提供，監獄法ならびに刑事

訴訟法の弾力的な運用による受刑者の医療機関への送致など，現行法体系においても，そ

の運用によって今まで不十分であった司法と精神医療の連携を図ることはある程度可能と

思われる． 

 

３．精神障害者は責任無能力者か 

 すでに，多くの精神保健福祉関係団体が指摘しているのは，精神障害者に対する司法手

続き上の問題である．わが国の刑法では，心神喪失はこれを罰せずという厳然たる規定が

あるが，犯罪行為をした精神障害者の大多数が検察の段階で，心神喪失あるいは心神耗弱

すなわち責任無能力・限定責任能力を理由に不起訴または起訴猶予とされている．その後

検察官通報を経て，これらの精神障害者の処遇は精神科医療に委ねられることとなる．し

かしながら，措置入院者として私達が出会う精神障害者の中には，果たして責任をもてな

い人なのであろうかと疑問を抱かせる人が少なからず存在するのである． 

 わが国においても，遅まきながら精神障害者のノーマライゼーションの推進や地域精神

医療・コミュニティケアの胎動が始まっており，2002（平成 14）年度からようやく精神障
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害者の在宅福祉サービスの実施主体が市町村に位置づけられ，2003（平成 15）年度にはケ

アマネジメントの本格的な導入も予定されている．すでに諸外国では脱施設化が進み，精

神障害者も市民としての権利を享受するとともに，応分の責任を担うという考え方が主流

となっている．精神障害者には，生活者としてさまざまな危険を冒す権利（失敗する権利）

が専門的な支持システムのもとに保障され，その権利保障の代償として精神障害者本人と

彼らを援助・支援する側が共に責任を負うという概念が浸透しているのである． 

 このように，たとえ障害があっても市民としての権利と責任を保障していこうという時

代の流れにあって，検察段階において，犯罪行為をした精神障害者の責任だけが自動的に

（と思えるほど）免責されることに果たして合理的な根拠を見出せるのであろうか．起訴

され裁判を受けた精神障害者については，その責任能力の有無・程度は，犯行当時の病状，

犯行前の生活状態，犯行の動機・態様等を総合して判断されており，現に心神喪失として

無罪とされる例が毎年数件に限られていることからも，検察における責任能力の判断手続

きが適性に行われる方策が必要と考える．またその際は，必要に応じて医療も保障される

手立てが検討されるべきであろう． 

 「なにをやっても，自分たち精神障害者は罪を問われない」とは，精神保健福祉関係者

であれば誰でも一度は精神障害当事者から聞かされたことがある発言であるが，これは自

己を著しく卑下するものであり，私たちは人間として扱われていないのだという諦めや悲

しみが内在しているのではなかろうか．このことは明らかな逆差別を生むこととなってい

る．一方で，「私が罪を犯したときには，裁判を受けてその罪を償いたい」という精神障害

者も少なくない．裁判を受ける権利や罰を受ける権利を一国民として保障していく仕組み

が必要である． 

 

４．社会復帰の困難性について 

 社会的入院をしている精神障害者の社会復帰が，私たち精神保健福祉士をはじめとする

関係者と本人の相当な努力と，地域社会の理解のうえにようやく実現するという現状から

考えると，重大な犯罪行為をした精神障害者の社会復帰は相当の困難が予想される． 

 過去に重大な犯罪行為があったとしても，地域での受入れに当たっては，特別な施設を

つくることは考えにくく，一般の精神障害者が利用できる生活支援サービスを活用するこ

とが当然に考えられる．しかしながら，現状の貧困な社会資源でどれだけの人を受入れる

余地が残っているのであろうか．仮に，何らかの医療の継続システムが導入されたとして

も，十分な生活支援体制が整備されないのであれば，結果的に将来の犯罪の発生を予防す

ることは難しいといわざるをえない． 

 昨年 12 月の法務省と厚生省（当時）の合同検討会の立ち上げに際して，この検討会にお

ける協議・検討事項とされたのは，「重大な犯罪行為をした精神障害者の処遇決定及び処遇

システムのあり方」のほか，「精神障害者に起因する犯罪の発生を予防するための方策」で

あった．前者については現在検討が進められているところであるが，後者についてはいま
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だ検討されておらず，その検討スケジュールも示されていない． 

 立ち上げに当たっての主意書付属資料には，後者について検討すべき方策として以下の 6

点があげられている．①信頼され，親しまれ，受診しやすい精神医療の構築，②精神保健

についての知識の普及，③早期対応が必要な事例について，保健所や病院，警察，児童相

談所，学校等が，通常の行政の枠組みを越えてかかわることができる新たな仕組みの構築，

④通院や服薬を中断しないための仕組みや支援体制の構築，⑤退院後や通院中の患者を孤

独にしないための地域精神保健福祉サービスの構築，⑥地域における危機介入体制の構築． 

 これらの方策が，新たな処遇システムと同時並行的に検討され，精神保健・医療・福祉

全体を網羅するよりよいシステムが構築されることが，まさに喫緊の課題といえよう． 

 

 

④「精神障害者の医療及び福祉の充実強化と触法心神喪失者等の処遇の改革に関する要望

書」（2001（平成 13）年 12 月 13 日）（日本精神保健福祉士協会[2001c：346]） 

日本精神保健福祉士協会 

１．精神障害者の医療及び福祉の充実強化について 

（１）精神科医療整備計画を策定してください 

 報告書にうたわれた精神障害者の保健・医療・福祉の充実強化は，精神科医療機関の偏

在や人員配置基準などの抜本的改革なしに実現できません．このため，この先 10 ヵ年程度

の精神科医療整備計画を策定し，具体的な数値目標を盛り込んだうえで，二次医療圏での

適正な精神科病床配置，総合病院への精神科病床の付置，適正な病床配置に基づくマンパ

ワーの他科並みの配置，救急診療体制の整備などを図ってください． 

（２）精神障害者地域福祉計画を策定してください 

 精神障害者は私達の社会の大切な構成員であるとの認識に立って，精神障害者が地域の

中で充実した意義ある生活を獲得するためには，福祉サービスの飛躍的な充実が欠かせま

せん．このため，精神障害者地域福祉計画を策定し，上記の精神科医療整備計画と合わせ

た精神障害者保健医療福祉総合計画としてください． 

 また，これらの計画の実現のために，特別財源として公費の投入を含む予算措置を行っ

てください． 

 

２．触法心神喪失者等の処遇の改革について 

（１）新たな法律策定にあたっては，精神保健福祉士は対象者の生活支援の観点から援助

を行うことを規定してください 

 報告書によれば，触法心神喪失者等の処遇に関する判定にあたって，精神保健福祉士の

関与が予定されています．入院・退院・通院等の医療上の措置の決定に際しては，単に病

状についての医学的判定だけでなく，本人の生活状況や社会的環境について適切に判断す

ることが，医療の目標である社会復帰のために不可欠です． 
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 精神保健福祉士は社会福祉学を学問的基盤としており，その実践領域は保健・医療・福

祉となっています．今回，司法にまたがる領域に参加するにあたっても，本来の専門性に

基づく援助を行うことに変わりはありません．このため，精神保健福祉士は対象者の生活

支援の観点から援助を行うことを法律に明確に規定してください． 

（２）新法施行は制定後３年以内として，この間に十分な時間をとって処遇に関するガイ

ドライン等を策定してください 

 報告書では，地方裁判所に設置される処遇決定のための判定機関における判定のあり方

や判定の基準は示されておりません．また，専門治療施設での処遇内容や退院後の保護観

察下の通院措置の具体的なあり方も不透明です． 

 仮に，新法が来年の春に制定されたとしても，実際の施行時期は法制定後 3 年以内とし

て，この間に，国に「触法心神喪失者等の処遇システム検討委員会」（仮称）を設置し，さ

らにこの委員会の下に「触法心神喪失者等の処遇判定ガイドライン策定小委員会」，「専門

治療施設整備検討小委員会」，「通院措置システム検討小委員会」（いずれも仮称）を位置づ

け，それぞれ綿密な実態調査と専門家や精神障害当事者による十分な議論を踏まえたうえ

で，処遇システムの構築を図るべきと考えます． 

 また，法施行後も 3 年に一度の法の見直し作業を行なうことを，法律の附則に規定して

ください． 

（３）保護観察所に精神保健福祉士を配置してください 

 通院措置制度が，単なる再犯防止ではなく社会復帰と社会参加を実現するためのもので

あれば，保護観察所と保健・医療・福祉関係機関との適切な連携が欠かせません．そのた

めに，生活支援の視点から関係諸機関と連携して対象者の支援ネットワークの形成をコー

ディネートする専門職として，保護観察所に精神保健福祉士を配置する必要があると考え

ます． 

（４）不服申立てのシステムを確立してください 

 判定機関の決定に対する不服申立て手続きについては，上級審査機関を規定するととも

に，判定後の処遇に関する不服申立てのシステムも明確に規定してください． 

（５）専門治療施設に十分な数の精神保健福祉士を配置してください． 

以上 

 

 

⑤「『精神障害者の医療及び福祉の充実強化と触法心神喪失者等の処遇の改革に関する要望

書』を提出するに至った経緯等の報告」（2002（平成 14）年 1 月(日にち不明)，会員宛郵

送物） 

日本精神保健福祉士協会常任理事会（文責・木太直人） 

 会員の皆様におかれましては，日常の実践を通して精神保健福祉の向上にご努力されて

いることと存じます．また，常日頃より本協会の活動にご支援ご協力下さり感謝申し上げ
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ます． 

 さて，機関誌及びニュースレターにて既にご承知のことと存じますが，この度，表記の

要望書を関係者に提出致しました．事態の展開が急であることから，即応の必要に迫られ

たものです．事後にはなりますが，常任理事会として，会員の皆様にこの間の経緯及び要

望の趣旨について，以下の通り報告いたします． 

 

 今回の要望書提出に至った経緯について 

 重大な犯罪行為をした精神障害者の処遇のあり方については，1999 年の精神保健福祉法

改正時の附帯決議(｢重大な犯罪を犯した精神障害者の処遇の在り方については，幅広い観点

から検討を早急に進めること．｣）に基づいて，2001 年 2 月から法務省と厚生省（当時）

の合同検討会が開始されていました． 

 ところが，昨年 6 月の大阪池田小学校児童殺傷事件を契機とし国民の大きな関心事とな

り，緊急な政治課題として急浮上することになったものです． 

この問題に対して，本協会としては，企画部プロジェクトとして 2000 年 12 月から検討

を開始し，2001 年 5 月には会員へのアンケート調査を実施するなどの取り組みを行ってき

ました．池田小学校の痛ましい事件に対しては，2001 年 6 月 18 日付で｢校内児童殺傷事件

に関する見解」機関誌・精神保健福祉・通巻 46 号，169 ページに掲載）を表明し，9 月 20

日には｢重大な犯罪行為をした精神障害者の処遇等に関する見解 1（同誌・通巻 47 号，259

ページに掲載）並びに同見解の補足説明（同誌・同巻，249 ページに掲載）を公表し，現状

の重大な犯罪行為をした精神障害者の処遇等における問題や課題を指摘しました． 

これに前後して，自由民主党（以下，自民党）が「心神喪失者等の触法及び精神医療に

関するプロジェクトチーム」（以下，自民党 PT）において，公明党が｢触法精神障害者の判

定･処遇に関するプロジェクトチーム」（以下，公明党 PT）において，与党が｢心神喪失者

等の触法及び精神医療に関するプロジェクトチーム」（以下，与党 PT）において，さらに

民主党では｢司法と精神医療の連携に関するプロジェクトチーム」（以下，民主党 PT）にお

いて，それぞれ新法制定を視野に入れた検討が行われてきました．因みに，自民党・与党

ともに「触法心神喪失者」という表現を使用していますが，これは，児童殺傷事件を契機

として重大な犯罪行為をした精神障害者の問題が精神障害者全般の問題ではないというこ

とを意図したものと推察され，一定の評価を与えられるものと言えます（とはいえ，「触法」

という表現自体が，ジャーナリストの日垣隆氏が指摘するように，「触法精神障害者｣か「触

法少年」にしか使われないものであり，特別な意味合いを含んでいるのですが)． 

各 PT が関係団体や司法精神医療や刑法の専門家や当事者・家族へのヒアリングを行って

きましたが，10 月 5 日には本協会も自民党 PT に呼ばれ，その時点での協会の見解を改め

て直接伝える機会を得ました． 

そして，11 月に入り，1 日に公明党 PT が 「新たな精神障害者の触法行為に対する処遇

システムについて」を公表し，9 日に自民党 PT による「心神喪失者等の触法及び精神医療
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の施策の改革について」を，引き続き 12 日には与党政策責任者会議として PT 報告書をそ

れぞれ公表したことは報道等を通じてご存知のことと思います．また，11 月 22 日には民主

党 PT の中間報告も出されています（資料として，自民党 PT 報告書，与党 PT 報告書，民

主党 PT 中間報告を添付します(※本稿では省略：筆者注)）． 

与党 PT（自民党 PT も同じ)報告書では，単に「触法心神喪失者等の処遇の改革｣だけで

なく「精神障害者の医療及び福祉の充実強化」が述べられており，当協会はじめ関係団体

の意見書の内容が反映されています．なお，「触法心神喪失者等の処遇の改革｣については，

当初は重大な犯罪行為をしたすべての心神喪失者についてその責任能力を判定するための

判定機関を設置することが検討されていたのに対し，報告書では不起訴処分となった心神

喪失者及び裁判所において心神喪失のため無罪となった者等を対象とし，判定機関におい

ては精神科治療を受けさせるために専門治療施設への入院又は観察下での通院という処遇

の決定をすることとなっています． 

その後の報道等によれば，与党 PT の報告を受けて，今春の通常国会提案に向けて政府に

よる法案作成作業が進められているところです．12 月末の報道では，新たな処遇決定手続

きにあたって，与党 PT 報告書では精神保健福祉士も裁判官や精神科医と共に処遇判定の構

成員として規定されていたものが，政府案では必要に応じて精神保健福祉士に意見を求め

ることができるという規定に変わるようです． 

与党 PT の報告書が発表されたことを受けて，本協会は，12 月 13 日に「精神障害者の医

療及び福祉の充実強化と触法心神喪失者等の処遇の改革に関する要望書」を提出し，新し

い処遇内容そのものにも一定程度踏み込んだ要望を行ないました(要望書提出先：厚生労働

省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長，法務省刑事局刑事法制課長，自民党 PT

座長･熊代昭彦議員，与党 PT 座長･佐藤剛男議員，民主党 PT 座長朝日俊弘議員)． 

本協会としては，早い時期から新しい処遇システムへの精神保健福祉士の位置づけに関

する報道がなされ，報告書自体が不明瞭な点が多いながらも，現に具体性をもって規定さ

れようとしていることもあり，俄かに当事者性を帯びてきたこの問題に重大な関心を寄せ

るとともに，協会としての立場を明らかにしておく必要があると判断し，12 月 7 日から 9

日にかけて行われた常任理事会並びに全国理事会の討議を踏まえたうえで，今回の要望書

提出に至りました． 

 

要望書提出の意図 

 要望書をご覧になった会員の中には，与党 PT 報告書で示された触法心神喪失者等の処遇

規定（司法制度の枠組みでの規定）に関して協会の意見を何も言っていないではないかと

感じている方もいるかと思います． 

 このことは，理事会においても重要な論点の一つとして討議されました．しかしながら，

この与党 PT 報告書を骨子として，政府がすでに具体的な法案作成作業に取り組んでいる現

段階では，同報告書における規定そのものの問題点を指摘することよりも，新しい処遇に
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精神保健福祉士が位置づけられることがほぼ確実となっている現実を見据えて，より良い

法律が作られるための建設的な要望・提案を行うことを重視しました． 

 

 要望書の内容に関する補足説明 

要望書の表題については，与党 PT 報告書では，最初に｢触法心神喪失者等の処遇の改革

について」の提言があり，その次に「精神樟害者の医療及び福祉の充実強化について」の

提言という構成になっています．しかしながら，本協会としては，根本的な問題が現状の

精神保健福祉施策の貧困にあるとの認識に立って，要望内容の優先順位を逆転させた表題

としました． 

以下，要望書をご参照のうえお読みください． 

 

１．精神障害者の医療および福祉の充実強化ついて 

（１）精神科医療整備計画の策定について 

 自民党 PT 報告書では，最初に｢基本的認識」を資料も付けて説明したうえで，ダイヤモ

ンドプラン（仮称）として精神障害者医療保健福祉対策 5 ヵ年計画の策定を提言していま

すが，与党 PT 報告書では，残念ながら骨子の提言のみで，ダイヤモンドプランと言う呼称

も計画年数も消えた形となっています． 

精神障害者の保健・医療・福祉の充実強化を謳うのであれば，まず従来から指摘が多い

精神科医療機関の偏在や人員配置基準の抜本的改革が必要となりますも当面考えられる改

革策は，要望書の通りです． 

また，精神科医療整備計画を 10 ヵ年としたのは，国の障害者プランが，総理府（当時）

の障害者対策推進本部が策定した「障害者対策に関する新長期計画」（10 ヵ年計画）の重点

施策を具体的に実施していくために策定されたもので，来年度が計画の最終年度でもある

ことから，次期新障害者プランが策定される場合は 10 ヵ年計画になることを見越し，これ

と連動した形となることを求めたものです．さらに，精神科医療の改革は，5 ヵ年程度で達

成することは現状では困難と考えたことも 10 ヵ年とした理由です． 

（２）精神障害者地域福祉計画の策定について 

 精神科医療整備計画の策定は，いわば日本型脱施設化を図ることであり，その実現には

地域における福祉サービスの飛躍的な充実策が同時並行的に実施されなければならないこ

とは論をまちません． 

 また，新障害者プランが策定されるとしても，精神障害者福祉施策が他障害領域の施策

から圧倒的に遅れを取っている現実を直視すれば 精神障害者の総合的かつ特別な計画が

必要であり，公費による特別財源の確保も欠かせないと考えました． 

 特別に公費を投入するためには，国民のコンセンサスが得られる必要がありますが，そ

のための努力は国のみに限らず，精神保健福祉士をはじめとして精神障害者に直接的なか

かわりを持つ専門職の責務であるとも考えております． 
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２．触法心神喪失者の処遇の改革について 

（１）新法における精神保健福祉士の規定について 

 与党 PT 報告書によれば，触法心神喪失者等の処遇は，司法制度の枠組みで医療上の措置

が決定される形となっており，そこに精神保健福祉士が規定されることは，対象者とのか

かわりにおける私達の従来の専門性が損なわれることを危倶させることとなります． 

このため，仮に司法にまたがる領域に精神保健福祉士が参加するにあたっても，本来の

専門性が担保されるための働きかけが必要と考えました． 

（２）新法の施行時期と，処遇に関するガイドラインの策定について 

先に触れたとおり，与党 PT 報告書は新たな処遇に関して細部に渡って提言しているわけ

ではなく，極めて不透明な部分を多く含んだ内容となっています． 

今春の法案提出は具体的な政治日程として上げられており，新法の制定は避けられない

と思います．このため，新法を少しでも良い制度としてスタートさせるためには，政･省令

や施行規則などの細部規定を十分な時間を取って慎重に決定していく作業が欠かせないと

判断しました． 

 以上のことから，施行時期を余裕を持って設定し，要望書にあるような処遇システム検

討委員会等の設置による十分な議論が必要と考え要望しました．また，法施行後も出来る

限り短期間での制度のモニタリングと見直し作業を規定することも重要です． 

（３）保護観察所への精神保健福祉士の配置について 

 通院措置制度への保護観察所の関与が提言されていますが，保護観察制度は再犯防止の

観点から，主に仮釈放となった受刑者を対象にかかわりをもつものであり，精神障害者へ

の関与は少ないのが現状です．地域における精神保健福祉ネットワークと保護観察所が連

携を図るのであれば，そこに携わるコーディネーターが必要であり，その役割を取れるの

は精神保健福祉士が最も適切であると考えました． 

（４）不服申立てシステムの確立について 

与党 PT 報告書の提言では，判定機関の決定に対する不服申立て手続きを定めるとしてい

ますが，これには上級審査機関を規定する必要があります． 

また，判定が出された後の専門治療施設における処遇等に関しても不服申立ての規定を

盛り込む必要があると考えました． 

（５）専門治療施設への十分な数の精神保健福祉士配置について 

 専門治療施設を整備し，なおかつ真に対象者の社会復帰を目標とするのであれば，諸外

国の同様の施設に倣い，少なくとも定床の 2 倍以上のマンパワーの配置が必要です．この

ため，本協会としては十分な数の精神保健福祉士の配置を要望しました． 

 

 以上，要望書の提出経緯並びに要望項目の内容について報告いたしますが，会員の皆様

には要望書提出の趣旨をご理解いただくとともに，この問題に多大な関心を持って今後の



172 

 

動向を注視していただくことを切望します． 

また，要望書に関するご意見ご要望があれば，是非本協会事務局までお寄せいただけま

すようお願い致します． 

 

 

⑥「『心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律（案）』

について」（2002（平成 14）年 4 月 12 日）（病院・地域精神医学会[2002：75-76]） 

精神保健従事者団体懇談会 

代表幹事 

森山公夫：日本精神神経学会 

高橋 一：日本精神保健福祉士協会 

樋口精一：日本病院・地域精神医学会 

 わたしたち，精神保健従事者団体懇談会（精従懇）は，1986 年 9 月に精神医療に関わる

12 団体で発足し，現在は，19 団体が参加し，精神保健・医療・福祉の現場に関わる学術団

体及び職能団体が一堂に会するわが国唯一の集団です． 

わたしたちは，第 154 回国会に上程されている標記法案について，次の理由により，そ

の可決成立に反対し，問題の抜本的見直しを行って必要な方策を立てることを求めます． 

 

１．現在，精神障害者は，一般科よりマンパワー（医師・看護）の少ない入院施設や，圧

倒的に不足している地域社会資源等，他の疾患・障害を持つ人たちと比べて著しく差別さ

れた劣悪な環境下に置かれている．加えて社会的に病気への認識が低く，差別や偏見の強

い中で生きていかざるを得ない状況にある． 

こうした状況を抜本的に改善し，精神医療・保健を全面的に充実させることこそが最も

優先されるべき課題であり，結果として社会の安全確保につながってゆく最も有効な方策

であると考える． 

 まず，精神障害者 33 万人が入院中であるが，その 3 分の 1 と言われる社会的入院を解消

するための精神科病床削減計画が必要であり，同時に，精神病院の職員配置に関する医療

法の特例を撤廃する計画も必要である．そして，この両者を前提として，救急医療・危機

介入を含む地域医療・保健福祉圏域の策定とその圏域ごとの数値目標を含む計画の策定が

必要である．これらはいずれも，わたしたちはもとより，多くの精神医療・保健・福祉関

係者が以前から指摘し，求めてきたことである．しかるに，この 1 月から審議を進めてい

る社会保障審議会障害者部会・精神障害部会における「総合計画」（仮称）の検討状況を見

る限り，上記の基本的な問題に厚生労働省が真剣に対処しようとしているのか甚だ疑問で

あると言わざるをえない．直ちに，上記基本的問題への対処方策が，必ず実施されるとい

う保証を持って具体的な形で示されるべきである． 
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２．本来，刑罰は過去になされた犯罪行為に対して科せられるが，新法の目的は再犯の防

止であり，将来の危険性を予測して処遇が決められることになる．①精神科臨床とは別の

視点から将来の「再犯のおそれ」を理由として決定される入院処遇は，医療の名を借りた

予防拘禁に他ならず，また，②「再犯のおそれがない」という判断は一般的にも困難であ

ると考えられるので，相当長期にわたる拘禁的な入院がじゅうぶんに予測され，やはり医

療の名を借りた不定期刑が導入されるものと見なさざるをえない．通院医療についても，

ほぼ同様のことが言えるが，司法管理下の強制された「地域医療」が本来の地域医療・地

域ケアの本質を著しく侵害するということも強く指摘しておきたい． 

 こうして，精神障害者に対してのみ「再犯のおそれ」を取りあげることは，法の下の平

等に反するもので，明らかに偏見に基づく差別であり，精神障害者にとってますます生き

づらい社会を作るものと言わざるをえない． 

 ちなみに現在，措置入院制度では「自傷・他害のおそれ」を強制入院の根拠にしている

が，これは，あくまでも「現時点」における病状にもとづく精神科臨床上の判断から「医

療と保護」を行うものであり，本法における「将来の」「再犯予測」に基づく処分とは質的

に異なるものであることを指摘しておきたい． 

 

３．不幸にして違法行為を起こした精神障害者についての最大の問題は，現在のところ，

次の 3 点にあると考えられる．①簡易鑑定を含む起訴猶予処分前後の事情の不透明性．②

起訴猶予後，措置入院となった場合の措置入院のあり方の問題性．③留置・拘留・受刑な

どの場における精神科医療の不十分性． 

 

 わたしたちはむしろこれらの問題こそ，本法成立の前にまずもって検討され，改善策が

提起されるべきであると考える． 

 

 

⑦「『心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案』に

関する提言」（2002（平成 14）年 4 月 21 日）（日本精神保健福祉士協会[2002b：9]） 

日本精神保健福祉士協会 

 精神障害のため他害行為等のおそれのある精神障害者については，精神保健福祉法によ

り，都道府県知事による行政処分として入院の措置が行われてきた．しかし措置入院後の

医療に対する監督は必ずしも十分ではなく，実質的な運用は医療に委ねられた観がある．

措置入院の目的は当該精神障害者の医療及び保護とされているものの必要以上に入院が長

期化する例が少なくなく，結果的に医療が社会防衛の機能を果たしていることは否定し得

ない． 

 今国会に上程された「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等

に関する法律案」（以下「法案」という）は，重大な他害行為を行い心神喪失等の理由で不
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起訴処分になった者及び裁判により実刑判決を受けなかった者に限定して司法処分の対象

とした．社会防衛の視点からの処分の決定を医療から切り離し，司法の責任としたことに

は一定の意義が認められる． 

 われわれは，あらゆる精神障害者に対し，そのニーズに応じた適切な受診援助と早期か

らの社会復帰援助，自己決定に基づく生活支援を行う社会福祉専門職である．不幸にして

精神障害のために他害行為を行った者であっても，基本的人権の擁護をかかわりの基本と

している．この立場から，これまでに「重大な犯罪行為をした精神障害者の処遇等に関す

る見解」（2001 年 9 月 20 日）及び「精神障害者の医療及び福祉の充実強化と触法心神喪失

者等の処遇の改革に関する要望書」（2001 年 12 月 13 日）を表してきた． 

 法案が対象者の人権を尊重し，責任無能力等とされた対象者の主体性の回復と社会的復

権を実現しうるものとなることを願い，以下の提言を行う． 

 

１．審判における「再び対象行為を行うおそれ」の判定について 

（１）法務省刑事局の調査によれば，殺人事件を起こし，精神障害のため心神喪失者また

は心神耗弱者と認められた者の大半に前科・前歴がなく，重大犯罪の前科・前歴を有する

者は 6.6％にすぎない．過去の経過をもって将来を予測するための材料にすることは難しく，

また病状と行為の因果関係が必ずしも一義的に特定できるものではないことから，精神障

害のために再び対象行為を行うおそれの有無を判定することは困難と考えられる．仮にご

くわずかの可能性をもって再び対象行為を行うおそれがあると判定することになれば，対

象者の退院はかなわず，無期限の予防拘禁になりかねない． 

 法案による医療が単なる社会防衛ではなく，対象者の社会復帰を目指すものであるとす

れば，精神障害のため再び対象行為を行うおそれの判定について，政省令により，対象者

の回復の可能性を認めた柔軟な基準を設ける必要がある． 

（２）審判において精神保健参与員が意見を述べる場合に，対象者の生活環境，生活歴等

の資料を得るため，入院による鑑定に際して，医師だけでなく精神保健福祉士の関与が必

要である． 

 

２．指定入院医療機関について 

（１）対象者の生活状況を把握し，退院に向けた環境調整を行うため，指定入院医療機関

に十分な数の精神保健福祉士を配置する必要がある． 

（２）指定入院医療機関における対象者の処遇について，対象者，保護者または付添人に

対し，精神保健福祉法第 38 条の 4 の規定と，同様の処遇改善請求権を付与すべきである． 

（３）対象者は，単に病状の安定と生活の回復だけでなく，精神障害のため自らが行った

他害行為に対する贖罪という重い課題を背負っており，医療及び福祉的援助が果たす役割

は大きい．入院医療の目的が医療施設内での病状の安定だけでなく，地域社会での安定し

た生活を目指すものであれば，リハビリテーション機能の充実は極めて重要である．その
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ための施設設備の整備とともに，作業療法士，臨床心理技術者，精神保健福祉士等の十分

な配置が必要である． 

（４）指定入院医療機関の実際の配置は地域的に限定され，退院後の生活拠点とは地理的

に大きく隔たることが予想される．退院後の指定通院医療機関への通院と，地域社会にお

ける生活への円滑な移行のために，指定入院医療機関からの外泊制度または仮退院制度を

設ける必要がある． 

 

３．指定通院医療機関について 

（１）保護観察所の精神保健監察官と連携し，対象者の医療中断を防止するとともに，対

象者が主体的に通院による医療を継続できるよう援助するため，指定通院医療機関に十分

な数の精神保健福祉士を配置する必要がある． 

（２）対象者が必要なときに適切な医療を受けることができるよう，指定通院医療機関に

おける救急医療体制を整備するとともに，指定通院医療機関を含む医療圏域の精神科救急

医療体制の整備を図る必要がある． 

 

４．地域社会における処遇について 

（１）地域社会における処遇が単に社会防衛の観点からでなく，真に対象者の自立した生

活の実現を目指すものとするため，対象者の生活自立を図るコーディネーターとして，保

護観察所に十分な数の精神保健監察官を配置する必要がある． 

（２）地域社会における精神障害者の生活自立のために利用可能な資源は極めて乏しく，

早急にその充実を図る必要がある． 

（３）地域精神保健福祉活動の中心となる保健所，市町村への精神保健福祉士の配置を促

進する必要がある． 

（４）対象者に対する地域社会の理解を促進し，対象者が必要に応じて地域社会の諸資源

を利用しながら生活の自立を実現できるよう，関係機関職員の研修とともに地域社会に対

する普及啓発を図る必要がある． 

 

５．その他 

（１）全く新しい制度であり，法案をめぐって様々な論議が行われているところであるこ

とから，附則において施行から 3 年後の見直しを規定すべきである． 

（２）法案が成立した場合には，新制度の運用をめぐる具体的事項について，広く関係者

の意見を集めるとともに，十分な時間をかけて検討すべきである． 

 

「「『心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案』に

関する提言（2002 年 4 月 21 日 日本精神保健福祉士協会）」の訂正について」（第 4 章脚

注 22)，「⑦」の訂正） 
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会長 門屋 充郎  

本誌第 118 号の 9 ページに掲載した標記提言に重大な誤りがあったため，第 1 回全国理

事会の決定にしたがい，5 月 28 日付で訂正版を作成し，2002 年度定期総会の議案書に同封

して，全会員に送付いたしました．ここに重ねてお詫びし，報告いたします． 

訂正箇所は次のとおりです． 

○ 「２．指定入院医療機関について」の（２）の全文を削除する． 

○ 続く（３）を（２）とする． 

○ 同じく，（４）の全文を削除する． 

 なお，標記法案に対する協会の見解については，6 月 15，16 日に開催される第 3 回常任

理事会で検討した上で，見解（案）として全国理事に送付する予定です． 

 

 

⑧「『心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律（案）』

についての声明」（2002（平成 14）年 5 月 14 日）（病院・地域精神医学会[2002：76]） 

全国精神障害者社会復帰施設協会     全国自治体病院協議会精神病院特別部会 

全国精神医療労働組合協議会       全国精神障害者地域生活支援協議会 

全国精神保健福祉センター長会      全国精神保健福祉相談員会 

全国保健・医療・福祉心理職能協会    国立精神療養所院長協議会 

全日本自治団体労働組合衛生医療評議会   地域精神保健・社会福祉協会 

日本作業療法士協会           日本精神科看護技術協会 

日本精神神経学会            日本児童青年精神医学会 

日本集団精神療法学会          日本精神保健福祉士協会 

日本総合病院精神医学会         日本病院・地域精神医学会 

日木臨床心理学会 

わたしたち，精神保健従事者団体懇談会（精従懇）は，1986 年 9 月に発足した，精神医

療・保健・福祉に関わる学術団体及び職能団体が一堂に会する，我が国ただ一つの連合体

です． 

わたしたちは，第 154 回国会に上程されている標記法案（以下法案）について，その可

決成立に反対であることを表明し，抜本的見直しを行うよう要請いたします． 

 

反対であることの理由 

 

１．精神障害者の入院施設や地域社会資源は，他の疾患・障害を持つ人たちのそれと比べ

て著しく不十分な状態であり，その上，精神障害者は偏見にさらされた生活を強いられ

ています．こうした状況を抜本的に改善し，精神医療・保健・福祉を全面的に充実させ

ることこそが最も優先されるべき課題です．そのことを抜きに，「他害行為」への対応策
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のみを先行させた法案の成立を急ぐことは，精神障害者への偏見を助長するのみで，真

の問題解決にはなり得ません． 

 

２．法案では，「将来の再犯のおそれ」を要件として処遇が決定され，専門施設への入院処

遇は再犯のおそれがなくなるまで無期限に延長できることになっています．「再犯のおそ

れ」を精神医学的に科学的根拠をもって予測することは難しいことです．特に再犯のお

それが「ない」という判断はきわめて困難であることから，この法案のもとでは，対象

者が必要以上に長期間収容されることが予想されます． 

 

３．また，再犯のおそれを基準とする司法管理下での強制された「地域医療」は，地域医

療・地域ケアの本質を著しく侵害するということを強く指摘しなければなりません． 

 

４．不幸にして違法行為を起こした精神障害者への対応について，重要な問題は次の 3 点

であり，法新設の前にこれらの課題への取り組みがなされるべきです． 

1 簡易鑑定など起訴猶予処分に至る過程に関する問題 

2 責任無能力あるいは限定責任能力とされ措置入院となった場合の医療の問題 

3 留置・拘留・受刑など司法の場における医療のあり方の問題 

 

 以上 

 

 

⑨「『心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案』に

関する見解」（2002（平成 14）年 7 月 13 日）（日本精神保健福祉士協会[2015-]） 

日本精神保健福祉士協会第 38 回総会 

 日本精神保健福祉士協会は 2001 年 9 月 17 日と同年 12 月 17 日に重大な犯罪行為をした

精神障害者の処遇に関する「見解」と「要望」を表明した．その後，標記法案が明らかと

なったことから改めて協会として検討を行った．その結果，2002 年 5 月に開催された全国

理事会において協会としての態度を審議し，精神保健従事者団体懇談会が表明する反対『声

明』に同調することを採決によって決定し，協会としての見解を表明することとした． 

協会は法律案が社会防衛を目的とし「再犯の恐れ」を基準とした無期限の予防拘禁を可

能とする政府案には反対である．不幸にして重大な犯罪を起こした精神障害者が，刑事責

任能力がないとされたときの入通院の正当な根拠は，他害行為の背景にある精神障害に対

する医療の必要性以外にはありえず，社会防衛的処遇が必要となれば，それは司法の責任

において行われるべきである．これらを明確にした充分なデュープロセスの確保が必要で，

慎重な対応が望まれる． 

 協会は精神障害者の社会的復権の観点から，精神障害者の医療・保健・福祉における支
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援に関わり，一貫して精神医療が社会防衛的役割を果たすことは時代に逆行すると主張し

続けてきた．特に精神科入院医療は治療行為に加えて，刑事責任能力がないとして措置入

院となった者への予防拘禁を含む社会的入院など，一般科医療より劣悪な条件下で過酷な

役割を担わされている．医療はいかなる状況にあっても疾病からの回復を支援すべきもの

であって，社会防衛を目的とすべきものではない．しかし，現実の精神医療は司法の問題

を含む社会的処遇の役割なども担わされてきた．このことが精神医療の問題を複雑にし，

総体的に医療の質を低下させてきたと考えている． 

 協会は，基本的に精神障害者の責任能力を認め，自己決定を尊重することを前提として

処遇されるべきと考え，いかなる立場，状況にある精神障害者であっても等しく質の高い

医療が保障されるべきであると主張してきた．司法の場における精神障害者に対しても，

良質な医療・保健・福祉を受ける権利が保障されるべきであり，当該精神障害者が裁判を

受ける権利が保障されること，また，場合によっては刑を受ける義務を負うべきであるこ

とを確認するものである． 

 日本の精神障害者の社会的処遇を含む精神保健福祉の現状は，国内の監査機関・諸外国

からの勧告等からしても国際的に劣悪な状態である．政府が行うべきは，現状の精神保健

福祉政策の抜本的改革，社会防衛政策を基本的に廃し，脱施設化による病床削減，精神科

特例の廃止と充分なマンパワーの配置，大幅な医療費の確保などによる良質な精神医療体

制の歴史的転換が喫緊の課題である．そのうえで，日本と同程度の経済・社会・文化水準

にある先進諸国が行っているコミュニティケアを基本とした精神保健福祉施策への大胆な

転換を進める必要がある． 

 協会は国会における標記法案の審議を速やかに中断し，まずもって日本の精神保健福祉

の政策転換を行い，司法と医療の役割分担と連携について改めて検討するべきであること

をここに見解として表明する． 

 

 

⑩「『心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律』成立

にあたっての見解」（2003（平成 15）年 8 月 13 日）（日本精神保健福祉士協会[2003b：

274]） 

日本精神保健福祉士協会 会長 高橋 一 

 日本精神保健福祉士協会（以下，協会）は，2002 年 7 月 13 日の第 38 回総会において標

記法案（以下，法案）に関する見解を採択し，法案に対して反対の立場を表明した． 

 反対の主な理由は，再犯の恐れを入通院決定の要件とすることにより，無期限の予防拘

禁を可能とする危険が高いこと，法案の成立によっても精神科医療が旧来の社会防衛的役

割を払拭することにはならないこと，国際的に劣悪な状態にある日本の精神保健福祉の状

況を抜本的に改革することが先決であること，であった． 

 その後，第 155 回国会に与党より法案の一部修正案が提出され，対象者の社会復帰を目
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的とすることが強調されたが，法案そのものの規定が基本的に何ら変わらないことから，

協会は先の見解に基づき，同国会衆議院の審議等の場で意見陳述を行い，精神保健福祉士

としての立場を明確にしてきた． 

 第 154 回から第 156 回の３期にわたる審議を経て，本年 7 月 10 日に法案は可決成立し

た．衆参両議院法務委員会での強行採決は，国民の人権に係る重大な法案審議に相応しく

ない後味の悪いものとなったが，国会という公開の場でこれほど精神障害者施策に関して

議論されたことはかつてなく，また厚生労働省を挙げての対策本部を設置しなければなら

ないほどに，その貧困な状況が明らかになったことも事実である． 

 法律は成立したが，審議過程で関係諸団体から出された司法や精神科医療に関する疑念

や課題については明確な回答や解決策が得られないままの事項が多くあり，協会としては，

今後も引き続き諸課題の改善・解決への取組みを求めていかねばならない． 

 また，新たに精神保健参与員や社会復帰調整官として精神保健福祉士の関与が規定され

ているが，我々は精神障害者の人権擁護と社会復帰・社会参加を促進する役割を担う者と

して，かつて強制医療を基調とした精神衛生法の下で様々な制約を受けながらも，精神障

害者とのかかわりを通して彼らの社会的復権に努めてきたように，新しい制度の対象とな

る人々を社会が受け入れていくための方策を怠ってはならない． 

 そのためにも，協会は今後具体的に検討される指定入院医療機関での処遇内容や対象者

の地域社会での処遇等について，監視機構や報告義務など考えられる人権擁護システムも

検討したうえで，積極的に要望や提言を行なっていく姿勢である． 

 同時にこれまで以上に精神障害者への差別と偏見の解消に向けた国民への啓発（情報提

供）や正しい知識普及への貢献に努め，病気や障害を理由に誰も排除されることのない真

のノーマライゼーション社会の実現のために一層の努力をすることを表明する． 

  

 

⑪「『心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律』に関

する現段階での見解」（2004（平成 16）年 11 月 26 日）（日本精神保健福祉士協会[2004b：

12]） 

社団法人日本精神保健福祉士協会 会長 高橋 一 

  国は，現在「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する

法律」（以下，医療観察法）の 2005 年７月までの施行に向けた準備作業を進めている．報

道等によると，指定入院医療機関の整備は，独立行政法人国立病院機構の病院や公立病院

の指定手続きや建設着工が，地元住民の根強い反対もあり遅れている．当初予定されてい

た 30 床規模の専門病棟の全国 24 か所の設置についても，一部で病床数を縮小する形での

病棟設置や既存病棟での改修による設置も許容するなど，法施行の難しさを物語っている． 

 一方で，国は本年 3 月に，医療観察法の鑑定，指定入院医療機関運営，入院処遇，指定

通院医療機関運営，通院処遇，地域処遇に係るガイドラインの試案を公表し，その後も関



180 

 

係諸団体の意見も取り入れながら改変した内容について公開し，来年 1 月のガイドライン

策定に向けた作業を進めている．法運用上の根幹となるガイドラインの策定経過を情報公

開してきたことに加え，入院処遇及び通院処遇のガイドライン（案）では，処遇の目標・

理念の一つに「標準化された臨床データの蓄積に基づく多職種のチームによる医療提供」

が掲げられ，精神保健福祉士も対象者の社会復帰調整を主に担う職種として位置づけられ

ていることは，一定の評価が与えられるものである． 

 本協会は，2003 年 7 月の医療観察法成立を受けて，同年 8 月 13 日に法成立に当たって

の見解を表明し，医療観察法の諸課題について引き続き改善・解決への取り組みを求めて

いくことや，医療観察法の対象となる人々を社会で受け入れていくための方策を怠っては

ならないことを確認した．この見解に基づき，本協会の理事を中心とした諸会員は，これ

まで厚生労働科学研究や司法精神医療等人材養成研修の企画等に参加し，精神障害者の人

権擁護と社会復帰・社会参加を促進する観点から意見を述べてきた． 

 また，医療観察法に規定された精神保健参与員や社会復帰調整官の中心的な職種が精神

保健福祉士であることからも，本協会は法の目的である対象者の社会復帰が形骸化され，

社会からの隔離へと目的が変質しないよう，今後もこの法制度に関心と関与を持ち続けな

ければならない． 

 私たち精神保健福祉士は，精神保健福祉に対する認識の低さ等の地域社会における様々

な矛盾や地域精神保健福祉システムの貧困といった困難状況の中にあっても，従来から重

大な他害行為を行った精神障害者とかかわりを持ち続けてきた．私たちが大切にしてきた

その「かかわりの視点」は，新しい法制度の下でも何ら変わるものではないことを確認し

たうえで，現時点で以下のような課題があり改善への取り組みが必要であると考えている． 

 

１．審判における精神保健参与員の関与 

 医療観察法の審判における精神保健参与員の役割は，対象者の社会復帰の見通しや，必

要とされる処遇及び環境調整の内容について，専門的な立場から具体的な意見を述べるこ

とにある．精神保健参与員は，ソーシャルワーク実践の相当の経験に基づき，対象者の可

能性に焦点化した意見陳述が必要となる． 

 すでに，司法精神医療等人材養成研修が始まっているが，精神保健参与員が最低限獲得

すべき知識や技術の習得に些か不安を抱かせるカリキュラム内容や時間配分となっている

ことから，来年度以降の研修ではその内容の充実が図られるとともに，研修参加にかかる

交通費等の経費についても配慮される必要がある． 

 

２．指定入院医療機関における入院処遇 

 入院処遇における精神保健福祉士の役割は，入院当初からの丁寧なかかわりを通して対

象者との信頼関係を構築したうえで，対象者の社会復帰の調整を具体的に進めていくこと

にある．指定入院医療機関では 30 床規模の病棟で 2 名の精神保健福祉士の配置が予定され
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ているが，具体的な社会復帰調整には，対象者の意向を踏まえたうえでの退院予定地の社

会復帰調整官や指定通院医療機関，利用が想定される社会復帰施設等の関係機関との連絡

調整に相当の時間と労力を要することから，より適正な数が配置される必要がある． 

 また，入院中の対象者には，第三者性が担保された外部の権利擁護者が定期・不定期に

訪問し，直接面接ができるようなシステムを早急に検討する必要がある．なお，指定入院

医療機関に配属される精神保健福祉士の業務においては，入院中の対象者の権利に関する

情報提供が位置づけられ，権利擁護について精神保健福祉士が十分機能できるよう業務を

保障すべきである． 

 

３．指定通院医療機関における通院処遇 

 現時点での指定通院医療機関運営ガイドライン（案）によると，基幹型指定通院医療機

関の要件として臨床心理技術者，作業療法士，精神保健福祉士の配置が盛り込まれている．

しかし，これらのコメディカル職種がすでに配置されている医療機関でも，ほとんどの場

合は業務対象が入院患者に集中しており，新たに医療観察法の対象者のケアのために時間

を割くことが難しい現状にある．また，医療観察法の対象者のためだけに新たにコメディ

カル職種を配置することは，医療経済上不可能である． 

 このため，厚生労働省・精神保健福祉対策本部が決定した「精神保健医療福祉の改革ビ

ジョン」（2004 年 9 月 2 日）における精神医療改革策に連動させる形で，アウトリーチ型

の外来中心医療への早急な転換を図り，最低でも外来部門に専従の精神保健福祉士を配置

できるような診療報酬体系の構築が急がれる． 

 

４．対象者の地域内処遇 

１）都道府県及び指定都市の精神保健福祉センターは，精神保健福祉の技術的中核機関で

あることから，医療観察法の対象者の地域ケアが適切に実施されるよう，地域の関係機

関・施設等の職員を対象とした研修を実施する必要がある． 

  また，同センターは精神保健福祉に関する複雑困難な相談指導を業務としていること

から，医療観察法の対象者も含めた重度精神障害者の地域ケアの推進のために，アウト

リーチを基本とした多職種によるケアチームの配置が検討される必要がある． 

２）医療観察法の対象者に限らず精神障害者全般の地域ケアが円滑に行われるよう，人的

資源の充実が望まれることから，保健所及び市町村への精神保健福祉士の配置や精神障

害者社会復帰施設等のサービス提供機関の増員が促進される必要がある． 

３）地域内処遇の中心的な役割を担う社会復帰調整官は，対象者の地域生活支援のコーデ

ィネートが本務であり，地域ケア関係者の過重な期待は社会復帰調整官の孤立化を招き

かねない．このため，地域内の精神保健福祉関係機関の精神保健福祉士等は，社会復帰

調整官と積極的な連携を図る必要がある． 

 また，社会復帰調整官は一部を除き保護観察所に 1 人の配置とされているが，制度の
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充実に向けて早急に複数配置とする必要がある． 

４）医療観察法の対象者の地域生活には地域住民の理解が欠かせない．これまで以上に精

神障害者に対する差別と偏見の解消に向けた国民への情報提供等が必要である． 

 

 最後に，医療観察法の目的が対象者の社会復帰の促進にあるとすれば，最も重要なこと

は，対象者の地域生活の維持であり，そのための継続的なケアが保障される地域生活支援

システムが生活圏を中心に整備されることである．対象者の地域内処遇は，現行の精神保

健福祉サービスの活用を前提としていることから，早急にこれらの地域間格差の解消と飛

躍的な充実が図られなければならない． 

 

 

⑫「『心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律』の運

用に関する要望について」（2006（平成18）年1月24日）（日本精神保健福祉士協会[2015-]） 

社団法人日本精神保健福祉士協会 会長 高橋 一 

平素より障害保健福祉施策の推進にご尽力を賜り，厚くお礼申しあげます． 

 さて，「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」

（以下「医療観察法」という．）が昨年７月に施行され，すでに同法の対象者の審判及び処

遇が実施されているところです．また，法施行に当たり，入院処遇ガイドラインをはじめ

とする各種ガイドラインが示され，それらに則った処遇が実施されていることと存じます． 

 しかしながら，当該法が規定する鑑定入院における対象者の処遇のあり方に関して，当

協会として若干の危惧を抱いているところです． 

 また，すでに通院処遇の決定が下され，当該対象者に対する医療観察法に基づく地域内

処遇も始まっておりますが，自治体によってはいまだ十分な連携体制を取れずにいるとこ

ろも散見されます． 

 つきましては，医療観察法の適正な運用のために下記の通り要望いたします． 

 

記 

 

１．最高裁判所・厚生労働省・法務省の共管による鑑定入院処遇ガイドラインを早急に定

めてください． 

［理由］ 

 医療観察法の対象者は原則として地方裁判所の裁判官による鑑定入院命令により，鑑定

その他医療的観察を受けることとなります．しかしながら，法施行から現在まで鑑定入院

中の具体的な処遇ガイドラインは示されておりません． 

 鑑定入院については，入院中の責任の所在が明確になっていないとともに，対象者の処

遇に関しても法律上何ら規定がありません．つまり，入院鑑定中の対象者の権利保障およ
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び行動制限のあり方等が入院を受ける医療機関の判断に任されている状況にあり，その処

遇に恣意性が働きかねないことを強く危惧します． 

 このため，鑑定入院中の対象者の処遇については，少なくとも 1）精神保健福祉法が規定

する入院中の処遇に準拠すること，2）鑑定の客観性と適切な治療を確保するため，鑑定医

師と主たる治療担当医師は原則として分けること，3）入院中の行動制限はあくまでも治療

上の必要性に照らして行うこと，等を明記したガイドラインを早急に定める必要があると

考えます． 

 

２．対象者の地域社会における処遇の円滑な実施のために，以下の事項につき特段の配慮

をしてください． 

１） 法務省と厚生労働省の連携をより一層深め，継続的かつ定期的な協議の場を持って

ください． 

２） 各都道府県における地域ネットワークの強化を図ってください．  

［理由］ 

 通院決定を受けた対象者は，指定通院医療機関における医療を受け，保護観察所による

精神保健観察の下で生活をすることとなります．当該対象者の生活については，精神保健

福祉法に規定する精神保健福祉サービスの提供により支援していくことが想定されており，

当然ながら地域内の関係機関・施設が地域ネットワークを構築していくことが求められて

います． 

 

 医療観察法の施行に先立ち，「地域社会における処遇のガイドライン」（法務省保総第 595

号／障精発第 0714003 号）が通知されておりますが，自治体によっては当該ガイドライン

が十分に活用されず，保護観察所と自治体・精神保健福祉主管課等との協議の場さえ持て

ずにいる所もあると聞いております． 

当該ガイドラインに謳われているように，まずは法務省と厚生労働省の連携の強化及び

地域社会における処遇の実施体制についての情報の共有の促進を通して，地方厚生局，指

定医療機関，保護観察所，都道府県・市町村等の関係機関相互の連携協力が円滑に行われ

るよう，具体的方策を構ずることが肝要と考えます． 

 

 

⑬「『心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律』にお

ける社会復帰調整官の増員について（お願い）」（2008（平成 20）年 9 月 5 日）（日本精

神保健福祉士協会[2015-]） 

社団法人日本精神保健福祉士協会 会長 竹中秀彦 

平素より精神障害者の保健福祉施策の推進にご尽力を賜り，厚くお礼申しあげます． 

 さて，「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」
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（以下「法」という．）が施行されて 3 年が経過し，同法の審判結果に基づき，対象者の入

院および地域処遇が実施されておりますが，入院指定医療機関の整備予定の遅れから，法

対象者の病床が著しく不足している現状にあることを認識しております． 

 本年 8 月 1 日付で厚生労働省から「心身喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医

療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令の一部を改正する省令」

が公布されました．法制定当時に，特別な医療の必要性を根拠として整備方針を立てたこ

とに鑑み，新たな入院処遇施設を容認していくことにならないように厚生労働省の本法へ

の医療体制を注視していきたいと考えております． 

 しかしながら，法施行より対象者の増加，特に地域処遇の増加に対し，広域で生活環境

調整等にあたる社会復帰調整官の負担は多大なるものがあります．地域によっては短期間

の人事交替により知識や技術の継承が困難と聞き及んでおります． 

 また，対象者数の多寡等を事由として他都道府県県への協力に派遣される事例も少なく

ないとのことですが，このような対応は必要に応じた人員増によって対処すべきと考えま

す． 

 対象者数の多寡にかかわらず，未だに基盤が脆弱な精神保健福祉における地域関係者や

医療機関関係者とのネットワーク形成のための準備は不可欠の取り組みです．また，研修

という形で対象者数の多い地域の実情を学ぶことも可能と考えます．広域である都道府県

に一人の配置は，休みや相談等もままならず，社会復帰調整官の質の向上や勤務の継続に

おいて課題であると考えます． 

 つきましては，下記の点につきまして要望をいたしますので，何卒ご高配を賜りたくお

願い申しあげます． 

 

記 

 

１．社会復帰調整官の人員配置について，各地に複数（最低 2 人以上）の配置が可能とな

るような積極的な増員計画と予算措置をお願いしたいこと． 

 

 

⑭「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づ

く指定医療機関等に関する省令の一部を改正する省令（案）及び心神喪失等の状態で重

大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関す

る省令附則第二条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告

示（案）に関する意見募集（案件番号 495080398）について」（2009（平成 21）年 2 月

19 日）（日本精神保健福祉士協会[2015-]） 

社団法人日本精神保健福祉士協会 会長 竹中秀彦 

標記の件について，下記のとおり本協会としての意見を述べますのでお取り計らいのほ
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どよろしくお願い申しあげます． 

 

記 

 

第１ 意見の趣旨 

 標記意見募集に係る省令等改正案は，心神喪失者等医療観察制度の運用面において，法

が目的とする対象者の社会復帰の促進に支障をきたす恐れがあることを懸念いたします． 

 

第２ 意見の理由 

 標記の省令については，特に指定入院医療機関の病床整備が進んでいないことから，病

床が不足し，入院医療が必要と決定された者への適切な処遇の確保に支障を来たしかねな

い状況となっているため，将来的に病床に不足が生じた場合における「臨時応急的な対応」

として，2008 年 8 月 1 日に改正されたと理解しております． 

 前回の改正時に，特定医療施設等に入院決定を受けた対象者を 3 か月とはいえ入院によ

る医療を行うことができるとした附則第 2 条第 1 項の規定については，医療法等に規定さ

れた精神病床との比較において圧倒的なマンパワーを配置した「手厚い医療」を前提とし

て策定された入院処遇ガイドライン（以下，ガイドライン）で示されているところの，入

院処遇の目標・理念の実現を阻害することが強く懸念されているところです． 

 然るに，当該措置をさらに 6 ヶ月まで延長することができるとする今回の改正案は，ガ

イドラインで目標としている急性期治療の 3 ヶ月を超えて，回復期に至ってもマンパワー

の不十分な特定医療施設等に治療を委ねることを意味しており，継続的な評価に基づく医

療の提供が，質的にも量的にも担保されるとはとても思えません．結果として，当該措置

を受けた対象者の社会復帰が進まなくなり，対象者に不利益をもたらす可能性が高いと考

えます． 

 また，医療観察診療報酬は「指定医療機関が提供する医療は，一般の精神医療とは異な

り，公共性及び専門性が極めて高いことに加え，継続的かつ適切な医療を実施するために

も，その設置主体において安定した病院運営が行われるよう定め」られていることから，

当該診療報酬が「一般の精神科医療」を提供する特定医療機関等に支払われることに，国

民の納得が得られるとは思えません． 

 さらに，標記告示案は，特定医療施設等の対象範囲をいたずらに拡大するもので，法が

謳うところの理念や精神を形骸化することにほかなりません． 

 

 

⑮「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に関す

る見解」（2011（平成 23）年 1 月 16 日）（日本精神保健福祉士協会[2015-]） 

社団法人日本精神保健福祉士協会 
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はじめに 

 2005 年 7 月に心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する

法律（以下，「医療観察法」という）が施行され 5 年が経過した．医療観察法の附則には第

４条として「政府は，この法律の施行後 5 年を経過した場合において，この法律の規定の

施行の状況について国会に報告するとともに，その状況について検討を加え，必要がある

と認めるときは，その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるもの

とする．」と規定されている．この規定に基づき，先般 2010 年 11 月 26 日に国会報告が閣

議決定された．その内容は現状の課題を明らかにするものは何も含まれておらず，極めて

不十分なものである．現在，障害者権利条約の批准に向けた国内法の整備が検討されてい

る中，医療観察法についても権利条約に照らした整合性の観点から法制度の見直しが検討

されなければならない． 

 

本協会のスタンス 

 本協会は，医療観察法の制定及び施行までの過程において，折に触れ見解を表明すると

ともに関係各省に要望書を提出してきた（※）．また，法施行後，多くの精神保健福祉士が

医療観察法に関与することとなった．直接的には，社会復帰調整官，精神保健参与員，指

定入院医療機関や指定通院医療機関の精神保健福祉士，自治体の精神保健福祉士，そして

法対象者の地域ケアを担う障害福祉サービス事業所等の精神保健福祉士としてのかかわり

であり，間接的には厚生労働科学研究や人材養成研修の企画検討等への参画や本協会とし

ての医療観察法地域処遇体制整備に係る調査研究事業の取組みなどである． 

 2008・2009 年度に取り組んだ各調査研究事業においては，以下のような課題抽出や提言

を行った． 

 

2008 年度障害者保健福祉推進事業「心神喪失者等医療観察法制度における地域処遇のため

の関係機関連携に係る試行的実践事業 報告書」より 

＜調査研究において陪席可能なケア会議・CPA 会議の参加と関係者へのヒアリングから確

認された地域処遇の課題＞（※CPA 会議：指定入院医療機関における入院対象者のケア会

議） 

 １）地域処遇への移行に関する医療機関の地域偏在が及ぼす課題 

 ２）支援連携を可能とする豊かな社会資源の不足 

 ３）全額公費負担の通院医療費と自己負担となる通院交通費のもたらす課題 

 ４）地域連携を可能とする人的・経済的保障の不足 

 ５）地域処遇の終了後のケア継続に関する課題 

＜医療観察制度における地域処遇推進のための関係機関連携のあり方＞ 

 １）精神保健医療福祉関係者への医療観察法制度の普及啓発 

 ２）重層的な支援体制の構築を 
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 ３）ハード・ソフト両面の資源整備を 

 ４）地域処遇から地域精神保健福祉支援体制までの継続したケアマネージャーを 

2009 年度障害保健福祉推進事業「心神喪失者等医療観察法制度における地域処遇体制基盤

構築に関する調査研究事業 報告書」より 

＜円滑な地域処遇の推進のために（提言）＞項目のみ 

 １）居住資源の整備課題への対応 

 ２）強制を伴う通院処遇における通院交通費の負担への対策 

 ３）生活保護制度の運用に関する対策 

 ４）継続的かつ医療的緊急対応可能な医療提供体制の整備に関するモデル圏域の設定 

 ５）司法領域・精神保健福祉領域のマンパワーの整備 

 ６）移行型バトンタッチではなく，ダブル・マネージャー・システムのような重なりあ

いや協働へ 

 ７）医療観察法の処遇のフローに相談支援事業所（市町村）の位置づけを明記する 

 強制力をもつ処遇も含んでいる医療観察法にかかわることは，ソーシャルワークを本分

とする我々にとって，今も多くのジレンマを伴うものであるが，我々のかかわりはあくま

でも現行の法制度の運用において出会う対象者の生活支援の観点に立つものであり，法施

行後の要望等や提言などは，その立場で行ってきたものである． 

※2002 年 7 月には，第 38 回総会において法律案が社会防衛を目的とし「再犯の恐れ」を

基準とした無期限の予防拘禁を可能とするものであることから，当時の政府案に反対の

立場を表明している．その後法成立に際しては，制度に関与しながら，諸課題の改善・

解決への取組みを求めていくことを表明してきた．文末にこれまでの見解及び要望等を

時系列で示す． 

 

法施行 5 年経過を迎え 

 今回，法施行後 5 年を迎え，これまでの関与を踏まえて，本協会として現時点における

医療観察法に関する評価を提示し，課題解決に向けた具体的な提言を行うことを企図した

が，先ずは，改めて法そのものに関する全体的視点からの見解を以下に示すこととした． 

 なお，医療観察法が現状として施行されている間は，当然ながら法制度に関与しつつ，

法制度における矛盾や課題の把握やそれらの改善に向けた行動も，個々の対象者支援に関

する実践や支援において行っていくという姿勢は貫徹するものである． 

 

１）法制定の背景要因の変化に関する検証の必要性 

 精神科病院がいわゆる触法精神障害者を措置入院として受け入れていることが病院の開

放化の隘路となり，特別な制度のもとでの手厚い医療の提供が必要であるという説明が法

制定前にあったことに対し，法施行後 5 年の現段階において，精神科医療がどのように変

わったか細部にわたる検証は欠かせない． 
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２）精神医療や精神保健福祉全般の水準向上は為されたのか 

 医療観察法の附則には，政府による「精神医療等の水準の向上」と「精神保健福祉全般

の水準の向上」が謳われている．医療観察法の整備と精神保健医療福祉の向上を車の両輪

と位置付けたものであるが，この間の取り組み実績は果たして車の両輪たり得たのであろ

うか． 

 法の対象者の状況をみると，医療観察法の対象となる以前に一般精神医療を利用してい

た者が半数近くに及んでいる．このことは，現状の精神医療や精神保健福祉全般の水準が

精神障害者の生活を十分に支えるまでに至っておらず，再発や悪化を防ぎきらず，結果と

して対象者にとっても対象行為の被害者にとっても不幸な結果を招くこととなっているこ

とを如実に示すものである． 

 2010 年の診療報酬改定により，救急・急性期・身体合併症医療の重点的評価は行われた

ものの，依然として医療法上の精神病床の人員配置基準は変わらず，低い基準に抑えられ

ている．また，精神障害者の障害福祉サービスや地域生活支援事業の利用は増えているが，

病院からの地域移行を含めた地域における精神障害者の生活支援体制は量的にも質的にも

心もとない状況であることに変わりない． 

 

３）既に破たんを呈した手厚い医療提供体制 

 一方，手厚い医療を謳っていた指定入院医療機関のたび重なる基準や規格の変更により，

小規模病棟ではコメディカル職種の配置が少なくてもよく，なおかつ一般病棟の一部に医

療観察病床を置くことができるとしたこと，指定病床以外の病床を「特定病床」として法

対象者の受け入れを可能としたことは，精神保健福祉法上の入院医療と医療観察法による

入院医療を切り離して「手厚さ」を提供するとした当初の制度設計がもはや破綻している

ことを意味している． 

 

４）改めて，障害者権利条約に照らした精神保健医療福祉全体の抜本的変革の推進と実現 

 を 

 いま急ぐべきは，車の両輪の一方の車輪として位置付けられた精神保健医療福祉の貧困

状況を改善し，大胆な改革へのスピードを上げていくことである． 

 現在，障がい者制度改革推進会議において，障害者権利条約との整合性に照らした国内

関連法の整備・制度改革が議論されている．そのなかで，医療分野における論点の一つと

して，精神科医療における強制入院制度の見直しが掲げられており，医療観察法における

入院も含めた検討が行われることになっている．このような動向も踏まえて，国はいま一

度医療観察法のあり方を検証し，大胆な見直しを検討すべきである． 

 

５）検証のための丁寧な実態報告を 
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 医療観察法を現時点で評価・検証するには，制度総体としてあまりにもその実態が明ら

かにされていない点が多い．我々の個別実践の積み重ねはあるものの，対象者の処遇を含

めた全国の運用実態を明らかにすることなしには具体的な課題も抽出できない．見直しの

あり方を検討するためには実態を明らかにすることが先ず必要である． 

 

おわりに 

 本協会としては，見直した結果としての方向性が廃止なのか改正なのかという結論あり

きではなく，今後批准しようとしている障害者権利条約に照らした法制度の見直しを図る

ことと，その検証及び検討のために運用の諸実態を明らかにすることを求めるものである． 

 

以上 

 

参考：本協会のこれまでの見解や要望等 

※2001.9.17「重大な犯罪行為をした精神障害者の処遇等に関する見解」「補足説明」 

※2001.12.13「精神障害者の医療及び福祉の充実強化と触法心神喪失者等の諸具の改革に

関する要望書」 

※2002.7.13「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法

律案」に関する見解（日本精神保健福祉士協会第３８回総会） 

※2003.8.13「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法

律」成立にあたっての見解  

※2004.11.26「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法

律」に関する現段階での見解 

※2006.1.24「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法

律」の運用に関する要望について  

※2008.9.5「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」

における社会復帰調整官の増員について（お願い）  

※2009.2.19＜パブリックコメントへの意見提出＞心神喪失等の状態で重大な他害行為を行

った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令の一部を改

正する省令（案）及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等

に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令附則第二条第三項の規定に基づき厚

生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示（案）に関する意見募集（案件番号

495080398）について 

 

 

 

 


